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・戸田議員･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ４８ 

・中田議員･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ５６ 

・塚田議員･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ６６ 

○第 ３ 号報告 平成２８年度島本町一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告 

について･･････････････････････････････････････････････････････ ７１ 

○第 ４ 号報告 平成２８年度島本町公共下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越 

計算書の報告について･･････････････････････････････････････････ ７２ 

○第３４号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて････････････ ７４ 

○第３５号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて････････････ ７４ 

○第３６号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて････････････ ７４ 

○第３７号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて････････････ ７４ 
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○第３９号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて････････････ ７４ 
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○第４１号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて････････････ ７４ 

○第４２号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて････････････ ７４ 

○第４３号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて････････････ ７４ 



○第４４号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて････････････ ７４ 

○第４５号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて････････････ ７４ 

○第４６号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて････････････ ７４ 

○第４７号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて････････････ ７４ 

○延会の宣告･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ７５ 
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○出席議員････････････････････････････････････････････････････････････････････ ７９ 

○議事日程････････････････････････････････････････････････････････････････････ ８０ 

○開議の宣告･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ８１ 

○第３４号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて････････････ ８１ 

○第３５号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて････････････ ８１ 

○第３６号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて････････････ ８１ 

○第３７号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて････････････ ８１ 

○第３８号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて････････････ ８１ 

○第３９号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて････････････ ８１ 

○第４０号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて････････････ ８１ 

○第４１号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて････････････ ８１ 

○第４２号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて････････････ ８１ 

○第４３号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて････････････ ８１ 

○第４４号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて････････････ ８１ 

○第４５号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて････････････ ８１ 

○第４６号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて････････････ ８１ 

○第４７号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて････････････ ８１ 

○第 １ 号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて･･････････････ ８６ 

○第 ２ 号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて･･････････････ ８６ 

○第 ３ 号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて･･････････････ ８６ 

○第４８号議案 工事請負契約の締結について････････････････････････････････････ ８８ 

○第４９号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について････････････････ ９６ 

○第５０号議案 島本町職員の退職手当に関する条例の一部改正について････････････ ９８ 

○第５１号議案 島本町税条例等の一部改正について･･････････････････････････････ ９９ 

○第５２号議案 島本町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について････････････１０５ 



○平成２９年度施政方針････････････････････････････････････････････････････････１０７ 

○第５３号議案 島本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等 

に関する条例の一部改正について････････････････････････････････１０７ 

○第５４号議案 平成２９年度島本町一般会計補正予算（第１号）･･････････････････１０７ 

○第５５号議案 平成２９年度島本町水道事業会計補正予算（第１号）･･････････････１０７ 

○大綱質疑（第５３号議案から第５５号議案）････････････････････････････････････１２１ 

・大 阪 維 新 の 会（大久保議員）･･････････････････････････････････････････１２１ 

・人びとの新しい歩み（中田議員）････････････････････････････････････････････１２７ 

・公 明 党（岡田議員）････････････････････････････････････････････１３９ 

・コミュニティネット（東田議員）････････････････････････････････････････････１５２ 

○延会の宣告･･････････････････････････････････････････････････････････････････１６７ 

 

第 ３ 号（ ６ 月２７日） 

 

○出席議員････････････････････････････････････････････････････････････････････１７１ 

○議事日程････････････････････････････････････････････････････････････････････１７２ 
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○大綱質疑（第５３号議案から第５５号議案）････････････････････････････････････１７３ 

・自 由 民 主 ク ラ ブ（伊集院議員）･･････････････････････････････････････････１７３ 

・会派に所属しない議員（河野議員）････････････････････････････････････････････１９４ 

○散会の宣告･･････････････････････････････････････････････････････････････････２０７ 

 

第 ４ 号（ ７ 月１４日） 

 

○出席議員････････････････････････････････････････････････････････････････････２０９ 

○議事日程････････････････････････････････････････････････････････････････････２１０ 

○開議の宣告･･････････････････････････････････････････････････････････････････２１１ 

○各常任委員会委員長報告（第５３号議案から第５５号議案）･･････････････････････２１１ 

○第５３号議案から第５５号議案の討論・採決････････････････････････････････････２１２ 

○第５６号議案 工事請負契約の締結について（町立第四小学校校舎増築等工事）････２３０ 

○第５７号議案 工事請負契約の締結について（町立第二学童保育棟新築工事）･･････２５２ 

○第５８号議案 平成２９年度島本町一般会計補正予算（第２号）･･････････････････２５７ 

○第１号決議案 「２０２５日本万国博覧会」の大阪誘致に対する決議･･････････････２６６ 
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島 本 町 議 会 ６ 月 定 例 会 議  会 議 録 

 

 

第  １  号 

 

 

         平  成２９年  ６月２３日（金）  

 



島本町議会６月定例会議 会議録（第１号） 

 

年 月 日  平成２９年６月２３日 (金) 

 

場   所  島本町役場 議場 

 

出 席 議 員  次のとおり１４人である。 

 

１番  塚 田  淳  ２番  大久保  孝幸  ３番  東 田  正 樹 

４番  平 井  均  ５番  河 野  恵 子  ６番  清 水  貞 治 

７番  岡 田  初 惠  ８番  川 嶋  玲 子  ９番  戸 田  靖 子 

10番  中田  みどり  11番  野 村  篤  12番  伊集院  春美 

13番  福 嶋  保 雄  14番  村 上  毅     

              

 

地方自治法第１２１条の規定により、議会に出席を求めた者は次のとおりである。 

町 長  山田  紘平  教 育 長  岡本  克己  
総 合 政 策 

部 長 
 由 岐  英 

総 務 部 長  柴山  則文  
健 康 福 祉 

部 長 
 岡本  泰三  

都 市 創 造 

部 長 
 名越  誠治 

都市創造部 

理 事 
 柏木  栄一  

上 下 水 道 

部 長 
 水木  正也  消 防 長  近藤  治彦 

教育こども 

部 長 
 北河  浩紀  会計管理者  永 田  暢  

総合政策部 

次 長 
 吉川  展彦 

都市創造部 

次 長 
 佐藤  成一  

教育こども部 

次 長 
 川畑  幸也     

 

本会議の書記は次のとおりである。 

 

事 務 局 長  妹藤  博美  書   記  村田  健一  書   記  小東  義明 
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  議事日程第１号  

 平成２９年６月２３日（金）午前１０時開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 議長の常任委員辞任について 

日程第３ 一 般 質 問 

     岡 田 議 員 山田町長に問う、広域連携の充実とは 

     河 野 議 員 １．水無瀬川河川敷の防災と財政上の課題を問う 

２．都市農業振興基本計画、生産緑地制度検討の進捗を問う 

３．年長者の多い、または自治会の無い地域のゴミ問題につ 

いて 

４．統一保険料導入で保険料値上げへ――大阪府に対し住民 

・被保険者・町議会の意見反映を 

５．第６期介護保険計画実施２年間について 

     福 嶋 議 員 １．避難所開設・運営の充実・強化について 

２．業務プロセスの見える化について 

     野 村 議 員 １．産業振興と観光開発について 

２．町有地活用と都市農業振興について 

     村 上 議 員 １．本町における猫対策について 

２．その後の日立金属株式会社山崎製造部の跡地について 

     伊集院議員 １．新町長の「島本町のまちづくり」について 

２．町立学校の個人情報保護の管理について 

     戸 田 議 員 島本町の発達支援保育の現状と課題 

～支援を必要とする児童への合理的配慮～ 

     中 田 議 員 ＪＲ島本駅西地区の都市計画の変更について：住民意見の反 

映と住民利益の視点から 

     塚 田 議 員 合併・広域連携について 

日程第４ 第 ３ 号報告 平成２８年度島本町一般会計予算繰越明許費繰越計算書の

報告について 

日程第５ 第 ４ 号報告 平成２８年度島本町公共下水道事業特別会計予算繰越明許

費繰越計算書の報告について 

日程第６ 第３４号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第３５号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 
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第３６号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第３７号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第３８号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第３９号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４０号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４１号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４２号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４３号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４４号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４５号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４６号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４７号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第７ 第 １ 号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

第 ２ 号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

第 ３ 号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第８ 第４８号議案 工事請負契約の締結について 

日程第９ 第４９号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

日程第10 第５０号議案 島本町職員の退職手当に関する条例の一部改正について 

日程第11 第５１号議案 島本町税条例等の一部改正について 

日程第12 第５２号議案 島本町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

日程第13 第５３号議案 島本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用 

者負担額等に関する条例の一部改正について 

第５４号議案 平成２９年度島本町一般会計補正予算（第１号） 

第５５号議案 平成２９年度島本町水道事業会計補正予算（第１号） 
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 （午前１０時００分 開議） 

 

川嶋議長  おはようございます。公私何かとお忙しい中、ご参集いただきまして大変ご苦

労様でございます。 

  ただいまの出席議員数は 14 名で、全員出席であります。 

  よって、これより平成 29年島本町議会６月定例会議を開きます。 

  それでは、本日の会議を開きます。 

  議案等は、お手元に配付しておきましたから、ご了承願っておきます。 

  なお、本定例会議の会議期間は､本日から７月 14日までの 22日間の予定となっており

ますので、皆様には円滑な議会運営にご協力いただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第 127 条の規定により、２番 大久保議員及び９番 戸

田議員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

  副議長と交代いたしますので、この際、暫時休憩いたします。 

（午前 10時 01 分～午前 10時 01 分まで休憩） 

清水副議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  日程第２、議長の常任委員辞任についてを議題とします。 

  なお、「地方自治法」第 117 条の規定により、川嶋議長の退席を求めます。 

（午前 10時 01 分 川嶋議長 退席） 

清水副議長  お諮りします。 

  川嶋議長から、職務を行う都合上、総務建設水道常任委員を辞任したい旨､願い出てお

られますので、やむを得ないものと認め、特に同意したいと思います。 

  これにご異議はありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水副議長  ご異議なしと認めます。 

  よって、川嶋議長の総務建設水道常任委員の辞任に同意することに決定いたしました。 

  議長と交代しますので、この際、暫時休憩いたします。 

（午前 10時 02 分 川嶋議長 出席） 

（午前 10時 02 分～午前 10時 03 分まで休憩） 

川嶋議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  日程第３、一般質問を行います。 

  通告の順によりまして、岡田議員、河野議員、福嶋議員、野村議員、村上議員、伊集

院議員、戸田議員、中田議員、塚田議員の順で行います。 

  それでは最初に、岡田議員の発言を許します。 
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岡田議員（質問者席へ） おはようございます。それでは、一般質問をさせていただきま

す。 

  まず、「山田町長に問う、広域連携の充実とは」。 

  島本町の財政は、町村としては大阪府域で見ても決して务後しているわけでありませ

んが、尐子高齢・人口減尐の時代、町政を取り巻く環境は一層厳しくなると予想されま

す。このままで行けば、行政サービスの現状維持すら不可能となるでしょう。 

  島本町の「中期財政見通し」では、平成28年から５ヵ年の間に、平均して毎年５億円

を超える基金の取り崩しをせざるを得ないということが予測されており、基金残高は27

年度末には42億円あったものが、32年度には16億円となり、35年度には基金がなくなっ

てしまうという事態を迎えます。 

  本年４月より、し尿処理を高槻市に業務委託することにより、し尿化学処理施設の更

新整備を回避し、多額のイニシャルコストを削減、ランニングコストの縮減も行うこと

ができました。住民サービスの維持向上を図るため、パスポートをはじめし尿処理の高

槻市委託の成果を踏まえ、今後、ごみ焼却場の更新整備や消防力の維持強化など、高槻

市との協議なくして進めることのできない課題は数多くあります。 

  そのためにも、広域行政協議を進める必要があると思いますが、町長の「広域連携の

充実」とはどのように進められようとされているのでしょうか。お聞かせください。 

山田町長 それでは、岡田議員の一般質問の「広域連携」に関するご質問に、私からご答

弁申し上げます。 

  先月でございますが、「地方自治法」に基づく「町長の事務引継」を実施いたしまし

た。その際、広域連携につきましても、前川口町長から種々助言をいただいたところで

ございます。 

  広域連携に対する考え方につきましては、私も、前川口町長と同様の認識を持ってお

ります。本町のような小規模自治体が、基礎自治体として行政責任を果たしていくうえ

で、最尐の経費で最大の効果、組織及び運営の合理化を求めるためには、広域連携を進

めることが重要な課題であると認識をいたしております。しかしながら、当然のことで

はございますが、広域連携は相手のあることで、一自治体の一方的な希望で実現するも

のではないということも、十分理解をしているところでございます。 

  従いまして、他の自治体と連携をさせていただくにあたりましては、相手方の立場を

十分に理解するとともに、相互の信頼関係が極めて重要であると考えているところでご

ざいます。前川口町長は３期12年にわたる任期を通じまして、一歩一歩、関係団体との

信頼関係を構築してこられたものと理解をしております。私といたしましても、今後、

議員の皆様方のご指導とご協力を賜りながら、誠意を持って、丁寧に、関係の構築に努

めてまいりたいと考えております。 

岡田議員  町長にお伺いいたします。高槻・島本広域行政勉強会、どのような認識をお持

- 5 -



 

 

ちでしょうか。 

山田町長  高槻市・島本町広域行政勉強会についてのご質問でございます。 

  この勉強会は、両市町における広域行政の連携のあり方等についての調査・研究を行

う場として設置され、両市町の関係部局の職員で構成される会議であると認識しており

ます。直近では、本年４月からし尿処理の事務委託が始まっておりますが、この勉強会

における調査・検討経過がなければ実現は難しなかったものと伺っており、ご尽力いた

だいた高槻市関係者の皆様には感謝の思いを持っております。 

岡田議員  わかりました。 

  それでは、町長にお伺いいたしますが、島本町にとって、広域でやらなければならな

い課題はどのようなものがあるとお思いでしょうか。 

山田町長  先ほども申し上げましたけれども、一自治体ではなかなか決められない問題も

あります。今後、関係を築いていく中で､どういったことが一緒にできるのかということ

を、しっかりと見極めて、協力を求めていったり、お互いにメリットがあることをやっ

ていきたいというふうに思っております。 

岡田議員  町長ね、はい、その気持ちは受け取れます。 

  広域的にやらなければならないという課題が島本町にはあると思います、大きな歳出

削減に繋がるような。こういう課題というのはどういうものがあるのか、おわかりです

か。もしもわからなければ、総合政策部長に答弁していただいても結構ですけれども。 

総合政策部長  広域連携の具体的な事業にはどのようなものがあるか、ということでござ

いますけれども、先ほど町長がご答弁申し上げましたとおり、広域連携の推進につきま

しては、相手方の合意、それから強い信頼関係、こういったものが非常に重要であると

いうふうに認識をいたしておりまして、具体的な事業につきましても双方の十分な協議

、これで決めていく必要があるというふうに考えておりまして、こちらから一方的に、

この事業、あの事業というようなことは、なかなか申し上げられないということでござ

います。ご理解賜りたいと存じます。 

  以上でございます。 

岡田議員  えらい消極的ですね。わかりました。 

  例えば、今、島本町のごみ焼却場は尺代のほうにございます。これはもう耐用年数20

年ということで、現在まで25～26年かかっておって、耐用年数もとっくに経過している

状況だと思います。毎年毎年、１億円を超える補修工事で、何とか保たせているという

ような状況でございますが、都市創造部長、お尋ねいたしますが、こういう島本町のよ

うな小さな自治体で、町単独でごみの焼却施設というのは、どのようなお考えをお持ち

ですか。 

都市創造部長 本町の清掃工場にかかるご質問でございます。 

  本町の清掃工場、１町で施設を運営しているところではございます。先ほど議員から

- 6 -



 

 

ご紹介ございましたとおり、一定もう26年、27年、経過している施設でございまして、

やはり担当といたしましては町独自の施設整備については、本来的には国におきまして

循環型社会形成推進交付金という交付金がございまして、通常でしたら、そういう交付

金を活用して施設整備に努めるところではございますが、この交付金については、交付

対象要件が人口５万人以上、または面積が400㎢以上となっております。 

  ついては、本町はいずれも条件を満たしておりませんことから、仮に施設を再整備す

ることとなりました場合、町の単独ということになってしまいます。そういうのは、や

はり財政状況からも非常に困難でございますことから、担当といたしましては、現施設

の延命化を図りながら、安定した施設運営を行ってまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

岡田議員  今、都市創造部長のほうからお聞きいたしましたが、ごみの焼却場の更新とい

うのは町単独では困難な状況であると、私も思っております。また、消防におきまして

も、町単独で施設を持っているというのは、私が調べたところによると、大阪府下でも

島本町と忠岡町のみではないでしょうか。全国的にも10例ないぐらい、ほとんどの自治

体が広域をやっている、このような状況の中でございます。 

町単独で、何もかものこの小さな自治体でやっていくというのは､ここで財政が破綻す

るというのか、財政が厳しくなっているという大きな原因がここにあるのじゃないかと

私は思っております。そのためにも、しっかりと広域行政に力を入れなければならない

、このように思う次第でございます。 

  それでは、総務部長にお訊きしますが、島本町の財政状況って、今現在、どのような

状況になっておりますか。 

総務部長  財政状況についてのお尋ねでございます。 

  昨年９月に作成いたしました「普通会計中期財政収支見通し」におきましても、今後

、経常収支比率が100を超える状況が続くと予想されます。経常収支比率が100を超える

というのは、臨時的な経費に予算がさけないというふうな状況を表しますので、施設整

備とか、そういったものがなかなか難しくなっていく。従って、基金、貯金を取り崩さ

ないといけないような状況が生まれてくるというのが、今後も島本町の課題の中で施設

整備というのはたくさん、老朽化をしておりますのでございますので、そういった背景

がある中では、非常に厳しい状況が続くというふうに考えております。 

  以上でございます。 

岡田議員  わかりました。財政的にも厳しいということが、わかったと思います。 

  そのような中ね、例えば住民ホールを取り壊し、また町営プールもなくしました。尐

なくとも、再建の目途は立たないと私は思っております。このような中、この広域行政

を万が一怠った場合、この中で行政改革をやりきることができるのか、打開策はありま
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すか。総合政策部長にお尋ねいたします。 

総合政策部長  冒頭に町長からご答弁申し上げましたように、本町におきまして、広域連

携の推進というものについては､行財政改革のための重要な課題であるというふうに認

識をいたしております。このことは、「第５次行財政改革プラン」にも掲げている項目

でございます。 

  また、本年４月に開始をいたしましたし尿処理の事務委託につきましては、現時点で

の経常的な経費削減効果額といたしまして、年間約6,300万円を見込んでいるところでご

ざいます。このことからも、広域連携の推進につきましては大きな効果が期待できるこ

とから、現在、作業を進めております「第６次行財政改革プラン」にも当然のことなが

ら継承していく必要がある､このように考えております。 

  以上でございます。 

岡田議員  今、何人かの部長にお尋ねしましたが、やはり島本町のような小さな自治体が

町単独でいろんなことをやっていくというのは、これからは難しいのではないか。それ

をこのまま続けるのであれば、毎年毎年、基金を取り崩していかなければやっていけな

いような、このような状況に島本町はなっております。何としても、この広域行政に、

ぜひ行政のほうも力を入れていただきたい､このように思う次第でございます。 

  そこで、町長に再度お訊きいたしますが、もしも広域連携を進めない限り、住民に負

担をかけることになることは明らかでございます。町長、広域連携が必要と本当に思わ

れるのであれば、高槻市に真正面からぶつかって、当たっていく覚悟はありますか。 

山田町長  高槻市への真正面にぶつかっていくか、ということですけれども、広域連携の

推進というものは、本町にとって非常に重要な課題であるというふうに認識はしており

ます。このことについては、今後、議員の皆様とともにご相談させていただきながら、

しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 

岡田議員  町長、そんな弱い心だったら駄目ですよ、リーダーですからね。議員の皆さん

と相談するのは当たり前のことなんです。でも、町長として､しっかりとやはり先頭に立

って高槻市にぶつかっていく、これぐらいの気迫があってもいいのではないか。何もそ

んな怖じ気なくっても結構ですので、しっかりとぶつかっていただきたい、このように

思っております。 

  そこでね、町長、町長名でしっかりと文書をもって、広域行政のお願いに高槻市へ行

く、これが信頼関係のスタートだと私は思っておりますが、いかがですか。 

山田町長  どのような方法で高槻市さんのほうにお願いに参るかにつきましては、今後、

検討しなければいけないと思っております。しかし、岡田議員からありましたように、

しっかりと覚悟を持って取り組んでいきたいということは私も考えておりますので、議

員の皆様ともご相談もさせていただきながら、適切に取り組んでまいりたいと思ってお

ります。 
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岡田議員  ありがとうございます。期待しておりますので、ぜひ､よろしくお願いいたしま

す。 

  そこでまた、町長にお訊きいたします。副町長を早く置くべきです。 

職員は、町長より年齢も経験もあります。でも、立場上、なかなか言いにくいことも

あるでしょう。府のほうで、ぜひ副町長をお願いされるべきだと思いますが、まずは町

長の足下をしっかりと固めるべき、このように私は思いますが、いかがお考えですか。 

山田町長  副町長人事につきましては、副町長は行政において極めて重要な役割を担う役

職でありますことから、可能な限り早い時期にご提案をさせていただけるように事務を

進めてまいりたいと考えております。 

岡田議員  町長、それは、いつを目途に決断されますか。 

山田町長  現段階では、どなたにお願いするということなども決まっておりませんので、

時期については､できるだけ早い時期にということで､よろしくお願いいたします。 

岡田議員  町長の選挙公報を見させていただきました。「しがらみのない私は」と書いて

ありますが、確かにこれは、聞こえはいいです。でも、政治の世界はパイプがあるかな

いか、このことでパイプがあってできることもたくさんございます。どこかのチラシに

は、与党は３人だけと書いてあるようでございますが、町議会では、与党も野党もござ

いません……（「そのとおり」と呼ぶ者あり）……。職員、そして全議員が力を合わせ

て、住民のために頑張るのみでございます。 

  また、町長の若い力を思いっきり発揮され、頑張っていただきたい、このように要望

をいたしまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

川嶋議長  以上で、岡田議員の一般質問を終わります。 

  引き続き、河野議員の発言を許します。 

河野議員（質問者席へ） 日本共産党・河野恵子です。今期初めての一般質問に取り組ま

せていただきます。よろしくお願いいたします。ただ、項目が５項目と多岐にわたって

おりますし、一問一答式というよりは、総括方式のような形式になろうかと思いますが、

その点、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

  まず、１点目です。「水無瀬川河川敷の防災と財政上の課題」を伺います。 

  「島本町都市計画マスタープラン」では、度重なる修正・変更を経た今もなお、淀川

水防用緊急土砂置き場――これは東大寺にございます――を土地の有効活用の方針とし

て「スポーツ・レクリエーション拠点」に位置づけています。この位置づけを削除・変

更することを、このマスタープラン制定以来、一貫して日本共産党、そして私も求めて

まいりました。 

  町長におかれましては、この場所を大雤・豪雤災害時の防災上の観点から、また公共

下水道の区域、公共下水道会計上の観点から、またマスタープランに即した国土交通省

への払い下げの執行部の要望行動について、経過と現状をどのように認識されておられ
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ますか。答弁を求めます。 

山田町長 それでは、河野議員の一般質問の１点目、「都市計画マスタープランと淀川水

防用緊急土砂置き場」に関するご質問に、私からご答弁申し上げます。 

  国有地であります当該地の経過等につきましては、私も一定、把握をさせていただい

ております。具体的には、降雤時における土砂等の流出防止対策として、国において大

型土のうの設置などの対策を講じていただいていることや、公共下水道に関し、淀川右

岸流域下水道維持管理負担金の積算対象となる全体計画区域面積が縮小していること、

また本町の「都市計画マスタープラン」上の位置づけにつきまして、今後、計画全体の

見直しの際に検討させていただくことなどでございます。 

河野議員  この件は、私も約十数年、都市計画審議会委員を務めている中で、マスタープ

ランの修正業務の際に、つど求めていたものです。すでに当時策定された状況とは大き

く変わり、水無瀬川緑地公園、防災機能を持った緑地公園も整備されています。一方で、

先ほどの一般質問にもございましたように、とにかく財政が今、厳しい状況の中で、あ

の東大寺の山肌の緊急土砂置き場をスポーツ・レクリエーション広場や公園の拠点にす

るというような考え方は、たぶん今、全住民に問うても、場所的な問題、そして財政上

の問題からも、到底非現実的なものであり、これに手を出そうという、こういう計画を

残すことが、それこそ島本町の財政破綻に繋がりかねない。私はそう思っておりますし、

これは 20年以上前から日本共産党としても申し上げてまいりました。 

  その点について、今、町長のほうからは３点目の答弁において、見直しの対象として

の認識を持っておられるということをお伺いしたと思いますが、その点は間違いはない

ということで、よろしいでしょうか。 

山田町長  河野議員のおっしゃるとおり、そういう認識でおります。 

河野議員  ここまでに至るまでに、ほんとに十数年かかってきたわけですけれども、開発

指向を誘発するような、このようなマスタープランの項目、表現は、まだプランの中に

も様々、随所にあります。その点について、たぶん、この４年間の間に「総合計画基本

構想」とともに「都市計画マスタープラン」の見直しをする時期が必ず参ると私は思っ

ておりますので、ぜひ、全住民の意向調査を踏まえながら、こういった開発指向を誘発

するような､あちこちの記述については大きく見直しをする､必要最低限、不要・不急の

大型開発はしないという、そのことが何よりも島本町を存続させる大きな取り組みだと

思っております。この点については再質問はいたしませんが、取り組みのほうは、よろ

しくお願いをいたします。 

  ２点目です。「都市農業振興基本計画、生産緑地制度検討」の進捗を伺います。 

  生産緑地制度の導入について、かねてから、これも日本共産党として求めてまいりま

した。都市圏の中の小規模町村として、また市街化における農地を持つ小規模町村とし

て、そして市街地における農地の持つ多面的な機能を踏まえての検討経過とともに、国
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や府の制度整備との関連について、お伺いをいたします。 

都市創造部長 それでは、河野議員の２点目「都市農業振興基本計画と生産緑地制度」に

関するご質問につきまして、ご答弁申し上げます。 

  まず、「生産緑地地区の導入」に関してでございます。 

  生産緑地地区につきましては、市街化区域内にある農地等の農業生産活動に裏付けら

れた緑地機能に着目し、公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等

に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る都市計画の制度を示す

ものでございます。 

  この制度を規定する「生産緑地法」は、平成３年の税制改正により大幅な改正がなさ

れ、３大都市圏の特定市における市街化区域内農地につきましては、宅地並み評価で宅

地並み課税がなされる「特定市街化区域農地」とされました。これにより当該農地の税

額が急激に上昇することから、影響を受ける３大都市圏の特定市におかれましては、生

産緑地地区を積極的に指定され、農地と宅地の均衡を保つように措置されたものと認識

いたしております。 

  本町におきましては、３大都市圏の特定市には該当しないため、課税に関し、市街化

区域内農地は宅地並み評価がなされるものの農地に準じた課税がなされることから、税

額の激変は抑えられるものと考え、生産緑地地区の導入を見送ってきたところでござい

ます。しかしながら、昨今の都市農業に関する社会経済情勢の変化を踏まえ、本町とい

たしましても、諸課題を整理しつつ、生産緑地地区の導入に向けた検討が必要であるも

のと考えております。 

  なお、生産緑地地区につきましては、現在、「生産緑地法」の改正手続きが行われて

いる段階であるため、今後の動向を注視してまいりたいと考えております。 

  次に、「都市農業振興基本計画について」でございます。 

  昨年５月、国は「都市農業振興基本法」に基づき、都市農業の振興を進めるための基

本的な方針となる「都市農業振興基本計画」を策定いたしました。市町村は、地方計画

を策定することが努力義務とされており、本町におきましても、その対忚等について調

査・研究してまいりたいと考えております。 

  なお、現在、近隣自治体においても対忚を検討している状況でありますが、特段の進

展がないことから、引き続き他の自治体との意見交換等も行いながら、生産緑地の導入

も含め、本町の都市農業施策について検討してまいりたいと考えております。 

河野議員  答弁をいただきました。この議場及び委員会などでも生産緑地制度については

質疑を重ねてきておりまして、その質疑の間も非常に間髪を入れずにやっておりますの

で、なかなか制定に繋がっているということにはなっていないというふうには思ってお

りますが、私としましては、この生産緑地制度の導入をいかに早くすることによって、

今ある農地を持っておられる方、あるいは農業を続けていただいている方、農業の多面
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的機能を全住民に対して非常に幅広い恩恵を私たちはいただいているわけですけれど

も、これを守るということとの、この制度とは非常に不可欠なものだと思っております。 

  ですので、国の税制の優遇策、様々、今、議論をされているということは私も知って

おりますが、そういったことの結論を待たずして､現時点においても、国の制度の改正が

なくても、島本町としては制度を作るということについては何ら問題はないというふう

に認識しておりますが、いかがでしょうか。 

都市創造部長  確かに、議員おっしゃいますとおり、都市農業の振興にあたりまして生産

緑地地区の導入については、一つの施策として十分機能するものと認識はいたしておる

ところではございますが、やはり生産緑地制度につきましても、デメリットといいまし

ょうか、30年間、そのままにしておかなあかんというような部分もございますことから、

やはりトータル的に島本町の都市農業の振興を進めるにあたりましては、生産緑地制度

のみならず、ほかの制度・施策等、すべて吟味・勘案したうえで、導入に向けて検討し

ていく必要があるものではないかなと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

河野議員  問題、課題がある、30 年の営農の義務が発生する、いろいろ答弁がありまし

たが、この制度については、あくまで持っておられる方が一定の面積要件をクリアされ

れば、申請して制度の指定を受けるということだと私は承知しておりますので、作るこ

とによっての弊害ということには、私はならないと。町内には、例えば農業委員会の周

辺であるとか、私たちも今年の２月に町政アンケートを行いましたけれども、やはり農

地を残して欲しい、農業者だけに頼るのではなく、島本町とともに農業・農地を守る方

策を作って欲しいという声が本当にたくさん、寄せられております。 

もちろん、その中には農業者の方の声に､生産緑地制度を作って欲しい、そのような声

も複数あったということを､ここで紹介させていただきますので、作ることによって、途

端に希望していない方にまで弊害が及ぶということが実際にあるのですか。その点につ

いては、ちょっとはっきりさせておきたいので、答弁を求めます。 

都市創造部長  議員ご指摘のとおり、生産緑地制度を導入するのは島本町で、実際、活用

される・されない、ご判断されるのは農業に従事されている方という認識でございます。 

  以上でございます。 

河野議員  とにかく激変緩和策がだんだん過ぎていく中で、納税の負担が非常に農業者に

のしかかっているということがありますので、ほんとに急いで、国の優遇策制度ができ

るのを待たずに急ぎの策定準備を求めて、この質問は終わらせていただきます。 

  ３点目に移ります。「年長者の多い､または自治会のない地域でのごみ問題」について、

伺います。 

  ごみ集積場について、ミニ開発地域では自治会のない地域においては、回収日にカラ

ス等によるごみ散乱の始末の問題、また自治会があっても高齢化による不燃物回収日の
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準備や清掃の困難さなど、課題が増えていると思われます。過去、約２年間において島

本町への苦情や要望、それに対する対忚についての実情を、お答えください。 

都市創造部長 続きまして、３点目の①「ごみ集積場に関する町への苦情要望及び対忚に

ついて」でございます。 

  議員ご指摘のとおり、本町ではこれまで、ごみ置き場の管理やカラスによる被害、年

長者のごみ出しの問題など、様々なごみに関する要望をいただいております。ごみ置き

場の管理につきましては、自治会の有無に関わらず、そのごみ置き場を利用されている

住民の皆さんに、ごみ収集後の清掃等、ご協力をいただいている状況でございます。ま

た、カラスによるごみの散乱等被害については、本町で配布しているカラスネットの適

切な使用方法の周知などを行い、被害軽減に努めているところでございます。 

  なお、年長者の方がごみ出しや清掃等の管理が困難な場合につきましては、そのごみ

置き場を利用している住民の皆様でご相談いただき、地域において解決していただくよ

うお願いいたしております。 

  以上でございます。 

河野議員 一定、認識はいたしました。 

  続いて、介護・福祉サービスやボランティア活動、シルバー人材センターとの連携な

との観点からも、実情をお聞かせください。 

都市創造部長 次に、②点目の「介護・福祉サービスやボランティア活動、シルバー人材

センターとの連携について」でございます。 

  本町では、介護保険サービスの一環として、単身の高齢者の方など生活支援が必要な

方に、朝のごみ出しをケアプランに位置付け、訪問介護による支援を行うケースもござ

います。また、当番制でごみ置き場の管理をされている地域において、その管理が困難

である年長者の方が当番にあたった際は、シルバー人材センターに、その管理を個人で

お願いされている状況があることも聞き及んでおります。 

  なお、ボランティア活動につきましては、主に買い物支援など高齢者の支援を行って

いるボランティア団体はございますが、ごみ出しまたはごみ置き場の管理を支援する団

体につきましては、現在、把握いたしておりません。 

  以上でございます。 

河野議員  ちょうど選挙がございましたので、地域を歩くことも､いつもより増えまして、

歩いておりますと、ほんとにごみの問題の悩みを多くお聞きしました。 

先ほど部長のご答弁にあったように、特にマンションなどの集合住宅とは限りません

が、大体、そういう住宅で､ごみ集積場の当番を輪番制にされているけれども、その地域、

その周辺が年長者ばかりで、例えば免除されている方ばかりで､当番する人がほとんどい

なくなるというような、そういう棟がある場合に、年長者の方で、足腰が痛くて、あの

黄色い箱とか青い箱がありますね、不燃物ごみのときに拡げる箱ですが、箱を出し入れ
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するだけでも非常につらいという思いを持っておられる方が､考えた末にシルバー人材

センターに自分の労役を１時間 800 数十円で､その当番をしてもらう委託をされている

というようなことがある、ということをシルバー人材センターのほうでも聞いておりま

す。町内では、数件ほどあると聞いておりますし、私のほうに参ってくる電話の中にも、

その当番のローテーションで、なかなか地域と円滑にいっていないということでの悩み

などが寄せられておりますので、究極は、こういった１時間幾ら払って誰かにやっても

らうというような解決方法しかないのかというふうにも思います。 

  その点については、介護保険制度によって、あるいは福祉サービスによって、ごみ出

しサービスなどができるということについては、引き続き、これは健康福祉部になろう

かと思いますが､周知に努めていただき、ケアプランで、まだ利用できる余地がある方に

おいては、こういった利用もできるんだということを、また周知していただきたいとい

うふうに思っております。 

  もう１点は、ミニ開発のごみ集積場で、その地域には自治会がないというところが、

今、結構増えております。その点でも、やはり､ごみの散乱しているところを掃除する方

は必ず１人と限られていて、それ以外の方は一切知らないというような状況が続いてい

るという地域を、あちこちで見受けております。 

  参考までにお訊きしますが、廃品回収については以前から総合政策部のほうで､子ども

会などが集団回収をした場合の補助制度、これを作っておられます……、都市創造部で

すね。ということで、この点についての利用状況をお聞かせいただきたいと思います。 

都市創造部長  集団回収についてのご質問でございます。 

  本町では、ごみの減量化・資源再生利用、環境美化、地域コミュニティの育成及び町

内業者の育成を促進するとともに、廃棄物処理行政に対する住民意識の高揚を目的とい

たし、再生資源の集団回収を行う自治会や子ども会といった団体へ助成金を交付いたし

ております。平成 28 年度の実施団体につきましては 27団体となっており、全体の回収

量は約 750ｔ、助成金額は約 38 万円でございます。今後も引き続きまして、廃棄物減量

等推進員の研修やホームページなどにより、再生資源集団回収制度を促進し、ごみの減

量化やリサイクル率の向上に努めてまいりたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

河野議員  わかりました。利用されておりますし、この子ども会という申請団体の基準と

いうものは、たぶん自治会がなくても、子ども会を結成されていてて、一定年間の活動

があり、収支状況を報告できるという、そういうことが一定の基準になっているという

ふうに聞いております。この点の制度の、やはり周知ですね。「ごみ減量推進員を通じ

て」とおっしゃいましたけれども、これはあくまで自治会を結成されている方への周知

ということになりますので、自治会を結成されてない方はごみ減量推進員も選出されて

おられませんので、その点について、やはり意識的に､子ども会は相当な地域で作ってお
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られますし、集団登校やラジオ体操の活動などにおいて、子ども会を任意で作っておら

れる地域がたくさんございますので、こういったことを周知するようなことを通じて、

自治会のないミニ開発地域、そういったところで子ども会を結成するにあたり、この廃

品回収の集団回収を活用していただく、補助制度を活用していただく。そして、それを

踏まえてコミュニティの形成などの醸成に繋がればというふうに私は願っております。 

  このことは要望に止めますが、今後とも取り組みをお願いして、また別の場所でもい

ろいろと提案をしていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

  ４点目に進みます。「統一保険料導入で保険料の値上げ――大阪府に対し､住民・被保

険者・町議会の意見反映を」 

  国が示した 2018 年度からの国民健康保険の都道府県化に伴い、大阪府でも制度設計の

検討が進められ、本年３月に開催された大阪府と市町村の国民健康保険広域化調整会議

――ここには島本町も出席されています、ここでは保険料率と減免基準の府内統一や、

市町村の一般会計からの法定外繰入の解消などの方向性が示されています。 

  島本町をはじめ、地域の実情に忚じて保険料軽減や住民の健康増進に努力してきた市

町村ほど､住民負担増や制度の後退に繋がる恐れもあると指摘されています。島本町が広

域化調整会議で表明されてきた意見と議論、それに対する大阪府の対忚は､現時点でどう

なっておられますでしょうか。答弁を求めます。 

健康福祉部長 それでは、４点目の「国民健康保険の統一保険料」について､私のほうから

ご答弁申し上げます。 

  増大する医療費、尐子高齢化による現役世代の負担増、国保の構造的課題などの背景

がある中、国民健康保険制度の保持が困難であることから、平成 27 年５月に「持続可能

な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が制定され

ました。平成 30年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、国民健康保険の運営

に中心的な役割を担うことで、財政基盤の安定や効率的な事業運営の確保等が可能とな

り、国民健康保険制度が安定化するとされております。 

  都道府県においては、平成 30年度の広域化に向けて、平成 29年度中に「国民健康保

険運営方針」を策定する必要があり、現在、大阪府においては、同一世帯・同一所得で

あれば、府内のどの市町村に居住していても同じ保険料となる統一保険料を導入するこ

と、また市町村の一般会計からの法定外繰入を認めないことなど、今後の運営方法等が

協議されております。 

  本町におきましては広域化調整会議の委員となっており、運営方針案の協議に参画を

しているところでございますが、各市町村が負担する納付金は、被保険者数の規模に忚

じた標準的な収納率をもとに設定した予定収納率に忚じて決定されることとなってお

り、小規模自治体や国民健康保険料の収納率が高い保険者は、予定収納率が高く設定さ

れるため、その設定にあたっては市町村の実状を十分に勘案するよう、意見を申し上げ
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ているところでございます。 

  大阪府が示す運営方針策定についてのスケジュール案では、８月中旪から９月にかけ

て市町村への意見聴取が行われ、12月中旪に運営方針が決定されることとなっておりま

す。その間におきましても広域化調整会議が開催され、国民健康保険運営方針案の協議

が行われる予定となっておりますので、各市町村の現状の収納努力を考慮した予定収納

率設定となるよう協議を進めてまいります。 

  以上でございます。 

河野議員  伺いました。広域化調整会議で積極的に発言をされている様子と、また予定収

納率については､かねてから島本町の担当課としては非常に強く訴えてこられたという

ことは私も承知しておりますし、この度もまた､その訴えを続けておられるというふうに

認識しました。 

  先ほど部長の答弁にあったように、６月から８月に市町村の意見を聞くんだというこ

とになっております。しかし、今回の島本町議会においては､後の施政方針、補正予算に

は国民健康保険の特別会計が存在していないということで、私は大慌てで一般質問に入

れました。この６月議会でいろいろな議員の意見を聞き、そして議論をし、一定の方向

を見い出さなければ、町としても大阪府に対して再度意見を述べるということについて

ね、非常にやはり弱いものがあると思っております。 

  ただ、住民の団体のほうから、国民健康保険の保険料率や減免制度のあり方に関する

意見書案の採択要望が島本町議会に出されておりますので、その点についても私は非常

に救われたわけですが、この午後における議会運営委員会において､島本町議会として、

いかに島本町の当局が頑張っておられる内容を大阪府に後押しできるのかという若干の

議論ができる機会がございます。その点について、今、収納率のことをおっしゃってい

ますが、保険事業や保険者の努力においては､島本町はまだまだ、やはり弱いものがある

というふうに思います。経営努力分にかかる点数というのが 2015年度、平成 27年度国

民健康保険の国特別調整交付金、この経営努力分にかかる点数が非常に低いものになっ

ているのが保険事業の展開です。 

  ご承知のように、この議場でも何度も申し上げてまいりました。特定健診に心電図が

ない、あるいは胃カメラなどを胃がん検診に採用していただきたい、このような要望も

ありますし、後期高齢者であれば人間ドックの補助制度がありますが、島本町にはそれ

がないと。せめて毎年１回でなくとも、複数年に１回だけでも人間ドックの助成をして

いただきたい、このような要望があるということは承知しておられると思いますが、そ

の点と、この経営努力分にかかる点数の低さ、これはやはり島本町として、この国保広

域化調整会議の議論を参考にしながら、自らが改善をしていくという必要のある点では

ないかと私は思っておりますが、いかがでしょうか。 

健康福祉部長 30年４月から国民健康保険制度が都道府県化されます。そのときに保険事
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業につきましては、共通部分については府内統一されるということになっております。

ただ、それ以外の保険事業につきましては、各市町村の判断によって実施することがで

きるとなっております。ただ、今、河野議員からいただきました様々な保険事業につき

ましては、実施となると、やはり費用もかかってまいりますので、当然、費用面も含め

た検討が必要であるというふうに考えております。 

  以上でございます。 

河野議員 種々、言いたい点はございますけれども、そういった、この際、他団体のやっ

ておられるような経営努力、特に保険事業については、健康マイレージ事業なども昨年

取り組まれて、その成果はこれからお聞きするようなことになろうかと思いますけれど

も、この６月から８月の市町村の意見聴取の中では、こういった保険者がいろいろ努力

をされているという、収納率だけではない、そういったインセンティブによって保険料

を引き下げられる制度とするような、そういったことも含めて積極的な議論をしていた

だきたいというふうに思います。 

  また、低所得者の減免制度についても、非常に島本町は適用件数や金額が尐ないです。

所得が多い住民が多いということもあるのかも知れませんが、これからの「下流老人」

と言われる社会問題から呈されるああいった観点、年金の受取額がどんどん減っていく

という中で、本当に減免制度というのは、これから自治体における最後の砦ということ

になりますので、この点の独自性も含めて、私としましては、この減免制度については、

やはり市町村ごとに認めていくという方向性をぜひ打ち出していただきたいと思います

が､その点についてお考えのことがありましたら、答弁をお願いいたします。 

健康福祉部長 保険料に対する減免についてのお尋ねでございますが、今、都道府県化の

中で議論されている中では、先ほど申しました保険事業についても基礎部分は統一する

ということになっておりますが、減免制度につきましても、今現時点では都道府県の中

で統一していくということになっておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

  以上でございます。 

河野議員 納得、十分できない部分もありますが、何らかの形で別の場所ででも、また議

論をしていきたいと思っております。 

  次の、最後の質問に移ります。「第６期介護保険事業計画実施２年間」について、伺

います。 

  「第６期介護保険事業計画」に即して、過去２年間、今までになく多くの住民・個人

・団体から意見が寄せられました。島本町としては、特に昨年度の下半期は住民団体と

の懇談や講演会開催、従事者研修の開催、地域密着型特別養護老人ホームの公募選定・

開設へと、非常に精力的かつ過密な業務､日程をこなされたものと私は認識しておりま

す。 

  そこで質問です。介護特別養護老人ホームの入所要件が、要介護３以上と重度化され
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ています。また、利用料２割負担による利用者への影響とともに、この４月から実施さ

れています総合支援事業による介護認定更新事務の変更について、把握されている範囲

での実態を伺います。 

健康福祉部長 ５点目の、「第６期介護保険事業計画について」でございます。 

  平成 27年度から平成 29年度を計画期間とする「第６期介護保険事業計画」につきま

しては、本年度を最終年度として、事務を進めているところでございます。 

  まず、指定介護老人福祉施設、いわゆる「特別養護老人ホームの入所要件」につきま

しては、平成 27年４月以降、限られた社会資源の中で、より入所の必要性が高い要介護

高齢者の皆様が入所しやすくなるよう、新規の入所については、原則として要介護３以

上の方が対象となりました。しかしながら、要介護１または要介護２の方であっても、

やむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難であると認め

られる場合には、施設ごとに設置している入所検討委員会を経て、特例的に入所するこ

とが可能となっております。また介護保険制度の改正前から入所されていた方は、要介

護度に関わらず引き続き入所することが可能であることから、この間、要介護認定を理

由に退所しなければならないといった事例は、把握いたしておりません。 

  また、平成 27年８月からは、所得に関わらず一律にサービス費の１割であった介護保

険サービスの利用料負担が、65歳以上の第１号被保険者のうち、一定以上の所得がある

方については２割をご負担いただくなどの制度の見直しが行われてまいりました。 

  なお、負担割合の実績につきましては、本年２月時点で、要介護認定者 1,398 名中 198

人、約 14％の方が２割負担となっております。 

  次に、本年４月から国の「総合事業」のガイドラインに基づき、要支援認定を受けて

いる方のうち、訪問介護及び通所介護のみの介護保険サービスを受けている方につきま

しては、要支援認定更新時に、従来から実施しております認定調査に代えて基本チェッ

クリストを活用しており、認定調査と同様、専門知識を有した認定調査員がご自宅等を

訪問し、ご本人に直接、基本チェックリストの各項目の聞き取りを行っております。ま

た新規の申請につきましては、原則として、これまで同様、要介護認定を受けていただ

き、主治医意見書により、ご本人の病状、病歴等の把握を行っております。 

  なお、身体状況等の変化により、ほかの介護保険サービスが必要となった方などにつ

きましては、引き続き従来の介護保険サービスを利用していただくなど、利用者の立場

に立った対忚を進めております。 

  いずれにいたしましても、今回の介護保険制度の見直しにつきましては、スムーズな

制度移行ができているものと認識しておりますが、今後とも、機会あるごとに被保険者

の方々への周知に努めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

河野議員  あまり残る時間がございませんので、質問については考えておりますけども、
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２割負担の導入、それと特別養護老人ホームへの入所者の基準が要介護３以上になった

ということで、特に島本町において､その基準によって退所を余儀なくされた人がいると

いうような相談は､今のところ行政としてはないと聞いておりますが、その点は間違いな

いでしょうか。 

健康福祉部長  間違いございません。 

河野議員  これは来年度の問題に関わるので､深くはお訊きしませんが、「第７期介護保険

事業計画」を今年度また策定に入らなければいけないということですので、その点につ

いては、やはり適宜、議会のほうにも情報提供いただいて、住民の声を反映した計画に

なるようにと、これは願っております。質問ではございません。 

  以上で、私の一般質問を終わらせていただきます。 

川嶋議長  以上で、河野議員の一般質問を終わります。 

  この際、暫時休憩いたします。 

（午前 10時 57 分～午前 11時 10 分まで休憩） 

川嶋議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  引き続き、福嶋議員の発言を許します。 

福嶋議員（質問者席へ） それでは、一般質問をさせていただきます。 

  １点目．「避難所開設・運営の充実強化について」です。 

  平成７年、阪神・淡路大震災では、地震発生直後は防災関係機関の活動（「公助」）

が十分に機能しませんでしたが、隣近所の多くの人が協力しあう「共助」により人命を

救った事例など、多く報告されています。また昨年の熊本地震の際には、連続して発生

した地震により多くの住戸に被害が発生し、多数の方が避難所で生活することを余儀な

くされました。言い換えれば、個人や家族の力「自助・共助」だけでは限界がある、と

いうことです。 

  島本町において、地震・洪水・土砂災害など､減災に向けた各種の設備的なハードの取

り組みや、組織・行動・連携などのソフトの取り組みが多く行われていると思いますが、

まず、本町における避難所の指定状況について、お伺いいたします。 

総務部長 それでは、福嶋議員の一般質問について、順次ご答弁申し上げます。 

  １点目の①「避難所の指定状況について」でございます。 

  避難所につきましては、本年４月現在で 34ヵ所を指定しており、災害種別ごとの使用

可能数につきましては、洪水で 21施設、土砂災害で 28施設、地震で 21 施設、大規模火

災で９施設となっております。 

  なお、広報しまもと本年６月号と同時に全戸配布いたしましたハザードマップにも、

新たに各避難所の災害種別を記載し、周知に努めておるところでございます。 

  以上でございます。 

福嶋議員  政府の地震調査委員会は、本年度の見直しで、静岡の駿河湾から四国沖に連な
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る南海トラフで、10 年以内にマグニチュード８～９クラスの巨大地震が発生する確率

を、これまでの 20％から 20～30％に、50 年以内では 90％かそれ以上に､引き上げられま

した。 

  島本町の地震マップでは、南海トラフ巨大地震発生時には震度６弱～５強の地震が想

定されています。このような巨大地震が起こり、災害が発生した場合、対象の避難所施

設を開設することになると思います。 

  避難所の開設・運営については、平成 26 年度に「島本町避難所運営マニュアル」を策

定しておられますが、平成 28年４月に発生した熊本地震における忚急対策や生活支援へ

の対忚を踏まえ、平成 29 年３月に「大阪府避難所運営マニュアル作成指針」が改定され

ております。大阪府の指針改定に伴う島本町の「避難所運営マニュアル」の見直し、も

しくは新たに「島本町避難所運営マニュアル作成手順」を作成する等、住民と一緒に「避

難所運営マニュアル」を作成するなど、今後の改定予定について、お伺いいたします。 

総務部長 次に、②の「大阪府避難所運営マニュアル作成指針の改定に伴う対忚について」

でございます。 

  「大阪府避難所運営マニュアル作成指針」につきましては、本年３月に改定され、同

４月に説明会が開催されました。主な改定内容でございますが、熊本地震を踏まえた対

忚、地域住民による自主的な避難所運営の促進、要配慮者への対忚等が改定されたもの

でございます。そのようなことから、本町の「避難所運営マニュアル」につきましても、

早い時期に改定作業を進めてまいりたいと考えております。 

  また、施設ごとの「避難所運営マニュアル」につきましては、「避難所マニュアル」

の見直しとあわせまして、施設管理者などと連携し、作成してまいりたいと考えており

ます。 

  以上でございます。 

福嶋議員 大阪府の「避難所運営マニュアル作成指針」の中では、自主防災会等の地域住

民による自主的な避難所運営を促進することが記載されています。これは、これまでの

災害事例からも明らかなことですが、災害発生時においては行政も被災し、職員を中心

とした避難所開設・運営が困難な場合があるからです。 

  災害時には何が起こるかわかりませんし、計画どおりに職員が参集することも難しい

と思います。特に、避難所の開設・運営に関しては、身体・生命にも大きく関わってく

ることであることから、役場の職員の人員が足らず、対忚できないというような事態に

陥らないためにも、地域住民の関わりの促進、具体的な訓練の実施、課題の抽出・改善

の繰り返しを具体的に行う取り組みが必要と考えますが、今後の取り組みの考え方、対

忚方法、スケジュール等について、お伺いいたします。 

総務部長 ③の「地域住民による自主的な避難所運営について」でございます。 

  ご指摘のとおり、阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震等、過去の大規模災害
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の事例から、行政も被災したため職員のみでの避難所運営には人員的にも限界があり、

地域住民が避難所運営に関わることが避難所の円滑な運営のために必要であることが、

改定後の「大阪府避難所運営マニュアル作成指針」の中でも言及されております。 

  本町といたしましても、個別の施設ごとの「避難所運営マニュアル」等の作成や、避

難所の運営における自主防災会をはじめとする地域住民との協力体制のさらなる充実が

求められているものと認識しております。 

今後におきましては、大阪府の今回の改定指針に示された大きな三つの視点、「安全

確保・生活の場としての避難所」「災害時要援護者に配慮した避難所」「住民の共助に

より運営される避難所」を踏まえまして、安全確保や災害時要援護者への配慮に関し、

施設の耐震化やバリアフリー化などの対忚と、避難所ごとの「運営マニュアル」作成な

どの対忚の両面から、取り組みを進めてまいりたいと考えております。特に、避難所ご

との「運営マニュアル」につきましては、地域の方や施設管理者と事前の協議を行うと

ともに、マニュアルを活用した訓練等を通じて、より実態に即したマニュアル作成に努

めてまいりたいと考えております。 

  具体的なスケジュール等につきましては、現状ではお示しできるものではございませ

んが、住民の共助による避難所運営を念頭に、平成 27年度から取り入れております避難

所運営ゲームなども活用し、住民の方々も実際の避難所生活の場において運営主体とな

ることについての啓発を行っているところでございます。引き続き啓発等に努めるとと

もに、自主防災組織連絡協議会等と連携のうえ取り組んでまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

福嶋議員 発災時において、避難所の迅速な開設・円滑な運営が大変重要なことです。い

つ起こるかわからない地震対策の仕組みを作り上げる、備えを整えるには多くの労力が

必要です。尐ないリソースで仕組みを構築することが困難であった、結局、完成しなか

った、そういうようなお話もよく聞きます。このような仕組みの立ち上げ時、リソース

を集中し、まず、いったん立ち上げてしまう。そして、その後、リソースを元に戻して､

尐ないリソースで維持・改善を行っていくなど、実効ある速やかな取り組みをお願いい

たします。また、地域住民を巻き込んだ活動を行うためにも、防災指導員の活用や、避

難所開設・運営をテーマとした防災訓練等の検討も、よろしくお願いいたします。 

  さて、今まで避難所の運営体制について質問させていただきました。地域住民との連

携、意見反映をするためにも、自主防災会や自治会等、団体の育成もあわせて行ってい

く必要があると考えます。 

  最近、島本町ではマンション等多くの開発が行われ、住民が増加しています。マンシ

ョン等における自主防災会組織の設立状況について、お伺いいたします。 

総務部長 次に、④「マンション等における自主防災組織の設立状況について」でござい

ます。 
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  平成 15年以降に建設されました 100 戸以上の集合住宅は、現在４棟ございますが、い

ずれも、自主防災組織としては設立されてないものと聞き及んでおります。 

  以上でございます。 

福嶋議員  マンションでは、「建物の区分所有者等に関する法律」で管理組合が結成され

ておりますが、自治機能について管理組合が補っている部分があるため、自治会、自主

防災会等の結成ニーズが低いものと推察されます。 

  しかしながら、身体・生命・財産にも関わってくる防災については、自助・共助のみ

ならず、水道・電気・ガスなどのインフラの復旧調整、救難物資を避難所に受け取りに

行き、在宅避難している住民に配分するなど、地域としての公助との連携も大変重要に

なってまいります。地域の防災力の向上のためにも、島本町内で自主防災会設立が大き

く抜け漏れた地域がないよう、各地域、マンションでの自主防災組織の設立を働きかけ、

目標を持ち、計画的に行っていただければと考えております。 

  自助・共助及び地域と公助との連携という、これらの促進の観点から、自主防災会設

立促進・数値目標化と、具体的な取り組みについて、お伺いします。 

総務部長 次に、⑤「マンション等における自主防災組織設立の働きかけについて」でご

ざいます。 

  過去の災害におきましても、災害時、特に災害初期の対忚において、ご家族や隣近所

の方々で助け合うことができるかどうか、自助・共助の取り組みがいかに働くかが重要

であると認識しております。現在、町内には 22 団体の自主防災組織が設立されておりま

すが、世帯数で見ますと、町内全体の半分程度となっております。 

  自主防災組織が未組織となっている区域への働きかけにつきましては、毎年、広報し

まもとで自主防災組織への設立に向けた啓発を行っており、平成 28年度には、高浜西自

主防災会が新たに設立されました。このような新規の設立にあたりましては、補助金制

度の活用や勉強会への職員の派遣など、設立に向けた支援を行っておるところでござい

ます。 

  なお、自主防災組織設立の数値目標といたしましては、「島本町まち・ひと・しごと

創生総合戦略」におきましては、平成 31年度までに 26団体とすることを目標としてお

ります。このため、目標値が達成できるよう、自治会設立の働きかけを所管するコミュ

ニティ推進課とも連携し、自主防災組織設立の働きかけを進めてまいりたいと考えてお

ります。 

  以上でございます。 

福嶋議員 ありがとうございました。では、２点目の質問に移らせていただきます。 

  ２点目の質問といたしましては、「業務プロセスの見える化について」でございます。 

  役場の業務を限られた人員・予算で運営するうえで、計画・取り組み・課題抽出・是

正というＰＤＣＡを回しながら、様々な取り組みが行われていると思いますが、職場で
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の課題抽出と是正方法の検討、これはどのような形で、どの程度行われているのかにつ

いて、お伺いいたします。 

総合政策部長 それでは、２点目の「業務プロセスの見える化について」のご質問に、ご

答弁申し上げます。 

  職場における課題を把握し、その課題を解決する方法といたしましては、まず定例監

査におけます指摘事項と、それに対する措置状況の報告、町政に対する住民からのご意

見を聴取する「私の声」とその対忚状況の公表、職員が事務事業の執行に対する改善意

見を提案する「事務改善提案制度」、行政運営に関する職員の違法な行為または違法性

の高い行為を通報する「公益通報制度」などがあげられ、課題に対しましては、そのつ

ど対忚しているところでございます。 

  また、平成 28 年度におきましては、実施している各種イベントについて、事業本来の

目的と費用対効果などの分析及び検証を行い、結果に基づき、必要な見直しに繋げるこ

とといたしております。さらに、日常業務を進めていくうえでの管理や確認、それに対

する上司からの指導・助言、人事評価制度におけます評価者と被評価者との面談、各部

局で策定しております各種計画の進捗状況の管理などにより、職場における課題の把握

に繋げることができる、このように認識をいたしております。 

  以上でございます。 

福嶋議員  職員を対象としたものは、どのようなものがあるか、お教えください。 

総合政策部長 次に、②点目でございます。 

  先ほど申し上げましたもののうち、職員が各々の業務の課題を把握するものといたし

ましては、「事務改善提案制度」「公益通報制度」、日常業務を進めていくうえでの管

理や確認、人事評価制度の面談が該当することになります。 

また総合政策部といたしましては、職員それぞれが現在の組織・職務等に対してどの

ような考えを持っているのかを把握するために実施している「自己申告制度」や、人事

異動計画を作成する際に実施している各部局長からの意見聴取により、職場における課

題を把握することができる場合がございますので、すべての課題を解決することは困難

ではございますが、適宜対忚しているところでございます。 

  以上でございます。 

福嶋議員  職員の方の日常業務で、失敗した、失敗しかけたというような事象が発生する

と思うのですが、発生時の業務手順の是正、発生状況の把握、そういうものはどのよう

に行われているか、お教えください。 

総合政策部長 それでは、③点目でございます。 

  事務処理上のミスや、いわゆるヒヤリ・ハット事例を防止する手段につきましては、

全庁的に統一したルールを設けているわけではなく、各部局、課、施設単位で実施して

いるところでございます。一例といたしまして、組織体制や職員の意識、職場環境にお
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ける原因や要因を分析したうえで、マニュアルの見直しや情報共有体制の整備に繋げる

というような手順で進めていくものでございます。 

  以上でございます。 

福嶋議員 今、お教えいただいた公益通報の重大な事象や、失敗した軽微な事象、失敗し

かけたヒヤリ・ハットというような事項は、よく知られたハインリッヒの法則、１対 29

対 300に当てはまると言われています。ヒヤリ・ハットの発生状況を把握し、日々、そ

の低減を図ることで、軽微や重大な事象の発生確率を減らすことができます。実務の課

題だけでなく作業効率のアップ、広義の職場課題の把握・改善なども、計量的な件数監

理及び積極的に件数を出し改善に繋げていくことで、役場内でやっておられることが見

える化された、開かれた職場づくりに繋げていただきたいと思います。 

  また、把握された案件の詳細な公表基準を明確化されることで、より開かれた行政に

繋がっていくと思いますので、定期把握・定期報告を含めご検討をお願いし、質問を終

わりたいと思います。 

  以上でございます。 

川嶋議長  以上で、福嶋議員の一般質問を終わります。 

  引き続き、野村議員の発言を許します。 

野村議員（質問者席へ） 自由民主クラブ・野村篤です。勝手により、通告書の１と２を

逆に、２番のほうからの質問をさせていただきます。 

  「町有地の活用と都市農業振興」について、お伺いいたします。 

  今後、日立金属の転出等、納税額の減尐が見込まれる中、島本町への法人誘致以外に

歳入増加策を検討する必要がございます。また、町内の市街化区域の農地が宅地開発さ

れていますが、複数棟建築予定されているマンション供給により、農地の維持とその活

用法を検討する転換期に来ていると認識しております。 

  そこで、総務部といたしまして、まず町有地の現状と資産価値並びに水無瀬駅前時間

貸し駐車場の収益状況など、主立った「現在の町有地の活用と今後の見通し」をお聞か

せください。 

総務部長 それでは、野村議員の一般質問について、ご答弁申し上げます。 

  ２点目の①の「町有地の活用と今後の見通しについて」でございます。 

  公有財産のうち、本町で公共の用に供し、または供することと決定した以外の土地、

いわゆる普通財産につきましては、平成 27年度末現在で約１万 2,700㎡ございます。 

  そのうち、山崎保育園や商工会館などの敷地として無償貸付している土地は約 7,000

㎡でございます。一方、阪急水無瀬駅前タクシー車庫跡地、広瀬二丁目地内及び若山台

二丁目地内等で駐車場用地等として有償で賃貸している土地は約 2,000㎡で、年間約 335

万円の収入となります。その他の土地のうち、未利用地で売却可能なものにつきまして

は、自主財源の確保の観点から売却の事務を進めております。 
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  今後におきましても、それぞれの土地に最適な方法で有効活用を進めるとともに、未

利用地で売却可能なものにつきましては、順次、売却に向けての事務を進めてまいりた

いと考えております。 

  以上でございます。 

野村議員  有償で土地を賃貸しているということと、年間 335万円の収入がそれで発生し

ているということ、また未利用地で売却可能なものは売却していくということでの、ご

返答をいただいております。ぜひ、これからも売却の事務、また管理事務や委託費用が

そうやって軽減も見込まれるということもありますので、積極的に進めていただきたい

というふうに思っております。 

  私の質問の中で、阪急水無瀬駅前のタクシー車庫跡地に関しての利用として、今、貸

付をしているというお話がございましたが、現状、暫定的にということで検討いただい

ているという形で了解しておるんですが、今後、阪急水無瀬駅前タクシー車庫跡地につ

いて、どういう形で進めていくのか。売却か、それ以外の土地利用に関して、これは一

定、町長のまずお考えを聞かせていただければありがたいなというふうに思いますが、

いかがでしょうか。 

山田町長  水無瀬駅前のタクシー車庫跡地、現在、駐車場として貸し付けているものでご

ざいますけれども、今後の方針としましては、まだ決定をしておりませんので、どうい

った方法があるかということを検討してまいりたいと思っております。 

野村議員  暫定的にということで、まず１年間はこの現状の利用を続け、翌年からどうす

るかという検討に入るという認識でよろしかったでしょうか。 

山田町長  契約は１年ごとということになっておりますので、来年度どうするかというの

は検討させていただきたいと思います。 

野村議員  では、そういう形で認識させていただきました。今後も引き続き注視してまい

ります。 

  では、次の質問としまして、「都市農業の振興」に関しての質問をさせていただきま

す。 

  「都市農業」についてですが、町内の市街化区域農地が宅地開発されておりますが、

先ほど「複数棟建築予定されているマンションの供給」等によりまして、「農地の維持

とその活用法を検討する転換期に来ている」と、お伝えしております。 

  都市創造部としまして、「都市農業振興基本法」の施行による地方計画の策定及び他

市町村の農地活用を踏まえた島本町内の防災及び自然教育、また農地を維持するうえで

の税制面での検討課題と今後の見通しについて､先ほど議員の質問がありましたけれど

も、もう一度確認のため、お願いいたします。 

都市創造部長 それでは、まず「都市農業振興基本法」の地方計画について、ご答弁申し

上げます。 
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  昨年５月、国は「都市農業振興基本法」に基づきまして、都市農業の振興を進めるた

めの基本的な方針となる「都市農業振興基本計画」を策定いたしました。市町村は、地

方計画を策定することが努力義務とされており、本町におきましても、その対忚等につ

いて調査・研究してまいりたいと考えております。 

  なお、現在、近隣におきましても対忚を検討している状況であり、他の自治体との意

見交換等も行いながら、本町の都市農業施策の方向性を検討してまいりたいと考えてお

ります。 

  次に、他市町村の取り組みを踏まえた「農地の活用法について」でございます。 

  都市農業の有する機能は、都市住民に新鮮な農産物を供給する機能だけではなく、防

災や景観形成、国土・環境の保全、住民が農作業に親しむ場、農業に関して学習するこ

とができる場、農業を営む方と都市住民の相互交流の場、都市住民の農業に対する理解

の醸成の場など、多様な機能を果たしているといわれており、先進自治体では、これら

に関する様々な取り組みが行われています。 

  本町の農地につきましても、ファミリー農園において、農家ではない方にも土に親し

みを持っていただく機会が創出されております。また小学生が学習田において農業体験

を行うとともに、学校給食に地場産のものが一部提供されるなど、農地本来の機能以外

にも多面的な機能が発揮されております。今後もこれらの機能が維持されるよう、各取

り組みを推進してまいります。加えまして、「都市農業振興基本法」をはじめ他市町村

の事例を参考にしながら、本町の地域性を踏まえた取り組みにつきまして、本町の財政

状況や農業の現状等も踏まえ、調査・研究してまいりたいと考えております。 

  次に、「農地を維持するうえでの税制上での検討課題」につきましては、前の議員の

ご質問にもご答弁申し上げましたとおり、都市計画の一つにございます生産緑地地区の

導入があげられるものと考えております。この生産緑地地区につきましては、市街化区

域内にある農地等の農業生産活動に裏付けられた緑地機能に着目し、公害または災害の

防止、農林漁業と調和した都市環境の保全などに役立つ農地等を計画的に保全し、良好

な都市環境の形成を図る都市計画の制度を示すものでございます。 

  生産緑地地区を設定された市街化区域内の農地につきましては、農地として適正に管

理・保全する必要が生じるとともに、土地所有者の都合で廃止することはできず、指定

後 30年間は、原則として町長に対し買い取り申し出ができなくなります。そのため、市

街化区域内にありながら、課税にかかる評価においては農地評価とされ、課税におきま

しても農地課税となり、相続税や贈与税につきましても、営農が継続されている間は納

税猶予や免除制度の適用が可能となります。 

  生産緑地地区につきましては、本町においては未導入であることから、昨今の都市農

業に関する社会経済情勢の変化を踏まえ、町といたしましても諸課題を整理しつつ導入

に向けた検討が必要であるものと考えておりますが、現在、「生産緑地法」の改正手続

- 26 -



 

 

きが行われている段階であるため、今後の動向を注視してまいります。 

  以上でございます。 

野村議員  先ほどのご答弁いただいた中で、都市農業の振興策、特に「営農を継続してい

くうえで」というふうに関連はするかもわかりませんが、学習田というお話が出てまい

りました。例えば、社会的にも学習田は貢献度が高いかと思われますけれども、そうい

った学習田に対して何か町のほうからのサポートといいますか、支援といいますか、そ

ういったものはされていますでしょうか。また、そういったものがされていないのでし

たら、農地所有者の方への経済的な支援等々はされているのか、また今後可能なのかと

いうことに関して、お尋ねします。 

教育こども部長  それでは私のほうから、学習田に関しまして、ご答弁を申し上げます。 

  小学校におきまして、学習田をお借りをしておりますけども、各小学校では、地域の

農業団体や地権者の皆様のご厚意やご協力によりまして、一部農地を学習田として提供、

また農業体験指導をいただき、主に５年生の総合の授業の中で活用をさせていただいて

いるところでございます。 

  議員お尋ねの謝礼につきましては、その農地をお借りする際の経緯により様々であり、

地権者の皆様の中には謝礼を辞退される場合もございますが、基本的には苗代や肥料代

などの最低限の費用をお支払いし、収穫後のお米を、その後の交流会に使用するために

購入させていただいたりしている場合もございます。 

  なお、交流会を開催する際には、農地を提供いただいている地権者の方や、児童の田

植え・稲刈り等の際にご協力をいただいた地域の方々をお招きし、児童と交流いただい

ております。 

  私のほうからは、以上でございます。 

都市創造部長  続きまして、「都市農業の振興策としての経済的支援について」でござい

ます。 

  今後、実際どのような対忚ができるかについては、財政的な検証も必要でありますこ

とから、他市町村の事例等を調査・研究してまいりたいと考えております。 

  また、生産緑地制度については、その内容や農業従事者に対する国や府の新たな支援

策等が示された際には、農業委員会などの機会を通じまして、随時情報提供を行ってま

いりたいと考えております。 

  以上でございます。 

野村議員  ただいまの答弁で、農業委員会での検討、情報提供等がいただけるような話を

いただきました。生産緑地制度導入に関しても農業委員会での検討、もしくはそういっ

た提案事項等々に何か影響はするものでしょうか。それは一忚、確認も含めて質問させ

ていただきます。 

都市創造部長  「農業委員会法」第 38 条におきまして、「関係行政機関等に対する農業委
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員会の意見の提出」という項目がうたわれておりまして、実際のところ、農業委員会か

ら行政機関に対して意見が提出された折りには、同条第２項の規定により「考慮しなけ

ればならない」という旨もうたわれておりますことから、適切に、そういう意見を出さ

れた折りには対忚してまいる必要があるというふうに認識いたしております。 

  以上でございます。 

野村議員  農業委員会での提案に関して、町のほうで慎重審議していただけるということ

で、一定理解をさせていただきました。 

  次の質問に、これで移らせていただきます。「産業振興と観光開発について」という

質問でございます。 

  島本町の持続的な発展を目指すうえで、島本町内の商工業振興と観光客及び定住促進

は両輪の課題でございます。2020 年開催の東京オリンピックが近づく中、町外だけでな

く国外からの観光客を招き入れる視点と受け入れの準備は､喫緊の課題でございます。 

  そこで、都市創造部としましては、産業振興として空き家・空き店舗の状況の確認と

解消のための施策、また他市町村と比較しての今後の検討課題については、どのような

お考えをお持ちでしょうか。お伺いいたします。 

都市創造部長 まず、１点目の①「空き家、空き店舗の状況の確認と解消のための施策及

び今後の検討課題について」でございます。 

  昨今の空き家及び空き店舗の増加は全国的な課題としても取り上げられており、本町

におきましても、主に高度経済成長期に建てられた住宅や店舗について、十分に活用さ

れていないケースが年々増加してきているものと考えております。そのため昨年度にお

きましては、空き家対策に関する庁内での連絡会議を立ち上げるなど、今後の長期的か

つ全庁的な課題として適切に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

  現在進めている産業振興の視点での、空き家の活用に関する取り組みの一つとしまし

ては、「おもてなし空間」の創出があげられます。昨年度、町内事業者などが参画し、

商工会が事務局を担う「しまもと・おもてなし・プロジェクト連絡会」が組織されまし

た。その中の構成員の一つである「みなせ野プロジェクト」におきましては、水無瀬神

宮に隣接する空き家を活用した取り組みを予定されております。また同プロジェクトで

は、毎月第二日曜日に水無瀬神宮駐車場において「みなせ野オーガニックマーケット」

を開催されており、相乗効果が期待されます。また本年度、同じく「しまもと・おもて

なし・プロジェクト連絡会」の構成員である町内事業者による取り組みといたしまして、

阪急水無瀬駅近くの空き家において、宿泊とコミュニティ機能を持たせた施設の運営を

予定されております。 

  本町といたしましても、これら二つの取り組みを多くの方に利用していただき、空き

家解消のモデルケースとなるよう支援してまいりたいと考えております。 

  なお、町域全体の空き店舗対策としましては、まずは個々の店舗によって魅力を生み
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出すことが必要であると考えておりますが、他自治体と同様に、抜本的な解決策を見出

すことにつきましては苦慮いたしておるところでございます。今後、他市町村の事例等

も含め、産業振興に寄与するための空き家・空き店舗対策について調査・研究してまい

りたいと考えております。 

  以上でございます。 

野村議員  空き家等々の対策に関して、一定理解させていただきました。 

  再質問として、島本町で「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に関しまして、空き店

舗等の活用事業が記載されておりますが、例えば創業支援を行うことで、税収の増加は

もとより地域の活性化にも繋がるかと考えますけれども、そういった創業支援や空き店

舗事業等の活用に関しての支援策に関しては、いかがでしょうか。 

都市創造部長  ご指摘のとおり、「島本町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の中の「地

域産業を活かしたにぎわいづくり」の中で、今後、想定される新規事業として記載させ

ていただいております。本計画策定の際には、事業案といたしまして､新たに創業する事

業者に対して店舗の改装費用や家賃を補助することを想定しております。現時点におき

ましては、事業の費用対効果を踏まえながら、制度の導入には慎重な対忚が必要である

と判断し、実施には至っておりません。 

  しかしながら、本総合戦略においても重要業績評価指数として、空き店舗等活用促進

事業利用件数を目標値として掲げておりますことから、他市町村が実施しております同

様の事業成果等も検証し、計画の目標年次に向け､具体的な対忚策を決定してまいりたい

と考えております。 

野村議員 ただいま、「具体的な対忚策の決定」というお言葉をいただきましたけれども、

では、現状の空き店舗について､現状の空き店舗数の把握、もしくは現場の実態調査とい

った機会というのは設けられているのでしょうか。 

都市創造部長 個別に調査等は行ってはおりませんが、これまで商工会が事務局として開

催されております「島本にぎわいネットワーク」の会議等におきまして、地元商工業者

などのご意見を直接お聞かせいただく機会は設けさせていただいているところでござい

ます。今後につきましては、地元商工業者との具体的な協議を行うなど、駅前をはじめ

とする店舗の現状と課題等を一定把握したうえで、今後の長期的な対策等を検討してい

く必要があるのではないかと考えているところでございます。 

野村議員 駅前の空き店舗数も、だいぶ増えている状況でございます。空き店舗によって、

そこの場の空気もしくは人の流れ等々も､これから改善していく必要もあるかと思いま

すので、ぜひ長期的な視点で、具体的に対忚策を実施していくよう､強く求めます。 

  次の質問をさせていただきます。先ほどの「今後の町外または国外から」の定住や観

光客受け入れについての質問としまして、定住促進と観光振興計画についての見通しと、

国内外の観光客受け入れ施策について、また島本町のＰＲ方策についての、まず都市創
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造部としてどのようにお考えか、お聞かせください。 

都市創造部長 次に、②について、ご答弁申し上げます。 

  まず、「定住促進・観光振興計画の見直し」につきましては、先ほど申し上げました

とおり、昨年度、商工会が事務局となり、町内事業所などが参画する「しまもと・おも

てなし・プロジェクト連絡会」が組織されました。本町といたしましても、当連絡会の

構成員と連携を行いながら、尺代漁業協同組合による「テンカラ釣り教育プログラム」

の企画、みなせ野プロジェクトによる「みなせ野オーガニックマーケット」の開催、第

一小学校３年生の児童の協力による「若山神社展望スペースでのベンチ」作成、「離宮

の水ブランディング事業」等の支援を行ってまいりました。 

  今後もこれらの事業を中心に、様々な取り組みの磨き上げを進めていただきながら、

新たな取り組みについても支援を行ってまいりたいと考えており、商工関係者と連携を

行いながら、引き続き本計画の推進に努めてまいります。 

  次に、「国内外観光客の受け入れ施策とＰＲ方法について」でございますが、現在、

島本町内における宿泊施設は１事業者のみとなっております。この事業者につきまして

は、先ほど申しあげました「しまもと・おもてなし・プロジェクト連絡会」の構成員で

あり、まち全体の魅力を発信する広報活動や、外国人を受け入れる体制を積極的に整備

されております。そのため、町といたしましては自走した運営がなされるよう、地域の

活性化に繋がることが期待できるような取り組みについて、国の各種補助金の紹介等、

後方支援を行ってまいりたいと考えております。 

  また、「本町のＰＲ」につきましては、これまでホームページやパンフレットの発行

による情報発信をはじめ、他市町村や阪急電鉄をはじめとする広域的な事業連携、一般

社団法人高槻青年会議所とのマスコットキャラクターの制作事業、その他テレビや雑誌

などのマスコミ対忚など、まちの魅力発信に関する様々な取り組みを継続的に行ってお

ります。今後につきましても、行政だけではなく民間事業者や住民と連携し、様々な媒

体を活用しながら、まちの魅力を発信してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

野村議員  東京オリンピックの開催という点、またインバウンド等々によって、需要がこ

れからも増えていくということの、需要を満たす一案として「民泊新法」が成立いたし

ました。また平成 29年３月５日にアメリカ合衆国のケンタッキー州の州都フランクフォ

ート市との姉妹都市提携を、島本町、結ばれましたけれども、そういった、島本町は今、

海外からの訪問客であったり、観光客を受け入れる、もてなす宿泊施設が必要というふ

うに考えますが、積極的な支援とか誘致というのは必要ではないでしょうか。そのあた

りをお聞かせください。 

都市創造部長  宿泊施設についてのお尋ねでございます。新たな宿泊施設の建設につきま

しては、「都市計画法」などの関係法令に基づき適宜対忚してまいりたいと考えている
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ところでございますが、産業振興という視点から、町の活性化や文化の振興に寄与する

事業であれば、後方的な支援を行ってまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

野村議員  では、今後に関して､町外に向けたＰＲということで、島本町長にお尋ねさせて

いただきますけれども、島本町長としては、以前「小さくとも魅力ある町」として島本

町を捉えて、島本町内の魅力を再発見していくようなこともお伺いしておりますが、町

長のご視点として、今後の島本町の町外に向けたＰＲとして、ここを重視されたいとい

うようなご意志、重要項目等があれば、それをお聞かせいただければと思います。 

山田町長  今後のＰＲということですけれども、まずは、「離宮の水」のブランド化事業

も始まっておりますし、マスコットキャラクターなども制作が進んでおります。そうい

ったことを重ねていきながら、一つずつ進めていきたいというふうには考えております

けれども、また姉妹都市提携をしましたので、海外へのＰＲという意味においてはＳＮ

Ｓなどの発信、そういったこともやっていきたいというふうに考えております。まず、

先日、英語版のウェブサイトが見にくいということで､尐し改良したものを付け加えたり

などもしておりますので、そういった積み重ねをしっかりとやっていきたいというふう

に思っております。 

野村議員  今回の質問の意図としましては、先ほどの町外に向けたＰＲ、それによって､

この島本町に定住の促進を促していくという流れもございますので、ぜひ今後も私自身

注視して、この案件に関して見ていきたいと思っております。 

  以上で、質問を終わります。ありがとうございました。 

川嶋議長  以上で、野村議員の一般質問を終わります。 

  この際、暫時休憩いたします。 

（午前 11時 57 分～午後１時 00 分まで休憩） 

川嶋議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  引き続き、村上議員の発言を許します。 

村上議員（質問者席へ） それでは、ただいまから一般質問をさせていただきます。 

  １点目の「本町における猫対策」について、質問をいたします。 

  町内では、飼い主のいない猫の繁殖により、住民の敷地内等に糞尿や花壇を荒らした

り、また車などで爪をとぐ、といったような苦情が大変多く寄せられています。そこで、

本町の猫対策について、伺っていきたいと思います。 

  まず、1)点目ですが、飼い主のいない猫が増える原因、現状について、お伺いします。 

都市創造部長 それでは、村上議員の一般質問の１点目の 1)「飼い主のいない猫が増える

原因と現状」につきまして､ご答弁申し上げます。 

  飼い主のいない猫が増える原因につきましては、可哀そうだからといって猫にむやみ

に餌やりをする行為や、引越しやその他の理由により飼うことができなくなったために
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捨てられてしまった飼い猫の野良化、また、生殖機能を有する飼い主のいない猫や放し

飼いになっている飼い猫による繁殖行為などがあげられます。 

  本町では、現在、町広報やホームページへの啓発記事の掲載や自治会への啓発チラシ

の配布により、むやみな餌やりなどに対する注意喚起や終生飼養の徹底の周知を図って

おり、飼い主のいない猫による苦情の減尐に努めているところでございます。 

村上議員 町の対策としては、チラシや町のホームページなどで､むやみな餌やりに注意喚

起をされているということですけれども、いつ頃から、そういったことを実施されてお

るのか、お伺いします。 

都市創造部長 飼い主のいない猫へのむやみな餌やりなどに対する注意喚起につきまして

は、かなり以前より住民の皆様にお願いしているところでございます。また、餌やりを

行っている方が特定できる場合には、直接、本町職員が注意喚起を行ったり、大阪府か

らも注意喚起をしていただいたりしているところでございます。 

さらには、近年は地域住民と飼い主のいない猫との共生を目指し、避妊・去勢手術を

行ったり、新しい飼い主を探して飼い猫にしていくことで、将来的に飼い主のいない猫

をなくしていくことを目的とした「地域猫活動」をしておられる町内のボランティアの

方々達とも連携し、対忚しているところでございます。 

村上議員 これまでの事務事業成果報告書を見ますと、搬入された猫の数が記されており

ますが、最近の状況はどのようになっておりますか。 

都市創造部長  本町では、住民の方が飼い主のいない生後間もない子猫や、どうしても変

えなくなった猫を持ってこられた場合には、大阪府の施設へ搬送しております。平成 23

年度から平成 27年度までの件数は、年間平均で約 18匹でございましたが、平成 28年度

につきましては０匹となっております。単年度ではございますが、施設へ搬送する猫が

０匹であったということは、本町にとっても喜ばしいことであると考えております。 

村上議員  平成 28年度は０匹ということは、それだけ飼い主のいない猫が尐なくなったと

理解してよろしいのか。また、これまで「地域猫活動」をされ、年平均 18 匹の確保をさ

れていた団体が､何らかの理由によって休止された年度であったのか。その辺をはっきり

させる必要があると思っており、単に搬入実績が０匹であったということで喜んでいて

よろしいんでしょうか。お伺いします。 

都市創造部長 平成 28年度の０匹についてでございます。「地域猫活動」をされているボ

ランティアの方は、生まれてしまった子猫については里親捜しを行われますので、本町

に引き取りを依頼されることは基本的にはございません。また、本町に引き取りを希望

される住民の多くの方は、自宅の庭などで子猫が生まれてしまい、引き取り手が見つか

らず、お困りの方でございます。そういった中で、搬送した飼い主のいない猫が０匹で

あったということは、避妊・去勢済みの飼い主のいない猫の割合が増えたことで、繁殖

する機会が減り、結果的に飼い主のいない子猫の生まれる数が減尐しているのではない
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かと推測いたしております。 

村上議員  しかしながら、まだ苦情があるということは、現時点では対忚の仕方、方法が

万全でないと考えますけれども、その辺、いかがですか。 

都市創造部長 本町といたしましては、まず何より、むやみな餌やりなどを行う方への注

意喚起が重要であると考えておりますので、引き続き啓発に努めてまいりたいと考えて

おります。また、あわせまして、飼い主のいない猫がみだりに繁殖・増加することを抑

制するため、避妊・去勢手術への補助を行い、尐しでも不幸な猫を減らしてまいりたい

と考えております。 

村上議員  引き続いて、2)点目の「飼い主のいない猫の捕獲、避妊・去勢手術」について、

伺います。 

都市創造部長 次に、１点目の 2)「飼い主のいない猫の捕獲、避妊・去勢手術について」

でございます。 

  国が示す「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」では、将来的に飼い主

のいない猫をなくしていくことを目的とする「地域猫活動」として、飼い主のいない猫

を捕獲し、避妊・去勢手術を受けさせ、リリースすることが重要であるとされておりま

す。 

  本町におきましては、主体的に飼い主のいない猫を捕獲することはございませんが、

飼い主のいない猫がみだりに繁殖・増加することを抑制するため、避妊・去勢手術費の

一部を補助しておりますので、地域猫活動を行っているボランティアの方に本制度を積

極的に活用していただき、不幸な子猫の繁殖を防ぎ、飼い主のいない猫の頭数の減尐に

繋げてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

村上議員  ただいまの答弁では、行政としては猫の捕獲は行わないが、捕獲をして持って

こられた方には避妊・去勢手術費の一部を補助しますから、「地域猫活動」をされてい

る皆さんよろしくと、非常に控えめな答弁をいただきました。私はボランティアの方々

に頼るのであれば、もっと避妊・去勢手術費について検討を要するのではないかと思い

ますが、いかがですか。 

都市創造部長  議員ご指摘のとおり、補助額につきましては、ボランティア活動をされて

いる方からのご要望もあり、他市の状況も踏まえたうえで、１匹当たり３千円から、５

千円に増額いたしております。今後も補助実績や利用者の声を踏まえたうえで、制度の

運用を図ってまいりたいと考えております。 

村上議員  29年度の予算額は７万５千円と、28 年度と変わらないのに、補助額が１匹当た

り増額されているということは、補助できる件数が減るということですが、一体、どう

いうことかということをお尋ねします。また、「地域猫活動」をされている方々の意欲

をそぐような予算であると考えますが、いかがですか。 
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都市創造部長  避妊手術は約２万円、去勢手術は約１万円程度かかるため、以前の補助額

であれば、個人のご負担が多いこともあり、平成 26年度は 16件、平成 27年度は 13 件、

平成 28 年度は８件と、利用件数が減尐しておりました。本年度は、ボランティアの皆様

からのご要望や、これまでの申請実績や他市の状況も踏まえたうえで、予算額は前年度

と同額ではございますが、１匹当たりの補助額を増額いたしております。今後も補助実

績や利用者の声を踏まえたうえで、制度の運用を図ってまいりたいと考えております。 

村上議員  猫を減らすということが一番の目的だと思っておりますので、今の答弁ですと、

ちょっと理解しがたい､そのように考えます。 

  それでは、「地域猫活動」というのは、今いる野良猫とうまくつきあいながら、その

数を減らしていく方法として考案されたとのことで、将来的には飼い主のいない猫をな

くしていくことを目的に行われているとのことですが、現実問題として、数を減らして

いくには相当時間がかかると思います。従って、当面は今以上増やさないようにするこ

とが大切であると考えます。そのためには、餌やりによる迷惑を防止し、また避妊・去

勢手術をするなどの対忚が､これまで以上必要であると考えます。また、「地域猫活動」

をボランティアで支えておられる方々からすれば、現状では、やればやるほど負担が多

くなるのではないかと思いますが、いかがですか。 

都市創造部長  議員ご指摘のとおり、「地域猫活動」は避妊・去勢手術済みの飼い主のい

ない猫が、その生涯を全うし、自然減を図るものでございますので、中長期的な対策で

あると考えられます。本町といたしましても、本年度に手術費の補助額を増額し、「地

域猫活動」をされているボランティアの方へのさらなる支援を行っておりますが、今後

も制度の利用状況も踏まえ、より良い制度となるよう検討してまいりたいと考えており

ます。 

村上議員  最後に、行政として、野良猫をこれ以上増やさないということであれば、無報

酬で本町に貢献され、活動されている方々に、せめて避妊・去勢手術費は必要経費とし

て全額を補助すべきであると考えますが、町長は、どのようにお考えでしょうか。お伺

いします。 

山田町長  地域活動をこれまで行っていただいておりますボランティアの方につきまして

は、本町の生活環境の保全及び動物愛護の視点からもご貢献いただいており、感謝をし

ております。補助金の額につきましては、制度の利用者の声や、他市町村の実施状況も

踏まえながら､今後検討してまいりたいと考えております。 

村上議員  今年度はすでに予算案も計上されておりますので、次年度の予算編成において

は、ぜひ全額補助されるよう要望しておきます。 

  続きまして、２点目の「その後の日立金属株式会社山崎製造部の跡地」について、お

尋ねします。 

  昨年の 11 月の一般質問においてさせていただきました、日立金属株式会社山崎製造部
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が平成 30年の 10月に本町から熊谷市に移転をすることが決定されています。その跡地

の約６万平米、現在のグランリバーの 2.5倍の広大な跡地がどのように利用されるか。

戸建て住宅やマンションに、またそれとも企業誘致になるのか。そのことによって、今

後の町政に大きく影響するものと考えています。 

  前の議会において川口町長は、「住宅開発により人口が増加することは、持続可能な

自治体運営を推進するうえで本来的には歓迎すべきであると認識しております。しかし

ながら、日立金属株式会社山崎製造部の移転後の跡地につきましては、これまで各部長

がご答弁いたしておりますとおり、面積が広大で、子育て世代の方々の転入が一時的に

集中することによる保育・教育施設の課題等、町政に対する影響は大きいと認識してお

り、企業立地に向け、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。」と、答弁さ

れております。 

  そこで、町長も代わられましたので、今後の方針、取り組みについて、以下、お尋ね

します。 

  まず、「今日までの進展状況」について、お伺いします。 

都市創造部長 次に、２点目の「日立金属株式会社山崎製造部の跡地」についてのご質問

に、ご答弁申し上げます。 

  まず、1)点目の「今日までの進展状況について」でございます。 

  本年１月に、本町と大阪府商工労働部と、日立金属株式会社の人事総務部本部及び経

営企画本部の方とで協議を行い、本町の現状と課題を改めてご説明申し上げ、また、本

町及び大阪府の企業立地促進制度についても、ご案内申し上げました。その後、町から

は継続的に相手方の状況を伺ってはおりますが、現時点では売却の方針や時期等に関す

る具体的な方針を示せる状況には至っていない、とお聞きいたしております。 

  以上でございます。 

村上議員  １月に、本町と大阪府商工労働部の方が日立金属に赴き、現状等、説明された

とのことですが、今回、面談された方々は、当然のことではありますが、本件の窓口の

方々であると判断いたしますが、そこでの回答として「具体的な方針がまだ決まってな

い」ということであります。私は、日立金属の具体的な方針が決まってからでは、本町

の目標達成には遅いのではないかと考えております。いかがですか。 

また、「本町の現状や課題を説明」されたとのことですが、日立金属にとっては、尐

しでも高く跡地を購入してもらえるところに売却をしたいのが希望だと思いますが、い

かがですか。お尋ねいたします。 

都市創造部長 日立金属株式会社におかれましては、工場の移転を行うことについてはお

示しされておられますが、具体的な跡地処分の時期や手法等の具体的な方針は示されて

いない状況でございます。そのため本町といたしましても、移転が決定した直後から再

三にわたり、町の意向をお示ししながら、継続的に対忚をさせていただいているところ
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でございます。 

  なお、相手方の日立金属につきましては、当然ながら、土地の権利者であることはも

とより株式会社としての経営方針があり、合理的な方法で処分することが想定されるも

のと考えております。しかしながら、日立金属とされましては、地域の課題等を十分認

識していただいておりますが、これらを最大限ご配慮いただいたうえで具体的な方針を

お示しいただけるよう、熱意を持って対忚しているところでございます。 

  以上でございます。 

村上議員 町長は、その点、どのようにお考えですか。お尋ねいたします。 

山田町長 担当部長がご答弁いたしましたとおり、私といたしましても、日立金属様は株

式会社でありますので、その性質を持った経営方針があることは当然理解をしていると

ころでございます。しかしながら、本町の地域課題などを十分に理解していただいてお

ると思いますので、それらを最大限ご配慮いただいたうえで､しっかりと熱意を持って取

り組んでまいりたいと考えております。 

村上議員 町長は、今後、この件については熱意を持って対忚していく、というお言葉を

いただきました。 

  次に、本件について､昨年度からこれまで町としての方針に変更はありませんか。その

辺、お尋ねします。 

都市創造部長 本町といたしまして、当該地区の跡地に関しての方針についてでございま

すが、今までと変わりはございません。 

  また、2)点目にも関わりますが、当該地区の跡地に関しましては、現時点で期待すべ

きことといたしましては、企業立地が望ましいものであると考えており、方針につきま

しても、これまでお示ししておりました内容から特段の変更はございません。 

  なお、去る５月 30 日には、山田町長をはじめ本町職員及び大阪府の企業立地担当者が、

改めて日立金属山崎製造部に出向き、町としての意向をお伝えさせていただいたところ

でございます。 

  以上でございます。 

村上議員 町としては、当然のことながら企業立地が望ましいということは、これまでも

町の方針として理解をいたしておりますが、その町としての意向を伝えられただけで、

特段、新たな進展はあったのかなかったのかについて、確認をさせていただきます。 

都市創造部長  先般の訪問におきまして、日立金属にお話をお聞きした状況から判断させ

ていただきますと、検討作業の進展は見られない状況であると認識いたしております。 

村上議員 今後の本町の目的達成のために、「具体的な取り組み」について､お伺いをいた

します。 

都市創造部長 次に、3)点目の「本町の目的達成のための具体的な取り組みについて」で

ございます。 
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  当該地の跡地に関する企業誘致につきましては、現在、大阪府の企業立地担当課とも

連携を行いながら、対忚が可能な範囲において、積極的に取り組んでいるところでござ

います。相手方とはこれまでも継続的な協議を行ってきておりますが、先般の町長と相

手方との協議の中でも、東京本社との協議を行いたい旨の打診を、改めてさせていただ

いたところでございます。 

  なお、現時点におきましては、今後の具体的な協議内容をお示しできる状況ではござ

いませんが、課題の解決に向け、当該企業との協議を引き続き行うとともに、大阪府と

連携し、積極的に対忚策を検討してまいりたいと考えております。 

村上議員  本件は、本町だけの問題でなく、各種の企業団が大いに関心のある跡地につい

てであります。特に最近では、この日立金属の跡地の横に､現在、マンションであります

グランリバーがあります。建設された企業にとっては、30 年 10 月撤退後の跡地につい

ても、当然のことながらマンション建設を考えて、土地の購入に全力を発揮されるもの

と推察いたします。 

  そのような状況の中で、本町としては企業誘致という目的を達成するために、大阪府

の企業立地担当課とも連携をしながら、対忚が可能な範囲で積極的に取り組んでおられ

る、とのことですが、なかなか難しいのではないかと推察いたしますが、その点、どの

ように考えておられるのか、改めてお尋ねいたします。 

都市創造部長  町の教育施設等の厳しい課題があり、それは相手方にもご理解をいただい

ているものの、跡地の処分に関する意思決定は、あくまでも土地の権利者であり、市場

原理がある中で､町としても、この時期から土地所有者の意向を無視して集合住宅の建設

を禁止するような､過剰な土地利用の規制をかけることは困難であります。また、「企業

立地促進条例」の活用もご説明は行っておりますが、それは売却先が決定した､購入者と

の協議に関する問題でございます。さらに、本町においても厳しい財政状況が今後も続

くことが予想される状況下において､当該地に企業が確実に来ていただけるかどうかも、

全く不透明であるため、それを担保できるような補助金制度の拡充については､慎重にな

らざるを得ない状況でございます。 

  そのような厳しい状況ではございますが、相手方との協議を重ねることにより、何ら

かの対忚策が見い出せるよう､今後も積極的に対忚してまいる必要があるものと考えて

おります。 

村上議員  また、企業誘致をするためには、あらゆる手段を使って､町民全体の要望として、

日立金属のトップに早急に面談をして、よい回答が得られるまでアピールしていくこと

が必要であると思いますが、その点、いかがですか。 

都市創造部長  ご指摘の点につきましては、相手方にも町の意向をお伝えしているところ

でございます。町として、最善を尽くしてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 
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村上議員  次に、山田町長が掲げられている「小さなまちの豊かな暮らし」の実現には、

この跡地がどのように利用されるかによって、財政的にも難しくなるのではないかと思

いますが、いかがですか。お尋ねいたします。 

山田町長  当該地の土地利用の結果だけを要因として、私の掲げる町の将来像が実現でき

なくなってしまうということを判断することは、現時点で困難であるものと考えますが、

跡地の土地利用の内容や開発の時期などによっては、町の教育施設への影響、またそれ

に伴う財政への影響は尐なからず生じるものと考えます。 

  そのため、私といたしましても、先ほどご答弁申し上げたとおり、課題の解決に向け

最大限の努力を行ってまいりたいと考えております。 

村上議員  最後に、６月にたぶん株主総会が行われると推察いたしますが、株主総会が終

わり次第、一日でも早い時期に本社に赴き、本件について権限を有する経営企画本部長、

副本部長、また人事総務本部長に直接面談をして、全町民の願いとして、企業誘致につ

いてお願いされることを希望いたしまして、本件については終わらさせていただきます。 

川嶋議長  以上で、村上議員の一般質問を終わります。 

  引き続き、伊集院議員の発言を許します。 

伊集院議員（質問者席へ） それでは、一般質問を行います。 

  まずは町長、ご当選、おめでとうございます。人口約３万 600人の島本町のトップと

して、大きな重責に、またやりがいや重圧等が､いろいろな思いがある日々を送られてい

るとお察しいたします。 

  それでは、持ち時間の都合上、２番のものからさせていただきます。 

  ２番．「町立学校の個人情報保護の管理について」 

  本町のある町立学校で､身長や体重等の個人情報が記入されている健康カードの所在

不明問題が、４月に起こりました。学校も調査をされ、５月 19日付けでお詫び文が保護

者の方々に配付されていますので、一忚確認と､今後、このようなことが起きない対策を

お伺いいたします。 

  ①点目に、教育委員会への報告はありましたか。 

  ②点目に、管理責任として学校は、本来であれば終業式後、年度内で返却しなければ

ならないと思われますが、４月過ぎて指摘されるまで気づかなかったことについて、今

後、どう対策を練られますか。 

  ２点、お伺いいたします。 

教育こども部長 それでは、伊集院議員の一般質問に、ご答弁を申し上げます。 

  まず、「町立学校の個人情報保護の管理について」でございます。 

  まず、「教育委員会への報告について」でございます。 

本事案につきましては、本年４月 12日に、保護者から健康カードが返却されていない

との連絡が学校にあり、未返却が発覚したものでございます。学校から教育委員会への
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報告につきましては、同日に学校長より第一報があり、教育委員会といたしましては、

未返却児童の把握と旧担任への事実確認を行うよう指示を行いました。 

  その後も学校長からは随時状況報告を受け、最終的には、旧担任が年度末で退職し、

現在、他市の学校で勤務しておりますが、返却を忘れたまま自分の荷物と一緒に持ち帰

っていたことが確認でき、すべての児童の健康カードの所在が確認できました。 

  そのため、ただちに保護者へ返却するとともに、５月 19日付けでお詫び文書を学校長

名で保護者に配布したものでございます。 

  次に、「今後の対策について」でございます。 

  本来、個人情報の管理につきましては、校長室ロッカー、または鍵のかかる棚への保

管をルールとしておりますが、そのことが徹底されていなかったことが、今回の事案発

生の大きな要因でございます。 

  そのため学校長には、次の３点について対策を講じるよう指導いたしました。一つ目

は、いかなる理由があっても個人情報を校外へ持ち出さないこと。二つ目は、学期末の

返却物については、リストを作成するなどして適正な管理を行うこと。三つ目は、個人

情報は鍵のかかるロッカーまたは棚に保管し、かつ所在を明確にしておくこと。また、

これらのことは職員会議でも全職員に周知したほか、町内すべての学校においても、個

人情報の管理について徹底するよう再度周知をいたしました。 

伊集院議員  それでは、３点の対策を打たれたということであります。１点目が持ち出さ

ない、２点目が学期末にチェックシートですか、リストのほうをあげられると。この２

点目が新たな対策の一つだろうと思いますが、３点目でおっしゃっていたのが、もとも

とあられたルール、ロッカー、それであるというふうにお見受けしますけども、鍵のか

かる棚・ロッカーの中身の保管チェックというのはどなたがされるのか、お伺いします。 

  それと、個人情報書類を持ち帰ってしまった、校外に持ち出されてしまったというこ

とですけど、それはやはり町として何らかの、その方には処分があるのかどうか。その

点もお伺いいたします。 

教育こども部長  本事案につきましては、あってはならない事案ではございますが、年度

末の慌ただしい状況の中、故意に保護者に返却せずに校外へ持ちだしたものではないこ

とや、当時の担任が３月末で退職していること、また健康カードの所在がすべて明らか

になり、個人情報の漏えいや紛失等が１件もないことが確認できたことから、処分事案

には該当しないものと判断いたしました。 

  しかしながら、学校長に対しましては、今後の校内での個人情報の徹底管理につきま

して万全を期すよう指導するとともに、すべての学校､幼稚園、保育所における個人情報

の管理について徹底するよう、改めて指示いたしました。 

  また、個人情報を鍵のかかるロッカーまたは棚に保管することについては、学校長が

管理責任者として管理するとともに、教頭を含めた学校の管理職が定期的に保管物の確
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認を行うよう、今後、対忚してまいります。 

  以上でございます。 

伊集院議員  故意ではないということである、ということで処分をされないというふうに

はお見受けいたします。ただ、保護者の方々にとっては、やはり健康カード、正直何か

気持ち悪いなぁという話も出ておりますので、今後、二度とないようにお願いを申し上

げます。 

  それでは、１点目の質疑に入りたいと思います。「新町長の島本町のまちづくり」に

ついて。 

  さて、島本町は今まででも 10年スパンで計画を立てて、島本町のまちづくりを進めて

こられました。私自身の初出馬当時、経済情勢が低迷していく中、島本町も人口減尐傾

向でありました。 

  経済・社会情勢も鑑み、先を見据えたまちづくりをしていくべきとの思いと、また半

世紀かけた新駅の設置の着工もしておりましたので、早急に「島本町総合計画基本構想」

の見直しを、同志とともに求めてまいりました。見直しがされ、現在の「第四次総合計

画基本構想」があります。この第四次も、まもなく 10年の最終年度である平成 31 年を

目の前にしております。 

  そこで、「第五次島本町総合計画基本構想」を今後策定されるおつもりかどうか、お

伺いいたします。 

山田町長 それでは、伊集院議員の一般質問、「総合計画」に関するご質問に、私からご

答弁申し上げます。 

  まず初めに、ご質問の冒頭、私に対するあたたかいお言葉を添えていただきまして、

ありがとうございます。感謝を申し上げたいと思います。 

  さて、ご質問の中でご紹介いただきましたとおり、本町の「第四次総合計画」は、平

成 31年度を目標年次とする 10年計画でございます。本町では、昭和 57年に最初の「総

合計画」を策定して以来、概ね 10年毎に後継計画を策定し、それぞれの時代に対忚しな

がら、本町の持つ歴史・文化・自然環境を活かした諸施策を展開してきたことにつきま

しては、十分認識をいたしております。また、第二次の「基本構想」以降、一貫して、

まちの将来像として掲げられております「自然と調和した個性と活力ある人間尊重のま

ち」というフレーズには、以前より、町民の一人として親しみを感じてまいりました。 

  平成 23年の「地方自治法」改正により、「基本構想」の策定義務は撤廃されておりま

すが、引き続き個々の自治体の判断で、議会の議決を経て「基本構想」の策定を行うこ

とは可能であると認識をいたしております。あわせまして、本町の「まちづくり基本条

例」には、「総合計画」の策定に関する規定がございます。 

  従いまして、私といたしましても、中長期的な視点で「小さくても魅力あるまちづく

り」を進めていくため、今後、「第五次総合計画基本構想」の策定に向け、事務を進め
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てまいりたいと考えているところでございます。 

伊集院議員 ただいま、ご答弁いただきまして、町長がおっしゃる「小さくても魅力ある

まちづくり」というのをお伺いしたいところなんですが、これは大綱質疑で通告を出し

ておりますので、配慮はさせていただきます。 

  そこで、先ほど「小さくても魅力あるまちづくり」の前に、長期的な視点ということ

をおっしゃっておられましたが、町長としては、この「長期的な視点」というのは何年

ぐらいをお考えなのか、お伺いいたします。 

山田町長 「長期的な視点」ということでございますが、概ね、私のイメージしている長

期的な視点としましては、10 年以上先を見据えた､見通した期間、というイメージを持

っております。現在の「総合計画」は、21世紀の長期的なまちづくりを見通しつつ、10

年間の計画として策定されたものと伺っておりますが、私も「総合計画」そのものの期

間としては、10 年程度が妥当ではないかというふうに考えております。 

伊集院議員  町長としては、10年程度が理想だというお考えをお示しいただきました。 

  次にですけど、先ほど根拠として「島本町まちづくり基本条例」､これを示していただ

きました。この中には、実は議会審議の関係が規定されてないんですね。この規定がさ

れてないものがありますので、現行の「まちづくり基本条例」については、議会審議と

の関係を定めていないということを確認させていただきます。 

総合政策部長  本町の「まちづくり基本条例」には、計画的な町政運営を行うための「総

合計画」の策定義務、これに関した規定はございますが、その策定に関して議会の議決

等の具体的な手続き、これに関する規定はございません。 

  以上でございます。 

伊集院議員  「地方自治法」の改正の際、平成 24 年２月議会、また「まちづくり基本条例」

の制定の際は、平成 24年９月議会で、すでに大綱で指摘させていただいております。当

時は議会との関係において、議会基本条例、定めるのではないかという動向もありまし

たので、議会改革特別委員会の委員長としても、議会の動向もあわせていただく必要が

あるということもお伝えしておりましたので、当時の副町長に配慮いただいてきたとい

うことは理解いたしております。しかしながら、もう５年が経過する現在、昨年は１年

間丸々、副町長が不在でありました。また、未だ議会と行政とは話し合いができていな

いということです。 

冒頭の答弁では、議会の議決を経て策定は可能と認識されているというふうに私は受

け取るんですけども、その点の確認をさせていただくのと、もし、可能であるというこ

とを確認できるのであれば、大阪府内で今、状況を調査しますと、現在、一番近いとこ

ろで富田林市が基本構想の最終年度が平成 28 年度でありました。また同規模の、島本町

と近い熊取町は 29年度の最終年度となっております。これらの自治体はどうされている

のか、一定、情報収集等されているか、お伺いいたします。 
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総合政策部長  ご指摘いただきました富田林市におかれましては、長期的な視点で市政の

運営を総合的かつ計画的に行うための基本的な指針として、本年３月、「総合ビジョン」

を策定されております。これは本町の「基本構想」に該当するもので、期間は 10 年間と

のことでございます。また、策定に先立ちまして、昨年６月に「総合ビジョン策定条例」

を制定し、議会の議決を経て策定する旨を明記されております。 

  次に、熊取町におかれましては、現在、平成 30年からの 10 年間を計画期間とする次

期「総合計画」の策定作業中とのことでございますが、策定に際しての議決手続きは、

同町の「要議決事件条例」に規定されております。さらに、府内では平成 28年度を初年

度として「総合計画」を策定された団体が８団体ございますが、このうち議会の議決を

経て策定されたのが５団体、議会の議決を経ずに策定されたのが３団体であり、議決を

経られた団体では、いずれも「総合計画」のうち「基本構想」のみを議決事件と位置づ

けられております。このほか、近隣自治体における最近の事例といたしましては、豊中

市が平成 28年３月に「総合計画の基本構想の議決に関する条例」を制定しておられます。 

  こうした他団体の動向を注視しつつ、本町といたしましても、今後、従前の「地方自

治法」の趣旨を踏まえ、検討してまいる必要があると考えております。 

  以上でございます。 

伊集院議員  わかりました。８団体のうち５団体が条例で定めているということでありま

す。富田林は「総合ビジョン条例」ということはご紹介いただいたんですが、残りとい

うんですかね、５団体、議決を経て定めるということでありますけど、おそらく条例で

すべて５団体は定められているんだろうと思います。その確認と根拠条例、定めていら

っしゃる根拠条例が､もしおわかりであれば､ご参照いただきたいと思います。 

総合政策部長  議会の議決を経て、平成 28 年度を初年度とする「総合計画」を策定された

５団体の根拠条例についてでございますが、現在、把握している状況といたしましては、

「総合計画策定条例」、またはこれに類する名称の条例を根拠とされている団体が３団

体、「地方自治法」第 96 条第２項の規定による「議会の議決すべき事件を定める条例」､

またはこれに類する名称の条例に根拠規定を持つ団体が２団体ございます。 

  以上でございます。 

伊集院議員  わかりました。 

  それと、島本町でも町内で結構出回っているビラとか耳にすることが多いんですけど

も、まちづくりに対して町民不在、また住民の無視というようなビラもよく見ますけど

もね。本町の場合は住民の声を聞くために、この「総合計画」――10年スパンですけど

も、立ち上げられるときに､町長側のほうで審議会を設置されております。またパブリッ

クコメントも取られていると。こういった方式を取られておるんですが、他の自治体で、

やはりこういう審議会方式を取られているところが多いのかどうか、お伺いいたします。 

総合政策部長  近隣他団体の状況を見ておりますと、多くの自治体で「総合計画」策定の
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際に総合計画審議会を設置し、計画内容について調査・審議を行っておられます。従い

まして、本町におきましても、前回に引き続きまして同審議会でご審議をいただきなが

ら策定してまいることを、現時点で想定いたしております。 

  以上でございます。 

伊集院議員  一忚、設置されるという想定をいただいているということで、理解はいたし

ました。 

  ただ、今、お話しいただいたように、近年では８団体のうち５団体が条例で定めてま

す。島本町も、今までは法改正があったとしても、条例ではなくて、一忚議会の審議を

受けていただいております。地域というか、自治体としては二元代表制ですので、町長、

条例で一定議会の議決を経るということを定められる､今後、第五次に向けて定められ

る、そういうお考えはありませんか。お伺いをいたします。 

山田町長  本町といたしましては、議会との調整も必要ではございますが、従前の「地方

自治法」の趣旨を引き継ぎ、「総合計画」の基本構想については、議会の議決を経る手

続きが必要ではないかと考えております。 

伊集院議員  なるほど、今まで取ってきた「基本構想」のほうですね。確かに「総合計画」

は３段構造になっておりますので、土台の部分は条例で定めるか、議会の議決は取りた

いというお考えですよね。再度、頑張って､勇気を持って、言っていただきたいと思いま

す。条例で定めていただきますように､ご答弁、お願いいたします。 

山田町長  先ほども申し上げましたとおり、本町といたしましては議会と調整をしながら、

従前の「地方自治法」の趣旨を引き継ぎながら、「総合計画」の「基本構想」の部分に

ついては議会の議決を経る手続きが必要ではないかというふうに私は考えておりますの

で、どうぞ、よろしくお願いいたします。 

伊集院議員  わかりました。ご答弁、引き続きながらやっていくということで理解いたし

ました。 

  それでは次に、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」との位置づけを、平成 28 年２月

議会で質疑しております。当時の答弁で一定理解はいたしておりますが、実質、今後に

おいて、この「総合計画」と「まち・ひと・しごと創生総合戦略」､これとの位置づけ、

また整合性、この点をどうお考えか、お伺いいたします。 

総合政策部長  「総合計画」と「まち・ひと・しごと創生総合戦略」との関係、位置づけ

についてでございますが、国の手引きにおきましては、地方版総合戦略は「総合計画」

とは目的や含まれる政策の範囲が必ずしも同じではないことから、当初の策定に際しま

しては、「総合計画」とは別に策定することが求められておりました。一方で、今後、

「総合計画」を見直す際、見直し後の「総合計画」が地方版総合戦略としての内容も備

えているような場合には、両者を一体的に策定することも可能である、と示されており

ます。 
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  現行の「第四次総合計画」は、平成 31 年度を目標年次としており、「まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」も同じく平成 31年度で計画期間が満了をいたします。従いまして、

次期策定にあたりましては、両者を一体的に策定することも視野に入れながら､検討が必

要であると認識しているところでございます。 

  以上でございます。 

伊集院議員  私も、同じようなものが二つあるよりも、一つでまとめられるものはまとめ

ていくべきだろうとは思います。が、この「まち・ひと・しごと創生総合戦略」､国のほ

うの補助金が出ておりました。今後は出るのかどうか、ちょっと定かではないところも

あるんですけども、例えば前回の答弁では、別々のものという判断で別にされているの

は、やはり補助金の部分。もし「総合計画」と、この「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」とを一緒にすると補助金が獲得できないとか、そういったことはあり得るのかどう

か、お伺いいたします。 

総合政策部長  総合戦略の補助金に関してでございますが、平成 27年度に「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」を策定いたしました際には、国の地方創生先行型交付金を活用い

たしておりますが、この交付金は単発のものであり、次回の総合戦略策定時に国におい

て財源措置がなされるかどうか。このことにつきましては、現時点でははっきりいたし

ておりません、把握はいたしておりません。 

  以上でございます。 

伊集院議員  わかりました。先のことですから、国の動き、動向を見ながらということで

理解はさせていただきます。 

  それと、近年では、先ほどの「まち・ひと・しごと創生総合戦略」もそうですが、「こ

ども・子育て支援事業計画」、また「介護保険事業計画」「障害者計画」「環境基本計

画」「公共施設総合管理計画」など、ほんとに数多くの計画が存在しています。そこで、

この「第五次総合計画」の策定に向けられて、これらの各分野の計画を「第五次総合計

画」とどう整合性を取られるのか。その点をお伺いいたします。 

総合政策部長  「総合計画」と、他の分野別計画との整合についてでございます。 

  議員ご指摘のとおり、現在、町政各分野において数多くの個別計画が存在をいたして

おります。これらの中には、特定の行政分野におけるマスタープランとしての地位を有

する計画も多く、「総合計画」との関係では、最上位の位置づけにある「基本構想」と

は十分な整合が図られておりますが、基本計画や実施計画との関係性で見ますと、調和

は図られつつも役割が重複・競合していると思われる点もございます。 

  そのため、次期策定にあたりましては、「基本構想」を頂点としつつ、これまで以上

に「総合計画」が包括する各分野の施政方針を補完し、具体化するものとして、個別計

画を体系的に位置づけられるよう検討をしてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 
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伊集院議員  そうですね、複数の計画が、各々については担当部、また担当部長達がその

エキスパートだろうと思います。ただ、島本町としては統括で把握していっていただか

なければなりません。この島本町としての各種・全体の計画を把握しなければ、第五次

のまちづくりにも、やはり整合性が取れてこないのではないかというところもあります。 

  副町長も現在不在の中、この各計画すべてを把握されるのは、どなたが担うのか、お

伺いいたします。 

総合政策部長  現時点で、本町では町長の全体総括のもと、各行政分野の計画につきまし

ては、その所管部局が中心となり、関係する部局との連絡調整を図りながら､適切に進行

管理に努めているところでございます。また、町政の企画調整を担う総合政策部におき

ましても、適宜適切に各部局間の政策調整等に努めているところでございます。 

  以上でございます。 

伊集院議員  今の答弁ですと、要は事務方のトップがいなくても弊害がない、というふう

に受け取ってよろしいですか。お伺いいたします。 

総合政策部長  副町長の職務についてでございます。これは「地方自治法」に定めがござ

いますけれども、「普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け

政策及び企画を司り、その補助機関である職員の担当する事務を監督し、普通地方公共

団体の長の職務を代理する。」、このように定められております。行政において極めて

重要な役割を担う役職であるというふうに認識いたしております。 

  先ほどの他の議員の質問の中でも、町長からご答弁を申し上げておりますとおり、可

能な限り早い時期に、町長のほうから議会にご提案をさせていただけるよう事務を進め

てまいる必要があると考えております。 

  以上でございます。 

伊集院議員  先ほど、岡田議員のほうの答弁で町長も答弁されておりましたので、やはり

弊害がないというか、「ある」とはおそらく答弁ができないでしょうが、やはりしっか

りと､その前の１年間も副町長不在でしたのでね、事務方のトップがいないと、なかなか

各分野の連携も取れないということで、それは早急に、よろしくお願いいたします。 

  では次に、今まで、ちょっと第五次をお訊きをしましたが、第四次、現在の「総合計

画」について、お伺いいたします。 

  平成 29年から 31年の最終３ヵ年の実施計画、未だに示されておりません。いつ策定

されるか、お伺いいたします。 

総合政策部長  「『第四次総合計画』の 29年以降の実施計画の策定について」でございま

すが、直近の実施計画につきましては、平成 26 年９月に策定をし、平成 26 年度から 28

年度までをその期間といたしておりました。これを引き継ぐ本年度以降の実施計画につ

きましては、前回のスケジュールを踏襲して、現在、取りまとめの作業中であり、本年

９月頃を目途に策定をしてまいりたいと考えております。 
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  以上でございます。 

伊集院議員  この９月に策定を予定されているということで､理解いたしました。 

  島本町の場合はローリングシステムを取っていらっしゃるので、この第四次で描いた

ビジョン、一定、基本計画・実施計画定めてきた中、進められていると思いますが、そ

の実施計画に集中的に残っている部分というんですか、手がけてないという部分ですか、

こういったものが最後に集中的に入ってくるということでよろしいんでしょうか。お伺

いいたします。 

総合政策部長  現在、策定中の実施計画につきましては、前回策定時以降における各種事

業の進捗状況はもとより、社会経済情勢や行政需要の変化、国・府制度の動向などを踏

まえ、所要の修正を加えたうえで、基本的に前回の実施計画を引き継ぐものとして策定

をいたします。 

  なお、現行の「総合計画」の最終の３年間であるとは言え、実施計画に記載する事業

は大部分が経常的に実施をしている事業であり、また財政状況等も踏まえますと、今回

に限って集中的に事業を盛り込むということではないと、このように認識をいたしてお

ります。 

  以上でございます。 

伊集院議員  わかりました。集中的に盛り込むものではないと。ほとんど経常的にできて

いるというところですけども、経常的にできてない、その尐しのところが違ってくるの

かなという危惧もあります。 

  この第四次の９月目標で制定されます実施計画、現町長のもとで策定されるわけです

から、最終決裁は山田町長でよろしいですか。確認させていただきます。 

総合政策部長  ご指摘のとおり、最終決裁は山田町長でございます。 

  以上でございます。 

伊集院議員  わかりました。では、第四次の計画、そのまま最終のところは山田町長の名

前で作成され、そして第五次が新しく策定されるということで、町長の答弁の中でも、

大きく変わるようなことではないというような雰囲気が感じられるんですが、町長の選

挙公報、冒頭に町長の長期的期間というのをお訊きしました。およそ 10年ぐらいがいい

だろうとおっしゃってましたが、選挙公報には「この先 50年以上、私は島本町の未来に

しっかりと責任を果たします」と記載されております。 

素朴に、山田町長の「50 年以上」のスパンというのは、まちづくりをどういうふうな

形で考えておられたのか。また計画を、そういう 10年スパンを５回というふうに考えて

いらっしゃったのか。素朴に、その点のお考えをお伺いいたします。 

山田町長  私の選挙公報の「50年以上にわたって」というところでございますけれども、

「総合計画」については 10年ごとということで、先ほどお答えしたとおりでございます。

選挙公報の「50 年以上にわたって」という趣旨でございますけれども、将来、50年後、
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私がこの町に住んでいるときに、50年前に町長になった者が、その判断は間違っていな

かったと言ってもらえるように、そこに責任を持ちたいというふうに考えております。 

伊集院議員  なるほど、目標的な数字で､お気持ちで出されたということで、理解はいたし

ます。 

  先ほど、副町長人事のお話もありましたけどね、とあるビラがあるんですよ。島本町

日本共産党講演会ニュース、この中には町長の写真とかがたくさん入っていらっしゃい

ますけども、「尐数与党体制」というのが記載されております。これは町長にお訊きし

てもね、町長が書かれたビラではないでしょうけど、こういうことを記載されるのは、

許可を得られましたか。お伺いいたします。 

山田町長  記事の内容については、私は確認をしておりませんので、お答えすることがで

きません。 

伊集院議員  私は、すいません、お訊きしたんでね、ご本人の口からお聞きしたかったの

で、確認をされて載せられたものかということをお伺いしました。それで、そうではな

いということで理解いたします。 

  それと、一定ちょっと危惧するのは、10年スパンで町長は考えていらっしゃるという

ことですけど、難しいのは、要は町政が４年、４年で、町長の選挙が来ます。最近、自

由度を求めるために「地方自治法」の改正があったという部分でありますとね、岐阜県

の多治見市とか、こういったところが、町長で出られた方の（資料を示して）、これは

後援会ニュースですけど、いっぱい細かく、すごいたくさん入っているんですよ。要は、

それなりにマニフェストを出されたということで考えると、そういったマニフェストと

の整合性を取られていくという部分で、年を考え直すという、こういうきっかけにもな

るんであろうと思うんですね。 

  でも、今回、この後を控えておりますから、そこで止めておきますけども、予算の中、

ここに記載されているものと、ちょっと違うんじゃないかという予算があがってきてい

るという部分があります。それは大綱なり委員会でお訊きしてまいりますが、この年度、

今、10年スパンとおっしゃってましたけど、今後、第五次の間に、一定そのスパンを変

えてくるということはあり得ますか。お伺いいたします。 

総合政策部長  今後の「総合計画」の計画の期間ですね、これにつきましては､今後検討し

ていくということになりますけども、他団体を見ますと、10年間が一般的でございます

が、８年でありますとか、長いところですと 35 年というような団体もあるようでござい

ますので、他団体の状況を十分調査をいたしまして、今後、検討してまいりたいと考え

ております。 

  以上でございます。 

伊集院議員  わかりました。できれば、先ほど町長が 10 年というスパン、目標を言ってい

ただいたので、その形でまた進んでいっていただきたいと思っております。 
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  それでは、残り３分でございますけども、一定町長の中で、予算的な話になると、ち

ょっと、この後が控えているのでやりづらいですので、最後に町長の決意をお伺いした

いと思います。今回、一般質問を初めて経験されて、まだ残っている方々もいらっしゃ

いますけども、どういう思いで受けられたのかを、最後にご感想をお訊きして、終わり

たいと思います。 

山田町長  率直に申し上げますと、緊張しております。まず、議会という厳粛な場にあり

ますので、お答えする内容を一言一句、気をつけて答えなければならないなという思い

がありますので、そういう点では、今、どういうふうにお答えしたらいいのかなという

ことを悩んでおりながら、答弁させていただいております。ありがとうございます。 

川嶋議長  以上で、伊集院議員の一般質問を終わります。 

  この際、暫時休憩いたします。 

（午後２時 05 分～午後２時 15分まで休憩） 

川嶋議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  引き続き、戸田議員の発言を許します。 

戸田議員（質問者席へ） 平成 29年６月定例会議、一般質問を行います。 

  「島本町の発達支援保育の現状と課題 ～支援を必要とする児童への合理的配慮～」 

  長年の過密保育が、島本町が独自に、歴史的に培ってきた保育の発達支援事業にもた

らす影響に目を向け、「島本町の発達支援保育の今と､これから」を考えます。 

  1)「島本町要発達支援対策児保育事業実施要綱」について、問います。 

  平成 28年 10月３日、同要綱が施行されています。何がどう変わったのか、いつ、ど

のように検討されたものか｡この新しい要綱が目指すところは何か。同要綱の策定に至る

背景と狙い、検討の経緯、変更の主な内容など、詳細説明を求めます。 

教育こども部長 それでは、戸田議員の一般質問にご答弁申し上げます。 

  なお、答弁では、旧要綱に基づく障害児向けの保育を「障害児保育」、新要綱に基づ

く障害児向けの保育を「支援保育」としてご答弁申し上げますので、よろしくお願いい

たします。 

  それでは、まず、１点目の「島本町要発達支援対策児保育事業実施要綱について」で

ございます。 

  本要綱につきましては、平成 26年度に実施された町の機構改革により子育て支援課が

教育委員会に組織変更され、保育所・幼稚園を一体的に所管することとなったことから、

保育所における障害児保育のノウハウを幼稚園にも導入すべく、「障害児保育のあり方

研究会」を立ち上げ、検討を進めてまいりました。この中で、保育所・幼稚園及び学童

保育室の職員なども交えて検討を進めた結果、保護者の申請を基本とし、統一的な申請

の流れを有する新たな制度の整備を行うことといたしました。その後、各施設ごとに作

業部会を設置し、検討を重ね、要綱として整備したものでございます。  
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  なお、保護者による申請を基本とした場合、保護者の障害受容の程度や理解の程度に

よって、申請を行わない場合に児童が不利益を被る可能性が考えられるため、各作業部

会における意見をもとに、保護者による申請の有無にかかわらず、必要な児童には必要

な対策が講じられるよう、保育所・幼稚園及び学童保育室共通の制度として「島本町要

支援等児童のための子ども・子育て支援事業実施要綱」を制定したものでございます。 

  主な変更内容といたしましては、保護者による申請を基本とすることや、申請の手続

き及び結果の通知について手順及び様式を定めて明確化すること、また年度途中で支援

保育の効果を測ることを目的に、保育内容の見直しを行うことでございます。 

  以上でございます。 

戸田議員  「障害児保育」と「支援保育」の文言の整理、定義、私の発言の中でできかね

たら、そこのところは内容を汲み取っていただきたいと思います。 

  機構改革導入時、子育て支援課が教育委員会に組織変更され、保育所・幼稚園を一体

的に所管することについては最も議論があったところです。平成 27 年～28 年度は、島

本町が培ってきた保育所における障害児保育の専門的・実用的な技術と知識を幼稚園に

も導入するとして、障害児保育のあり方研究会で検討を進めてこられたとのこと。その

成果は、平成 29年度第一版『子育て支援事業のご案内』に、新たに「育ちに不安を感じ

たら 第９章」というものが加えられ、あらゆる確度から相談事業の入り口が丁寧に記

載されているということで確認できました。私、これ、素晴らしいと思います。多忙な

日常業務に加えて真摯に取り組まれたことと評価いたしまして、心から敬意を表します。 

  しかしながら、二つ目の質問にいきます。 

年度途中からの発達支援保育の利用について見てみると、同要綱では、今年度のよう

に定員に余裕がない場合は、入所した後に要発達支援対象と判断されても発達支援保育

の利用は認めない、ということになっています。この認識に間違いはありませんか。ま

た、保護者の理解と合意がなかったため、要発達支援対策保育利用の申請がされていな

い児童で、支援が必要と判断されるケースに、現状、町はどのような対忚をしているの

でしょうか。こういった児童は、保護者の同意が得られているケースよりも、むしろ行

政の支援が必要なケースです。同要綱が目指すところは、当事者と、その保護者の視点

に立つ姿勢が抜け落ちているのではありませんか。 

教育こども部長 次に、２点目の「年度途中からの発達支援保育の利用について」でござ

います。 

  「島本町要発達支援対策児保育事業実施要綱」第７条において、定員に余裕がない場

合、入所後に支援を要する状態であると判断された場合において、支援保育の利用は原

則として認めないこととなっておりますが、同条第２号及び第３号において、例外につ

いて規定しております。保護者の理解と同意が得られなかった場合においても、「島本

町要支援等児童のための子ども・子育て支援事業実施要綱」及び「島本町要発達支援対
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策児保育事業実施要綱」の規定により、同様の取り扱いとなります。 

  なお、支援保育の定員内でなくても、通常保育の中で観察や配慮によって保育を行っ

ております。 

  以上でございます。 

戸田議員  同要綱の制定は、児童の利益を最大限に考えて整備されたものと、そう評価す

べきものと私は考えたい。しかし、例外規定はあるものの、現状、入所した後に要発達

支援対象と判断されても発達支援保育の利用は認めない、すなわち加配がついていない

のが現状なんです。そのことは、新要綱の申請手続きや様式でも明確にされています。 

  「通常保育の中で観察や配慮によって保育を行っている」とおっしゃいますが、通常

保育、いえ現状の超過密保育の中で、一体、誰が観察し、誰が配慮をしているとお考え

なのでしょうか。 

教育こども部長 支援保育の定員に入ることができなかった対象児童については、支援保

育の対象ではないものの、保育所で受け入れる場合、発達支援保育検討会及び発達支援

保育審査会において、一定の配慮により受け入れが可能か否かの検討をしたうえで受け

入れをしており、これらの児童につきましては、担任及びフリー保育士等により保育所

全体で対忚することとしております。しかしながら、尐なくとも年に１回は加配児童の

発達状況を確認し、より加配が必要な児童に支援が行えるように取り組んでおります。 

  なお、ご指摘のように定員を大きく上回った受け入れは、職員だけでなく児童にも負

担となっていることから、新たな受け皿となる保育施設などの整備が必要であると考え

ております。 

戸田議員  全く、そのとおりだと思います。担任及び臨時職員であるフリーの保育士が交

代でついている。そうすると、実質、加配の役割を担っているとしか考えられない。そ

のことが通常保育にも影響している。休憩も取れない、いつまでこの状態が続くのか。

何のために保育士になったのか、このままでは保育の理念をも失ってしまう。現場は、

おそらく想像を超えて疲弊しているはずです。何とかしたい。 

  通告の三つ目です。「20人定員の見直しについて」問います。 

  子ども・子育て支援新制度のもと、「児童福祉法」第 24条第１項に、市町村の保育の

義務が明記されています。議論があっての義務づけと認識しています。よって、定員に

固執せず､検討、審査を経て､明らかに支援が必要と認められる児童には加配をつけてい

く。現場保育士の善意の負担増に頼ることなく､必要な子に必要な支援が届くよう､行政

が責任を持って支援する必要があると私は考えます。 

  具体的には、定員の見直しが必要と考えています。その根拠は、次の３点です。 

  第１に、高浜学園における障害児保育の導入が当面期待できそうにもない中、本来な

らば高浜学園に担っていただいていたはずの障害児保育人数については、町が責任を持

って行うべきという考え方。第２に、定員数を超えてこどもを受け入れています。なら
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ば、一定の割合で定員数を超えて障害児を受け入れることは、障害者を差別しない合理

的な配慮であるという視点。第三に、平成 23年８月の「障害者基本法」改正により、障

害者の定義に発達障害が加えられ、また障害を社会的障壁で捉えるようになりました。

つまり、支援を必要とする対象者は確実に増えています。支援の社会的意義の理解、施

設整備や制度設計も追いついていない状況では、せめて定員数を見直すことで、児童福

祉、障害児支援事業の充実を図って欲しいという思いがあります。 

  以上の理由から、定員の見直しと柔軟な運用を求めるのです。見解を問います。 

教育こども部長 それでは、３点目の「20 人定員の見直しについて」､ご答弁を申し上げ

ます。 

  定員につきましては、保育所の物理的な制約がある中で 20 名と設定しておりますが、

保育所における障害児の受け入れは、保育士の善意によるものではなく、支援の必要性

を検討のうえ、受け入れているものでございます。しかし、様々なニーズや障害児が増

加傾向にあることを踏まえると、定員の見直しも必要であると認識しておりますが、現

行の保育所運営は過密状態となっている点や、ご指摘のように高浜学園においては保育

士確保が困難な状況もあり、支援保育の実施が実現できておりません。 

  対策の一環として、保育所における支援保育にあわせて、幼稚園における加配制度を

整備し、平成 29年４月より実施しております。また、「合理的配慮」につきましては、

正当な理由なく、障害を理由としてサービスの提供を拒否することなどの差別を禁止す

るものですが、本町としましては、障害を理由としてサービスの提供を拒否しているも

のではなく、保護者の就労状況や就労の有無等にあわせて、各施設の機能・設置目的に

照らし、適切な環境で他の児童と同等のサービスを準備しており、合理的配慮はなされ

ていると認識しております。 

戸田議員  支援の必要性を検討のうえ受け入れていると、善意に頼っているわけではない

とおっしゃる。なら、なぜ加配をつけない。 

  「教育長が必要と認める」児童であるとして、定員を超えて発達支援保育を利用させ

ることができると、新要綱第４条 対象児童のところに書かれているではありませんか。

支援の必要性を認めて受け入れているのに、保育所の加配はなく、通常とは言いがたい

超過密保育の中で、観察や配慮によって保育を行っている状況を、私は「フリー保育士

の善意に頼っている」と申し上げているのです。 

  おそらく４月からの３ヵ月で、もう限界が来ている。教育委員会に一本化しても、保

育には児童福祉の視点を見失ってはいけない。ケースワークも重要です。過密運営、保

育士不足、高浜学園の現状など、積年の保育の課題になかなか解決を見いだせない現状

ですが、定員の柔軟な運用によって、支援が必要と見なされた児童とその保護者には、

しかるべき手立てをお願いしたい。 

  保育士は日々、こどもの命と育ちに向き合っておられます。加配という判断が必要な
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場合は、「教育長が必要と認める児童」として支援を行うという柔軟な判断も必要では

ないか。要綱を何度も読んで思うことは、教育長のご判断があれば柔軟な対忚が可能で

あるということです。しかし、これは丁寧なケースワークを経て、しかるべく専門性を

持って公平に判断されなければなりません。 

  質問します。一人ひとりの障害児には､保護者を含めて複数の課題、背景があります。

保育現場で働く保育士の雇用環境も、また人権問題。しかし、障害児保育のケースワー

クにおいて何が一番重視されるべきことか、見失うことなく、立ち止まる基本方針は何

か。今一度、確認させてください。ご答弁をお願いします。 

教育こども部長 先ほどもご答弁をしましたけども、現状の過密状態にある保育所におい

て、定員をさらに上乗せして運用するということについては、非常に今の段階では限界

があるということは、ご理解をいただきたいと思います。 

  また、他の制度との兼ね合いなど課題もございますけども、障害児保育のケースワー

クで一番重視されるべきことは、こどもにとって最善の利益を考えて保育を提供するこ

とであるということにつきましては、認識をいたしております。 

戸田議員  どうか、その理念のところを保育士や保護者と、一般の保護者とも共有できる

よう､児童福祉の最前線におられる保育士の働く環境の改善も含めて、こどもの権利、将

来にわたる利益を最優先できる支援保育を求めて、通告の四つ目です。 

  「年度途中における見直しや支援取り消しの決定」について。 

  今後、保育所では「保育の必要性」の認定を受けていない、つまり、保護者が就労し

ていない場合などは、発達支援保育を必要としている児童でも退所しなければならない

のか。同要綱９条 （年度途中における見直し）を読み解くと、そういうことになると

思うんです。また、年度ごとの申請、年度ごとの見直しが行われるということは、不利

益不遡及の原則もまた１年限りということになってしまうのではないか。すでに入所し

ている児童が、退所を迫られることになるのではないかと危惧しています。 

  発達支援保育の対象となる児童の 20 人定数は、あくまでも保護者が就労しているな

ど、保育の必要性があると認められたことを前提にした 20人枠であって、これまでのよ

うに、障害を理由に保育所に入所することは、今後はできなくなるということなのでし

ょうか。そうであれば、信じがたい変更が議会の議論を十分に経ることなく行われてい

たことになります、尐なくとも私は知りませんでした。 

  退所の当該事項には、「高度かつ専門的な援助を要し、保育所での支援の範疇を超え

ている」という理由もあるのです。現場の都合で、障害のある方、こどもを排除するこ

とを許してしまう危険性をはらんでいるのではないか。加配や施設面の配慮を欠いたま

ま発達支援保育申請を却下するなど、私の知る限り、島本町では考えられなかったこと

です。何より現状、島本町内には十分な福祉的資源がないではありませんか。ここをど

うお考えか。見解を聞かせてください。 
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  また、同要綱は、ルールをもって行政が障害者排除を後押しすることになるのではな

いか、懸念しています。同要綱を遵守することは、「障害者差別解消法」における合理

的配慮を欠くことになりませんか。法規審査における見解はどのようなものでしたか。 

  島本町の保育所におけるインクルーシブ保育は、差別をしてはいけないという教えや

啓蒙ではなく、ともに生き、ともに暮らし、そしてともに困りつつ、障害のあるなしに

関わらず、人として「その子」「その人」に向き合える、あるいは一定の距離を置ける

子どもを育ててきました。極めて先進的と言えます。島本町には、療育的な保育施設を

整備していないということもあって、過去に、保育所でそれを担ってきたという長い歴

史があるのです。 

  よって、今回、私が求めています「教育長が特に必要と認める」者として、教育長の

判断で､定員を超えて保育所に加配することは､極めて合理的、あるいは定員数の見直し

をも認めるものです。見解、答弁をお願いいたします。 

教育こども部長 それでは、４点目の「年度途中における見直しや支援取り消しの決定に

ついて」でございます。 

  保育の必要性の認定を受けてない児童に対する処遇につきましては、「子ども・子育

て支援法」施行規則第１条における保育所の利用要件に関わる規定において、同条各項

に児童本人の障害を理由とした要件の記載はございません。ただし、平成 29年度入所の

児童につきましては、その募集段階において、広報等で従前と同様に保護者の就労等の

要件を求めていなかったことから、平成 29年４月１日入所として、支援保育の一斉受付

時期に申請を行った児童については保護者の就労等の要件は求めないこととし、それ以

降に新たに支援保育を希望した者については、就労等の要件を求めることとして運用し

ております。 

  平成 29年４月１日入所として支援保育の一斉受付時期に申請を行った児童のうち、保

護者の就労等の要件を満たさない児童については、同園児が通常の卒園を迎えるまで遡

及して退所させることはございません。ただし、年度ごと申請時期及び見直しにおいて、

支援保育の対象ではないと判断した場合には、他の入所児童と同様、保育所を利用する

要件を満たさないこととなるため退所を求める場合がございます。しかし、これらの児

童につきましても、急な環境変化が児童に不利益を及ぼすと考えられる場合は、要配慮

児童として保育所での入所を継続できるよう対忚しており、保育の必要性の認定を前提

としたものへの変更は、国における制度変更に伴うものと認識をしております。 

  また、退所の該当事項における「高度かつ専門的な援助を要し、保育所での支援の範

疇を超えている」場合につきましては、あくまで児童本人の障害の状況や発達特性など

から勘案して専門機関に紹介することとなりますが、町内外の施設を利用しております。 

  なお、これらの見直しにつきましては、就学前の障害を有する児童に関する保育所・

幼稚園における支援について、施設本来の機能をベースとした役割を明確化したもので
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ございます。現場の意見を十分に反映させ、様々な例外的状況を想定して制度整備を行

ったものであり、法規審査においても、ご質問にあるような意見はございませんでした。 

  今後とも、個別の状況に寄り添った相談支援とあわせて、待機児童等の状況も考慮し

ながら、必要に忚じて柔軟な運用を行ってまいります。また、障害児保育のあり方研究

会は今後も継続して実施し、新制度における課題の精査及び対忚策の検討、支援保育の

定数設定に関する調査・研究などを引き続き行ってまいります。 

  以上でございます。 

戸田議員  冒頭申し上げたとおり、障害児保育のあり方研究会の成果は、本年度版の、こ

の『子育て支援事業のご案内』に十分に見ることができます。 

  しかし、ここで確認しておかなければならないことがあります。今回の要綱整備は、

保育の必要性の認定を受けていない障害児は保育所に入れません、ということを明確に

することを目的に含んでいたのか。いや、そうではなく、要綱整備の過程で、島本町の

障害児保育の現状は「子ども・子育て支援法」に抵触しているという見解があって、結

果的に今回の制度変更・制度整備に至ったのか。言い換えれば、子ども・子育て支援制

度に移行した平成 27 年度のときから、避けられない課題だったのか。はたしてどちらな

のか、お答えください。 

教育こども部長  「子ども・子育て支援法」の制定施行の経過において、国から示される

情報が非常に断片的かつ不十分であったことがあり、制度自体の把握に苦慮しておりま

した。しかし、法の条文から、障害児保育における保育要件について見直しの必要性が

生じるとの認識はございました。一方で、要綱整備につきましては､障害児保育の研究、

保育所のノウハウを幼稚園にも導入するため取り組んだものであり、「子ども・子育て

支援法」における保育要件の見直しを明記することを見込んで実施したものではござい

ません。 

  以上でございます。 

戸田議員  わかりました。そこは確認しておきたかった。 

  いずれにしても、昨秋、保育所が療育的な役割を担って､保護者に寄り添い培ってきた

島本町の障害児保育、かつて「島本スタイル」と呼ばれ、注目された伝統の保育のあり

方に終止符が打たれていました。 

療育的目的のみでの保育所入所は認めないという、これは歴史的変更だと思いますが、

私は認識できていなかった。議会での議論もなく制度設計されていたと、私はそのよう

に認識しています。ここが問題、納得できないところである。ただし、論点を整理すれ

ば、国における制度の変更に伴う決定であったと認めざるを得ないところはあります。

別途、これについては議論を要すると私は考えています。 

  最後に２点、確認します。 

  障害児保育の定数設定については引き続き調査・研究を行う、とのご答弁もいただき
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ました。しかし、すべてはこれからです。そこで、一つ問います。研究会における「今

後の課題、対忚の検討」とご答弁にありましたが、具体的にどのようなものなのか、お

示しください。 

  二つ目は、健康福祉部長にお訊きします。現状、来年の４月の一斉入所・入園時まで

に療育施策の充実をいかに行うかが問われていると思います。福祉的資源の充実なくし

て、この問題は解決しません。平成 30 年４月に向けて、未就学児の療育的支援の充実・

拡充についての部長のお考えをお聞かせください。 

教育こども部長  制定当初より明白な課題と、制度運用後に生じた課題がございます。 

制定当初より明白な課題としては、支援保育を含めた支援を要する児童を取り巻く社

会資源全般の整備が必要と考えており、障害福祉サービスを所管する福祉推進課及び支

援の入り口となるいきいき健康課との緊密な連携関係の構築が必要と考えております。 

  また、制度運用後に生じた課題といたしましては、支援保育の一斉申し込み受付後に、

乳幼児健診等で発達に関する指摘を受けた児童や、発達に関する課題に気づくことなく

入所し入所後の集団生活で支援の必要性がわかった児童に関して、どのように対忚する

のか、ルールが明確でないことがあげられます。 

  これらの諸課題につきまして、今後とも障害児保育のあり方研究会において、慎重に

検討を進めてまいりたいと考えております。 

健康福祉部長  私のほうから、答弁させていただきます。 

  平成 30年４月に向けての福祉的資源の拡充についてのお尋ねでございますが、現在、

障害のある未就学児童の皆さんのための日中活動の場といたしましては、幼稚園におい

て今年度からスタートいたしておりますキッズサポーターをはじめ幼児教室「ポニーの

教室」や、児童発達支援事業所などがございます。今後も、これらを所管する教育こど

も部と私ども健康福祉部が連携を密にいたしまして、対象者の状況やニーズ等把握しな

がら、受け入れ体制や支援内容の充実につきまして、可能な範囲で検討してまいりたい

と考えております。 

  以上でございます。 

戸田議員  制度設計の後は、それぞれの質の向上ということも大きな課題になると思いま

す。連携と情報の共有、よろしくお願いしたいと思います。 

  これまで、待機児童の緩和対策として、長年、定員をはるかに超える子ども達を受け

入れてきました。本来、時間をかけて取り組むべき支援保育のプログラムや教材づくり、

次世代保育士の育成などに費やす時間が十分に確保できないまま、すでに多くの年月が

経っています。じっくり子どもに向き合えない、達成感を得られない、臨時職員が重責

を担わなければならない。気になることは山とあります。男性保育士が増えてきている

中、着替え・休憩室・トイレなど、施設面の改善も急がないといけません。 

  島本町子ども・子育てに関するニーズ調査の結果報告書の自由回答には、保護者の不
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安や不満の声が多く寄せられていました。私のもとにも、これまで様々な声が寄せられ

てきました。その中には、「発達支援を必要とする子どもとその保護者に厳しい視線が

注がれているようで、見ていて､それがつらい。みんながしんどくなっている。もっと適

切な支援を行えば伸びる時期なのに」という専門的なご指摘もありました。保護者の方

にも、いろんな職業に就いている方がいらっしゃるわけです。 

  島本町の保育所における発達支援の伝統が､待機児童と過密保育を理由に失われてい

くとすれば、それは許されないことです。今、私たちが急ぎしなければならないことは、

保育所・幼稚園・未就学児に関わる公共施設と、教育事業、福祉の課題を総合的に捉え

て、具体的に向き合うことです。町、すなわち町長の意思決定の早さが求められていま

す。この点については、町長の施政方針に対する代表者質問において多く問われ、議論

されることになるかと思いますので、ここはちょっと、ぐっと控えまして、私の一般質

問は以上で終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

川嶋議長  以上で、戸田議員の一般質問を終わります。 

  引き続き、中田議員の発言を許します。 

中田議員（質問者席へ） それでは、ただいまより、平成 29年６月定例会議の一般質問を

させていただきます。よろしくお願いします。 

  「ＪＲ島本駅西地区の都市計画の変更について：住民意見の反映と住民利益の視点か

ら」 

  1)「ＪＲ島本駅西地区の都市計画の変更に伴う住民意見の反映：これまでと今後のあ

り方について」です。 

  島本駅西地区は、都市計画上、開発が厳しく制限されてきた市街化調整区域でした。

そのため、ＪＲ島本駅開業後も、都市近郊にありながら、農地と山の見える景観が未だ

に残っています。一方で島本駅ができた、いえ、できると想定された頃より、駅西地区

を市街化しようという意向が一部に見られるようになりました。今後も、この件で議会

として様々な意思決定をすることと思いますので、ここで改めて、「駅西地区のこれま

でと今後」について､質問していきたいと思います。 

  駅西地区の、いわゆる「開発」には、二つの側面があります。土地区画整理事業と都

市計画です。駅西地区は、前にも述べましたとおり、開発が厳しく制限される市街化調

整区域でしたので、仮に土地区画整理事業の手法を用いてまちづくりの計画を作ったと

しても、開発のできる市街化区域へと編入を行わない限り、開発は不可能です。 

  そこで質問です。これら二つの側面、土地区画整理事業と都市計画の変更の意思決定

における､それぞれの主体は誰ですか。お答えください。 

都市創造部長 それでは、中田議員の一般質問に、ご答弁申し上げます。 

  まず、1)点目の①「土地区画整理事業と都市計画の変更の主体」にかかるご質問でご

ざいます。 
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  ＪＲ島本駅西地区におけるまちづくりに関しましては、組合施行の土地区画整理事業

という手法を採用されておりますことから、本事業の主体は組合、いわゆるＪＲ島本駅

西地区の地権者並びに当該地域にお住まいの方々が主体となったまちづくりがなされる

ものと認識いたしております。 

  一方、都市計画の変更に関しましては、平成 11年の地方分権改革の際、都市計画は「自

治事務」とされていることから、大阪府あるいは島本町が主体となるものであると認識

いたしております。 

中田議員 都市計画の主体は､府及び町にあるとのお答えでした。憲法には、地方自治の基

本となるべき事項として、住民の意思を反映した地方自治の確保が示されています。 

  都市計画の変更の意思決定の主体が町にあるということは、地方自治の本旨に則り、

総体としての町民の意思決定により都市計画の変更が行われるべきである、そのような

理解でよろしいでしょうか。 

都市創造部長 都市計画の変更につきましては、憲法の趣旨に則った「都市計画法」に基

づき、都市計画の変更を行うものであると認識いたしております。 

  以上でございます。 

中田議員 次の質問にいきます。 

  島本町におけるまちづくりの基本を定める最高規範である「まちづくり基本条例」第

４条 まちづくりの基本原則、「町は、住民の参画に基づきまちづくりを行うこと」に

基づき、町は都市計画の変更に関わる意思決定を行う際には、住民の意見を反映させる

べきとお考えですか。 

都市創造部長 続きまして、②の「都市計画の変更にかかる意思決定への住民意見の反映」

にかかるご質問でございます。 

  都市計画の変更につきましては、議員ご紹介の「島本町まちづくり基本条例」におけ

るまちづくりの基本原則のみならず、「都市計画法」では第 16 条第１項の規定により、

都市計画の案を作成しようとする場合において、必要があると認めるときは、公聴会等

の開催など、住民意見を反映させるための措置を講じることが求められております。ま

た、同法第 17 条第１項及び第２項の規定では、都市計画の案を決定しようとする理由を

記載した書面を添えて、２週間の縦覧に供することとされております。これを受けた住

民及び利害関係人は、縦覧期間完了までに意見書を提出することができることから、本

町におきましては、これまでの都市計画の変更にかかる意思決定の際においても、これ

らの手続きを踏まえております。 

  また、「島本町都市計画マスタープラン」の策定時や改定時にも、パブリックコメン

トなどの手法により、住民の皆様のご意見をお聞きする場を設けさせていただいており

ます。さらに直近の事例といたしましては、桜井三丁目北地区における用途地域の変更

及び地区計画の設定等の都市計画変更手続きを行った際には、住民説明会の開催と二度
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の縦覧及び意見書の提出の機会を設けさせていただき、住民の皆様のご意見をいただい

たところでございます。 

  今後につきましても、都市計画の変更にあたりましては、具体的な案件の内容等を勘

案し、ご意見をいただくための手法について検討してまいりたいと考えております。ま

た、その際にいただいたご意見につきましては、これまでと同様、「島本町都市計画マ

スタープラン」や関係計画等との整合性を確認させていただいたうえで、総合的な見地

からの判断を踏まえ、都市計画の変更案を作成してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

中田議員  ありがとうございました。住民の意見を反映させるべきかどうかについて、曖

昧なご答弁だったと思います。 

  次の質問にいきます。 

  近年、町には島本駅西地区の市街化に関して様々な意見が寄せられていることと思い

ます。そこで、以下四つの案件に関して、それぞれ開発に賛成・反対の意見の数をお答

えください。 

  一つ目．平成 20年の「島本町総合計画」の策定に関するアンケート調査、二つ目．「都

市計画マスタープラン」の改定素案に対する平成 23年のパブリックコメント、三つ目．

平成 27 年に大阪府が行った島本駅西地区の都市計画の変更に伴う保留区域設定に対す

る住民の意見書、四つ目．平成 28 年「駅西側を農地として維持し活用することを求める」

住民の請願。請願については、署名総数もお答えください。 

  さらに平成 20年の島本駅開業以降明らかになった、これら駅西地区に対する住民の意

向を踏まえて、町として、つまり住民の総意として、駅西地区の市街化への気運が高ま

ったと思われますか。その根拠は何ですか。お答えください。 

都市創造部長  「過去に実施したパブリックコメント等の意見及び住民のまちづくりへの

気運の高まりについて」でございます。 

  過去にいただきました住民の皆様のご意見については、議員ご紹介の「島本町総合計

画」の策定に関するアンケート調査や、「島本町都市計画マスタープラン」改定の際の

パブリックコメントの結果につきましては、自由意見等の中で、多種多様なご意見を他

のご意見とともにいただいているものが多く、当該まちづくりに関係するものとして一

概に抽出できるものではなく、賛否の数をお示しすることは困難であると認識いたして

おります。 

  次に、平成 27年度の「北部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画

区域マスタープラン）」改定の際の、ＪＲ島本駅西周辺地区への保留区域設定にかかる

ご意見につきましては、16件いただいております。 

  また、平成 28 年９月会議におきまして、「ＪＲ島本駅西側地区を農地として維持活用

することを求める請願」において署名が集められたことは、一定把握いたしているとこ

- 58 -



 

 

ろでございます。 

  なお、いずれのご意見及びご署名につきましても、ＪＲ島本駅西地区の市街化区域編

入にかかり、その賛否を問うものではございませんので、賛成・反対のご意見の数につ

きましては判断いたしかねます。 

  次に、住民の皆様の「まちづくりへの機運の高まり」にかかるご質問でございますが、

統計的に確認を取ることができる部分では、昨年度に準備組合が実施されました地権者

の意向調査におきまして、当地区のまちづくりの継続を希望された方の割合が 90％を超

えていることを踏まえますと、主体である準備組合におけるまちづくりの機運は、一定

高まっているものと認識しているところでございます。また、ＪＲ島本駅西地区に関連

する案件につきましては、住民の代表の皆様にもご参画いただいている島本町都市計画

審議会にもたびたび付議させていただいており、闊達なご議論をいただき、当地区にお

けるまちづくり及び市街化区域編入につきましても、一定ご理解いただいているものと

認識いたしております。 

  以上でございます。 

中田議員 ありがとうございました。私は、これらのアンケートなどを精査しましたが、

住民意見として、駅西地区に関して農地保全を望む声が、つまり開発に反対の意見が圧

倒的に多かったのが客観的事実だと思います。にもかかわらず、町としては開発への賛

否の判断がつかないとのご認識、大変奇妙に思います。昨年の署名及び請願に関しても、

賛否の判断がつかないということでした。これも大変奇妙なご答弁です。 

  一方、駅西地区の開発の気運の高まりの根拠として、準備組合における地権者の意向

調査と、都市計画審議会の議論の二つの理由をあげていただきました。ですが、この二

つとも、一部の住民の意見を集約したに過ぎません。地権者の数に都市計画審議会の住

民代表の数を足しても、全住民の１％にも満たないのです。 

  そこで、次の質問です。駅西地区の都市計画の変更に関わる町の意思決定に関して、

今後は、住民全体の意向を十分に反映するよう改善する必要があると思いますか。 

都市創造部長 最後に、④の「ＪＲ島本駅西地区における都市計画変更にかかる住民意見

の反映」にかかるご質問でございます。 

  先ほどのご質問にもご答弁申し上げましたとおり、「島本町まちづくり基本条例」に

おける住民参加の基本原則のみならず、これまでも都市計画法の規定に基づき、大阪府

が行われる公聴会及び本町における住民説明会の開催や、都市計画案の縦覧及びそれに

関する意見書を提出する機会を設けさせていただいており、他の都市計画案にかかる住

民意見の反映に関し、適切に対忚してきたところでございます。 

  また、本地区のまちづくりにつきましては、これまでは準備組合の皆様のご協力のも

と、可能な限り、会議の公開や会議資料等の情報提供をさせていただいていたところで

ございます。 
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  なお、現在は準備組合におかれまして、全地権者を対象にされた意向調査や現地調査

を実施されている段階であり、現段階においては、住民の皆様への積極的な情報の提供

やご意見をいただく場を設けることが困難であるものと考えております。しかしながら、

地権者のご意向をある程度踏まえられたまちづくりの素案が作成された段階におきまし

ては、準備組合の皆様のみならず、昨年度１月に準備組合において選定されました業務

代行予定者の事業者の皆様のご協力に基づき、住民の皆様のご意見をいただくための手

法について検討してまいりたいと考えております。 

  また、その際にいただいたご意見につきましては、事業の実現性はもとより、「都市

計画マスタープラン」や関係計画等との整合性を確認させていただいたうえで、総合的

な見地からの判断を踏まえ、都市計画の変更案を作成してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

中田議員  ご答弁の内容からすると、これまでの手法に問題がなかったとおっしゃってい

るように聞こえますが、それでよろしいでしょうか。 

都市創造部長  先ほどのご質問にもご答弁申し上げましたとおり、都市計画手続きにおき

ましては、「島本町まちづくり基本条例」における住民参加のみならず、「都市計画法」

に基づく公聴会、住民説明会、案の縦覧及びそれらに関する意見書を提出する機会を設

けさせていただいており、案にかかる住民意見の反映につきましては、適切に対忚させ

ていただいているところでございます。 

（「そうだ」と呼ぶ者あり） 

中田議員  平成 24 年、28 年に行われた都市計画審議会の答申では、２回とも「地権者の

みならず住民の意向を十分に取り入れるよう」という、ごく当たり前のことについて､

わざわざ付帯意見がついています。これは、住民意見の反映が十分でないという認識の

表れだと思います。このことと、これまでの手法に問題がないという町の認識とのずれ

は、どのようにお考えですか。 

都市創造部長  過去の島本町都市計画審議会の答申においては、「計画を実施する際に、

住民意向の反映に努められたい」旨の付帯意見をいただいており、今後、その認識のも

と､手続きを進めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

中田議員 大変、理解に苦しむご見解です。最初の質問で明らかにしたように、駅西地区

に関しては地権者が主体となる土地区画整理事業と、町もしくは府が主体となる都市計

画という二面性があります。この二つの方向性は、現実には一致することもあれば、し

ないこともあります。一方で行政は、その方向性が一致しない可能性を最初から排除し

ているように思われます。このことが都市計画にゆがみを生じさせ、町の将来に悪影響

を残すことになる可能性を大変懸念します。 

  町長に問います。行政としては、今までに寄せられたアンケートの内容からも、パブ
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コメからも、そして請願や署名からも、駅西地区の市街化を住民が望んでいるのか判断

できないと答弁されています。そして、これまでの住民意見の反映の仕方は問題がなか

った､都計審の付帯意見は今後のことを言っているだけで、これまでの手法に問題があっ

たわけではない、とのことです。これらのご答弁、誠実に答えていただけていると思わ

れますか。住民は、これで納得するでしょうか。 

山田町長  今後、まちづくりの素案が作成された段階において、準備組合のご協力に基づ

き、住民の皆様のご意見をいただくための手法について検討をしてまいりたいと思って

おります。 

  なお、いただいた様々なご意見をもとに、都市計画手続きを進めるにあたっては、町

として協議が必要な内容につきましては、準備組合に対し積極的にアプローチを行い、

可能な限り、住民の皆様にご理解をいただくよう努力してまいりたいと考えております。 

（「頑張れ」と呼ぶ者あり） 

中田議員  誠実に答えていただけているかどうか、のお答えにはなっていませんでした。

誠実な答弁は、高いレベルの議会を実現する要だと思います。はぐらかさず、お答えく

ださることを希望します。私たちの議員の仕事は、行政の監視です。そして、情報を持

っているのは行政です。私たちが本来の仕事ができるよう、実のある答弁をいただける

ように希望します。 

  「住民に納得してもらえるよう」との方向性は、どうぞよろしくお願いいたします。 

  二つ目の質問に移ります。すでに町は島本駅西地区を保留区域にすることにより、都

市計画の変更の準備を行っています。都市計画の変更は、町が主体となって行うわけで

すから、その意思決定の拠り所は､総体としての住民の福祉の増進、言い換えれば町民全

体の利益にあるべきです。その観点から、以下の質問を行います。 

  「町民全体の利益」となるかどうか、まずは財政面からの質問です。 

  平成 27年、島本町が大阪府に提出した保留区域申請書には、駅西地区の計画人口は、

1,250 人とありました。その人口予測と区域面積に基づいた島本駅西地区の市街化に伴

う町財政への影響について、概算で結構ですので、歳入面からは固定資産税等、そして

歳出面からは学校施設の増築、学童保育室、保育所施設、防災調整池の設置などに関わ

る金額をお示しください。 

総務部長 続きまして、２点目の①「市街化に伴う町財政への影響」について、ご答弁申

し上げます。 

  議員ご指摘の保留区域申請書における「計画人口 1,250人」は、町の市街化区域の平

均人口密度から算出したものであり、具体的な年齢構成等や、市街化区域編入後の土地

の形状、用途、建造物の形態等を前提としたものではございません。従いまして、その

数値をもってＪＲ島本駅西地区の市街化に伴う町財政への影響を試算することは、現時

点では困難でございます。 
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  しかしながら、ご質問の歳入面の固定資産税につきましては、現況の市街化調整区域

の農地が市街化区域の宅地等になることから、増収になるものと思われます。金額につ

きましては、市街化区域編入後の土地の形状・用途・建造物の形態等が不明であるため、

現時点では試算できかねます。また歳出面におきましても、先ほど申し上げましたとお

り、計画人口自体が具体的な年齢構成等を前提としたものではございませんので、現時

点で試算はできかねます。 

  以上でございます。 

中田議員  現時点では歳入が増えるところはわかるものの、歳出に関しては予測ができな

いとのお答えだと思います。 

  つまり、財政が好転するかどうかは、収入と支出を比べることによってはじめて明ら

かになるものであって、収入が増えるというのは当たり前の話です。つまり、現時点に

おいては採算性について何の見通しを持っていないということになります……（「そう

だ」と呼ぶ者あり）……。にもかかわらず、これまですでに町職員の貴重な時間と何百

万円という税金が、島本駅西地区の開発の方向性に費やされています。あまりにもずさ

んな町財政運営ではないでしょうか。 

計画の進行に伴い、今後はさらに大きな出費となる可能性もあります。採算性に根拠

がないままに、つまり財政的に「町民全体の利益」に繋がるとの見込みがないままに、

本計画を見切り発車したと、ご答弁をそのように解釈します。新人議員説明会で、「町

の予算は住民福祉の増進を目的に組まれるもの」と説明してくださった財政課を抱える

総務部の部長であられる方の発言として、驚きを禁じ得ません。町民の税金を預かる行

政の説明責任はどこに行ってしまったのでしょう。 

  二つ目の質問です。「町民全体の利益」となるかどうか。次は、「住民の意向」の観

点から問います。 

  もし、仮に財政面で負担になったとしても、それが総体としての住民の希望であれば、

それもまた「住民の利益」と言えるでしょう。そこで、質問です。 

  駅西側が市街化され、ビルやマンション、住宅地が立ち並び、商店等が増えることを

住民が望んでいると判断される、その根拠をお示しください。 

都市創造部長 続きまして、②の「住民の皆様のご意向」にかかるご質問でございます。 

  ＪＲ島本駅西地区のまちづくりにつきましては、パブリックコメントにおける住民の

皆様のご意向や、住民の代表の方々もご参画いただき島本町都市計画審議会におけるご

議論等を踏まえ、「島本町都市計画マスタープラン」を改定させていただきました。本

マスタープランにおいて、「ＪＲ島本駅西地区周辺については、土地利用の動向や地権

者、住民の意向を踏まえ、都市基盤の整備と合わせて、駅前地区にふさわしい商業・サ

ービスや住宅などのほか、学術・研究・医療・健康など公共公益的機能の導入も検討し、

都市機能を充実・強化します。また、緑化や景観に配慮した良好な市街地形成を推進し
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ます。」と規定いたしております。本町といたしましては、この方針に基づき、まちづ

くりを実施されている準備組合に対し、ご支援をさせていただいているところでござい

ます。 

  なお、本町には住民の皆様のご意見をお聞かせいただく媒体といたしまして、パブリ

ックコメントや都市計画法の規定に基づく意見書の提出の機会以外にも、「私の声」や

「意見フォーム」といった媒体がございます。本事業にかかるご意見・ご要望も複数い

ただいており、最近では「生活利便施設等を立地させて欲しい」や、「農地を残置させ

て欲しい」等、様々なご意見をいただいているところでございます。また、昨年度に準

備組合が実施されました地権者の意向調査におきましては、当地区のまちづくりの継続

を希望された方の割合が 90％を超えており、個別意見といたしましても、「駅ができた

のにそのままというのはさびしい。一刻も早く事業を進め整然としたまちづくりをして

欲しい」等のご意見をいただいているところでございます。 

  以上でございます。 

中田議員 「住民の意向」を判断する主な根拠は「都市計画マスタープラン」にあり、と

のご答弁だと思います。 

  しかしながら、現在の「都市計画マスタープラン」は、住民意見の根拠として本当に

有効なのでしょうか。「都市計画マスタープラン」が最初に策定されたのは、今を遡る

こと 18 年も前の話です。現在の住民の意見を反映しているというには、無理があります。

その後、住民アンケートの自由意見、パブコメをもとに、平成 23年に駅西地区の市街化

の方向性を強める形で、「都市計画マスタープラン」が改定されました。 

  しかし、１問目のご答弁からも明らかになったことは、アンケートの自由意見からも

パブコメからも、市街地化を住民が望んでいるのかどうか、その以降は判断できない、

というものでした。であれば、何をもって、何を根拠に、都市マスの改定を行ったので

しょうか。 

  では、次の質問に移ります。近年、行政に寄せられた住民意見は、駅西地区の農地保

全を望む声が圧倒的に多いというのが私の認識です。この 18年で時代は変わり、人びと

の価値観も変わり、住民も相当数が入れ替わっています。こうして、「都市計画マスタ

ープラン」にある駅西地区のまちづくりの方針と住民意向との間に、齟齬が生じたので

はないでしょうか。 

  先ほどのご答弁のように、確認が取れる形の住民アンケートは、地権者の意向調査だ

けである、住民の意向は地権者のものしかわからないと開き直るのではなく、行政でも

住民全体の意向がわかるような調査を行うか、これまでに出された意見から積極的に住

民の意向を読み取る努力をするか、いずれかを行ったうえで、「都市計画マスタープラ

ン」の改定の検討をされてはいかがでしょうか。お答えください。 

都市創造部長  現行の「島本町都市計画マスタープラン」につきましては、平成 24年６月
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に改定し、今後、10 年間で取り組む都市計画の方針を示したものでございます。そのた

め、計画全体の目標年次は平成 33 年度としておりますことから、次回の改定は平成 33

年頃を予定いたしております。 

  なお、改定の手続きに関しましては、アンケート調査の実施等も含め、現時点では未

定ではございますが、他市の事例等を参考に検討してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

中田議員 今のところ検討する予定はない、とのことです。残念に思います。 

  次の質問です。現在、島本駅西地区土地区画整理準備組合に業務代行予定者から駅西

地区の事業内容提案書が提出されています。大事な情報と思い、一住民として情報公開

請求を行いましたが、結果はほぼ全面黒塗りで、重要なことは何もわかりませんでした。 

  住民が、都市計画上、当該地を市街化すべきかどうか判断するためには、その内容を

知ることが必須です。今後、島本駅西地区の市街化に伴う「町民全体の利益」に関わる

見通しは、その内容も含めて、大阪府への市街化区域編入の申請の前に、住民に説明さ

れるべきだと思いますが、いかがですか。お答えください。 

都市創造部長 続きまして、③の「都市計画手続きに先立った住民説明」にかかるご質問

でございます。 

  先ほどのご質問にもご答弁申し上げましたとおり、町といたしましては、これまでも

準備組合の皆様のご協力のもと、可能な限り、会議の公開や会議資料等の情報提供をさ

せていただいていたところでございます。 

  なお、現在は、準備組合におかれまして全地権者を対象にされた意向調査や現地調査

を実施されている段階であり、現段階においては住民の皆様への積極的な情報の提供や

ご意見をいただく場を設けることが困難であるものと考えております。しかしながら、

地権者のご意向をある程度踏まえられたまちづくりの素案が作成された段階におきまし

ては、準備組合の皆様のみならず、本年１月に準備組合において選定されました業務代

行予定者の事業者の皆様のご協力に基づき、住民の皆様のご意見をいただくための手法

について検討してまいりたいと考えております。 

  また、その際にいただいたご意見につきましては、事業の実現性はもとより、「都市

計画マスタープラン」や関係計画等との整合性を確認させていただいたうえで、総合的

な見地からの判断を踏まえ、都市計画の変更案を作成してまいりたいと考えております。 

   以上でございます。 

中田議員 ありがとうございました。 

  今、ご答弁の中にありました「素案が作成された段階で、住民への説明会を考えてい

る」ということでしたが、その段階というのは、素案が作成された段階というのは、準

備組合と業務代行予定者との協定の締結の前でなくてはいけないと思います。というの

は、実質的に意思決定の自由、つまり、市街化区域に編入しないというオプションが存
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在している段階で、住民に対する説明会を行わないと意味がないと思うからです。それ

が、住民の意思決定の実効性を担保するものだと思います。 

  次の質問です。町が行う市街化区域編入の申請は、地権者が主体となって行う土地区

画整理事業が決定されれば、自動的に町が編入手続きを行うというものではなく、「住

民全体の利益」に基づいて判断されるべきものです。 

  申請の前に説明等を受けた後に、総体としての住民の意向が、開発は町民全体の利益

にならないとなった場合には、市街化区域編入への申請をしないという選択を町がすべ

きですが、その選択肢はあるということでよろしいでしょうか。お答えください。 

都市創造部長 最後に、④の「今後の都市計画手続き」にかかるご質問でございます。 

  これまでもご答弁申し上げておりますとおり、ＪＲ島本駅西地区におけるまちづくり

は組合主体の土地区画整理事業であり、いわゆる地権者主体のまちづくりでございま

す。そのため町といたしましては、事業リスクを負われる地権者の皆様がご検討のうえ、

計画されたまちづくりの方向性を踏まえ、都市計画という手法で規制や誘導をさせてい

ただくものであると認識いたしております。 

  今後につきましては、地権者のご意向をある程度踏まえられたまちづくりの素案が作

成された段階において、準備組合の皆様のみならず、本年１月に準備組合において選定

されました業務代行予定者の事業者の皆様のご協力に基づき、住民の皆様のご意見をい

ただくための手法について検討してまいりたいと考えております。 

  なお、いただいたご意見につきましては、事業の実現性はもとより、「都市計画マス

タープラン」や関係計画等との整合性を確認させていただいたうえで、総合的な見地か

らの判断を踏まえ、都市計画の変更案を作成してまいりたいと考えております。 

  しかしながら、本事業は組合施行の土地区画整理事業という特性を鑑みたうえで、「島

本町都市計画マスタープラン」及び「北部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方

針（都市計画区域マスタープラン）」上の位置づけや、地権者の合意形成の現状等、当

該土地区画整理事業の進捗状況を踏まえると、諸事情により当該土地区画整理事業が頓

挫するなどの場合を除き、都市計画手続きを進める予定でございます。 

  以上でございます。 

中田議員  ありがとうございました。「事業が頓挫する場合を除き、都市計画の手続きを

進める」とのお答えです。 

  あたかも、町は土地区画整理事業ありきで、町としては市街化する選択しかないかの

ようなご答弁ですが、その点の法的根拠をお示しください。 

都市創造部長 都市計画手続きを進めるにあたり、その法的根拠についてのご質問でござ

います。 

  保留区域設定を条件に、必ずしも市街化区域編入にかかる都市計画手続きを行わなけ

ればならない旨の法的根拠はございません。今後につきましても、当該事業にかかる都
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市計画手続きに関しましては、住民の皆さんのご意見を踏まえながら、まちづくりの熟

度に即して、「島本町都市計画マスタープラン」や関係計画との整合性を踏まえながら

進めてまいりたいと考えております。 

中田議員  ありがとうございました。法的根拠はない、とのことです。 

  であれば、現時点で町が都市計画を変更しないという判断を下したときに、何らかの

責任を問われる可能性はありますか。あるとしたら、具体的にはどのような責任ですか。

お答えください。 

都市創造部長  先ほどのご答弁で申し上げましたとおり、土地区画整理事業が諸事情によ

り頓挫する場合を除き、都市計画手続きを進めさせていただく予定でございます。 

  なお、仮に現在の町の方針を変更することとなった場合、利害関係者から訴訟等を提

起される可能性もあるものと考えてはおりますが、町に生じる責任の有無につきまして

は、現時点におきまして判断し、ご答弁することは困難でございます。 

  以上でございます。 

中田議員  責任を問われる可能性はあるが、具体的には示すことができない、とのことで

す。一般的な話であれば幾らでもできるわけでして、現時点で具体的に想定できないと

いうのであれば、それは考慮の対象外とせざるを得ません。 

  繰り返しますが、一つ目の質問で明らかになったように、都市計画の変更の主体は地

権者ではなく町にあり、また町は変更をするかしないかの権限を持っています。にもか

かわらず、「町民全体の利益」を、財政面からも、住民全体の意向からも判断すること

なく、土地区画整理事業に引きずられる形で都市計画を変更すると言っておられます。

これは地方自治、住民自治の基本原則、また島本町の「まちづくり基本条例」に反して

います。 

  町の意思決定は、総体としての町民の福祉の増進に基づいて決められるべきです。そ

して、町の意思決定は総体としての町民の意思に、その根拠を持つべきです。一部の人

の意思に基づいて決められるものではありません。この点を強調して、質問を終わりた

いと思います。ありがとうございました。 

川嶋議長  以上で、中田議員の一般質問を終わります。 

  この際、暫時休憩いたします。 

（午後３時 23 分～午後３時 35分まで休憩） 

川嶋議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  引き続き、塚田議員の発言を許します。 

塚田議員（質問者席へ）  塚田淳です。冒頭、前に行われました島本町議会議員選挙にお

きまして、880 人の町民の皆様のご支援をいただきましたことに心より感謝申し上げま

す。次世代のために、合併への道を探り続けることをお誓い申し上げ、通告に基づき、

「合併・広域連携」について、一般質問をさせていただきます。 
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  また、前に質問されました岡田議員と一部重複する質問もあるかと思いますが、ご容

赦ください。 

  さて、町議会議員選挙では、合併・広域行政の推進を訴えました。基金が減尐し、厳

しさを増す財政状況において、山積する課題が一気に解決でき、また行政コストが削減

できれば､生まれた財源を教育や福祉などに充てることできるからであります。さらに、

地方分権が進み、権限移譲が行われている中、複雑化した住民ニーズに対忚し、住民サ

ービスの充実を図るには、まちのスケールを大きくする必要があるとも考えたからで

す。だからこそ、50年後、100年後を見据え、今から合併・広域行政の議論を加速する

べきだと考えています。 

  そこで、質問をさせていただきます。消防、保健所、清掃工場など、本町には様々な

分野において合併・広域行政を検討、議論すべきであると考えますが、本町において、

「合併・広域行政をどのように考えられているか」、お尋ねいたします。 

総合政策部長 それでは、塚田議員の一般質問の「広域連携」に関するご質問に、ご答弁

申し上げます。 

  他の議員からの一般質問に、町長からご答弁申し上げたところではございますが、本

町のような小規模自治体が基礎自治体として行政責任を果たしていくうえで、最尐の経

費で最大の効果、組織及び運営の合理化を求めるためには、「広域連携」を進めること

が重要な課題であると認識をいたしております。 

  一方で、「市町村合併」につきましては、より効率的・効果的な行政体制の構築が求

められている中で、そのための手法の一つではあると認識いたしておりますが、地方公

共団体としての存続にかかわる問題でありますことから、当然のことながら、住民の皆

様を巻き込んでの十分な議論を踏まえる必要があるものと考えております。 

  以上でございます。 

塚田議員  市町村合併について、「住民の皆様を巻き込んでの十分な議論を」ということ

でありました。つまりは、議論を排除するつもりはないということであろうと思います。 

現在、多くの基礎自治体が広域行政を推進し、財政事務の効率化や行政サービスの充

実を図っています。本町においても、様々な事業において、これまで以上に広域化が実

現できれば、そのメリットを享受されることから、広域行政を推進していかなければな

らない、その考えには賛同するものであります。 

しかし、本町のような小規模自治体で広域行政のみに頼るのは、実現できなかった場

合のことも、よくよく考えなければならないと思います。よって、やはり合併もあわせ

て両論併記で議論を行っていく必要があると思います。その点については、今後、議論

させていただきたいと思います。 

  さて、本年より、し尿が高槻市と広域処理できるようになったことは、本町にとって、

まさしく広域行政のメリットを享受できた象徴的な事例でした。そこで改めて、し尿処
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理の広域化の実現に至るまでの協議期間、また委託により年間どのくらいのコスト削減

が可能となったかを、お尋ねいたします。 

都市創造部長 まず初めに、「し尿の事務委託の期間等について」でございます。 

  し尿処理に関する協議の経過といたしましては、当初、平成 21年 12 月に町長から高

槻市長に対し、事務委託に向けた申し入れを行っております。その後、両市町では高槻

市・島本町広域行政勉強会で一定の考察を行いましたが、平成 23 年９月に、高槻市長

から「現時点における受託は困難」との回答をいただいております。 

  本町の衛生化学処理場は老朽化が著しく、施設の効率的な操業が困難で、かねてから

高槻市の地元自治会から早期撤去の要望を受けており、現在の施設の撤去と新たな施設

での稼働に向け、早期の課題解決を図る必要がございましたので、高槻市からの回答を

受け、本町では新たな施設を町域内に設置する方針を示し、事務を進めてまいりました。 

  しかしながら、本町といたしましては､厳しい行財政運営を強いられる見通しの中、公

共施設に関する将来的な諸課題について熟慮を重ねた結果、平成 27年 11 月、町長から

高槻市長に対して再協議の申し入れを行い、高槻市・島本町広域行政勉強会において事

務委託の是非について協議・検討する旨の回答をいただきました。 

これを受け、同勉強会の事業連携ワーキンググループでは、本町のし尿処理事務を委

託した場合における両市町の効果、課題等について調査・検討を行い、昨年７月に報告

書をまとめております。その後、この検討結果等を踏まえ、事務の委託について正式に

依頼を行い、両市町における議会の議決を経て、本年４月から委託を開始することとな

ったものでございます。 

  これらにより、当初の協議依頼から事務委託開始までの期間といたしましては、７年

４ヵ月、再協議依頼からでございますと、１年５ヵ月を要しております。 

  次に、「し尿処理の事務の委託の財政効果について」でございます。 

  昨年７月に取りまとめました「高槻市・島本町広域行政勉強会事業連携ワーキンググ

ループ報告書」でお示ししておりますが、本町の衛生化学処理場にかかる運転管理費は

人件費を含め年間約 8,800万円でございます。高槻市に委託した場合の事務委託料は約

2,400万であり、経常的な経費削減効果額として、年間 6,400万円を見込んでおります。

しかしながら、処理施設の場所が高槻市東上牧から高槻市唐崎西へ変わるため、運搬距

離が延びることから、収集運搬費につきましては約 100万円の増加を見込んでおり、こ

のことから、現時点における経常的な経費削減効果額といたしましては、年間約 6,300

万円を見込んでおります。 

  なお、この効果額は、各年度における処理量実績及び両市町の処理量比等の状況に忚

じ変動するものであることを、申し添えさせていただきます。 

  以上でございます。 

塚田議員  変動はあるものの、削減効果が年間約 6,300万円ということで、本当に大きな
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メリットがありました。財政が厳しい本町においては、こうしたコスト削減ができては

じめて、ほかのことに取り組んでいけるわけでありますが、実現に至ったことは、前町

長をはじめ関わってこられた職員の皆様の長きにわたる協議・交渉による功績であり、

率直に評価させていただきたいと思います。 

  しかし、今回の広域化は、高槻市にとって､東上牧地域の施設撤去というメリットがあ

り実現したということを、よく考えなければなりません。つまりは、消防、清掃工場、

今後、広域化が望ましいと思われることについても、メリットがなければ広域化への協

議・交渉は難しいということです。 

  次に、「清掃工場」について質問いたします。 

  清掃工場の一般的な耐用年数は何年でしょうか。また、早急に広域連携の協議を開始

するべきだと考えておりますが、見解をお尋ねいたします。 

総合政策部長 ごみ焼却場の耐用年数につきましては、一般的に 20年程度とされておりま

すが、本町の清掃工場は現在稼働後 26 年を経過しており、延命化を図るため、毎年、

多額の費用をかけて施設整備を行い、施設運営に支障が出ないよう維持管理に努めてい

るところでございます。 

そのような中、ごみ処理の広域化につきましては、本町のごみ処理施設の状況を考え

ますと、将来的な課題の一つとして認識をいたしておりますが、現時点で具体的な予定

はございません。いずれにいたしましても、ごみ処理の広域化の目途が立つまでは、引

き続き現施設の長寿命化を図り、さらに安定した施設運営を行ってまいる必要があると

考えております。 

  以上でございます。 

塚田議員  現時点で具体的な予定はなく、ごみ処理の広域化の目途が立つまで長寿命化を

図るとのことでありますが、目途が立つ前に寿命がくる可能性もゼロではないと思いま

す。機械は遅かれ早かれ寿命があり、延命は根本的な課題の解決には繋がりません。ご

答弁いただいた耐用年数は、あくまで一般的に言われている年数であり、メンテナンス

を行うことで、耐用年数を超え稼働している清掃工場も数多く存在していることは承知

しています。 

  私も先日、本町の施設を見に行きましたが、設備もきれいで、直ちに停止するもので

はないという感想を持ちました……（「そのとおり」と呼ぶ者あり）……。しかしなが

ら、稼働後 26 年経過していること、また先ほどのご答弁にありましたし尿処理の広域

化にかかった期間を考えれば、１日も早く広域化の目途を立てる必要があります。本町

が広域化を考える近隣自治体に対して、メリットを感じていただくのは簡単ではありま

せんが、ごみ処理は住民にとって一番身近な行政サービスですので、住民の不安を払拭

するためにも、よろしくお願いいたします。 

  さて、これまで島本町は、「我が町でできることは我が町で」との姿勢で行政を行っ

- 69 -



 

 

てきました。し尿処理や清掃工場など、自ら解決できない課題に直面し、様々な手法か

ら、今、解決を図られようとしています。 

  そこで、お尋ねをいたします。本町は、今、財政健全化の途中であるとのことでござ

いますが、計画どおりに財政が健全化された際であっても、広域化が必要、また望まし

いと考えている事業はございますでしょうか。 

総合政策部長  「我が町でできることは我が町で」との姿勢で行政を行ってきた､とのご指

摘でございますが、先ほどご答弁申し上げましたとおり、本町といたしましては、これ

までも広域連携の推進が重要な課題であるとの認識のもと、行政を推進してまいってき

ております。旅券発給にかかる窓口業務や､し尿処理の事務委託、災害時の忚援協定や

公立図書館の共同利用、観光施策に関する連携などのほか、直近では大山崎町のご理解

のもと、同町の病児・病後児保育施設を本町住民も利用できるようになるなど、「地方

自治法」の規定に基づくものから､法に基づかない緩やか連携事例に至るまで、幅広く

連携の推進に努めてきたところでございます。 

  昨年３月に公表されました国の地方制度調査会答申におきましても、人口減尐社会に

おいて、高齢化や人口の低密度化等により行政コストが増大する一方で、資源が限られ

ている中で、行政サービスを安定的・持続的・効率的かつ効果的に提供するためには、

あらゆる行政サービスを単独の市町村だけで提供する発想は現実的ではなく、各市町村

の資源を有効に活用する観点からも、地方公共団体間の連携により提供することを、こ

れまで以上に柔軟かつ積極的に進めていく必要がある旨、示されております。 

  その一方で、当然のことではございますが、広域連携は相手のあることで、一自治体

の一方的な希望で実現するものではないということも十分理解をしておりますことか

ら、この場で、具体的な事業内容をお示しすることはできませんが、引き続き地域間で

の広域連携を目指した取り組みを、積極的に進めてまいる必要があると認識をいたして

おります。 

  以上でございます。 

塚田議員  具体的な事業を示すことはできない。このことは、今の本町の立場を考えれば

仕方がないとは思いますが、それでいて広域行政、広域行政と言うのは、尐し違和感を

覚えます。 

  そこで、お尋ねします。広域行政を進めるうえで近隣自治体との協議が重要になって

くるかと思います。今後、広域行政を進めていく中で、どのように協力を求めていくお

つもりでしょうか。 

総合政策部長  まず、広域連携の実現を目指し、関係団体との協議を行うにあたりまして

は､連携する相手方の立場や状況を十分理解したうえで、相互の信頼関係をもとに、誠

実に､粘り強く協議を重ね、双方の利益を生み出すものでなければ､その実現は困難であ

ると認識をしているところでございます。一方、昨年 11 月には、大阪府から「人口減
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尐・超高齢社会における行政サービスの維持・充実といった観点から、市町村の自主性

を尊重しつつ、広域連携等の促進に向けたきめ細やかなコーディネートを積極的に実施

していく」との方向性が示されたところでございます。 

  本町といたしましては、関係団体との信頼関係の構築に努めるとともに、大阪府にお

きます「個別施策での緩やかな連携も含め、事例を一つひとつ積み重ね、幅広い取り組

みに繋げていく」との方針も踏まえ、今後、大阪府のサポートも受けながら、一歩一歩、

地域間における広域連携の推進を目指してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

塚田議員  一歩一歩の積み重ねが重要だとは、理解いたしました。しかし、それでは課題

に直面するたびに、毎回、協議・交渉することとなり、そのつど、双方のメリットを見

いだすことが必要です。また、メリットが合致しなければ、合意に至らない可能性も当

然あるわけでありまして、そういったことも踏まえて、広域行政を進めるうえで、将来

的なビジョンがやはり必要なのではないでしょうか。それは、つまり、「合併」であり

ます。 

  繰り返しになりますが、最初の答弁をお聞きしました限り、合併の議論を排除するつ

もりはないということであろうと思います。まずは大きなビジョンを示すために、合併

を含めた議論を行い、論点整理をする必要があるのではないでしょうか。今後、町長に

は明確なビジョンと柔軟な姿勢が求められてくるかと思います。 

  町長は、タウンミーティングを行い、広く住民の声を聞こうとされています。それで

あれば私の声、つまりは合併に対し賛意を表している住民の皆様の声にも、よくよく耳

を傾けていただきたいと申し上げ、一般質問を終わらせていただきます。 

川嶋議長  以上で、塚田議員の一般質問を終わります。 

  以上をもちまして、一般質問を終結いたします。 

  この際、暫時休憩いたします。 

（午後３時 52 分～午後４時 30分まで休憩） 

川嶋議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  日程第４、第３号報告 平成 28年度島本町一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告

についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

総務部長（登壇） それでは、第３号報告 平成 28年度島本町一般会計予算繰越明許費繰

越計算書の報告について、ご説明申し上げます。 

  議案書の３の３ページをお開き願います。 

  今回、ご報告させていただきます平成 28年度の島本町一般会計予算繰越明許費繰越計

算書につきましては、合計３件の事業でございます。これらの事業は平成 28 年度内に

完了することができないことから、平成 28 年度の一般会計補正予算におきまして、翌
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年度に繰り越して使用することができる経費として、繰越明許費の設定を、それぞれご

可決いただいたところでございます。 

  今般、繰り越しさせていただきました各事業について、繰越額が確定いたしましたの

で、ご報告させていただくものでございます。 

  なお、内容につきましては、平成 28年度島本町一般会計予算繰越明許費繰越計算書の

とおりでございます。詳細につきましては、別途、議案書の次に添付させていただいて

おります第３号報告参考資料に基づき、順次、ご説明申し上げます。 

  まず、１点目の「通知カード・個人番号カード関連事務事業」でございます。 

  個人番号カードの作成につきましては、地方自治体が国の補助を受け、地方公共団体

情報システム機構に対し事務を委任しているところでございますが、総務省からの通知

に基づきまして、平成 28 年度交付決定分の国からの補助金が繰り越しされることとな

ったため、歳出である委任交付金についても繰り越しさせていただいたものでございま

す。 

  ２点目の「第四小学校校舎増築等設計業務」でございます。 

  第四小学校校舎増築等にかかる設計業務及び第四小学校校舎等改修・エレベーター棟

増築にかかる本設計業務につきましては、建築確認申請等の手続きに時間を要し、年度

内に完了しなかったため、繰り越しさせていただいたものでございます。 

  なお、本事業につきましては、平成 29年５月 31日に完了しております。 

  ３点目の「第三小学校耐震補強等事業」でございます。 

  この事業につきましては、国の平成 28年度一般会計第２次補正予算を活用し、第三小

学校のうち、耐震補強工事等で対忚するＢ棟・Ｃ棟の整備を早期に完了するため、繰越

明許費の設定をお願いしたものです。 

  なお、本事業の竣工は平成 30年３月 23日を予定しております。 

  以上、簡単ではございますが、平成 28年度島本町一般会計予算繰越明許費繰越計算書

の報告についての説明を終わらせていただきます。よろしく、お願いいたします。 

川嶋議長  これより、本報告に対する質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

  第３号報告については、報告を承ったものといたします。 

  日程第５、第４号報告 平成 28年度島本町公共下水道事業特別会計予算繰越明許費繰

越計算書の報告についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

上下水道部長（登壇）  それでは、第４号報告 平成 28 年度島本町公共下水道事業特別会

計予算繰越明許費繰越計算書の報告について、ご説明申し上げます。 

  議案書の４の３ページをお開き願います。 
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  平成 28 年度島本町公共下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書に記載してお

ります五反田雤水幹線整備工事（第１期）事業につきましては、平成 28 年度島本町公

共下水道事業特別会計補正予算（第３号）におきまして、翌年度に繰り越しして使用す

ることができる経費となる繰越明許費の設定をご可決いただいたところでございます。

今回、繰越をさせていただきました事業について、繰越額が確定しましたので、その内

容について、ご報告させていただくものでございます。 

  それでは、繰越計算書の詳細につきまして、４の４ページの次に添付をしております

第４号報告参考資料に基づき、ご説明申し上げます。 

  公共下水道五反田雤水幹線整備事業につきましては、島本町淀川右岸流域関連公共下

水道事業計画に基づき実施しているもので、桜井一丁目バス停付近にございます淀川右

岸流域下水道高槻島本雤水幹線接続点（２－10）との接続により、百山地区を含む約

42.8haの区域の浸水防除を図ることを目的としております。 

  今回は、この全体事業の一部である五反田雤水幹線整備工事（第１期）の平成 28 年度

予定分について､関係機関との協議に時間を要したため､年度内に契約締結のみを行い、

繰越をさせていただいたものでございます。 

  なお、本工事につきましては、去る平成 29年２月定例会議後半におきまして、工事請

負契約の締結についてご可決を賜り、本工事の期間は平成 29 年３月 15 日から平成 30

年２月 15日までを予定いたしております。 

  工事期間中につきましては、交通誘導員を配置するなど通行の安全対策には万全を期

し、施工いたす所存でございます。 

  以上、簡単ではございますが、平成 28年度島本町公共下水道事業特別会計予算繰越明

許費繰越計算書の報告についての説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し

上げます。 

川嶋議長  これより、本報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

戸田議員  繰越の理由に、「関係機関との協議に時間を要したため」とおっしゃいました。

ここをもう尐し詳しく、具体的に、ご説明いただきたいと思います。関係機関とは、お

そらくＪＲ西日本、そして大阪府、さらには関西電力さん、そして場合によっては自治

会並びに庁内の関係機関と思われますが、「協議」を要した内容を、ご説明ください。

概要で結構です。 

上下水道部長  それでは、戸田議員のご質問に、ご答弁申し上げます。 

  今回の五反田雤水幹線整備事業につきましては、ＪＲ東海道本線と隣接をしている、

それから工事の場所については町が管理している公園等にも縦坑を築造する。それと、

本事業が交付金との兼ね合いがあるということで、大阪府との協議。それと、工事に際

しまして借地等で関西電力さん、それと電柱との関係で関西電力さんとの協議を行って

きた経過がございます。 
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  特に、今回の事業におきましては、ＪＲ西日本旅客鉄道株式会社近畿総括本部との協

議に時間を要したということで、年度内での工事が完了しなかったということでござい

ます。 

  以上でございます。 

川嶋議長  他に質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

  第４号報告については、報告を承ったものといたします。 

  日程第６、第 34 号議案から第 47号議案までの農業委員会委員の任命につき同意を求

めることについての 14件を、一括議題といたします。 

  なお、本案 14件は、一括説明、一括質疑とし、討論、採決は、それぞれ議案ごとに行

いたいと思いますので、あらかじめご了承願っておきます。 

  それでは、執行部の説明を求めます。 

都市創造部長（登壇） それでは、第 34号議案から第 47 号議案につきまして、一括して、

ご説明申し上げます。 

  議案書 34 の１ページをお開きください。 

  第 34号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて。「農業委員会

等に関する法律」の一部改正に伴い、同法第８条第１項の規定により、議会の同意を求

めるものでございます。 

  氏名は、中村清司氏でございます。 

  次ページに、議案資料として略歴を記載いたしております。 

  なお、続いてございます第 35号議案から第 47号議案につきましても同様の内容でご

ざいますので、議案番号と氏名のみ申し上げます。 

  第 35号議案 淺田泰男氏、第 36号議案 大西義雄氏、第 37 号議案 木村修氏、第

38号議案 粟辻喜久雄氏、第 39 号議案 清水正純氏、第 40号議案 髙山一郎氏、第

41号議案 田中幸造氏、第 42号議案 藤原弘氏、第 43号議案 井上謙一氏、第 44 号

議案 種田悟氏、第 45号議案 柏原縁氏、第 46号議案 川村脩一氏、第 47 号議案 西

田尚弘氏。 

  以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議いた

だき、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 

川嶋議長  これより、本案 14件に対する質疑を行います。 

戸田議員  この度、新たな制度により同意を求められている方々の住所を拝見しますと、

広瀬地区からの推薦者の方が多いように思います。実行組合は 10 あると認識していま

す｡すべての実行委員会から推薦があったのですか。また、14 名の定数を超える推薦者

と公募者があったのでしょうか。土地と人を軸にした地域農業と家族農業、地域の実態
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をよく知る人が、地域の信頼を得て推薦・選考されているかということも含めての質問

になっております。ご説明をいただきたいと思います。選考過程のご説明をいただきた

いと思います。 

都市創造部長  数点のご質問を頂戴しております。 

  まず、すべての実行組合から選出されているのかというご質問についてでございます

が、町内すべての実行組合からの選出となっております。 

  また、忚募された方は何名かとのご質問でございますが、今回、提案させていただい

ております 14 名ジャストでございます。 

  あと、選考の過程でございます。まず、昨年の 12月定例会におきまして、「島本町農

業委員会の委員の定数を定める条例」についてご議論、ご可決いただき、定数を 14名

とさせていただきました。その後、本年３月には委員の募集について、１ヵ月間にわた

り広報及びホームページを通じて行ったところでございます。 

  なお、「農業委員会法」第９条の規定により、農業者が組織する団体などから委員の

推薦を求めることとなっております。そのため、本町の農業の実情を把握されておりま

す農業実行組合長会に対し推薦依頼を行い、本会から 10 名の団体推薦があったところ

でございます。 

  なお、そのうち１名につきましては、高槻市農業協同組合からの団体推薦についても

いただいております。また、二つの農業実行組合からも、それぞれ１名ずつ合計２名の

団体推薦がございましたので、14 名中 12 名が団体推薦となっております。残り２名の

方は個人の方からの忚募となり、合計は先ほど申しましたとおり、定数と同数の 14 名

となっております。 

  その後、５月に島本町農業委員候補者選考委員会を開催し、厳正な審査を行ったうえ

で、14名全員を農業委員の候補者として選定させていただいたところでございます。 

  また、地域の実情の部分のお問い合わせでございますが、やはり実行組合長会からバ

ランスよく選出されているということを鑑みまして、その点については大丈夫というふ

うに認識いたしております。 

  以上でございます。 

川嶋議長  他に質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  本日の会議は、議事の都合により、これを持って延会とし、６月 26日午前 10 時から

再開したいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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川嶋議長  ご異議なしと認めます。 

  よって、本日はこれをもって延会とし、次会は６月 26日午前 10 時から会議を開くこ

とに決定しました。 

  本日は、これをもって延会といたします。 

  長時間にわたり、大変ご苦労様でございました。 

 

 （午後４時 47分 延会） 
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 本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

 

議長の常任委員辞任について 

一 般 質 問 

岡 田 議 員 山田町長に問う、広域連携の充実とは 

河 野 議 員 １．水無瀬川河川敷の防災と財政上の課題を問う 

２．都市農業振興基本計画、生産緑地制度検討の進捗を問う 

３．年長者の多い、または自治会の無い地域のゴミ問題について 

４．統一保険料導入で保険料値上げへ――大阪府に対し住民・被保険者・

町議会の意見反映を 

５．第６期介護保険計画実施２年間について 

福 嶋 議 員 １．避難所開設・運営の充実・強化について 

２．業務プロセスの見える化について 

野 村 議 員 １．産業振興と観光開発について 

２．町有地活用と都市農業振興について 

村 上 議 員 １．本町における猫対策について 

２．その後の日立金属株式会社山崎製造部の跡地について 

伊集院議員 １．新町長の「島本町のまちづくり」について 

２．町立学校の個人情報保護の管理について 

戸 田 議 員 島本町の発達支援保育の現状と課題 

～支援を必要とする児童への合理的配慮～ 

中 田 議 員 ＪＲ島本駅西地区の都市計画の変更について：住民意見の反映と住民利益 

の視点から 

塚 田 議 員 合併・広域連携について 

第 ３ 号報告 平成２８年度島本町一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について 

第 ４ 号報告 平成２８年度島本町公共下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書 

の報告について 

第３４号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第３５号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第３６号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第３７号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第３８号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 
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第３９号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４０号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４１号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４２号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４３号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４４号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４５号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４６号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４７号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 
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平成２９年  

 

 

島 本 町 議 会 ６ 月 定 例 会 議  会 議 録 

 

 

第  ２  号 

 

 

         平  成２９年  ６月２６日（月）  

 



島本町議会６月定例会議 会議録（第２号） 

 

年 月 日  平成２９年６月２６日 (月) 

 

場   所  島本町役場 議場 

 

出 席 議 員  次のとおり１４人である。 

 

１番  塚 田  淳  ２番  大久保  孝幸  ３番  東 田  正 樹 

４番  平 井  均  ５番  河 野  恵 子  ６番  清 水  貞 治 

７番  岡 田  初 惠  ８番  川 嶋  玲 子  ９番  戸 田  靖 子 

10番  中田  みどり  11番  野 村  篤  12番  伊集院  春美 

13番  福 嶋  保 雄  14番  村 上  毅     

              

 

地方自治法第１２１条の規定により、議会に出席を求めた者は次のとおりである。 

町 長  山田  紘平  教 育 長  岡本  克己  
総 合 政 策 

部 長 
 由 岐  英 

総 務 部 長  柴山  則文  
健 康 福 祉 

部 長 
 岡本  泰三  

都 市 創 造 

部 長 
 名越  誠治 

都市創造部 

理 事 
 柏木  栄一  

上 下 水 道 

部 長 
 水木  正也  消 防 長  近藤  治彦 

教育こども 

部 長 
 北河  浩紀  会計管理者  永 田  暢  

都市創造部 

都 市 整 備 

課 長 

 橋本  祐一 

 

本会議の書記は次のとおりである。 

 

事 務 局 長  妹藤  博美  書   記  村田  健一  書   記  小東  義明 

 

- 79 -



  議事日程第２号  

 平成２９年６月２６日（月）午前１０時開議 

日程第１ 第３４号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第３５号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第３６号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第３７号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第３８号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第３９号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４０号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４１号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４２号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４３号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４４号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４５号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４６号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４７号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第２ 第 １ 号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

第 ２ 号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

第 ３ 号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第３ 第４８号議案 工事請負契約の締結について 

日程第４ 第４９号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

日程第５ 第５０号議案 島本町職員の退職手当に関する条例の一部改正について 

日程第６ 第５１号議案 島本町税条例等の一部改正について 

日程第７ 第５２号議案 島本町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

日程第８ 第５３号議案 島本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用 

者負担額等に関する条例の一部改正について 

第５４号議案 平成２９年度島本町一般会計補正予算（第１号） 

第５５号議案 平成２９年度島本町水道事業会計補正予算（第１号） 
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 （午前１０時００分 開議） 

 

川嶋議長  おはようございます。前会に引き続き、大変ご苦労さまでございます。 

  ただいまの出席議員数は14名で、全員出席であります。 

  よって、これより本日の会議を開きます。 

  日程第１、第34号議案から第47号議案までの農業委員会委員の任命につき同意を求め

ることについての14件を一括議題とし、前会の議事を継続いたします。 

  これより、順次、討論、採決を行います。 

  それでは、第34号議案に対する討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第34号議案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

川嶋議長  起立全員であります。 

  よって、第34号議案は、原案のとおり同意することに決しました。 

   引き続き、第35号議案に対する討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第35号議案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

川嶋議長  起立全員であります。 

  よって、第35号議案は、原案のとおり同意することに決しました。 

  引き続き、第36号議案に対する討論を行います。 
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  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第36号議案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

川嶋議長  起立全員であります。 

  よって、第36号議案は、原案のとおり同意することに決しました。 

  引き続き、第37号議案に対する討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第37号議案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

川嶋議長  起立全員であります。 

  よって、第37号議案は、原案のとおり同意することに決しました。 

   引き続き、第38号議案に対する討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第38号議案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 
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（ 全 員 起 立 ） 

川嶋議長  起立全員であります。 

  よって、第38号議案は、原案のとおり同意することに決しました。 

  引き続き、第39号議案に対する討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第39号議案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

川嶋議長  起立全員であります。 

  よって、第39号議案は、原案のとおり同意することに決しました。 

  引き続き、第40号議案に対する討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第40号議案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

川嶋議長  起立全員であります。 

  よって、第40号議案は、原案のとおり同意することに決しました。 

   引き続き、第41号議案に対する討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  他に討論ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第41号議案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

川嶋議長  起立全員であります。 

  よって、第41号議案は、原案のとおり同意することに決しました。 

  引き続き、第42号議案に対する討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第42号議案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

川嶋議長  起立全員であります。 

  よって、第42号議案は、原案のとおり同意することに決しました。 

  引き続き、第43号議案に対する討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第43号議案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

川嶋議長  起立全員であります。 

  よって、第43号議案は、原案のとおり同意することに決しました。 

   引き続き、第44号議案に対する討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第44号議案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

川嶋議長  起立全員であります。 

  よって、第44号議案は、原案のとおり同意することに決しました。 

  引き続き、第45号議案に対する討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第45号議案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

川嶋議長  起立全員であります。 

  よって、第45号議案は、原案のとおり同意することに決しました。 

  引き続き、第46号議案に対する討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第46号議案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 
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川嶋議長  起立全員であります。 

  よって、第46号議案は、原案のとおり同意することに決しました。 

  引き続き、第47号議案に対する討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第47号議案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

川嶋議長  起立全員であります。 

  よって、第47号議案は、原案のとおり同意することに決しました。 

  日程第２、第１号諮問から第３号諮問までの人権擁護委員の推薦につき意見を求める

ことについての３件を、一括議題といたします。 

  なお、本案３件は一括説明、一括質疑とし、討論、採決は､それぞれ議案ごとに行いた

いと思いますので、あらかじめご了承願っておきます。 

  それでは、執行部の説明を求めます。 

総合政策部長（登壇） それでは､人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて､

順次、ご説明申し上げます。 

  第１号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。 

  提案理由につきましては、任期満了に伴い再任するものでございます。 

  氏名は向井秀史氏で、住所及び生年月日につきましては記載のとおりでございます。 

  次のページに略歴を記載しております。向井氏におかれましては、弁護士としてご活

躍なさっている中で、平成14年10月から人権擁護委員に就任いただいており、現在、５

期目でございます。 

  引き続き、弁護士としての豊富な知識、経験を活かし、人びとの抱える人権課題の解

決・援助などに取り組んでいただける方であると考えております。 

  以上、簡卖でございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議いただ

き、ご意見賜りますようお願い申し上げます。 

  続きまして、第２号諮問につきまして、ご説明申し上げます。 

  提案理由につきましては、任期満了に伴い再任するものでございます。 

  氏名は浦田美由紀氏で､住所及び生年月日につきましては記載のとおりでございます。 
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  次のページに略歴を記載しております。浦田氏におかれましては、大学卒業の後、ご

自宅でピアノ指導を行う傍ら、大学や町立小学校の非常勤講師を務められ、平成18年４

月から２期８年にわたり本町の選挙管理委員会委員を務められております。その後、平

成27年１月から人権擁護委員に就任いただいており、現在、１期目でございます。 

  現在、大阪府人権擁護委員連合会の男女共同参画社会推進委員会委員を務められてお

り、これらの経験を活かし、引き続き子どもや女性の人権等にかかる啓発活動に取り組

んでいただける方であると考えております。 

  以上、簡卖でございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議いただ

き、ご意見賜りますようお願い申し上げます。 

  続きまして、第３号諮問につきまして、ご説明申し上げます。 

  提案理由につきましては､現委員の任期満了に伴い新たに推薦するものでございます。

現委員である藤井恵美子氏が､本年12月31日の任期満了をもって退任されることとなり

ましたことから、その後任として推薦するものでございます。 

  氏名は谷川淑子氏で、住所及び生年月日につきましては記載のとおりでございます。 

  次のページに略歴を記載しております。谷川氏におかれましては、昭和49年３月に駒

沢女子短期大学保育科を卒業の後、保育士として長岡京市立保育所に勤務されました。

平成９年４月以降は保育所長職を歴任され、平成20年４月からは保育所長をかねて地域

子育て支援センター長に就任されております。平成26年３月に長岡京市を退職され、現

在は島本地域人権協会の人権相談員を務められており、これらのご経験を活かされ、人

権擁護委員として、こどもの人権をはじめとする各種の人権相談や啓発活動においてご

活躍をいただけるものと期待をいたしております。 

  なお、今回、推薦を予定しております３名の任期は、平成30年１月１日から平成32年1

2月31日までの３年間でございます。現任期は本年12月末まででございますが、法務大臣

の委嘱手続きに時間を要するため、今議会において提案させていただくものでございま

す。 

  よろしくご審議をいただき、ご意見賜りますようお願い申し上げます。 

川嶋議長  これより、本案３件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

  これより、順次、討論、採決を行います。 

  それでは、第１号諮問に対する討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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川嶋議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第１号諮問は、原案のとおり適任と認めることに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

川嶋議長  起立全員であります。 

  よって、第１号諮問は、原案のとおり適任と認めることに決しました。 

  引き続き、第２号諮問に対する討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第２号諮問は、原案のとおり適任と認めることに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

川嶋議長  起立全員であります。 

  よって、第２号諮問は、原案のとおり適任と認めることに決しました。 

  引き続き、第３号諮問に対する討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第３号諮問は、原案のとおり適任と認めることに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

川嶋議長  起立全員であります。 

  よって、第３号諮問は、原案のとおり適任と認めることに決しました。 

  日程第３、第48号議案 工事請負契約の締結についてを議題といたします。 
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  執行部の説明を求めます。 

都市創造部長（登壇） それでは、第48号議案 工事請負契約の締結につきまして、ご説

明申し上げます。 

  本契約の締結につきましては、桜井跨線橋補修・補強工事（その６）の契約で、契約

業者が確定いたしましたことから、議会の同意をお願いするものでございます。 

  まず初めに、本工事の大きな概要でございます。 

  本工事は、橋りょうの維持管理における予防保全の観点から、平成23年度に策定いた

しました「島本町橋りょう長寿命化修繕計画」に基づき、国の大規模修繕・更新事業費

補助金を活用し、平成25年度から平成31年度を目標に計画的に補修工事などを実施して

いるものであり、桜井跨線橋の長寿命化に寄与するものでございます。あわせて、平成2

7年度より平成31年度を目標に計画的に補強工事を実施し、桜井跨線橋の耐震性能の向上

を図るものでございます。 

  それでは、議案書48の２ページの次に添付しております、第48号議案資料をご覧くだ

さい。 

  「１．工事の概要」につきましては、記載のとおりでございます。 

  「２．契約の概要」でございます。 

  今回の契約にあたり、業者の選定につきましては、島本町競争入札参加者選定規定に

より、特別な技術を要する工事でありますことから、一般競争入札参加資格審査申請書

の工事実績に基づき、大阪府または他の機関が発注した工事で、過去に元請けとして完

成・引き渡しが完了した橋りょうの補修工事または補強工事の実績を１件以上有してい

るＢランクの業者の中から、６者を選定しました。 

  入札結果につきましては、議案参考資料１ページの入札調書のとおり、２者が辞退さ

れ、４者による応札の結果、落札候補者として大阪市港区夕凪二丁目２番１７号 株式

会社オカモト・コンストラクション・システム大阪支店 取締役大阪支店長 岡本卓典

氏に決定し､議案参考資料２ページに添付しております工事請負契約書のとおり、現在、

仮契約中でございます。 

  なお、株式会社オカモト・コンストラクション・システム大阪支店は、資本金７千万

円、従業員数52人で、本件と同様な工事の実績を多数有しており、本町の桜井跨線橋に

かかる補修・補強工事の実績も多数ございます。 

  続きまして、工事の内容でございます。 

  まず、３ページに添付しております議案参考資料（１）平面図・側面図をご覧くださ

い。 

  本図面は桜井跨線橋の全体を示したものであり、補修・補強等工事を行う工事対象範

囲を青で着色しております。なお、斜線部分につきましては、すでに補修・補強等工事

が完了しております。 
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  次に、４ページの議案参考資料（２）桜井跨線橋 補修一般図をご覧ください。 

  本図面は、径間３～５の補修工事内容を表示いたしており、青色で着色しております

箇所が工事範囲、オレンジ色で着色しております箇所が橋りょう補修工を行う箇所でご

ざいます。補修工事の内容といたしましては、橋りょうの破損している部分を補修する

断面修復工、支承部分の腐食を防ぐための支承防錆工、塗装の剥離部分等を塗り替える

塗装塗り替え工、橋りょうのひび割れ部分にシール剤を注入するひび割れ注入工、コン

クリート内への劣化因子の侵入を防ぐための表面含浸工及び表面被覆被覆工等の補修を

実施するものです。 

  次に、５ページの議案参考資料（３）桜井跨線橋 補強一般図をご覧ください。 

  本図面は、径間３～６及び10～12までの７径間の補強工事内容を表示いたしており、

青色で着色しております箇所が工事範囲、赤色で着色しております箇所が橋りょう補強

工を行う箇所でございます。補強工事の内容といたしましては､耐震性能の向上を図るた

め、地震による支承部分の破壊を防ぐため、赤色で着色している部分に水平力分担構造

として、せん断ストッパーを両サイドに設置いたします。また径間10・11につきまして

は落橋防止構造が腐食しているため、あわせて取り替え等を実施するものでございます。 

  次に、６ページの議案参考資料（４）工程計画表（案）をご覧ください。 

  工事工程につきましては、議会の契約同意をいただけましたら、直ちに請負業者と協

議を行い、正式な工程表を作成する予定でございますが、現在の案といたしましては、

まず補強材の製作を含めた工事の準備作業を進める予定でございます。現場での本格的

な工事開始を８月中旪としており、まず、施工するための足場設置を行う予定でござい

ます。 

  なお、工事期間中につきましては、工事の時間帯である午前９時から午後５時までの

間、交通誘導員を配置するなど、通行の安全対策には万全を期し、施工いたす所存でご

ざいます。 

  以上、簡卖ではございますが、第48号議案 工事請負契約の締結についてのご説明を

終わらせていただきます。よろしくご審議いただき、ご同意賜りますようお願いいたし

ます。 

川嶋議長  これより、本案に対する質疑を行います。 

戸田議員 桜井跨線橋補修並びに補強工事について、質問いたします。 

  入札者は株式会社オカモト・コンストラクション・システム大阪支店、とのご報告で

した。尼崎市に本社を置き、創業大正３年４月、広く土木建築工事、土木建設設計及び

工事監理業などを営まれ、国土交通省や兵庫県、大阪府内の自治体からの工事を請け負

っておられると、ホームページでは確認することができました。 

  質問いたしますが、島本町での取引実績も多数あるとのご説明でしたが、過去の実績

と、その工事において当該落札者についてどのような評価をされているのか、ここで確
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認しておきます。 

  もう１点は、入札の制度変更に関わって問います。 

  議案資料・入札調書を拝見すると、最低制限価格は入札時非公開であったにも関わら

ず、四つの事業者から示された見積もり価格はすべて最低制限価格を上回り、失格者は

１者もなかった。こういうことになると思います。最低制限価格未満の入札によって失

格となる事業者が出てくるのではないかと懸念されている今現在の新たな、試行的に行

われている制度の弱点の部分が現れなかったという結果でした。 

  今現在も試行的に行われていると認識している、この入札制度の変更ですが、事前に

最低制限価格を知り得る者を限定することによって、情報漏えいのリスクを軽減すると

の前回のご説明でした。１年後の今回も、リスクヘッジの観点から不正行為の排除の徹

底が緊張感を持って行われていたか、改めて確認しておきます。 

  ご答弁をお願いいたします。 

都市創造部長 それでは、私のほうから、今回、契約をお願いさせていただきます株式会

社オカモト・コンストラクション・システム大阪支店についての評価について、ご答弁

申し上げます。 

  本会社につきましては、桜井跨線橋の補修並びに補強工事（その１）から（その４）

まで、請負をしていただいたところでございまして、すべての工事におきまして､こちら

の望むとおりの工事結果でございますね、十二分にやっていただいたという認識でござ

います。 

  以上でございます。 

総務部長  入札制度についてのお尋ねでございます。 

  平成28年４月１日から、以前は最低制限価格というのは公表しておりました。入札前

から公表してた、抽選が多いという。４月１日からは最低制限価格というのは入札後、

いわゆる事後公表というふうに変えております。計算方法は引き続き非公表というふう

になっております。 

  リスクヘッジの考え方は、以前にもお話をさせていただいたんですが、28年４月１日

以前、３月31日以前ですけども、それはいわゆる設計をしている原課が最低制限価格を

計算をしてたというふうな形です。事後公表にあたりまして、その辺のリスクヘッジを

考えまして、最低制限価格の計算は財政課で行う。財政課で行いまして、予定価格もそ

うですけども、最低制限価格というのは町長の決裁が必要でございますので、現在、知

り得るのは町長と財政課のみ､他は知らないというふうな状況です。ですから、いわゆる

秘密漏洩が、いわゆる漏えいがあっても、より限定的に確認ができるということを前提

としております。 

  それとあわせまして、業者さんにもその情報、いわゆる最低制限価格の情報を探ると

いう行為、原課とか財政課とかに探るというふうな行為があった場合には、最悪、指名
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停止を行うというふうなことで決めております。業者さんにも、そういうことをします

よという通知は､あらかじめさせていただいております。この二つのやり方によって、い

わゆる抑止力、それからお互いの緊張感を持って対応するというふうな形になっており

ます。 

  ただ、入札制度というのは時代によって、いろいろ変わってまいります。今までも変

わってまいりました。ですから、いわゆる時代の状況を見ながら、国からの指針とか、

そういうのを見ながら、今後もよりよい対応をできるように努めてまいりたいと思って

おります。 

  以上でございます。 

岡田議員  跨線橋について、質問させていただきます。 

  この跨線橋の工事は、31年までの約10年間にわたって行う工事ということでお聞きい

たしておりますが、今回、今も発言がございましたが、今回の工事の入札は６回目では

ないかと思います。その中で、要するに１回目から４回目までは同じように株式会社の

オカモトさんが入札取られて、前回だけがオカモトさんじゃないところが入札を取って

いらっしゃるという形になっているかと思うんですね。今回、また６回目でオカモトさ

ん――オカモトさんと言ってますが、略して――が入札を取られまして、合計、オカモ

トさんのほうが５回目の入札かと思うんですね。 

  ということは、６回の入札の中で、１回だけが他の業者が取られて、あとはすべてオ

カモトさんでお願いしてたんだと思うんですけれども、だから私はね、最初にこれは、

もう１回、１回の入札でなくて、随契のほうが安くつくんではないかっていうような発

言を過去にしたことがあるかと思うんですけれどもね。やはり、１回、１回する入札、

緊張感があるということもありますが、随契でするのと、どういうふうに、随契ででき

なかったというのは、どの辺でできなかったというふうにお思いでしょうか。 

  その点、１点お伺いしたいことと、それと、今回最終的に残っている箇所が、ＪＲの

東海道本線の上の箇所だけが１ヵ所だけ、残っていると思うんですね。これは大阪府と

かＪＲとかの協議の結果、最後まで残った箇所ということでお聞きしておりますが、31

年の工事終了までには、ここのところはきちんと協議ができて、31年には、この工事が

完了するという考えでよろしいでしょうか。 

都市創造部長  まず、ちょっと順番前後いたしますが、ＪＲの上の工事、最終31年度に終

わるのかというご質問でございます。 

  現在、本径間工事に向けて、今、ＪＲと協議を行っております。予定では、平成30年

度に設計を行い、31年度に工事を実施し完了する､その点については計画どおり進めてま

いりたいと考えております。 

  あと、随契できなかった理由ということでお尋ねでございますが、原則的には、一般

競争入札を行わせていただくべきものというのが、まずベースにございまして、ただ、
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今回は指名競争入札ということで、本町に登録をいただいている業者の中から、特別な

技術を要することから、該当します業者すべてにお声かけをさせていただき、今まで径

間１から今回の径間６まで入札のほう、実施させていただいたところでございます。 

  結果といたしまして、オカモト・コンストラクション・システム株式会社が６分の５

を落とされるという結果にはなったんですけども、やはり工事というものにつきまして

は、ほかの業者も一定完成する技術は持っておられるという前提のもとで、今回も指名

競争入札を実施させていただいたところでございます。随意契約についてのご意見、頂

戴いたしましたことから、次回以降、またどういう方法が一番本町にとって望ましいの

かという部分については、また改めて検討させていただきたいと考えております。 

  以上でございます。 

岡田議員  わかりました。31年には、全部完成するというようなご発言でございましたの

で、尐しは安心させていただきます。 

  耐震で一番大切だといわれてますストッパーの件なんですが、いつもいつもストッパ

ーを口酸っぱく言って申しわけございません。このストッパーですね、全体的なストッ

パーの本数と、今回の工事終了しますと、何本、ストッパーが完成するという形で、あ

と何本残っているという計算でお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

都市創造部長  剪断ストッパーの数でございます。橋りょう全体で申しますと24ヵ所につ

ける必要がございます。取り付け完了、すでにしておりますのが８ヵ所で、あと今回の

契約同意でお願いをさせていただいている工事で14ヵ所でございます。ですから、今年

度、工事が完了いたす時点で24ヵ所に設置となり、残りについては２ヵ所が残るもので

ございます。 

  以上でございます。 

岡田議員  すいません、部長、私、聞き間違いですかね。全体的に24ヵ所必要とおっしゃ

いましたね。最初８ヵ所して、今回14ヵ所ということは、24ヵ所全部になりますよね。

残りが今２本っておっしゃったから、そしたら､ちょっと数が合いませんよね。というこ

とは、たぶん、この剪断ストッパー、地図で見ますと、あと２本残っているのかと思う

んですけれども、ということは全体の24ヵ所の中の､今22ヵ所が今回終了する箇所かなと

思うんですが、間違ってますか。すいません。 

都市創造部長  大変失礼いたしました。全部で24ヵ所、今回の工事終了で22ヵ所設置が完

了ということで、議員ご指摘のとおり、残りが２ヵ所でございます。 

  以上でございます。失礼いたしました。 

清水議員  １点だけ、確認しておきたいんですけど、今回、受注されたところは１から４

まで工事されたということで、安全面については工事完了でどうやったのかなというの

が一つと、この工事の時期というのは関電さんでもマンション・戸建て、それから青凌

の学校もたぶん工事車両が増えると思うんですが、これメインの道路なので､ほとんどそ
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こを通ると思うんで、その辺の、今回発注される安全対策というのは、どう考えられて

いますか。 

都市創造部長  当該工事、今までも工事のほう実施させていただいているところでござい

まして、やはり、場合によっては片側通行を行う場合もございました。そういう状況の

中でも、交通誘導員を適切に配置いただく中で、安全面につきましては特に問題なく、

工事のほうは実施されたという認識でございます。 

  あと、今後、ほかの町内の開発等に伴って交通量が増えるというのは、当然、私ども

も認識いたしているところでございまして、そういう部分については、すでに工事を行

っているところに対しても、必要に応じて当該桜井跨線橋の補修・補強工事を実施する

にあたっての連絡等、必要に応じて行う中で、適切に対応してまいりたいと考えており

ます。 

  以上でございます。 

川嶋議長  他に質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

  これより、討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

戸田議員  第48号議案 工事請負契約の締結について、私・戸田より賛成の討論をさせて

いただきます。 

  島本町の域内交通の要である桜井跨線橋の維持管理における予防保全に欠かせない補

修・補強工事、耐震工事ということで、必要と認めるものです。計画的に桜井跨線橋の

長寿命化、耐震性の向上を図っていただき、特に大型開発が複数行われている、この第

６期の工事の時期については、いつにも増して、安全対策をお願いしたいと思っていま

す。 

  工事請負の入札については、金額の大小にかかわらず、リスクヘッジの観点から不正

行為の排除の徹底に､引き続き緊張感を持って努めてください。 

  今後の課題といたしましては、国土交通省が全国の建設業者に対して社会保険の加入

状況の実態調査に乗り出すとの新聞報道もあり、下請け業者に元請け業者から法定福利

費が適切に支払われているかが問われるようになると思います。労働環境の改善が、人

材確保に欠かせないからです。また、よりよき労働環境こそが、工事期間中の安全対策

と工事の完成度の高さに繋がります。 

  基礎自治体においても、このような観点を持って事務事業を進めることが求められる

ようになると認識します。この点についての今後の調査を求め、私の賛成の討論といた
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します。 

川嶋議長  反対の討論の方がないようでありますので、引き続き、本案に賛成の方の発言

を求めます。 

清水議員  第48号議案 工事請負契約の締結について、自由民主クラブを代表し討論を行

います。 

  この工事請負契約の締結については、桜井跨線橋の長寿命化、耐震化を目的とした橋

りょう補修・橋りょう補強のための工事です。 

  入札については６者に依頼し、２者が辞退、４者の応札となり、株式会社オカモト・

コンストラクション・システム大阪支店が落札しました。株式会社オカモト・コンスト

ラクション・システム大阪支店は、以前にも桜井跨線橋補修・補強工事の（その１）か

ら（その４）を完工し、安全面・技術面も確認でき、工事請負者として適確であると考

えます。 

  桜井跨線橋は、島本町を分断するＪＲに架かる大型が通行できる唯一の道路です。大

地震等が起こったときには､物資等の輸送の根幹をなす道路です。今回の桜井跨線橋補修

・補強工事（その６）が完了後、残る補修・補強工事はＪＲ軌道上のＰ８からＰ９径間

です。いつ起こるか、明日にでも起こり得る单海トラフ大地震、有馬高槻断層帯地震に

も橋りょうとしての機能が維持できるように､ＪＲ等の事前協議を含め橋りょう全体の

工事が早期に完成するように事務を進めていただくこと、また､今回の工事を安全に進め

ていただくことを要望し、賛成の討論とします。 

川嶋議長  続いて、本案に賛成の方の発言を求めます。 

東田議員  それでは、第48号議案 工事請負契約の締結について、コミュニティネットを

代表して賛成の討論を行います。 

  内容といたしましては、桜井跨線橋補修・補強工事（その６）であり、契約金額は１

億7,344万6,920円となっています。桜井跨線橋補修・補強工事は、島本町橋りょう長寿

命化修繕計画に基づき、計画的に実施されており、本工事請負契約についても同様のも

のであると認識をしています。 

  桜井跨線橋につきましては、本町における重要な幹線道路の一つであり、橋りょう定

期点検業務の結果においても構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を

講ずべき状態であることから必要なものであると認め、今後も維持管理にかかる費用の

縮減を図りながら、安全・安心な道路ネットワークを維持していただきたいと思います

。また本工事区間は本町地内において主要幹線であり、通行量の多いことから、工事期

間中の安全管理、交通管理には十分留意をしていただきたいと思います。 

  それとともに、次の工事予定であるスパンに関しましては、ＪＲ東海道本線上に位置

するため、これまで以上に安全対策が求められることから、慎重に協議を重ね、万全の

体制で取り組んでいただきますよう申し添えまして、第48号議案 工事請負契約の締結
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について、賛成の討論といたします。 

川嶋議長  続いて、本案に賛成の方の発言を求めます。 

岡田議員 公明党を代表いたしまして、第48号議案、賛成の討論をいたします。 

  この橋におきましては、東西を結ぶ大切な橋です。私が今回、賛成討論の中で一番強

調して言いたいことは、昨年、委員会で私はストッパーの件で、ぜひ１日も早くストッ

パーを全域お願いします、というような要望をさせていただきました。ほんとに職員の

執念で、ほぼ全部完成する。あと２本残ってますが、これは次回できるということで、

ほぼ完成するという結論が、今回の入札の結果、わかりました。これは本当に､職員の執

念がすごいものだと、大いに私は評価するものでございます。 

  今回の工事に関しましては何も言うことはございませんので、無事故で工事完了を、

よろしくお願いしたいと思います。賛成の討論といたします。 

川嶋議長  続いて、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第48号議案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

川嶋議長  起立全員であります。よって、第48号議案は、原案のとおり可決することに決

しました。 

  日程第４、第49号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてを議題と

いたします。 

  執行部の説明を求めます。 

総合政策部長（登壇） それでは、第49号議案について、ご説明申し上げます。 

  第49号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について。 

  提案理由といたしましては、人事院規則の改正内容に準じて所要の改正を行うもので

ございます。 

  職員の育児休業の取得につきましては､当該子が３歳に達する日まで取得可能であり、

この上限の範囲内につきましては原則１回の延長が認められております。これに加え、

さらに再度の延長ができる場合として、配偶者が負傷または疾病により入院したこと、

配偶者と別居したことなど、育児休業の期間延長の請求時に予測することができなかっ

た事実が生じたことにより、当該育児休業にかかる子について育児休業の期間の再度の

延長をしなければ、その養育に著しい支障が生じることとなった場合が、条例に規定さ

れております。 
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  しかしながら、この「再度の延長」ができる特別の事情として、昨今の待機児童問題

により､保育所等における保育の利用を希望し申し込みを行っているが、当面、その実施

が行われないことについても、運用により認めてきた経緯がございます。 

  今回の改正につきましては、人事院規則の一部改正により、この運用により認めてき

た特別の事情が明文化されたことに伴い、町の条例におきましても、同様の改正を行う

ものでございます。 

  施行日につきましては、公布の日でございます。 

  以上、簡卖でございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議いただ

き、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

川嶋議長  これより、本案に対する質疑を行います。 

戸田議員  待機児童問題が全国的な課題になっていますが、本町では傾向として、子ども

が何歳ぐらいのときに職場に復帰されるのでしょうか。これまでに待機児童となってい

ることを理由に、運用によって育児休業を延長したケースがありましたか。もう１点、

待機児童であることをどのように判断するのか、申請に関わる手続きについて、説明を

求めておきます。 

  以上、２点です。 

総合政策部長  まず、これまでに運用により認めてきたケースでございますけれども、本

町では、保育所等における保育の利用を希望し申し込みを行っているものの､当面、その

実施が行われないこと、いわゆる待機児童になったということで、２件、運用で認めて

きたケースがございます。 

  それから、その手続きの関係でございますけれども、再度の育児休業の延長を請求す

るにあたりましては、承認請求書に理由を記入し、そのことを証明する書類を添付いた

だく必要がございます。それは地方自治体が発行する待機証明書、あるいは結果通知書

が該当してまいります。 

  以上でございます。 

川嶋議長  他に質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

  これより、討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

- 97 -



 

 

川嶋議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第49号議案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

川嶋議長  起立全員であります。 

  よって、第49号議案は、原案のとおり可決することに決しました。 

  日程第５、第50号議案 島本町職員の退職手当に関する条例の一部改正についてを議

題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

総合政策部長（登壇） それでは、第50号議案について、ご説明申し上げます。 

  第50号議案 島本町職員の退職手当に関する条例の一部改正について。 

  提案理由につきましては、「雇用保険法」の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの

でございます。 

  公務員は、「雇用保険法」の対象外であるため雇用保険に加入しておらず、退職後、

失業状態にある場合においても失業等給付を受けることはできません。ただし、退職時

に低額の退職手当しか受給しなかった退職者が、その後、一定期間内に失業状態にある

場合に限定して、「失業者の退職手当」が支給されます。この「失業者の退職手当」と

は、公務員が退職した場合において、退職時に支給された退職手当の額が、仮に算定す

る雇用保険の失業等給付の額に満たない場合に、その差額分を限度として支給するもの

で、概ね３年以内など、短い勤続期間で退職した者が該当いたします。 

  今回の改正につきましては、本年３月31日に公布された「雇用保険法等の一部を改正

する法律」におきまして、雇用情勢が悪い地域に居住する者及び災害により離職した者

の給付日数を延長できることとすること、また移転費の支給対象に職業紹介事業者等の

紹介により就職する者を追加するといった、失業等給付の給付内容が変更されることに

伴い、失業者の退職手当について定めた本条例の第10条を改正するものでございます。 

  施行期日につきましては、公布の日でございます。ただし、第10条第11項第５号及び

附則第４項の改正規定、これは移転費にかかる改正部分でございますが、これらにつき

ましては平成30年１月１日でございます。 

  以上､簡卖でございますが､説明を終わらせていただきます｡よろしくご審議いただき、

ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

川嶋議長  これより、本案に対する質疑を行います。 

戸田議員 本制度によって、これまで差額相当分を支給したことがありましたか。今後、

どういったケースに対象者が現れ、例えばどういった給付が行われると想定されていま

すか。概算でよいので、一例として考え得るケースについて、お示しください。 

  １点目の質問は、もしかして私の認識が間違っていたら、その点のご指摘も含めて､
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お願いいたします。 

総合政策部長 本町において、過去に失業者の退職手当を支給した事例のお尋ねでござい

ますが、ここ数年、勤続年数の短い職員の退職が発生いたしておりますが、いずれも退

職日の翌日から就労をされております。失業している状況にないことから、これまで支

給した事例はございません。 

  それから、支給する場合の額的なもの、ケースでございますけれども、職員の給料額

につきましては、勤続年数だけではなく、最終学歴でありますとか、前歴加算によって

給料月額が異なるものでございます。概算になりますけれども、25歳で勤続年数１年の

職員が退職して、退職後失業状態にあると仮定をいたしますと、退職時に支給する一般

の退職手当は約10万円、それから「雇用保険法」に基づく失業給付が約40万円になりま

すので、失業者の退職手当は、その差額である約30万円となってまいります。 

  なお、「失業状態にある」ということにつきましては、本人からの申し立てによるも

のではなく、ハローワークの証明により確認することとなっております。 

  以上でございます。 

川嶋議長  他に質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

  これより、討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第50号議案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

川嶋議長  起立全員であります。 

  よって、第50号議案は、原案のとおり可決することに決しました。 

  日程第６、第51号議案 島本町税条例等の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

総務部長（登壇） それでは、第51号議案 島本町税条例等の一部を改正する条例につい

て、ご説明申し上げます。 

  議案書の51の１ページでございます。 
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  提案理由でございますが、「地方税法」の一部改正に伴い、所要の改正を行うもので

ございます。 

  今回の改正条例につきましては、三つの条を設けております。具体的には、51の３ペ

ージからの第１条につきましては、「島本町税条例」について改正するものでございま

す。次に、51の12ページからの第２条につきましては、平成26年３月31日付で専決させ

ていただき、同年４月臨時会議におきまして専決処分のご報告をさせていただきました

「島本町税条例の一部を改正する条例」について、改正するものでございます。次に、5

1の14ページの第３条につきましては、平成27年６月定例会議におきまして、ご可決いた

だきました「島本町税条例の一部を改正する条例」について、改正するものでございま

す。 

  それでは、改正内容につきまして、51の16ページの次に添付させていただいておりま

す第51号議案参考資料のうち、「島本町税条例等の一部を改正する条例新旧対照表」に

基づきまして、順次、ご説明申し上げます。 

  まず、１ページの「第７条の２ 納税証明事項」についてでございます。これにつき

ましては、現行の軽自動車税が、軽自動車税の種別割に名称変更となったことから、改

正するものでございます。 

  次に、「第８条 納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金」につ

いてでございます。これにつきましては、延滞金の規定に、新たに創設された軽自動車

税環境性能割を追加するため改正するものでございます。 

  次に、２ページの「第19条 法人税割の税率」でございます。これにつきましては、

地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、税率を引き下げるもの

でございます。 

  なお、住民税法人税割の引き下げ分は、地方法人税として国が賦課徴収し、地方交付

税制度を通じて地域間の税源の偏在性の是正が行われることとなっております。 

  次に、「第75条 軽自動車税の納税義務者等」でございます。これにつきましては、

軽自動車税の環境性能割及び種別割の納税義務者を規定するものでございます。 

  次に、２ページから３ページにかけてでございます。「第76条 軽自動車税のみなす

課税」でございます。これにつきましては、法に「みなす課税」が新たに規定されたた

め、改正するものでございます。具体的には、軽自動車等の売買契約において売り主が

所有権を留保している場合は、買い主を当該軽自動車等の納税者とみなして課税するこ

と等を規定するものでございます。 

  次に、３ページの「第76条の２」でございます。「日本赤十字社の所有する軽自動車

等に対する軽自動車税の非課税の範囲」でございます。これにつきましては、改正前の

第75条の２を繰り下げるものでございます。内容については、変わりはございません。 

  次に、「第76条の３ 環境性能割の課税標準」から、５ページの「第76条の８ 環境
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性能割の減免」までについては、環境性能割にかかる賦課徴収などについて規定するも

のでございます。 

  次に、５ページの「第77条 種別割の税率」から、８ページの「第84条 原動機付自

転車及び小型特殊自動車の標識の交付等」までにつきましては、名称変更等を含め字句

の整理を行うものでございます。 

  次に、10ページの「附則第11条 個人の町民税の所得割の非課税の範囲等」でござい

ます。これにつきましては、控除対象配偶者の定義の変更に伴い、改正するものでござ

います。 

  次に、同じく10ページの「附則第21条の11 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特

例」から、11ページの「附則第21条の15 軽自動車税の環境性能割の税率の特例」まで

についてでございます。軽自動車税の環境性能割は市区町村が課する税ではございます

が、賦課徴収につきましては、都道府県の自動車税の環境性能割と同様なものであるこ

とから、当分の間、都道府県が賦課徴収を行うものとされており、所要の整備を行うも

のでございます。 

  次に、「附則第22条 軽自動車税の種別割の税率の特例」でございます。軽自動車税

の環境性能割の導入に伴い、現行の軽自動車税を種別割に名称変更する規定の整備及び

グリーン化特例の適用期限の満了に伴い、規定を削除するものでございます。 

  次に、13ページの「附則第23条 軽自動車税の賦課徴収の特例」でございます。これ

につきましても、グリーン化特例の適用期限の満了に伴い、規定を削除するものでござ

います。 

  次に15ページの、これは第２条関係の「島本町税条例の一部を改正する条例」につい

てでございます。 

平成26年３月31日付で専決させていただきました改正条例中、「附則第６条」につい

て、種別割への名称変更などに伴い、改正するものでございます。 

  次に17ページの、第３条関係の「島本町税条例の一部を改正する条例」についてでご

ざいます。 

  平成27年６月定例会議でご可決いただきました改正条例中、「附則第３条」について

改正するものでございます。第３条第７項につきましては、先ほど、ご説明させていた

だきました第８条第３号の改正に伴いまして、所要の整備を行うものでございます。 

  最後に、施行期日につきましては、平成31年10月１日でございます。 

  なお、附則第11条第１項関係につきましては、平成31年１月１日でございます。 

  以上、まことに簡卖ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご

審議いただき、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

川嶋議長  この際、暫時休憩いたします。 

（午前11時07分～午前11時20分まで休憩） 
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川嶋議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  これより、本案に対する質疑を行います。 

河野議員  第51号議案 島本町税条例の一部改正について、若干ですが、質疑をさせてい

ただきます。51号議案の資料、「議案の概要」が示されておりますけれども、特に(２）

法人町民税の税率を改正するもの、この点について、若干質問させていただきます。 

  法人町民税の税率を改正するということで、先ほど部長のほうからご説明がありまし

た。第19条で言うと、100分の12.1から8.4％に引き下げがなされる、税率の引き下げを

意味しているということです。島本町においては、早くから優良な企業も含めて企業誘

致に取り組み、小規模自治体としては企業が多く存在し、近年も法人町民税の増収とい

う本町の財政状況が示されておりますが、この国の改正点は、明らかに島本町の税収の

減尐に繋がるものと推察をいたしますが、いかがでしょうか。答弁を求めます。 

総務部長  法人町民税の法人税割というのは、毎年、同じ額の所得とか、そういうもので

あれば、当然、議員おっしゃるように税率分が減になろうかと思います。ただ、これは

申告納付でございますので、毎年、いわゆるジグザグの状況がございますので、その辺

の影響というのはなかなか把握しがたいわけでございますが、ただ、先ほど申し上げま

したように、今回の税率を下げた分というのは国のほうで国税としていったん徴収をし

て、地方交付税特別会計というのがまた国にございまして、そちらのほうに入って税源

の偏在是正という形で回ってまいります。本町は交付団体でございますので、本町のほ

うにも一応回ってくるというふうな形で考えておりますので、卖純な構造ではないとい

うことを、ご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

河野議員  一概には言えない、というような答弁であったように思いますが、例えば前年

度の決算額における申告額が同額であった場合、この税率を適用した場合、新旧におい

て減収になるというようなことを私は言っているつもりなんですが、その点について減

収になるのですか、ということを訊いております。年度ごとに増減や波があるというこ

とは、議員は皆、よく知っておりますので、そういった卖純な比較を申し上げているわ

けではありませんので、その点について、ちゃんとお答えください。 

  さらに、この税率の引き下げ分は、さらに条例改正にかかる国による「地方税法」改

正、２年後ですね、10月１日、消費税10％増税と同時期に行われます。地方法人税率を

引き上げることにより対応されるということも、先ほどの説明でもございました。地方

法人税分の増額によって、島本町財政への影響も懸念されます。このことは直接、税条

例には関わることではありませんが、同時期において行われるという、先ほどの地方法

人税についての説明があったことについて質疑をしております。 

  結果として、地方交付税の原資とされる、そして偏在是正ということで、企業誘致し

ていない、企業の尐ない周辺の市町村にも偏りのないように交付されるということの、
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国の示されている意図は知っておりますけれども、「島本町にとって」ということで言

えば、後の交付税措置について、これは十分に手当てされるものというふうに原課では

見ておられますでしょうか。私はそうではないと思っております。いかがですか。 

総務部長  １点目のご質問で、私がちょっと説明不足でございました。申しわけございま

せん。いわゆる税率引き下げにつきましては、ミクロ的には議員おっしゃるとおりやと

思います。 

  それから、２点目の地方交付税制度に対しての将来的な影響でございますが、今回の

条例改正は31年10月１日施行ということで､その法人税割の影響するところというのは、

32年度課税、市町村にあっては32年度課税。同時に交付税につきましても平成32年度の

ことでございます。現段階では､その交付税の算定基準というのが示されておりません。

交付税は、議員おっしゃる法人の影響というのは、基準財政収入額のほうに影響いたし

ます。同時に交付税の算定上、基準財政需要額という歳出の部分がございますので、そ

ういった基準がまだ示されておりませんので、今、どうかというふうにお答えできる状

況ではございません。 

  以上でございます。 

川嶋議長  他に質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

  これより、討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

伊集院議員  第51号議案 島本町税条例等の一部改正について、自由民主クラブを代表い

たし討論を行います。 

  今回、大枠として環境性能割や住民法人税割が改正されております。平成28年11月28

日に公布された「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を図るための

地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」に伴い、改

正されるものであります。その前の28年の３月31日に公布された一部改正の法律から、

当時、世界経済の不透明感が増す中で、新たな危機に陥ることを回避するために、地方

消費税率引き上げの実施時期を延期されたことにより、前の長い名称の改正が行われ、

本町としまして､今議会に上程されるものであります。 

  他議員の質疑でもありましたように、要は、今回のこの法人税のみでの判断の見解を

伺いました。この法人税のみで見ますと、確かに損する気分になってしまうんだろうと

思われます。しかしながら、私どもの会派としましては、地方自治体においては交付団

体と不交付団体とがあります。私ども島本町としては、そこを踏まえずして、この法人
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税のみで判断することはできず、今まででも、今後も、段階を経てきましたし、世界情

勢や社会情勢によっての改正もあり続けます。 

  この先、長いスパンでの観点が必要なのは、財源根拠の一部となりますものが延期さ

れましたが、ついに皆様のご要望の待機児童解消のためや子育て支援に、福祉施策や耐

震化等々に、先食い的に政策をスタートしております。また、皆様がおっしゃる地域格

差の是正、要は偏在性を踏まえ､我が会派としては広域化を求めるならオールジャパンの

観点が必要であるということを訴え、賛成の討論とさせていただきます。 

川嶋議長  反対の討論の方がないようでありますので、引き続き、本案に賛成の方の発言

を求めます。 

河野議員   第51号議案島本町税条例等の一部改正について、賛成の討論を行います。 

  議案概要に示されました（１）及び（３）に示された、その他の規定の規定整備は必

要な措置と認めるものです。環境性能割については、2019年10月、自動車取得税廃止と

ともにエコカー・グリーン化機能がなくなる代替策として、自動車税及び軽自動車税の

環境性能割が創設され、自動車税に環境性能割の税収は一定割合市町村に交付されると

いうことを聞いております。この点は、必要な措置と捉えて、現時点では異論はござい

ません。 

  ただし、議案概要（２）、先ほど質疑をいたしました。その点については、一言、要

望をさせていただくものです。 

  向かう2019年10月実施の10％消費税増税と同時期に施行される本条例の一部改正分の

中で、この法人町民税の税収の減尐分が自治体の財政、特に島本町としては厳しく影響

を受けます。交付税措置分で100％の手当てが見込まれるものではないというふうに私は

考えておりますし、見通しは今の段階では示せるものではないという原課の答弁もござ

いました。 

  さらに、過去において、この法人町民税の改定――私からすると改悪と捉えておりま

すが､それとほぼ同時期にまた地方法人税の税率を上げるということも先ほどの説明が

ございましたけれども、この地方法人税についても、過去において、卖年度決算で約４

千万円の減収に繋がったというような、島本町財政への大きな影響という過去の事例も

ございますことから、非常に島本町として企業誘致などの努力をしてきた小規模町村で

あり、また町内の企業が努力されて増収に至った結果である、この法人税収の減額に繋

がる。この点については、島本町民にとっては大きくマイナスに作用するものと私は推

察しております。 

  前の町長選挙により、「小さくても魅力あるまちづくり」を目指し、住民の民意を受

けて､山田町長におかれましては邁進をされているところですが、住民、職員とともに汗

を流し､日々、財政の健全化を図り、行革等を推進される中で、このような税制の改定と、

国・府の制度設計上の課題において、島本町の努力を上回る財政上のマイナスが生じる
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可能性が大いにあるということです。山田町長におかれましては、住民生活、自治体財

政への影響を注視していただき、財政上の課題が私の指摘したような形で生じる際には

、ぜひ住民にはわかりやすく、正確な説明に努められますとともに、住民の思いを国や

府にも伝える立場を取っていただきたい。 

  また、消費税増税の時期にも重なっていくことから、暮らし・福祉への影響が出る点

では、島本町としてでき得る必要な措置を講じていただきたいと思います。 

  このことを申し添え、全体としては賛成の討論といたします。 

川嶋議長  続いて、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第51号議案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

川嶋議長  起立全員であります。 

  よって、第51号議案は、原案のとおり可決することに決しました。 

  日程第７、第52号議案 島本町消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてを議

題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

消 防 長（登壇） 第52号議案 島本町消防団員等公務災害補償条例の一部改正につきま

して、ご説明申し上げます。 

  議案の概要でございますが、平成28年11月に「一般職員の給与に関する法律」が改正

され、平成29年度以降、扶養手当の支給額が段階的に変更されることとなりました。「

非常勤消防団員等に係る損害賠償の基準を定める政令」におきまして、損害補償の算定

の基礎となる額の加算額及び加算の対象につきましては、「一般職員の給与に関する法

律」で定められている扶養手当の支給額及び支給対象をもとに定められていることから、

所要の改正を行うものでございます。 

  具体的な内容につきまして、第52号議案参考資料の新旧対照表に基づき、ご説明を申

し上げます。 

  新旧対照表の１ページをご覧ください。 

  第５条第２項の字句につきましては、政令に基づき整理するものでございます。 

  ２ページの第３項につきましては、加算額を定めております。第１号で定める配偶者

は433円から333円に、第２号で定める子は217円から267円と、367円から333円に、第３

号から第６号で定める孫、父母等につきましては、367円から300円に改めるとともに、
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号ずれが生じるものでございます。 

  以上、簡卖ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議いた

だき、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

川嶋議長  これより、本案に対する質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

  これより、討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

村上議員  第52号議案 島本町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について、自由民

主クラブを代表し賛成の討論を行います。 

  消防団員の皆さんは、平素、町内で発生した火災や風水害などが起きたときには、い

ち早く災害活動に従事されているところであります。その任務は、町民の皆様の生命・

財産を火災から守るため、日々活動されておられます。また、水害や火災、地震などの

災害などが発生するおそれのある場合には、応急措置や予防措置をして、災害の直接的

な原因となるものを取り除くなどの活動をされているものと思っております。そのよう

に、町民の皆様の安全・安心を確保するため日々活動されている団員の皆様の身に、何

かが起きた場合の補償を確保するものであります。 

  従いまして、今回の改正は非常勤消防団員の皆さんに関係する「損害補償の基準を定

める政令」の改正に伴い、その補償基礎額の加算額を改正されるものでありますことか

ら、賛成の討論といたします。 

川嶋議長  反対の討論の方がないようでありますので、引き続き、本案に賛成の方の発言

を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第52号議案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

川嶋議長  起立全員であります。 

  よって、第52号議案は、原案のとおり可決することに決しました。 

  日程第８、第53号議案 島本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者

負担額等に関する条例の一部改正についてから第55号議案 平成29年度島本町水道事業
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会計補正予算（第１号）までの３件を、一括議題といたします。 

  それでは、町長から平成29年度の施政方針を、また第53号議案から第55号議案までの

３件について、順次、提案説明を求めます。 

山田町長（登壇） 平成29年度一般会計補正予算及び水道事業会計補正予算のご審議をお

願いするにあたり、町政運営の方針と施策の大綱を申し述べ、議員の皆様はもとより、

住民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

私は、去る４月16日執行の町議会議員・町長の同日選挙で、議員の皆様とともに、住

民の皆様の力強いご支援、ご信託を受け、島本町長として町政運営の重責を担わせてい

ただくことになりました。住民の皆様の負託に応えるべく、住民福祉の維持・向上と本

町のさらなる発展に向け、住民の皆様のお声をお聞きし、議員の皆様と議論を重ねなが

ら、職員と一丸となり、慎重かつ着実に町政を進めてまいりたいと考えております。 

私は、水と緑が美しいこの島本町で生まれ、この町の人と自然に育てられました。私

はこの町をこよなく愛し、この町に住んでいることに誇りを感じています。そして、住

民の多くの皆様も、きっと同じ思いで暮らしておられることと存じます。私は、この町

を愛する皆様とともに、この町を、自然と調和し、人権が尊重され、性別や年齢、障害

の有無などに関わりなくいきいきと活躍できる、個性と活力あるまちに、より一層発展

させるため、全力を傾注してまいります。 

人口減尐社会への対応が求められる今日、本町においては住宅開発などにより人口増

加が見込まれる状況にはありますが、長期的に見ると、全国の多くの自治体と同様、人

口減尐は避けて通れない問題でございます。そうした現実を見据えて、中長期的な視点

で向かうべき方向性を考えたとき、一つの方向性は、やはり「小さくても魅力あるまち

づくり」を進めることではないかと考えております。 

私は、住民と行政が互いに顔の見える、この小さな自治体の良さを生かし、適切に情

報共有や意見交換などを行いながら、「協働のまちづくり」を推進してまいります。 

また、私は、まちづくりの根幹は、人づくりであると思っております。若者世代が子

育てしやすい環境を整えるなど、子育て支援と教育の充実を図り、誰もが住み続けたい

と思えるような魅力あるまちづくりを、財政との整合を図りながら進めてまいります。 

さて、本年度の国の予算におきましては、財政健全化への着実な取り組みを進める一

方、一億総活躍社会の実現のため、地方創生、子育て・介護の環境整備などの政策の推

進が盛り込まれております。これを受け、国の「地方財政計画」では、一億総活躍社会

の実現や地方創生、公共施設等の適正管理に要する経費を計上するとともに、社会保障

関係経費の増加にも対応しながら、国の取り組みと基調を合わせた歳出改革を行うこと

としています。このような国の動向を受けまして、本町も、一般会計当初予算におきま

して、子育て支援や公共施設の老朽化対策、広域連携など、喫緊の諸課題に対応してい

るところでございます。 
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本年度の一般会計当初予算は、経常的経費のほか、債務負担行為を設定するなど、あ

らかじめ計画的に事業を行っているものや、建設事業のうち、工期的に年度当初に予算

計上する必要があるものなどにかかる予算を中心に調製し、ご可決いただきました。 

今回の一般会計補正予算（第1号）におきましては、ふれあいセンターや清掃工場の改

修、消防施設・設備の整備、都市計画手続の実施、子育て支援や教育の充実に要する経

費などを計上させていただいております。 

本議会に提案させていただく補正予算額は、一般会計２億6,576万３千円、水道事業会

計３億8,240万円、合計６億4,816万３千円でございます。これを当初予算額に加えた補

正後の平成29年度予算総額は、一般会計116億4,576万３千円、各特別会計86億2,700万７

千円、水道事業会計14億2,960万円、合計217億237万円でございます。 

今後も公共施設の老朽化対策や耐震化、子育て支援をはじめとする社会保障関係経費

などのために多額の資金が必要となることが見込まれ、厳しい財政運営を余儀なくされ

ることが確実な状況となっております。従いまして、歳入の確保と歳出の削減に努める

ことはもちろん、住民の皆様と行政が協働し、適切に役割を分担しながら、創意工夫を

もって、厳しい財政状況の中でも「魅力あるまちづくり」を進められるよう、努力して

まいります。 

それでは、平成29年度の主要施策について申し述べます。 

まず、「平和と基本的人権尊重のまちづくり」についてでございます。 

基本的人権は、侵すことのできない永久の権利であります。「島本町人権擁護に関す

る基本条例｣に基づき、すべての人の人権が尊重される、差別のない社会の実現に向け、

努力を重ねてまいります。また、「核兵器廃絶・平和都市宣言」の趣旨に基づき、平和

の尊さ・大切さについての啓発に努めます。本年３月改定の「しまもとスマイルプラン

～第２期島本町男女共同参画社会をめざす計画～」に基づき、性別に関わりなく一人ひ

とりの個性を尊重し、個人の能力を十分発揮できる社会の実現に向けた取り組みを進め

てまいります。 

人権文化センターにつきましては、より多くの方に親しまれ、安心してご利用いただ

ける施設を目指し、トイレのバリアフリー化に向けた改修工事を実施するとともに、エ

レベーターの設置に向けた検討を行ってまいります。 

次に、「歴史と文化を大切に、自然環境を生かした個性のあるまちづくり」について

でございます。 

地下水涵養や防災、自然環境の保全を目的として、住民の皆様や企業との協働による

森林整備を積極的に推進してまいります。 

し尿処理につきましては、高槻市関係者の皆様のあたたかいご理解のもと、本年４月

から事務の委託を開始いたしております。衛生化学処理場の撤去などに向けた事務を進

めてまいります。 
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ごみ処理につきましては、清掃工場の長寿命化が図れるよう適切な維持補修に努める

とともに、管理運営方法についても検討してまいります。また、住民の皆様に分別の徹

底をお願いし、ごみの減量化や再資源化の向上に努めるとともに、再生資源の持ち去り

行為の防止対策についても検討してまいります。 

大阪府内で、土砂埋立て等による問題が発生している状況を踏まえ、府条例に加え、

本町独自の対策について検討してまいります。 

大規模災害時には、行政機能が停止することも想定されます。このため、行政が被災

した場合でもいち早く応急対応や復旧活動、非常時に優先実施すべき業務等に対応でき

る体制を構築すべく、新たに「業務継続計画（ＢＣＰ）」を策定いたします。また、災

害時における通信環境の確保及び利用者の利便性の向上を目的として、公共施設におけ

る公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ-Ｆｉ）環境の整備に向けた調査・研究を行います。 

各地域の自主防災組織につきましては、新たな団体の設立を目指すとともに、住民の

皆様の防災意識の向上のため、防災指導員とともに、各自治会及び自主防災会への出張

講座や、訓練への参加を積極的に行います。こうした取り組みを通じ、自助・共助・公

助の連携を深め、より一層の安全・安心なまちづくりに努めてまいります。 

大雤による被害を未然に軽減するため、本町が管理する沈砂池や水路を点検し、必要

箇所の浚渫工事を実施いたします。 

本年３月に改定いたしました「住宅・建築物耐震改修促進計画」に基づき、民間住宅

への耐震改修等補助を実施し、耐震化率の向上に努めてまいります。 

救急出動件数が増加傾向にありますことから､救急車の適正利用とともに、応急手当の

普及啓発に努めます。また、救急救命士を気管挿管などの各種研修に継続して派遣し、

救急隊員の資質と救命効果の向上に努め、住民の皆様の救急要請に的確に対応してまい

ります｡ 

消防施設では、呼吸器用高圧空気圧縮機を購入し、火災時の活動体制の整備・充実を

図るとともに、継続して消防分団小型動力ポンプの更新を行い、各種災害への対応力の

向上に努めます。また、継続して住宅用火災警報器設置の啓発活動を行い、火災をはじ

めとする各種災害による被害の抑制・軽減に努めます。 

高槻警察署をはじめ本町防犯委員会、高槻警察署管内防犯協議会等の関係機関との連

携をより一層深め、犯罪発生の抑止に努めてまいります。また、昨年度に引き続き、自

主的に街頭防犯カメラを設置する自治会への補助を行い、地域における防犯活動を支援

いたします。 

農業振興団体協議会による朝市への支援などを通じ、地産地消を推進いたします。ま

た、意欲のある農業従事者への支援など、関係団体と連携しながら、本町の地域特性に

あわせた都市農業振興の取り組みを進めてまいります。 

商工会などの関係団体と連携し、本町のにぎわいづくりに繋がる住民主体の活動や創
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業を支援するとともに、町内外への情報発信を行うなど、観光振興・定住促進のための

取り組みを積極的に進めてまいります。 

まちのＰＲと商工業の活性化を図るため、ふるさと島本応援寄附金制度のさらなる充

実を図ります。 

安定した財源の確保及び商工業の振興、地域雇用の確保等のため､大阪府とも連携し、

企業立地の促進に精力的に取り組んでまいります。 

次に、「住民参加と時代の変化に対応したまちづくり」についてでございます。 

本町の施策やまちの魅力を一人でも多くの人にお伝えできるよう、広報しまもとをは

じめとする各種広報媒体を活用し、わかりやすく親しみの持てる情報発信に努めてまい

ります。 

町長自らが地域に出向き、住民の皆様から直接お声をいただくタウンミーティングな

どの実施に向け、効果的な実施手法を検討してまいります。 

また住民委員会制度につきましては、担い手不足などの課題について役員の皆様との

意見交換などを行い、今後のあり方を検討してまいります。 

ボランティア情報センターにつきましては、開設から３年が経過したことを踏まえ、

登録団体のご意見もいただきながら効果検証を行い、効率的な運営方法を検討してまい

ります。 

国際交流につきましては、本年３月にアメリカ合衆国ケンタッキー州フランクフォー

ト市と姉妹都市提携を締結したことを踏まえ、学校間交流などの取り組みを開始すると

ともに、ふれあいセンターの一角に「姉妹都市紹介コーナー」を設置いたします。 

次に、「安全で快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり｣についてでございます。 

ＪＲ島本駅西地区につきましては、ＪＲ島本駅西土地区画整理準備組合に対して引き

続き技術的支援を行うとともに、まちの将来を見据え、新たなまちの顔となる駅前の玄

関口として、自然と調和した、にぎわいと親しみのある街並みに誘導してまいります。 

ＪＲ東海道本線に架かる桜井跨線橋をはじめとする橋りょうにつきましては、「橋り

ょう長寿命化修繕計画」に基づき、計画的に補修工事などを進めてまいります。また大

型開発に伴い､通行量の増加が見込まれる既設道路の交通安全対策を計画的に進めてま

いります。 

水道事業につきましては、引き続き、大阪広域水道企業団から年間配水量のおよそ10

％の高度浄水処理水を受水してまいります。また自己水源の安定的な確保のため、水質

悪化及び取水量の減尐がみられる取水井を廃止、新たな取水施設を整備するとともに、

エアレーション設備を整備いたします。 

本年度は、「水道事業財政計画」の最終年度でありますことから､次期計画を策定し、

効率的な事業運営に努めてまいります。大薮浄水場につきましては、引き続き中央監視

センターの更新にあわせ、自家発電設備の新設及び高圧受電設備の更新を行います。ま
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た、「水道管路更新等計画」に基づき、老朽配水管の布設替えと耐震化を図ってまいり

ます。 

公共下水道事業につきましては、平成32年度までに公営企業会計に移行できるよう、

事務を進めてまいります。また、水道事業と同様に次期「公共下水道事業財政健全化計

画」を策定し、効率的な事業運営に努めてまいります。 

下水道整備のうち汚水整備につきましては、引き続き、高浜地区の整備を進めてまい

ります。雤水整備につきましては、五反田雤水幹線の整備に向け計画的に事業を進める

とともに、流域下水道高槻島本雤水幹線の接続工事の早期完成に向け、高槻市と連携を

図ってまいります。 

次に、「尐子高齢社会に対応し福祉の充実したまちづくり｣についてでございます。 

昨年度に引き続き、町内企業等の協力のもと、健康づくりに積極的に取り組む方に特

典を付与する健康マイレージ事業を実施し、特定健診・がん検診の受診率向上を図り、

健康寿命の延伸に努めてまいります。 

三島二次医療圏における救急医療を将来にわたって安定的に確保するため、大阪府や

３市１町の関係機関と連携し、救急医療体制の充実に向けた検討を進めてまいります。 

「福祉ふれあいバス」につきましては、これまでも対象者の拡大や停留箇所の増設な

ど、必要に応じ見直しを行ってきたところですが、さらなる対象者拡大について検討い

たします。 

国民健康保険事業の厳しい運営状況を踏まえ、特定健診等の保健事業や生活習慣病の

予防事業を積極的に実施するとともに、昨年度に引き続き、専門的な知識を有する徴収

支援員を配置し、きめ細やかな納付相談に応じるなど、徴収率の向上に努めてまいりま

す。平成30年度から都道府県が国民健康保険財政運営の責任主体となり、大阪府におい

ては保険料についても統一される予定です。被保険者への制度の周知をはじめ、円滑な

制度移行に向け、適切に事務を進めてまいります。 

後期高齢者医療制度につきましては、高齢者が安心して医療を受けられるよう、引き

続き大阪府後期高齢者医療広域連合と連携し、円滑な事業運営に努めてまいります。 

介護保険制度につきましては、「第７期保健福祉計画及び介護保険事業計画」を策定

いたします。また、本年４月から開始した「介護予防・日常生活支援総合事業」を核と

して、医療・介護連携の推進、地域支え合い体制の整備、認知症高齢者に対する支援事

業の充実などを総合的に推進し、住み慣れた地域で安心して生活することができる地域

包括ケアシステムを構築してまいります。 

「いきいき百歳体操」及び「かみかみ百歳体操」につきましては、地域において自主

活動が活発に行われています。これらの活動を積極的に支援し、介護予防を推進してま

いります。 

生活困窮者自立支援制度につきましては､社会福祉協議会をはじめ関係機関と連携し、
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生活保護には至らない低所得の方に対する各種支援事業を実施してまいります。また、

生活保護事業につきましても、相談や申請に適切に対応するとともに、被保護者の就労

を支援し、自立に繋がるよう努めてまいります。 

消費税率引上げの影響を緩和するため、昨年度に続き、住民税非課税の方に「臨時福

祉給付金」を給付いたします。 

障害者施策につきましては、次期「障害者計画」及び「障害福祉計画」を策定し、総

合的かつ計画的に施策を推進してまいります。また、町立やまぶき園の移転建て替えに

関し、障害者の地域生活を支える機能をあわせ持つ「障害者地域生活支援拠点等施設」

の整備運営事業予定者を本年３月に決定しており、平成31年度の開設を目指して、各種

調整・準備を進めてまいります。 

平成30年４月施行予定である福祉医療費助成の大阪府制度の再構築に対応するため、

本年度は条例改正、システム改修及び受給者への周知などの準備作業を行います。また

子ども医療費助成につきましては、対象者の拡大に向けた検討を行ってまいります。 

保育所につきましては、待機児童の解消に向け保育士の確保に努めるとともに、就学

前人口の動向を注視し、民間保育園の誘致など受け皿の拡充に取り組んでまいります。 

幼児教育の段階的無償化に向けた取り組みとして、幼稚園及び保育所等における市町

村民税非課税世帯の第２子の保育料を、これまでの半額から無料にいたします。あわせ

て、年収360万円未満相当のひとり親世帯等の保育料を、町独自に無料といたします。 

第四保育所の移転建て替えにつきましては、設計の段階で運動場や保育所出入口の課

題のほか、保育所運営上の課題も明らかになりました。そのため、施設の耐震化や老朽

化が課題となっている第二幼稚園との一体的な整備も含めた再検討を行います。 

学童保育室につきましては、待機児童が発生しないよう第二学童保育室の新棟を建設

するとともに､第四小学校校舎増築等工事にあわせて学童保育室２室を整備いたします。 

「産前・産後ヘルパー事業」につきましては、妊娠悪阻や、切迫流産の妊婦の方も利

用できるよう、利用要件を拡充いたします。 

また、大山崎町のご配慮により、本年４月にＪＲ山崎駅前に開設されたひかり保育園

の病児・病後児保育を、本町住民も利用できることになりました。そのため、所得に応

じた保育料の一部助成制度を創設いたします。 

次に、「生涯学習の振興と教育の充実したまちづくり｣についてでございます。 

総合教育会議において、教育委員会との協議・調整を行い、教育のより一層の充実に

努めてまいります。 

確かな学力の育成を目指して、子どもたちの学力実態を把握し、より効果的な指導や

授業改善に取り組みます。また、読書活動の充実を図るため、特色ある学校づくり支援

講師を２名増員し、すべての小学校に専属の学校図書館司書を配置いたします。 

英語教育につきましては、外国語指導助手による就学前の英語活動を継続するととも
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に、文部科学省の教育課程特例校としての取り組みや実用英語技能検定受験者への補助

などを通じ、中学校卒業時に英検３級程度の学力が身に付くよう取り組みます。 

また、小中一貫教育につきましては、校種間の円滑な接続と段差の解消に向け、さら

に検証・研究を進めます。 

生徒指導につきましては、「いじめ・不登校（虐待）対策連絡会」の開催や関係機関

との連携を図り、組織的ないじめ防止に取り組みます。 

教職員の長時間労働への対策として、週１日以上、部活動の休養日を設けることや、

週１回、全校一斉退校日を設けることを徹底いたします。 

平成31年度までに第三小学校の耐震化が完了できるよう、本年度は、児童及び教職員

の安全に万全を期し、Ｂ棟及びＣ棟の耐震補強等工事を行います。また、第四小学校の

校舎増築等工事を年度内に完了できるよう工事を進めるとともに、第二小学校プール改

修工事及び北館トイレ改修工事を行います。 

第一幼稚園園舎の雤漏りに対応すべく、屋上防水工事の実施に向け事務を進めます。

あわせて、幼稚園における夏場の暑さ対策を講じてまいります。 

子どもたちの安全・安心の取り組みにつきましては、昨年度設置した防犯カメラの適

切な運用とともに、高槻警察署などの関係機関や地域の安全ボランティアの方々と連携

し、引き続き取り組みを進めてまいります。また第三小学校運動場に隣接する町道広瀬

桜井幹線ののり面が土砂災害特別警戒区域に指定されていることから、災害時の安全・

安心を確保するための改修工事を行います。 

夏休みの子どもの居場所づくり事業につきましては、より多くの子どもたちに参加し

ていただけるよう、これまでの取り組みで得た意見などを検証し、事業内容の工夫・改

善に努めてまいります。 

町立体育館につきましては、耐震診断の結果、体育館棟の耐震補強が必要であること

が明らかになりました。このため、今後の方針について、町財政との整合性を図りなが

ら早期に決定してまいります。 

歴史文化資料館につきましては､文化財などを町内外にＰＲするための活用とともに、

駅前という立地を踏まえた「にぎわいづくり」の資源として、正面広場や史跡桜井駅跡

のより一層の活用に努めてまいります。 

図書館につきましては、本年７月から北摂７市３町での広域利用が開始されます。住

民の皆様への周知とともに、関係市町と連携し、円滑な運営に努めてまいります。 

最後に、「住みよいまちづくりの実現に向けた行政運営」についてでございます。 

長時間労働の是正をはじめとする働き方改革が、官民や国地方を問わず、重要な政策

課題となっております。引き続き、年間を通じた全庁的な時間外勤務の縮減に取り組む

とともに、職員が健康でいきいきと働き、その能力を最大限発揮することができる職場

環境づくりに努めてまいります。また、昨年度導入いたしました人事評価制度の評価結
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果を人事管理の基礎とするとともに、人材育成にも活用してまいります。 

効率的かつ効果的な行財政運営を推進するため、次期「行財政改革プラン」の策定作

業を進めてまいります。また、小規模自治体である本町が今後も行政サービスを安定的

に提供していくため、地域間における広域連携の推進を目指してまいります。 

住民サービスの向上を図るため、夜間や休日においても住民票の写し等各種証明書の

交付を可能とするコンビニ交付について、検討してまいります。 

役場庁舎につきましては、災害時における行政機能を確保するため、耐震補強や建替

など、耐震化の方向性について検討してまいります。 

ふれあいセンターにつきましては、計画的な予防保全による施設の長寿命化を目指す

とともに、エレベーターの更新をはじめとした機械設備の整備など、適正な維持・補修

に努めてまいります。 

以上、平成29年度の町政運営の基本方針及び主要施策の大綱を申し述べました。 

「自然は大地をつくり､人間はまちをつくります。まちは住む人びとの参加によって、

より住みよいまちへと発展します。」、これは、昭和57年に制定された本町の町民憲章

の冒頭の一節です。私は、自分たちの住む町がどのようにすれば元気になるかを一緒に

考え、参加し、そして実行することができるような「まちづくり」を進めることが、本

町を「より住みよいまち」に発展させる原動力になると確信いたします。 

そして、町民憲章は「未来に希望をもってすすみます。」という言葉で結ばれていま

す。これまで先輩方が守り育ててきてくださった島本町を、この「小さな町の豊かな暮

らし」を、より良い形で、未来の世代に繋ぐことが、私に課せられた使命であると考え

ております。そのために私は、まちの現実や課題から目を背けることなく改革・改善に

取り組むとともに、「未来の島本町」への希望を現実に変えるため、全力で邁進してま

いります。 

議員の皆様のご指導とご鞭撻､住民の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げ、

施政方針とさせていただきます。 

川嶋議長 この際、暫時休憩いたします。 

（午後０時08分～午後１時10分まで休憩） 

川嶋議長 休憩前に引き続き､会議を開きます。 

教育こども部長（登壇） それでは、第53号議案 島本町特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の一部改正について､ご説明申し上げます。 

今回の条例改正につきましては、「子ども・子育て支援法施行令及び子ども・子育て

支援法施行規則」の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 

主な改正内容といたしましては、１点目には、保育料額の算定に用いる市町村民税所

得割の額を算定する際に、ふるさと納税にかかる寄附金控除の申告特例控除額などを算

定に適用しない規定を追加するものでございます。２点目には、国の幼児教育の段階的
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無償化にかかる平成29年度における取り組みに伴い、年収約360万円未満相当の世帯の保

護者負担を軽減するなどの改正をするものでございます。３点目には、文言等の整理を

行うものでございます。 

それでは、議案参考資料の「新旧対照表」に基づき、ご説明申し上げます。議案参考

資料「新旧対照表」１ページをお開きください。 

別表第１（第４条関係）につきましては１号認定保育料、いわゆる幼稚園保育料にか

かるもので、次ページの別表第２（第４条関係）につきましては、２号・３号認定保育

料で保育所保育料にかかるものでございます。 

まず、１ページの別表第１の備考１及び別表第２の備考２につきましては、市町村民

税の所得割額を算定する際に、「地方税法」第314条の９に規定する「配当割額又は株式

等譲渡所得割額の控除」、附則第５条の４の２第６項に規定する「住宅借入金等特別税

額控除」､第５条の５第２項に規定する「寄附金税額控除における特例控除額の特例」、

第７条の２第４項及び第５項、第７条の３第２項に規定する「寄附金税額控除における

申告特例控除額」――いわゆる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」、第45条に規定

する「東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除」を適用しない旨、規定するもの

でございます。 

次に､１ページの別表第１の備考２及び２ページの別表第２の備考３につきましては、

保育料表において、「地方税法」第292条第１項第１号に規定する均等割及び所得割の額

が０円である世帯が「市町村民税非課税世帯」であることを規定しているものでござい

ます。 

次に､１ページの別表第１の備考３及び２ページの別表第２の備考４につきましては、

１号認定では６階層から10階層までの世帯及び２号・３号認定では、市町村民税所得割

額が５万7,700円以上のＤ２階層からＤ12階層までにおける多子軽減について、規則で定

めることとしており、規則では第１子全額、第２子半額、第３子以降無料と規定してい

るものでございます。 

次に､１ページの別表第１の備考４及び２ページの別表第２の備考５につきましては、

年収約360万円未満相当の世帯に特定被監護者等がいる場合の世帯員が２人以上いる場

合、１号認定では３階層から５階層、２号・３号認定では、Ｂ階層から市町村民税所得

割額が５万7,700円未満のＤ２階層の世帯の保育料について、規則で定めることとしてお

り、規則では、無料と規定しているものでございます。 

なお、「特定被監護者等」とは、勤務や修学、療養等の都合により、別居・同居に関

わらず、保護者が監護する生計を一にする者を言います。 

次に､１ページの別表第１の備考５及び２ページの別表第２の備考６につきましては、

年収約360万円未満相当の世帯のひとり親世帯等について、１号認定では３階層から５階

層の世帯、２号・３号認定では、Ｂ階層から市町村民税所得割額が７万7,101円未満のＤ
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３階層世帯の保育料を規則で定めることとしており、規則では、無料と規定するもので

ございます。 

この他、文言整理につきましては、別表１と別表２の備考の表現の統一など、必要な

整理をするものでございます。 

最後に、この条例は、公布の日から施行し、平成29年度分の保育料から適用するもの

でございます。 

以上、簡卖ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議いた

だき、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

総務部長（登壇） それでは、第54号議案 平成29年度島本町一般会計補正予算(第１号）

につきまして、ご説明申し上げます。 

  議案書の54の１ページをお開き願います。 

本年度の当初予算につきましては、町長の改選期であることから、歳入歳出とも経常

経費、債務負担行為などによる継続事業及び建設事業のうち当初予算に計上する必要の

あるものを基本とした骨格予算で、対応させていただいたところでございます。今回の

補正予算につきましては、すでにご可決いただいております当初予算とあわせまして、

本年度の町の諸施策を推進するため、ご提案させていただくものでございます。 

それでは、順次ご説明申し上げます。 

第１条は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ２億6,576万３千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を、116億4,576万３千円とするもので、款項別の内容は、54の３ページからの

「第１表 歳入歳出予算補正」にお示ししているとおりでございます。 

第２条の、地方債の追加及び変更につきましては、54の６ページの「第２表 地方債

補正」にお示ししております。 

まず、この表の上段、追加分の一般廃棄物処理事業債につきましては、当初予算で予

算措置いただきました清掃工場施設整備事業の財源でございます。地方道路等整備事業

債につきましては、町道尺代２号線及び広瀬40号線ほか舗装補修工事、島本駅自由通路

エレベーター改修工事の財源でございます。消防施設整備事業債につきましては、消防

団桜井西側分団の小型動力ポンプ積載車及び小型動力ポンプの更新並びに桜井分団の小

型動力ポンプを更新するための財源でございます。 

次に、表の下段、変更分の一般卖独事業債の内訳でございます。ふれあいセンター整

備のうち、防火シャッター及びエレベーター改修工事の財源として9,950万円を発行いた

します。また、第三小学校のり面改修工事の財源として330万円を発行いたします。 

続きまして、補正予算の内容につきまして、事項別明細書によりご説明申し上げます。 

54の９ページからの「歳入」でございます。 

第14款 国庫支出金、第２項 国庫補助金、第２目 民生費国庫補助金65万６千円の

増額でございますが、防犯対策強化事業を実施する特別養護老人ホームに対して、町が
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補助するための特定財源でございます。第５目 教育費国庫補助金156万１千円の増額に

つきましては、ＪＲ島本駅西地区まちづくりに伴う試掘調査の特定財源でございます。 

第15款 府支出金、第２項 府補助金、第２目 民生費府補助金101万５千円の増額に

つきましては、第一幼稚園空調機設置にかかる実施設計の特定財源でございます。 

第16款 財産収入、第１項 財産運用収入、第１目 財産貸付収入224万８千円の増額

でございます。内訳につきましては、２件でございます。 

まず、１件目は、阪急水無瀬駅前タクシー車庫跡地について、４月から時間貸駐車場

を運営する民間企業に普通財産である土地を賃貸しており、本年度分として182万４千円

を計上しております。２件目は、広瀬三丁目地内の旧水道庁舎別館用地につきまして、

前年度に一般会計が等価交換により取得いたしましたが、その土地には、地方公営企業

である水道事業の導水管が埋設されており、当該埋設部分の土地について、４月から一

般会計が水道事業会計に賃貸することとなったため、本年度分として42万４千円を計上

しております。 

第18款 繰入金、第１項 基金繰入金、第１目 公共施設整備積立基金繰入金444万６

千円の増額でございます。これにつきしては、普通建設事業の一般財源に充当するため

繰り入れるものでございます。第２目 財政調整基金繰入金１億43万７千円の増額につ

きましても、歳出の財源不足を補うため、増額させていただくものでございます。 

54の10ページでございます。 

第20款 町債、第１項 町債につきましては、第２条の地方債の補正で、ご説明申し

上げたとおりでございます。 

続きまして、54の11ページからの「歳出」でございます。 

第１款 議会費、第１項 議会費、第１目 議会費、第19節 負担金、補助及び交付

金５千円の増額につきましては、大阪府町村議長会負担金について、当初見込みより増

額となったことによるものでございます。 

第２款 総務費、第１項 総務管理費、第１目 一般管理費、第18節 備品購入費78

万９千円の増額でございます。これにつきましては、役場地階印刷室及びふれあいセン

ター３階の輪転機について、老朽化が著しいことから更新するものでございます。第２

目 財産管理費、第13節 委託料324万円の増額のうち、公有財産測量等183万６千円に

つきましては、広瀬三丁目地内の旧水道庁舎別館用地について測量分筆等を行うもので

ございます。庁舎整備検討資料作成等業務140万４千円につきましては、本庁舎の整備方

法を検討するため設計事務所に資料作成を委託するものでございます。第８目 自治推

進費６万７千円の増額でございます。第11節 需用費３万１千円につきましては、本年

３月５日に姉妹都市となった、アメリカ合衆国ケンタッキー州フランクフォート市の概

要などを紹介する展示コーナーを設置するため、展示用パネルを購入するものでござい

ます。第12節 役務費３万６千円につきましては、本町の児童生徒の作品等を姉妹都市に
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送付するための郵便代でございます。第14目 ふれあいセンター管理費１億71万円の増

額でございます。１階窓口防犯設備設置工事113万４千円につきましては、窓口カウンタ

ーの防犯対策として、可動式の間仕切りを設置するものでございます。防火シャッター

改修工事4,968万円及び次のページ、54の12ページにまたがりますが、エレベーター耐震

改修工事4,989万６千円につきましては、それぞれ新しい設備基準に対応すべく、改修す

るものでございます。 

第３款 民生費、第１項 社会福祉費、第７目 介護保険費、第19節 負担金、補助

及び交付金65万６千円の増額につきましては、特別養護老人ホームが実施する防犯対策

強化事業のための補助を行うものでございます。 

第２項 児童福祉費、第１目 児童福祉総務費81万円の増額につきましては、保育所

及び幼稚園の保育料の算出等のため、電算システムを改修するものでございます。第２

目 児童措置費35万４千円の増額でございます。本年度に大山崎町に開設されました「ひ

かり保育園」の病児・病後児保育施設の利用にあたりまして、本町住民の利用料を所得

に応じて助成するものでございます。第３目 児童福祉施設費28万円の増額でございま

す。産前・産後ヘルパー派遣事業の利用期間につきまして、これまでは「出産予定日の

２カ月前から」としていたものを、つわり、または切迫流産による体調不良時にも利用

できるよう、「母子健康保健手帳交付時から」に拡大するものでございます。 

54の13ページでございます。 

第４款 衛生費、第１項 保健衛生費、第２目 保健ヘルス事業費395万２千円の増額

のうち、第７節 賃金354万８千円の増額でございます。育児休業中の保健師１名につい

て、育児休業取得期間が延長となったことから、代替の保健師を雇用するものでござい

ます。第18節 備品購入費40万４千円の増額につきましては、毎年度開催しております

「歯の健康展」などの備品として購入するものでございます。 

第３項 清掃費、第２目 塵芥処理費１億円の増額についてでございます。本年度の

清掃工場施設改修工事にかかる費用につきましては、当初予算で１億円の予算枠を設定

しておりましたが、煙突の補修などについても早期に実施することが必要となったこと

から、今回、追加でお願いするものでございます。 

第７款 土木費、第２項 道路橋りょう費、第１目 道路維持費2,130万円の増額のう

ち、第13節 委託料1,200万円の増額でございます。街路樹診断業務につきましては、町

道東大寺水無瀬鶴ヶ池幹線歩道整備にあたり、樹木医による診断を行うものです。次に、

町道水無瀬青葉２号幹線歩道補修設計業務につきましては、歩道の急勾配の解消、橋り

ょうの補修など、歩道の補修工事にかかる設計を行うものでございます。第15節 工事

請負費930万円の増額でございます。町道尺代２号線舗装補修工事及び町道広瀬40号線ほ

か舗装補修工事につきましては、それぞれ舗装が老朽化により損傷しているため、舗装

工事を行うものでございます。54の14ページでございます。島本駅自由通路エレベータ
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ー改修につきましては、新しい設備基準に対応すべく改修するものでございます。 

第４項 都市計画費、第１目 都市計画総務費381万３千円の増額についてでございま

す。これにつきましてはＪＲ島本駅西地区における市街化区域への編入、用途地域の設

定、地区計画の設定等、都市計画決定を行うための業務を委託するものでございます。 

第８款 消防費、第１項 消防費、第３目 消防施設費1,717万９千円の増額のうち、 

第11節 需用費27万２千円の増額につきましては、山間部の捜索事案にも対応できるよ

う、山道に１１９番ポイントとして標識を設置するものでございます。第12節 役務費

１万円の増額につきましては、消防団桜井西側分団の小型動力ポンプ積載車の購入にか

かる保険料でございます。第15節 工事請負費73万１千円の増額でございますが、呼吸

器用高圧空気圧縮機の常設電源を新設するものでございます。第18節 備品購入費1,614

万１千円の増額でございます。分団小型動力ポンプにつきましては、老朽化による桜井

分団及び桜井西側分団のポンプを更新するものでございます。呼吸器用高圧空気圧縮機

は、消防士が火災現場などで使用する空気呼吸器ボンベに空気を充填する圧縮機につい

て、これまで業者に空気充填を依頼しておりましたが、より機動的な対応ができるよう

購入するものでございます。54の15ページでございます。小型動力ポンプにつきまして

は、老朽化している消防本部の小型動力ポンプを更新するものでございます。分団車両

につきましては、桜井西側分団の小型動力ポンプ積載車を購入するものでございます。

第27節 公課費２万５千円の増額でございますが、桜井西側分団の小型動力ポンプ積載

車の購入にかかる自動車重量税でございます。 

第９款 教育費、第２項 小学校費、第１目 学校管理費586万９千円の増額のうち、

第７節 賃金255万９千円の増額でございます。これまで、子どもの読書活動を推進する

ため、小学校４校に対し図書館司書有資格者である支援講師を２名配置しておりました

が、２学期よりさらに２名増員し、各校１名の配置体制に拡充するものでございます。

第15節 工事請負費331万円の増額でございますが、第三小学校に隣接するのり面が、土

砂災害特別警戒区域に指定されていることから、改修工事を行うものでございます。  

第４項 幼稚園費、第１目 幼稚園費243万８千円の増額のうち、第13節 委託料200万

９千円の増額でございます。これにつきましては、第一幼稚園の空調機設置に向け、本

年度、電気設備工事設計業務を行うものでございます。第18節 備品購入費42万９千円

の増額でございますが、第二幼稚園の夏の暑さ対策として冷風機３台を購入するもので

ございます。 

54の16ページでございます。第５項 社会教育費、第３目 文化財保護費312万６千円

の増額につきましては、ＪＲ島本駅西地区まちづくりに伴う試掘調査を実施するもので

ございます。第７目 図書館費117万５千円の増額でございますが、再任用職員の任期満

了に対応するため、臨時職員１名を雇用するものでございます。 

以上、簡卖ではございますが、平成29年度島本町一般会計補正予算（第１号）の説明
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を終わらせていただきます。よろしくご審議いただき、ご可決賜りますようお願い申し

上げます。 

上下水道部長（登壇） 続きまして、第55号議案 平成29年度島本町水道事業会計補正予

算（第１号）につきまして、ご説明申し上げます。 

  議案書の55の１ページをお開き願います。 

  本年度の当初予算につきましては、町長の改選期であることから、経常的経費、債務

負担行為などによる継続事業及び施設整備事業のうち、当初予算に計上する必要がある

ものを基本とした骨格予算で対応させていただいたところでございます。今回の補正予

算につきましては、すでにご可決いただいております当初予算とあわせまして、本年度

の水道事業の諸施策を推進するため､ご提案させていただくものでございます。 

  それでは、順次ご説明申し上げます。 

  第２条 収益的支出では、第１款 水道事業費用、第１項 営業費用で970万円を増額

するものでございます。 

  第３条 資本的支出では、第１款 資本的支出、第１項 建設改良費で３億7,270万円

を増額するものでございます。 

  なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額８億2,269万６千円は、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,019万円、減債積立金1,503万２千円、建設

改良積立金５億5,944万９千円及び過年度分損益勘定留保資金１億8,802万５千円で補て

んするものといたします。 

  続きまして、補正予算の内容につきまして、計画説明書により、ご説明申し上げます。 

  議案書55の５ページ、「資本的支出」でございます。第１款 水道事業費用、第１項 

営業費用、第１目 原水及び浄水費のうち工事請負費450万円の増額につきましては、上

下水道部別館用地として借地しておりました土地に埋設している導水管の一部につい

て、借地面積を縮小させるために移設するものでございます。第２目 配水及び給水費

のうち、委託料450万円の増額につきましては、現在、稼働休止中の第２低区配水池及び

向陽ヶ丘配水池等の除却に向けて実施設計を行うものでございます。第４目 総係費の

うち、委託料50万円の増額につきましては、上下水道部別館用地として借地しておりま

した土地と、隣接している水道事業用地と民地との境界確定を行うもので、負担金20万

円の増額につきましては、高槻市水道事業と関西大学との連携による大規模地震時の水

道管路被害予測（ハザードマップ）に関する共同研究事業に、本町水道事業が参画する

ものでございます。 

  第１款 資本的支出、第１項 建設改良費、第２目 拡張事業費のうち工事請負費１

億460万円の増額につきましては、上下水道部別館敷地内に第２大薮取水井の新設を実施

するものでございます。なお、第２大薮取水井の新設に伴い、水質悪化及び取水量の減

尐が見られ、改修効果も見込めない取水井、溝田・馬渡・長田の３取水井につきまして
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は、廃井することとしております｡ 

第３目 施設整備事業のうち委託料2,850万円の増額につきましては、平成30年度から

平成32年度施工に関わります水道管路更新のための実施設計を行うもので、工事請負費

２億3,960万円の増額につきましては、広瀬・青葉地区における老朽配水管布設替え工事

8,400万円及び第二曝気塔新設工事１億5,560万円によるものでございます。なお、第２

曝気塔につきましては、大薮浄水場内に新設するものでございます。 

以上、簡卖ではございますが、平成29年度島本町水道事業会計補正予算（第１号）の

説明を終わらせていただきます。よろしくご審議いただき、ご可決賜りますようお願い

申し上げます。 

川嶋議長  以上で、町長の施政方針並びに各議案に対する担当者からの提案説明は終わり

ました。 

  それでは、これより町長の施政方針並びに第 53号議案から第 55号議案までの３件に

対し、会派代表並びに会派に所属しない議員による大綱質疑を行います。 

  質疑の順は、大阪維新の会、人びとの新しい歩み、公明党、コミュニティネット、自

由民主クラブ、河野議員の順で行います。 

  なお、質疑の内容は大綱的なものに止めていただきます。 

  それでは、最初に、大阪維新の会の発言を許します。 

大久保議員（登壇） それでは、平成 29年度山田町長の施政方針に対し、大阪維新の会を

代表いたしまして大綱質疑を行います。 

  2025 年には団塊の世代の方が後期高齢者となり、尐子超高齢化時代のピークを迎えま

す。このような情勢の中、深刻な人手不足を受け、2018年の春卒業見込みの大学・大学

院生らの就職内定率が急上昇、また有効求人倍率が大阪府におきまして 1.52倍と、近畿

内でも最も高い水準となり、雇用に関する経済指標の改善が目立っております。 

  しかしながら、島本町における財政状況は以前にも増して厳しい状況であることに変

わりがありません。また、北朝鮮によるミサイル発射により、朝鮮半島の緊張が高まっ

ております。日本に、北朝鮮が発射した弾道ミサイルが着弾することも現実的な問題と

なりました。 

  このような現状の中、現在の島本町の厳しい状況についての率直なお考えをお尋ねし、

以下、数項目についてお尋ねします。 

  １．「効率的かつ効果的な行財政運営」について。 

  平成 27年度末の本町における一般会計分の町債が 109 億円、積立金が 42億円となっ

ております。積立金におきましては、本町の資産売却費 22億円が入っており、これ以上

増える見込みがないと思われます。また、優良企業日立金属の撤退、65歳以上の人口増

加など、税収が増える見込みも厳しい状況にあります。このままの状態では、住民サー

ビスを減らすか、町債を増やすしかありません。 
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  このような状況下、町長の「島本町の財政状況に対する認識と今後の広域連携、合併

問題も含めた行財政運営」について、お尋ねします。 

  ２．「平和と基本的人権尊重のまちづくり」について。 

  「核兵器廃絶平和都市宣言の趣旨に基づき、平和の尊さ、大切さについての啓発に努

める」とのことですが、本町におきましても北朝鮮からのミサイル攻撃による不測の事

態に､今一度備える必要があると考えますが、町長のご見解をお尋ねします。 

  ３．「大規模災害時の防災対策」について。 

  ①平成 28 年度大阪府下の市町村における業務継続計画（ＢＣＰ）の策定状況を見ます

と、58.1％に達しております。災害時に資源（人・物・情報）等が制約を受けた場合で

も、一定の業務を的確に行えるよう業務継続計画を策定し、その対策を事前に準備して

おくことが必要であると考えます。本町におきましても迅速に策定する必要があると考

えますが、どのような内容で、いつまでに策定されるのか、お尋ねします。 

  ②单海トラフ地震のような大規模災害におきましては、自衛隊との連携が不可欠であ

ると考えます。担当自衛隊部隊との情報共有や合同訓練は必須と考えますが、町長のご

見解をお尋ねします。 

  ４．「消防の広域化」について。 

  本町の財政状況を考え、住民の安全・安心を守る責務を全うしていくためには、創意

工夫をこらした部隊の強化、高規格資機材の整備、組織の活性化を図る必要があり、一

部事務組合や広域連合など、自治体の枠を超えた消防組織を作る必要はありませんか。

町長のお考えをお尋ねします。 

  ５．「ＪＲ島本駅西地区の土地区画整理について」でございます。 

  ＪＲ島本駅西地区の土地区画整理におきまして、医療・福祉ゾーン、駅前商業ゾーン、

農地保存ゾーン、集約換地ゾーンなどの構想が出ておりますが、具体的に今後どのよう

な区画整理を実施していくのか、お考えをお尋ねします。 

  ６．「福祉ふれあいバス」について。 

  福祉ふれあいバスにつきまして、「さらなる対象拡大を検討する」とのことですが、

これに代わり、コミュニティバスの運用についてのお考えがないか、お尋ねします。 

  ７．「住民サービスの向上」について。 

  住民サービスの向上を図るため、「住民票の写し等各種証明のコンビニ交付を検討」

されるとのことですが、財源の確保とタイムスケジュールを含め、お示しください。 

  ８．「役場庁舎の耐震化」について。 

  役場庁舎の災害時における行政機能の確保のため、「耐震補強や建て替えなど、耐震

化の方向性について検討」されるとのことですが、住民サービスに重要なデータ管理と

災害時の運用について、お尋ねします。 

  以上、よろしくお願いします。 
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山田町長 それでは、大阪維新の会を代表されての大久保議員の大綱質疑に、ご答弁申し

上げます。 

  まず、１点目の「行財政運営について」でございます。 

  積立金につきましては、予算において収支の不足を補うために取り崩すこともあれば、

町税収入等が予算より上振れした場合や、町有地の売払い収入があった場合などには、

将来の財政運営を円滑に行うために積み立てる場合もございます。従いまして、収支の

状況により、積立金が増額となることもございます。しかしながら、65歳以上人口が増

加する中で、個人住民税収入の大幅な増額を見込むことは難しく、引き続き厳しい財政

状況が続く見通しでございます。 

  「このままの状態では、住民サービスを減らすか、町債を増やすしかない」とのご指

摘でございますが、厳しい財政状況にあっても、法令等により義務付けられている町の

住民サービスは、引き下げることはできません。従いまして、町の独自サービスから見

直しを行うとともに、限られた財源を有効に活用するため、必要な事業を精査し、効率

的・効果的な行財政運営に努めてまいりたいと考えております。 

また、町債を発行することは法定の要件に該当する場合しか認められておりませんの

で、たとえ収支が悪化したとしても、赤字を補てんするために町債を発行することはご

ざいません。 

  なお、広域連携及び市町村合併につきましては、先日、貴会派所属議員からの一般質

問にお答えしたところでございますが、効率的かつ効果的な行財政運営を進めるため、

地域間の広域連携を目指してまいりたいと考えております。 

  次に、２点目の「平和」に関する質問でございます。 

  本町では、平和を愛する文化都市として、町の将来を担う子どもたちの未来が永遠に

戦争のない平和な社会で、豊かな暮らしができるよう願い、昭和 62 年に、議会決議によ

り「核兵器廃絶・平和都市」を宣言し、この趣旨に基づき平和の大切さの啓発に努めて

おります。 

  北朝鮮からのミサイル攻撃につきましては、本町の「国民保護計画」において、武力

攻撃事態のうち、弾道ミサイル攻撃として規定しているものに該当すると考えておりま

す。同計画では、発射後極めて短時間で着弾することが予想されるため、迅速な情報伝

達と適切な対応によって被害を局限化することが重要としております。 

  具体的には、近傍のコンクリート造等の堅ろうな施設などへの避難が必要となること

から、全国瞬時警報システム等による国からのミサイルの発射情報等を、いち早く防災

行政無線やエリアメールなどで住民の皆様に伝達する体制をとっております。また、本

町のホームページにおきましても、弾道ミサイルが飛来する恐れがある場合の対応につ

いて周知しているところでございます。 

  次に、３点目の①「業務継続計画について」でございます。 
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  この計画は、行政が大規模災害で被災した場合でも、いち早く応急対応や復旧活動、

また非常時に優先すべき業務等に対応できる体制を構築することを目的に、優先的に実

施すべき業務を特定するとともに、業務の執行体制や対応手順、業務継続に必要な資源

の確保等をあらかじめ定めるものでございます。 

  具体的には、国の「市町村のための業務継続計画作成ガイド」に記載されている、特

に重要な要素である電気・水・食料や通信手段の確保について定めるとともに、非常時

優先業務の整理等について関係部局との協議を行い、各部局で実施すべき時系列の災害

対応業務を選択し、業務の執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確保等をあらかじ

め定めることで、大規模災害時においても住民ニーズに対応できるようにするものです。 

  なお、計画は本年度中に策定してまいりたいと考えております。 

  次に、②の「自衛隊との連携について」でございます。 

  本町の「地域防災計画」でお示ししておりますとおり、单海トラフ地震のような大規

模災害時には大阪府知事に派遣要求を行い、陸上自衛隊第３師団に対し派遣要請するこ

ととしております。陸上自衛隊には、毎年、本町の総合防災訓練において、救助訓練や

救助機材の展示などを実施していただいております。また、本町と自衛隊との意見交換

を毎年行うなど、非常時に備えた連携に努めているところでございます。 

  次に、４点目の「消防の広域化について」でございます。 

  自治体の枠を超えた消防組織につきましては、ご質問にあります「地方自治法」第 284

条第２項に基づく一部事務組合の設置や、同法第 284条第３項に基づく広域連合の設置

がございます。 

  昨年４月１日現在、全国には 733の消防本部があり、その内 442の消防本部は市町村

が卖独で運用しており、291 消防本部が一部事務組合等による広域的な消防組織となっ

ております。また大阪府内では、27 消防本部のうち 22 消防本部が市町卖独で、５消防

本部が一部事務組合を組織し、広域的な消防組織となっております。 

  一部事務組合や広域連合によります消防組織の設置につきましては、卖独で消防業務

を行うことが困難な市町村や、消防力の強化を目的に消防の広域化を行い、複数の市町

村が共同で消防業務を行うものであると認識しております。本町が属する三島地域の自

治体におきましては、人口 20万以上の都市が３市あり、現状の消防力が充実しているこ

とから、あえて一部事務組合等による広域化は進みにくい状況であるものと考えており

ます。 

  本町におきましては、現有の消防力を活用するとともに、自治体の枠を超えた消防相

互応援・連携協定を高槻市や大阪府内の消防本部等と締結して運用していることから、

災害時には、それらを活用して適切な対応を行ってまいります。 

  なお、昨年度から大阪府におきまして、今後の消防力の強化に向けた課題や解決方策

等について検討を行うべく、「消防力強化のための勉強会」が立ち上げられており、本
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年度末には勉強会の取りまとめが行われる予定でございます。 

  次に、５点目の「ＪＲ島本駅西地区の土地区画整理について」でございます。 

  ＪＲ島本駅西地区における土地区画整理事業につきましては、ＪＲ島本駅西土地区画

整理準備組合において、昨年８月に当該事業にご協力いただくことのできる民間事業者

を業務代行予定者として募集され、昨年 11月の業務代行者審査選定委員会を経て、本年

１月に開催されましたＪＲ島本駅西土地区画整理準備組合の総会において、本事業に協

力される業務代行予定者を選定されたところでございます。 

  現在、準備組合におかれましては、全地権者対象の意向調査や現地調査として測量を

実施されているところである旨、お聞きいたしております。その後、準備組合とされま

しては、それらの調査結果を踏まえ、まちづくりの素案を作成されるものと認識いたし

ております。 

  それらの内容を踏まえ、本町といたしましては、今後、都市計画手続きを進めてまい

りたいと考えております。 

  次に、６点目の「福祉ふれあいバスについて」でございます。 

  福祉ふれあいバスにつきましては、これまでも必要に応じて、適宜乗車対象者の見直

しを行っており、昨年６月から、これまでの 65歳以上の年長者や障害をお持ちの方、妊

婦の方と同伴する就学前のお子様に加えて、４ヵ月児健康診査の対象となったお子様と

その保護者にも利用していただけるよう、乗車対象者を拡大したところでございます。 

  今後も、町の福祉の向上を図るために行うという福祉ふれあいバス本来の運行目的を

踏まえつつ、さらなる利用者の拡大などの検討を行ってまいります。その検討を進める

うえで、必要に応じて、運行目的等についても調査・研究を行ってまいりたいと考えて

おります。 

  次に、７点目の「住民サービスの向上について」でございます。 

  住民票の写しなどの各種証明書をコンビニで取得することを可能とする、いわゆる「コ

ンビニ交付」につきましては、本年６月１日現在、府内 43自治体のうち 21自治体が導

入しております。この導入にあたっては多額の初期費用を要することから、国から平成

30年度までの時限的措置として、上限５千万円の範囲内で、特別交付税措置が講じられ

る旨の通知を受けておりました。 

  しかしながら、その後、国から特別交付税措置期間を平成 31年度まで延長するととも

に、上限額を６千万円に引き上げる旨の方針が示され、また初期費用の大部分を占める

システム構築等につきましても、複数のシステム事業者が町村を対象とした廉価版シス

テムの開発を検討している旨、報告を受けております。 

  このような状況であるため、現時点で明確なスケジュールをお示しすることはできま

せんが、導入にかかる費用負担金額が大きく変動することから、システム開発の動向を

注視するとともに、先行自治体の導入状況等の調査・研究を進めており、本年度は、交
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付する証明書の種別や必要経費等も踏まえたうえで、導入の可否について具体的な検討

を進めてまいりたいと考えております。 

  次に、８点目の「役場庁舎の耐震化について」でございます。 

  本庁舎につきましては、耐震診断の結果、耐震化が必要であることから、その整備方

法について検討することとしております。本庁舎の現況に鑑み、コンピュータシステム

の基幹系プログラム及びデータにつきましては、バックアップデータを毎日抽出し、ふ

れあいセンターに保管している状況でございます。今後、本庁舎において耐震性が確保

された場合には、本庁舎内で管理運営していく予定でございます。 

  一方、現在、大阪府を事務局とする自治体クラウド検討会が設置されており、本町も

この検討会に参加し、先進自治体における自治体クラウドの効果や課題等について、調

査・研究を進めているところでございます。府内では、複数の団体で共同クラウドを進

める動きがあり、クラウド・コンピューティングの導入は、経費削減効果もさることな

がら、災害時におきましても所管するデータを専用のセンター等で安全に管理できるメ

リットがございます。 

  従いまして、本町の基幹システムの賃貸借契約が満了する平成 32 年度までに、経費面

だけでなく、災害等に備えた適切なデータ管理の手法の一つとして、他団体の事例など

も参考に、検討してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

大久保議員 大綱質疑ではありますが、１点だけ、質問させていただきます。４番目の「消

防の広域化」について、再質問でございます。  

  過去にも、消防の広域化・連携についての質問があったと認識しております。これは

重要課題として認識しておられて、近隣消防本部との連携強化を図るとの回答でしたが、

本町の財政状況を鑑みまして、ぜひとも消防の広域化を進めていただきたいと思います

が、今一度、お考えのほうをお示しください。 

消 防 長  消防の広域化についての再度のお尋ねでございますけども、先ほど町長からご

答弁申し上げましたように、近隣の自治体につきましては人口が 35万であったり 27 万、

あるいは 36万の都市がございまして、なかなか、ご質問にございます一部事務組合、あ

るいは広域連合の必要性というのは､その市におかれましては認識がないという状況で

ございます。 

  平成 20年の３月に、大阪府のほうで広域化の推進計画というのを策定をされまして、

府内のブロックごとに広域化について検討した経過がございます。その中におきまして

も、本町は北ブロックということで､淀川から北の７市３町の自治体で詳細を検討したと

ころでございますが、やはり大きな自治体がかなりございますので、当時は広域化のメ

リットがあまりないということで、現時点では広域化が進んでないような状況でござい

ます。 
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  ただ、町長からご答弁申し上げましたように、昨年度から大阪府におきまして、再度、

消防の広域化に向けた課題、それから解決方策について、今、検討を行っているという

状況でございますので、今年度中に、その報告書が取りまとめられる予定でございます。

それを踏まえまして、また府内の消防本部で様々な議論があるのかなというふうに認識

をしております。 

  以上でございます。 

大久保議員  どうもありがとうございました。 

  細部につきましては、各常任委員会で質疑させていただきます。これで終わります。 

川嶋議長  以上で、大阪維新の会の大綱質疑を終わります。 

  この際、暫時休憩いたします。 

（午後２時 09 分～午後２時 20分まで休憩） 

川嶋議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  引き続き、人びとの新しい歩みの発言を許します。 

中田議員（登壇） 2017 年度山田町長の施政方針に基づき、人びとの新しい歩みを代表い

たしまして､大綱質疑を行います。 

  ①点目．「島本駅西地区の市街地化に向けたまちづくりは時代の流れと逆行していま

す」 

  日本社会の、右肩上がりの経済成長の時代は終わりました。人や物、お金があふれる

時代ではなく、開発すれば町が活性化するという今までのやり方では、うまくいかない

ことは明らかです。近隣の大きな自治体と張り合って、駅前にマンションや商業施設を

造ったとしても、規模ではかないません。同じ土俵で争っていては、限られた「ひと・

もの・お金」の流れを島本に向けさせることは難しいのです。 

  では、どうするか。近隣の自治体にはない魅力をアピールするのです。私たちの町・

島本の良さはどこにあるのか。それを見極め、地域の潜在力を引き出しましょう。私は、

駅前に拡がる田園風景を活かしたまちづくりが、その可能性だと考えます。これが、小

さな町・島本の生き残る道ではないでしょうか。 

  駅前のコンクリートをはがし、森に戻す。今、日本ではそんな逆開発が行われている

場所さえあります。昨年、国は「都市農業振興基本法」に基づき、「都市農業振興基本

計画」を閣議決定しました。「宅地化すべきもの」とされていた都市農地を「あるべき

もの」へと、定義づけを 180度転換したのです。世の中の流れは変わってきています。

小さな町・島本が生きて行くには、その流れを敏感に掴み、機敏に変化に対応していく

必要があります。 

  駅西側の景観に魅力を感じて、島本町に転入してくる若い世代も増えてきています。

改選前に議会に提出された「ＪＲ島本駅西側地区を農地として維持し活用することを求

める請願」に代表されるように、多くの町民に愛される島本駅西側の「農のある景観」
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に対して、多額の税金を投入してまで市街地に編入する方向でまちづくりを進めること

は、この町の方向性として不合理な選択であると言わざるを得ません。町長のお考えを

お示しください。 

  ②点目．「時代は都市農地を求めています」 

  国の方針として、「宅地化すべきも」から「都市にあるべきもの」と、大きく位置づ

けが転換された都市農地ですが、高齢化や担い手不足、遺産相続などで、島本町の市街

地に残る農地は次々と宅地化されていっているのが現状と認識しています。 

  昨今の状況の変化、例えば「食」の安全への意識の高まり、都市住民のライフスタイ

ルの変化や農業への関心を持つリタイア層の増加、学校教育や農業体験を通じた「農業」

に対する理解と地域コミュニティ意識の高まり、人口減尐に伴う宅地需要の沈静化等に

よる農地転用の必要性の低下、東日本大震災を契機とした防災意識の向上による避難場

所等としての農地の役割への期待、都市環境の改善や緑の安らぎ、景観形成に果たす役

割への期待などが、「都市農業振興基本法」の制定へと繋がっています。つまり、時代

は都市農地を求めています。 

  島本町でも、「都市農業振興の取り組み」が期待されます。具体的には、取り組みと

して何を予定されていますか。農地保有者の高齢化、担い手不足には対策を取られてい

ますか。 

  ③点目．「保育所の現実」 

  新たな大型マンションの開発ラッシュにより、島本町の保育需要はますます高まって

います。ただでさえ待機児童が出ている現状で、子育て世代の保育所を巡る様々な状況

に対する危機感は想像に難くありません。 

  「児童福祉法」第 24 条により市町村には保育の実施義務があり、需要を予測し、保育

施設を造ることが責務となっています。その際、保育の量だけでなく質も保障すべきで

す。待機児童対策として、４～５歳児に対する上乗せ基準を国基準に戻すことは、待機

児童の若干の解消には繋がるものの、同時に保育の過密と保育士の負担増を引き起こし

ます。数のつじつま合わせで保育士の確保をしても、働く環境が悪ければ辞めていく、

また採用に奔走すると、さらなる悪循環に陥るのではないでしょうか。一方、今年度か

ら行われた保育所の臨時職員の賃金卖価の増額は、保育士のモチベーション向上に伴い、

保育の質の向上に一定効果があったものと評価します。 

  今後、大型マンションの開発ラッシュによる保育需要の急激な増加とともに、町内の

保育所の整備や増設が急務であると認識しています。そこで、質問です。 

  保育所と幼稚園の一体的施設については、公立の運営が望ましいと思いますが、どの

ように考えておられますか。第四保育所の耐震化は、どのようにされる予定ですか。 

  幼稚園の廃止や保育所の民営化など、大きな制度変更にあたっては、当事者である保

護者、現場職員の意見を、まずは聞くべきと考えます。町長のお考えをお示しください。 
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  ④点目．「部活動問題の改善に向けた休養日の設定」について。 

  文部科学省は今年１月、全国の教育委員会に向けて、中学校の部活動について「適切

な休養を伴わない行きすぎた活動は、教員、生徒、ともに様々な無理や弊害を生む」と

して、休養日を適切に設定するよう求める通知を出しました。 

  ここでのポイントは、当事者として教員と生徒の両方にとって休養が大事である、と

している点です。今回、施政方針では「教職員の長時間労働への対策」としていますが、

当事者は教職員だけではありません。生徒の観点からも考えられるべきです。島本町で

は、生徒の部活動の活動時間や休養日の実態を把握する取り組みは行われていますか。

島本町でも昨年、行き過ぎた部活動指導の実態、休養日の練習過多等について心配する

保護者の意見があったということが、民生教育消防常任委員会で明らかになっています。 

  文部科学省の示した休養日の目安は、「中学校で週２日以上、長期休業中の活動につ

いては、ある程度、長期のまとまった休養日を設け生徒に十分な休養を与える」という

ものです。一方、今回の施政方針で示された本町の休養日は「週１日以上」とあり、目

安と比べると不十分と言わざるを得ません。 

  日頃から多様な経験をすることが子どもの心身の発達に必要なことであり、部活動漬

けになることは、決して良いこととは思えません。本来であれば週に２日以上、文部科

学省が示したガイドラインが達成されることが求められていると思うのですが、町長は

どうお考えですか。文部科学省は、休養日数の基準などを示すガイドラインを今年度中

に作ることにしているそうです。今後も継続して検討していく必要があると思いますが、

いかがでしょうか。 

  ⑤点目．「町長によるタウンミーティング」 

  島本は、人口３万人と小さな町です。町の小ささは、本来、行政と住民の間のきめ細

やかなコミュニケーションを容易にするはずです。しかし、現実はどうでしょう。住民

には、事態がどう進んでいるのかわからないまま、話がほぼ決まった状態で、行政から

結果だけが示されるというコミュニケーション不在の意思決定が目立ちます。例えば、

保育所の民営化問題、住民ホールの解体、町立プールの廃止、島本駅西地区の開発計画

がそうです。 

  このような現状を変えるため、町長自らが地域に出向き行われるタウンミーティング

で、住民参加のまちづくりが実現することを期待します。実施時期、形態など、お考え

はすでにありますか。 

  ⑥点目．「清掃工場の維持管理とごみ減量の課題」について。 

  尺代の清掃工場は、施設稼働後 26 年を経過していますが、平成 27 年度に行われた精

密機能検査の結果、整備状況は比較的良好であるとされました。過去に一度、不具合整

備に大規模な改善を図っていることもあり、「老朽化は認められるものの処理能力機能

に影響はない」との見解が示されています。また、今後の対応として、「ごみの分別・
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資源化などにより、焼却量自体の軽量化に努めることが望ましい」との専門的見解です。 

  実効性のあるごみの減量化や再資源化について、具体的な手法をお考えですか。数値

目標の設定はできているのでしょうか。 

  ⑦点目．「ふるさと納税における返礼品制度の問題点」について。 

  「ふるさと島本応援寄附金制度のさらなる充実を図ります。」とのことですが、具体

的には、どのようなことを考えておられますか。返礼品の競争が過熱化する現状、問題

点は、様々なところで指摘されているところです。所沢市のように、返礼品を得るため

の競争から下り、故郷や自治体を応援したいという制度に戻すと、返礼品をやめる自治

体も出てきています。 

  そんな中、島本町は昨年度から返礼品を設定したばかりです。残念ながら後追い感、

タイミングを逸している感がぬぐえません。本来、福祉や教育に使われるべき税が返礼

品となり、一部の人だけが得をする構造になっています。制度本来の目的に立ち戻り、

返礼品について考え直すべきときではないでしょうか。町の見解を問います。 

  ⑧点目．「『行財政改革プラン』の策定作業には住民の参加を」  

  「行財政改革プラン」は、住民サービスに深く関わるものです。小規模自治体である

本町が今後も行政サービスを安定的に提供していくためには、適材適所に無駄なく、効

率的に予算を配分することが必須です。そのためには、当事者である住民の要望がどこ

にあるのかを把握することが必要です。 

  「第４次行財政改革プラン」時には、有識者、住民、職員で構成する島本町行財政改

革推進委員会を設置していました。第６次プランの策定の際にも、住民の意見が真に反

映されるよう､幅広い世代の住民が参加する検討委員会の設置を求めます。その予定はあ

りますか。 

  ⑨点目．「土砂埋め立ての規制に関する条例策定が必要です」 

  平成 26年２月、豊能町の残土処分場で崩落事故が発生し、地域住民に多大な影響を及

ぼしました。本町においても、NEXCO 西日本の新名神高速道路のトンネル掘削工事の残

土搬入計画があり、通園・通学路の安全や、環境・防災への影響が懸念されています。

また、山間部への残土処分行為も想定されます。 

  大阪府では、災害防止と生活環境の保全を目的に「大阪府土砂埋立等の規制に関する

条例」を、平成 26年 12 月 26日に制定、平成 27 年度７月１日から施行されています。

府条例の主な規制項目と、それに加えて本町独自の対策が必要な理由を、それぞれ具体

的にお示しください。 

  ⑩点目．「水道事業は直営で」 

  ６月の「水道週間」、大薮浄水場の一般公開、特に 100％の純地下水の試飲と持ち帰

りが好評で、多くの参加があったと聞き及びます。広報しまもとの内容の充実と、地下

水 100％の水道水の試飲という企画の成果と、評価しています。 
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  施政方針には、「次期水道事業財政計画作成にあたり、効率的な事業運営に努める」

と書かれています。島本町水道事業が大阪府広域水道企業団に統合されたり、大薮浄水

場の運転等の管理に包括民営化が導入されては、地下水を供給する町の責任と使命はど

うなるのでしょうか。統合せず、将来的に直営で行うことを求めます。町長のお考えを

お示しください。 

  ⑪点目．「社会保障制度としての国民健康保険事業」 

  広域・統一化により、島本町が行う事務内容はどのように変わるのでしょうか。島本

町の特別会計の歳入歳出に、どういった変化が起こりますか。医療費の支払いを府が一

手に引き受けて財源を掌握することになり、議会から運営が見えにくくなる一方、市町

村が行う事務に大きな軽減はないと認識します。 

  府が示している広域化による１人当たり保険料影響額によると、島本町は 7,747円増

です。しかし、これは加入者の平均値であって、高所得者層、低所得者層の保険料が､

それぞれどの程度の値上げとなるのかなど、実態は不透明なままです。基礎自治体が独

自に行ってきた保険制度ですから、そもそもの算定の前提基準もバラバラです。 

  制度改正の目指すところはどこにあるのか、加入者にメリットはあるのか。「国民健

康保険法」を根拠とし、国民皆保険を支える社会保障制度として運営するため、基礎自

治体に何ができるのか、お考えをお示しください。 

  ⑫点目「各種証明書の交付のコンビニ交付」について。 

  今年度の検討は、具体的にどのような内容になりますか。すでに導入に向けて準備を

進めておられたと認識していますが、イニシャルコスト、ランニングコストなど、費用

対効果の視点が欠かせません。また費用対効果を考えるとき、マイナンバーカードの普

及率が課題になります。マイナンバーカード交付の現状と、費用対効果に対する考え方

をお示しください。 

  以上、ご答弁、よろしくお願いいたします。 

山田町長 それでは、人びとの新しい歩みを代表されましての中田議員の大綱質疑に、ご

答弁申し上げます。 

  まず、①点目の「島本駅西地区のまちづくりについて」でございます。 

  現在、ＪＲ島本駅西地区の地権者の皆様におかれましては、土地区画整理事業という

手法を用いて、まちづくりを実施されておられるところでございます。当該地域でまち

づくりを実施されている背景といたしましては、平成 20年３月に開業いたしましたＪＲ

島本駅の駅前であるという地理的な理由だけではなく、当該地域で農業を営まれている

方々の高齢化や、それに伴い後継者が不足しているという現状から、営農の継続が困難

となられていることや、相続に伴う土地の細分化、土地の売却等の理由があげられます。 

  また、このような理由から、このままの状況では、一般的にインフラ整備が不十分な

地区において無秩序な土地利用がなされることが危惧されるところではございますが、
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当該地区では区域一体の計画的なまちづくりを実施されているため、本町といたしまし

ても、「島本町都市計画マスタープラン」の趣旨との整合性を踏まえ、ご支援をさせて

いただいているところでございます。 

  今後につきましては、本町といたしましても駅前のまちづくりという地理的特性を勘

案し、地権者の皆様のご意向が、一定踏まえられた素案が作成された段階におきまして、

準備組合の皆様並びに業務代行予定者の事業者の皆様のご協力に基づき、住民の皆様の

ご意見をいただくための手法について検討してまいりたいと考えております。 

  なお、その際にいただいたご意見につきましては、事業の実現性はもとより都市計画

マスタープランや関係計画等との整合性を確認させていただいたうえで、総合的な見地

からの判断を踏まえ、まちづくりを進めてまいりたいと考えております。 

  次に、②点目の「都市農業の振興について」でございます。 

  都市農業の有する機能は、都市住民に新鮮な農産物を供給する機能だけではなく、防

災や景観形成、国土・環境の保全、住民が農作業に親しむ場、農業に関して学習するこ

とができる場、農業を営む者と都市住民の相互交流の場、都市住民の農業に対する理解

の醸成の場など、多様な機能を果たしていると言われております。 

  これまでも本町では、ファミリー農園におきまして、農家ではない方にも土に親しみ

を持っていただく機会が提供されております。また学習田におきましては、小学生が農

業体験を行うとともに、学校給食に地場産のものが一部提供されるなど、農産物の供給

という農地本来の機能以外にも多面的な機能が発揮されており、今後も各取り組みを推

進してまいります。また、新たな都市農業振興の取り組みとして、これまで桜井地区の

みで行っていた景観形成作物の促進に関する事業、いわゆるレンゲ米の栽培に対する支

援の取り組みを町内各所で展開していくことについて、現在、農業実行組合長会と協議

を行っているところです。 

  担い手づくりに関しましては、農業者の後継者育成を図ることを目的に、高槻市農業

協同組合に対して補助金を交付するとともに、大阪府が開催する新規就農を目指す方を

対象とした相談会や、農業に関する技術を学ぶ農業大学校に関する情報を提供しており、

引き続き支援してまいります。さらに他の自治体との意見交換等も行いながら、本町の

地域性や財政状況等を踏まえた都市農業の取り組みにつきまして、調査・研究してまい

りたいと考えております。 

  次に、⑤点目の「町長によるタウンミーティングについて」でございます。 

  本町においては、これまで「私の声」や町ホームページの意見フォーム、各種計画策

定の際のパブリックコメントの実施、また政策立案等の内容に応じた住民意識調査など、

様々な広聴手法により町政に対する住民意見の聴取に努めてきたところでございます

が、今回、私自身が住民の皆様のお声を直接お聞きするとともに、自らの言葉でお伝え

する場として、新たにタウンミーティングなどの実施を検討してまいりたいと考えてお
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ります。 

  実施にあたりましては、事業の趣旨を踏まえつつ効率的かつ効果的な手法について、

他団体の状況なども参考にしながら、持続可能な形で、できるだけ早い時期に実施でき

るよう、検討してまいりたいと考えております。 

  次に、⑥点目の「清掃工場の維持管理とごみ減量の課題について」でございます。 

  清掃工場の施設及び処理機能の状況につきましては、平成 27 年度に実施した精密機能

検査において、比較的良好であり適切な維持管理ができているものの、老朽化している

箇所があることが判明しております。施設の長寿命化を図るためには、毎年保守点検を

行い、財政との整合を図りつつ適切な改修工事を行うとともに、焼却炉への負担を軽減

するため、ごみを適切に分別することが重要でございます。 

  本町では、ごみの分別や再資源化に関する取り組みといたしまして、昨年４月から、

ごみ袋の中身が見えることによる分別意識の向上やごみ排出量の抑制等を目的に、ごみ

袋の透明・半透明化を実施しております。また、年２回住民の皆様に配布しております

ごみ収集日程表にて、家庭ごみの分け方・出し方について啓発を行うとともに、各自治

会より選出されている廃棄物減量等推進員の皆様に、年３回、ごみの減量化等に関する

研修を実施しております。 

  次に、数値目標の設定につきましては、平成 27年３月に策定いたしました「島本町一

般廃棄物処理基本計画」において、平成 41 年度のリサイクル率を 13.6％としておりま

す。さらに本年度においては、再生資源の持ち去りに関する規制条例につきましても検

討しており、今後も本町のリサイクル率の向上に努めてまいりたいと考えております。 

  次に、⑦点目の「ふるさと納税について」でございます。 

  昨年 11月から業者と委託契約を行い、返礼品の充実等を図り、返礼品の数は一定確保

いたしましたが、依然として、町の住民の方の他市町村に対する寄附額が大きく上回っ

ている状況でございます。 

  このような中、本町といたしましては、町の魅力を積極的に発信するため、離宮の水

ブランディング事業により、今後、認証された町内の製品等が生まれた際には、これら

につきましても、返礼品に追加できるよう充実を図ってまいりたいと考えております。

一方で、本年４月１日には、総務大臣から改めて制度の趣旨に沿った責任と良識のある

対応を徹底するよう指示があり、本町においてもその指示内容に沿った対応を取ってい

るところであり、今後につきましても、国の通知等を鑑みたうえで、本制度の趣旨に沿

った取り組みを進めてまいります。 

  さらに、返礼品の充実のみならず、寄附者の方が町の取り組みを応援し、寄附を行い

たくなるような手法についても、先進的な事例をもとに今後検討してまいりたいと考え

ております。 

  次に、⑧点目の「行財政改革プランについて」でございます。 
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  小規模自治体である本町が、今後も継続して行政サービスを提供していくためには、

今まで以上に効率的かつ効果的な行財政運営を推進し、安定的な財政基盤を確立する必

要があるものと考えております。このため、現在、次期「行財政改革プラン」の策定作

業を進めているところでございます。 

  策定手法につきましては、直近の「第５次島本町行財政改革プラン」を踏襲してまい

りたいと考えておりますが、庁内のプロジェクト会議における議論等を踏まえて素案を

お示しし、パブリックコメント等による住民の皆様のご意見を反映させたうえで、成案

化してまいりたいと考えております。 

  次に、⑨点目の「土砂埋立ての規制に関する条例について」でございます。 

  大阪府では、災害の防止及び生活環境の保全を目的とし、土砂埋立て等について必要

な規制を行うため、「大阪府土砂埋立等の規制に関する条例」を制定し、平成 27 年７月

に施行されております。この条例は、建設工事等により発生した土砂を対象に、埋立、

盛土、堆積などの行為を許可制とし、規制するものでございます。3,000 ㎡以上の土砂

埋立て等が規制対象となり、災害の発生を未然に防止するため、地下水等の排除や擁壁

設置等に関する構造上の基準に適合していることなどに加えて、違反者を処するための

罰則規定も設けられております。 

  しかしながら、本町域内は山間部が多く、府条例の対象とならない小規模な埋立て等

が想定されますことや、土砂埋立て等が大規模となった際には速やかな是正が困難にな

るケースがあること、また近隣市においても小規模な土砂埋立て等を規制する独自条例

が制定されており、広域的な規制を行う必要があることから、本町におきましても独自

条例の制定が必要であると考えております。 

  次に、⑩点目の「水道事業について」でございます。 

  大阪広域水道企業団との統合につきましては、本年４月に四條畷市、太子町、千早赤

阪村の３団体が事業統合し、また泉单市、阪单市、豊能町、能勢町、忠岡町、田尻町、

岬町の７団体につきましても、平成 31年４月からの事業統合に向けまして、現在、検討

協議が進められております。 

  大阪広域水道企業団では、大阪府の定める「大阪府水道整備基本構想」における広域

化のロードマップの最終目標である「府域一水道」の実現を目指し、府域水道事業との

統合を進めていく予定とされておりますが、「この期限については、設けない」という

ことが 42市町村全ての共通認識であり、また統合する際の 42市町村共通の条件として、

「自己水源については、市町村の意見を尊重する」こととされております。 

  これまでの大阪府や大阪広域水道企業団からのアンケート調査では、「現時点では、

統合検討を考えていない」「当面は、企業団との統合を考えていない」と回答させてい

ただいており、水道事業の使命である「いつでも どこでも 安全でおいしい水を低廉

に供給する」ことを実現するためにも、引き続き健全な財政運営とともに、経費縮減に
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よる経営基盤の強化に努めてまいりたいと考えております。 

  次に、⑪点目の「国民健康保険事業について」でございます。 

  国民健康保険制度の広域化は、増大する医療費、尐子高齢化による現役世代の負担増

などの構造的課題を背景とし、国民健康保険制度の保持が困難であることから、平成 27

年５月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正す

る法律」が制定されたことによるものでございます。制度を維持するため、将来的には

保険料負担を平準化することを目指しており、今回の改正では都道府県が、市町村ごと

の標準保険料率を提示し、標準的な住民負担の見える化を図るものでございます。 

  平成 30年度からは、都道府県が財政運営の責任主体となるなど中心的役割を担うこと

となり、市町村としては国民健康保険事業費納付金を都道府県に納付する事務が新たに

発生することとなりますが、引き続き被保険者証の交付などの資格管理、保険料の賦課

徴収、保険給付の決定、個々の事情に応じた窓口負担減免、被保険者の特性に応じたき

め細かい保健事業の実施などを担うこととなります。 

  本町の国民健康保険の特別会計予算におきましては、平成 30 年度から国保事業費納付

金の設定が必要となり、予算編成は大阪府から示される国保事業費納付金の確定後の作

業となることから、編成作業のスケジュールがタイトになることが見込まれます。基礎

自治体である市町村の保険者機能の役割といたしましては、国の保険者努力支援制度の

基準に示されるように、被保険者の健康の保持増進のため特定健診・特定保健指導等の

実施、医療の効率的な提供の推進として後発医薬品の使用割合の向上、保険料収納率の

向上等を図っていく必要があるものと認識しております。 

  次に、⑫点目の「各種証明書のコンビニ交付について」でございます。 

  本年度の具体的な検討内容でございますが、先行自治体における導入状況及び導入後

の評価等の把握・検証、導入費用と今後毎年発生する運用経費の算定、国からの交付税

措置等財源措置の把握、交付する証明書の種別等を含め、あらゆる側面から導入の可否

について調査・研究してまいりたいと考えております。 

  次に、「マイナンバーカードの交付状況」でございますが、交付枚数を人口で除した

交付率は、本年５月末現在で約 9.7％となっており、全国平均の約 9.1％と比較いたしま

すと、若干高い発行率となっております。 

  最後に、「費用対効果に対する考え方」でございますが、本町では、住民票の写しな

どの各種証明書の発行は開庁日にしか対応できないことから、早朝から深夜まで、また

日曜・祝日等に関係なく取得を可能とするコンビニ交付の導入は、住民サービスの向上

に繋がるものと考えます。しかしながら、導入時点で多額の費用が必要となるだけでな

く、毎年運用経費が発生することから、それらの経費等を十分把握し、費用対効果の観

点からの評価を踏まえ、今後の方向性を決定してまいりたいと考えております。 

  私からは、以上でございます。 

- 135 -



 

 

岡本教育長 それでは、教育委員会所管分につきまして、ご答弁を申し上げます。 

  まず、③点目の「保育所の現実について」でございます。 

  全国的な保育需要の高まりや町内における大型の住宅開発の影響等を受け、保育所ニ

ーズが高まりを見せる中、公営住宅としては府内で初めてとなる府営島本江川住宅を活

用しての小規模保育事業所を昨年 11月に開設し、続いて本年４月には阪急水無瀬駅前に

２ヵ所目の小規模保育事業所を開設し、保育の受け皿の拡充に努めてまいりました。 

  しかしながら、保育士確保は本町だけでなく、特に都市部においては大きな課題とな

っており、高浜学園におきましても、現時点で 123名の児童を受け入れておりますが、

保育士の人員確保が困難であるため、定員を 200 人に設定しているにも関わらず、受け

入れができていないのが現状でございます。 

  このような中、保育士配置基準を国基準に戻すことは保育士確保に繋がり、待機児童

の受け入れが可能となりますが、現状の保育所が高浜学園を除き過密状態にある中、過

密状態をさらに悪化させることにもなることから、保育士配置基準の見直しの課題はご

ざいますが、まずは待機児童の受け皿となる新たな施設の整備に全力で取り組んでまい

りたいと考えております。 

  次に、「保育所と幼稚園の一体的な整備について」でございます。 

  今後、再検討すべき事項ではございますが、建て替えた場合の建設費等の事業費は町

にとって大きな負担となりますことから、国や大阪府からの特定財源を確保すべく、民

間事業者による整備・運営も視野に入れた検討とともに、検討段階では、保護者や現場

の意見を聞きながら進めてまいりたいと考えております。 

  また、現第四保育所につきましては、今後の町内における大型開発などによる就学前

児童の人口推移を見定め、定員や使途を明確にしたうえで、耐震補強等工事を進めてま

いりたいと考えております。 

  次に、④点目の「部活動の休養日について」でございます。 

  部活動は「学校の教育活動の一環として行われるもの」との位置づけに立ち、教育課

程との関連を図りながら、学校組織全体として部活動を推進するよう指導しております。 

  本町におきましては、ご質問にあるような部活動の活動時間や休養日に関する調査を

行ってはおりませんが、議員ご指摘のとおり、休養日の設定は、部活動を指導する教員

だけでなく対象となる生徒に対しても重要との認識に立ち、原則、週１日は休養日を設

けるよう指示をしてまいりました。 

  しかしながら、今般、国及び大阪府からの通知で「休養日等の設定例」が示され、大

阪府や近隣自治体の取り組みを参考として、まずは週１回の部活動休養日を設けること

を明確にするとともに、可能な限り、土曜日または日曜日に休養日を設けるよう取り組

んでまいりたいと考えております。このため、国の例示につきましては、今回、施政方

針でお示しいたしました取り組みを徹底いたしました後に、さらなる拡充として検討し
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てまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

中田議員  ご答弁、ありがとうございました。再質問をさせていただきます。 

  「駅西地区の市街化に向けたまちづくり」について、先ほどお答えいただきましたが、

その内容は､まちづくりの一般論をお示ししていただいたものと思います。しかし、先ほ

どの質問は、人びとの新しい歩みとして述べた駅西地区のあり方についてのビジョンに

対して、町長はどのようにお考えかをお尋ねしたものでした。ご答弁の内容が若干噛み

合っていなかったように思われます。そこで、再度、お尋ねします。前のビジョンに対

する町長のお考えをお示しください。 

  ２点目、「部活動の休養日のさらなる拡充を検討」されるとのこと。今後の取り組み

に期待します。部活動について、もう１点、質問です。平成 26年、文部科学省の行った、

中高生を中心とした子どもの生活習慣が心身に与える影響等に関する検討委員会の報告

によると、中学生に必要な標準睡眠時間はおよそ９時間であるのに対し、実際の睡眠時

間は８時間弱と、まだまだ発育・発達段階にある中学生期に必要とされる睡眠時間に１

時間も足りていないということが明らかになっています。 

  私の知る限り、始業時間前に行われる部活動、いわゆる朝練は始業時刻のちょうど１

時間前に始まっています。島本町でも大半の部活動で行われている、この朝練ですが、

早起きの習慣が身につく等の効果がある一方で、睡眠不足や授業への影響等も懸念され

ています。長野県教育委員会は、朝練に参加した生徒の 31％が睡眠不足を感じていると

いう報告等の結果を受け、朝練を原則禁止するとの方針を打ち出しています。 

  本町では、部活動の休養日設定についての取り組みは始まったばかりですが、子ども

達の健やかな成長のためにも、そして教職員の長時間労働の対策としても、休養日設定

のみならず、今後は朝練に関しても一定のルール作りを検討されてはいかがでしょうか。 

  よろしくお願いします。 

山田町長  中田議員からのご質問に対するご答弁を申し上げます。 

  ①点目の、「島本駅西地区の市街地化に向けたまちづくりは時代の流れと逆行してい

ます」ということで、中田議員のおっしゃった内容に対する私の見解ということで受け

取っておりますが、この内容につきましては、開発の方向性ではなくて農地のままに止

めておくという趣旨だと認識しておりますが、私は、一定、整備が必要なものであると

考えております。現在も、本土地区画整理事業においては､町は執行機関の権限の中で法

律に基づき適切に業務を進めています。また、たくさんの関係者が関わられ、様々な経

緯がある状況の中で、皆様にご理解をしていただきながら、整備を進めていく必要があ

ると考えております。 

  その中で、どういった整備になるかということを、地権者の方、事業者の方、そして

住民の方の意見を聞きながら、方向性を見定めていきたいというふうに考えております。 
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岡本教育長 中学校の部活動、朝練に関する再度のお尋ねであったと思いますけども、議

員ご紹介いただきました文科省の調査結果、それから長野県の朝練の一斉禁止通達につ

いては、私も認識しております。先ほどご答弁申し上げましたように、一つひとつ、学

校との意見、子ども達の意見も必要だと思いますので、形としては後追いになりますけ

ども、朝練も含めた拡充した休養のあり方については検討してまいりたいというふうに

考えております。 

  以上でございます。 

中田議員 ご答弁、ありがとうございました。 

  駅西地区のあり方に関して、一定整備が必要とのこと、残念に思います。人びとの新

しい歩みとして示した、開発ではなく、駅前に拡がる田園風景を活かしたまちづくりも

考慮に入れながら、ぜひ検討していただきたいと思います。 

  部活動の休養日に関しては、さらなる拡充等、今後の取り組みに期待します。 

  もう一つ、質問です。保育所について問います。待機児童対策として､数で見て解決を

図ると質の担保が難しくなってしまいます。幼児期は生涯にわたる人格形成の基礎を培

う大切な時期であり、このような時期に行われる保育・教育は非常に重要なものです。 

  教育長に問います。「民間事業者による整備・運営も視野に入れながら検討」すると

のことでしたが、どんな保育を目指し、どんな保育所を造るのか。募集の際に、島本町

が望む保育の理念を明確に示すことが重要であると考えますが、いかがですか。 

  そして、町長にもお尋ねします。町長はこれまで、子どもの育ちに実践的に関わって

こられています。その経験から、どんな保育所等の施設が望ましいとお考えですか。よ

ろしければ、これまで一市民、親として感じておられたこととともにお聞かせください。 

  よろしくお願いします。 

岡本教育長  それでは、私のほうから先にお答えをいたします。 

  民間事業者が運営主体となる保育所の建設ということにつきましては、主体が民間法

人でございますので、その一定の企業理念、そこの部分については尊重していかなけれ

ばならないであろうというふうに考えております。ただ一方で、本町では「教育大綱」

におきまして目指す「しまもとっ子」の像は、すでに昨年、総合教育会議をもとにしま

した「教育大綱」において定めておりますので、そのもとで保育・教育の重点目標も定

めております。それに従いまして、民間の事業者さんにもそのことをしっかり踏まえて

いただく必要もあろうかなというふうに思っております。そのうえで、例えば本町にな

いような何か具体的な新しい試みをしていただけるような民間事業者の方も有力ではな

いかなというふうに、今の時点では考えております。 

  いずれにいたしましても、今後とも民間事業者を公募した段階で、児童福祉にかかる

有識者等委員会で構成する社会福祉施設整備審査委員会において審査したいと考えてお

り、その段階で十分に論議を深めていきたいというふうに考えております。また、障害
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児保育や各種特別保育の実施、保育の土曜保育対策及び子育て関係機関等の連携などに

つきましては、本町がこれまで培ってきた保育を同様に円滑に実施していただくことを

基本に要請してまいりたい、こういうふうに考えております。 

  以上でございます。 

山田町長  どのような保育所、そして親としてどのような保育がいいかというご質問だっ

たと思います。 

  私の経験から申しまして、幼児期の子どもというのは、できるだけ、叱るより褒めて

育てることが重要であると考えております。そして、子どものことを信じて待つことが

できる､余裕のある保育が「良い保育」だというふうに私は認識しております。そのため

には、保育者に相応の知識やスキルが必要ですし、何より心のゆとりや時間的余裕、よ

い働く環境が大切だと考えております。 

  そういう意味では、運営法人の教育理念、そういったことも大切ですが、法令などを

遵守していただけることはもちろんのこと、保育者を大事にしているか、保育者にとっ

て働きやすい環境を提供しているかが最低限必要なことであると感じております。保育

者が大切にされて、いきいきと仕事ができれば、自ずと子ども達のこともしっかりと思

ってくれますし、大切にしてくれます。それが「良い保育」に繋がるというふうに考え

ております。 

  以上です。 

（「議長」「４回目じゃないか」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  以上で、人びとの新しい歩みの大綱質疑を終わります。 

  この際、暫時休憩いたします。 

（午後３時 08 分～午後３時 25分まで休憩） 

川嶋議長  休憩前に引き続き､会議を開きます。 

  引き続き、公明党の発言を許します。 

岡田議員（登壇）  山田町長の施政方針に対し、公明党を代表して大綱質疑をします。 

  はじめに。 

  町長は、「住民の皆様のお声をお聞きし、議員の皆様と議論を重ねながら､職員と一丸

となり町政を進めてまいりたい」と言われていますが、町長と議員との距離感を感じ、

残念です。公明党の考えは、町長と議員が車の両輪となって協力しあい、町民に必要な

施策を前に進めていく､この思いでいます。 

  「歴史と文化を大切に、自然環境を活かした個性のあるまちづくり」 

  ○森林整備について。 

  治山は、「緑のダム」と言われるとおり、適正管理により保水機能を高めるためにも、

森林整備は大切であります。 

  公明党の考えは、森林税を創設した大阪府の保全整備事業に協力するほか、サントリ
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ーをはじめとした立地企業との連携・協力により、森林ボランティア事業を立ち上げら

れてはどうでしょうか。 

  ○ごみ処理について。 

  「住民の皆様に分別の徹底をお願いする」ということですが、京都市の例では、「京

都市ゴミ半減プラン」を掲げ、2000 年度のピーク時 82 万ｔから右下がりに減らしてい

ます。ごみ処理コストも大幅に削減し、2002 年には 367億円だったのが、2015年度には

229億円、清掃工場を５ヵ所から３ヵ所に減らして、また１日収集車両も 258台から 188

台まで減らしました。行政が本気になればできると思いますが、町の取り組みはどのよ

うにされますか。 

  ○土砂埋め立て条例について。 

  問題が発生してから条例を作るのは遅い。土砂埋め立て条例にあわせて、廃棄物処理

施設設置条例も作るべきと思うが、いかがですか。 

  ○業務継続計画（ＢＣＰ）、公衆無線ＬＡＮについて。 

  具体的に、ＢＣＰ策定時期とＬＡＮ、いつまで調査・研究するのか。 

  防災指導員に関しては、女性の視点から「女性防災リーダー」の育成を推進するべき

だと思いますが、いかがですか。 

  ○企業立地の促進について。 

  「財源の確保、商工業の振興、地域雇用のため」ということですが、公明党の考えは、

高槻インターの供用開始をインパクトとして、物流産業の誘致など産業振興対策を強化、

企業跡地など、積極的に行動すべきではないでしょうか。 

  「住民参加と時代の変化に対応した町づくり」 

  ○住民委員会制度について。 

  担い手不足など課題がある中、住民委員会は町独自の事業でもあり、住民に負担のか

かることについては廃止すべきだと思いますが、いつまでに結論を出されるのか。 

  「安全で快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり」 

  ○ＪＲ西側地区について。 

  都市計画手続きの補正予算を計上されましたこと、大変評価いたします。公明党の考

えは、みどり豊かなまち､歴史的景観を持つまち、四季折々に美しさを見せる里山、田園。

行政はその権限と責任において､地域の緑を守り、利用することを基本としたまちづくり

を進めていっていただきたい。 

  また、情報提供もしっかりとしていただきたい。現在までの進捗状況をお聞かせくだ

さい。 

  「尐子高齢化社会に対応し､福祉の充実したまちづくり」 

  ○がん検診について。 

  受診率向上に努力されていることは理解しています。特に乳がん検診においては、マ

- 140 -



 

 

ンモグラフィで、女性の半数は写りにくく､見逃すおそれがあることがわかりました。こ

れは読売新聞自治体アンケートの結果です。超音波検診もあわせて必要ではないのか。 

中学２年生対象のピロリ菌検査も含め、高槻市と同じく無料にしてはどうか。予算は、

どれくらい必要か。 

  ○子ども医療費助成について。 

  「対象者の拡大」は、いつ、どこまで拡大するのか。 

  ○待機児童の解消について 

  老朽化している第二幼稚園を幼保一元化にし、認定こども園にしてはどうか。 

  政府の新計画「子育て安心プラン」が発表された。幼稚園での２歳児の積極的な受け

入れができるようになった。待機児童に関しては、スピード感を持って実施していただ

きたい。予定は。 

  「生涯学習の振興と､教育の充実した町づくり」 

  ○学校図書館司書について。 

  すべての小学校に専属図書館司書の配置ということですが、公明党が委員会で要望し

てまいりました。大いに評価いたします。どのような形で公募され、いつから配置され

るのですか。 

  ○教職員の長時間労働について。 

  文部科学省によると、１ヵ月の時間外勤務が月 80時間を超える教諭が、小学校で３割、

中学校では約６割にのぼるなど、過酷な勤務実態が明らかになりました。 

  町では、「週１日以上､部活動の休養日を設ける」「週１回、全校一斉退校日を設ける」

など検討されたようですが、教職員組合との話し合いはできているのですか。いつ、さ

れますか。 

  ○夏休みの子ども居場所づくり。 

  島本町は、2014年度に町立プールを廃止しました。小・中学校のプールの活用を検討

されましたが、府の条例で定められた「公営プールの基準」を満たせなかったことで現

在に至っております。 

  全国的にも人口減尐社会では、学校施設などを共用化し、公共施設を減らす手法が有

効だと言われていますが、学校プール開放の考えはありますか。 

  ○歴史文化資料館。 

  好立地を活かし、資料館施設を交流・集約の拠点とする。中庭の一部を「くつろぎの

場所」としてはどうですか。 

  ○働き方改革。 

  町の職員は、それぞれ多彩な業務を担いながら頑張っておられます。今、１人の職員

が幾つもの種類の仕事を担当、法令改正など複雑化・多様化している制度への対応に、

ご苦労されておられることは理解しています。 
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  人件費抑制が求められ、これ以上職員数を増やすことはできないため、時間外勤務の

縮減は難しいと思います。職員が健康で、いきいき働くことが、一番大切なことです。

そのためにも、働き方改革を見直し、管理職のチェックがどこまでも大切と思いますが、

過去の反省も踏まえ、現在はどのようになっていますか。 

  ○役場庁舎について。 

  熊本・大分両県を襲った地震では、庁舎が破損し、防災拠点としての役割を果たすこ

とができなかった。全国的にも、庁舎は学校や病院に比べ耐震化の優先順位が低く、そ

の理由としては財政事情をあげられているが、いざというときに大切なのは、砦となる

庁舎の耐震化であります。 

  町役場においても、役場庁舎整備検討資料作成等、予算が計上されていますが、新し

く建てるべきではないでしょうか。 

  以上でございます。 

山田町長 それでは、公明党を代表されての岡田議員の大綱質疑に、ご答弁申し上げます。 

  まず、ご質問の冒頭で、施政方針の一節に対する党のお考えをお示しいただきました。

私も、私たちには執行機関と議決機関という役割の違いはありますが、「住民の皆様の

ために、より良い町にしていきたい」という思いは同じくさせていただいていると思っ

ております。従いまして、二元代表制の意義を踏まえつつも、先ほどお示しいただきま

したお考えにつきましては大変有難く存じております。改めて、町政の推進に向けた議

員の皆様からのあたたかいご指導、ご鞭撻を、お願い申しあげる次第でございます。 

  続きまして、１点目の「森林整備について」でございます。 

  山間部の森林は、地下水のかん養や自然環境の保全、防災上の役割など、多面的な機

能を有しております。しかしながら、近年森林所有者の高齢化や担い手不足により、間

伐の遅れや竹林の拡大といった荒廃が進んでいます。 

  このような状況の中、本町では、サントリー「天然水の森」や、町内の森林ボランテ

ィア等を支援、協力することで、住民・企業と連携しながら、森林の保全に積極的に取

り組んでいるところでございます。現在、大阪府は森林環境税による保全事業といたし

まして、主要道路沿いにおける倒木対策の取り組みなどを実施しております。本町とい

たしましても、地域との調整など、必要に応じて支援を行ってまいりたいと考えており

ます。 

  また、天王山周辺森林整備における様々な取り組みを実施するうえで、森づくりに関

する様々な情報交換が可能なプラットフォーム機能の役割を果たすことを目的に、平成

28年度に「天王山周辺森づくりフォーラム」が設立され、本町も参画しております。こ

の「天王山周辺森づくりフォーラム」には、本町以外に大阪府、京都府、大山崎町、サ

ントリーホールディングス株式会社のほか、両町の森林ボランティア団体が参画してお

り、今後も、本フォーラムをはじめ構成団体である関係機関と連携を深めながら、ボラ
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ンティア活動への支援を積極的に行ってまいります。 

  次に、２点目の「ごみ処理について」でございます。 

  ごみの減量化に向けましては、「島本町一般廃棄物処理基本計画」に基づき、住民・

事業者の協力を得ながら、町が３Ｒ、いわゆるリデュース・リユース・リサイクルの推

進を進め、ごみの発生・排出の抑制と資源化を促進するとともに、家庭系ごみの分別収

集の徹底や事業系ごみの分別指導を行うことといたしております。 

  具体的な取り組みといたしまして、昨年４月から、ごみ袋の中身が見えることによる

分別意識の向上や、ごみ排出量の抑制等を目的に、ごみ袋の透明・半透明化を実施して

おります。また本町では、各家庭から分別して出された再生資源を持ち去る事例が発生

しており、再生資源の収集量の減尐や持ち去りの行為に関連する騒音や安全面の問題が

ございます。このため、現在、再生資源の持ち去りに関する規制を行うことを目的に、

「島本町廃棄物の減量化及び適正処理等の推進に関する条例」の一部改正を検討してお

ります。 

  次に、３点目の「土砂埋立て条例について」でございます。 

  大阪府では災害の防止及び生活環境の保全を目的とし、土砂埋め立て等について必要

な規制を行うため、「大阪府土砂埋立等の規制に関する条例」を制定し、平成 27 年７月

に施行されております。この条例は、建設工事等により発生した土砂を対象に､3,000㎡

以上の埋め立て・盛土・堆積などの行為を許可制とし、規制するものでございます。し

かしながら、本町域内は山間部が多く、府条例の対象とならない小規模な埋め立て等が

想定されますことや、土砂埋め立て等が大規模となった際には速やかな是正が困難にな

るケースがあること、また、近隣市においても小規模な土砂埋め立て等を規制する独自

条例が制定されており、広域的な規制を行う必要があることから、本町におきましても、

無秩序な土砂埋め立て等が行われないよう未然に防止するため、独自条例の制定が必要

であると考えております。 

  なお、「廃棄物処理施設の設置」に関しましては、本町域内での許可権限は大阪府に

ございます。このような状況におきまして、本町独自で条例を制定することが可能なの

か、他市町村の状況等も踏まえ、調査・研究してまいりたいと考えております。 

  次に、４点目の「ＢＣＰ及び公衆無線ＬＡＮについて」でございます。 

  「業務継続計画」は、国の「市町村のための業務継続計画作成ガイド」に基づき、特

に重要な要素である電気・水・食料や通信手段の確保について定めるとともに、非常時

優先業務の整理等について関係部局との協議を行い、各部局で実施すべき時系列の災害

対応業務を選択し、業務の執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確保等をあらかじ

め定めることで、大規模災害時においても住民ニーズに対応できるようにするものでご

ざいます。 

  なお、計画は、本年度中に策定してまいりたいと考えております。 
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  次に、「公共施設における公衆無線ＬＡＮ」につきましては、一部団体において災害

時における通信環境の確保や利用者の利便性の向上を目的に整備されていると聞き及ん

でおります。本年度、「地方財政計画」におきまして、緊急防災・減災事業の拡充が行

われ、指定避難所における避難者の生活環境の改善のために実施する公衆無線ＬＡＮ環

境の整備事業が創設されました。この事業の期間は、平成 32年度までとなっております

ことから、整備を行う場合、その活用も考慮する必要がございます。 

  今後、対象とする施設やそれにかかる費用等について、他団体の先進事例なども参考

に、調査・研究を進めてまいりたいと考えております。 

  次に、「女性防災リーダーの育成について」でございます。 

  昨年、防災指導員を公募いたしました。その際、性別不問といたしましたが、女性の

応募がなかったことから、現時点では女性の防災指導員はおられません。議員ご指摘の

とおり、防災対策を進めるにあたりましては、災害時の避難所運営など、女性の視点を

十分踏まえる必要があるものと考えておりますことから、今後とも、女性の防災指導員

の登録啓発に努めるとともに、女性の視点やニーズを取り入れた防災対策に取り組んで

まいります。 

  次に、５点目の「企業立地の促進について」でございます。 

  本町は、大阪と京都の都心部の中間に位置しており、ＪＲと阪急電鉄の２ウェイアク

セスを有しております。また国道１７１号が縦断しており、大山崎インターチェンジも

近く、さらに今般の高槻インターチェンジの完成により、交通利便性はますます高くな

るものと考えております。また山間部が市街地近くに迫っていることからも、豊かな自

然を身近に感じられる住環境の良さが特徴であるものと認識いたしておりますが、事業

を行う企業にとっても、これらの環境は操業するうえでのメリットであると考えており

ます。 

  そのような現状の中、今般、移転を表明されております日立金属跡地につきましては、

具体的な方針等が現時点では明確にされておりませんが、本町といたしましても、当該

地をはじめ町内における企業立地を促進すべく、大阪府と連携し、相手方との協議を重

ねながら、引き続き積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 

  次に、６点目の「住民委員会制度について」でございます。 

  住民委員会制度は、行政への住民参加を目的として昭和 58 年７月に発足し、住民の皆

様の議論をもとにした提言をいただくなど、本町の住民自治の発展に大きく寄与してこ

られたと認識しております。しかしながら、この間、本町といたしましても、審議会等

の充実や、「私の声」、町のホームページから 24時間いつでもご意見をいただける意見

フォームの開設、パブリックコメント制度など、住民の皆様が町政に参画していただけ

るよう様々な形で広聴制度を充実させてきており、住民参加の手法も時代とともに変化

してまいりました。 
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  そのような中、提言を主とする住民委員会のスタイルが住民参加の手法として今の時

代にあっているのか、検証する必要があるものと認識をしております。そのため、本年

度、役員をはじめとした住民委員の皆様と率直な意見交換を行い、今後のあり方につい

て、一定の方向性を見出してまいりたいと考えております。 

  次に、７点目の「ＪＲ島本駅西側地区について」でございます。 

  ＪＲ島本駅西地区につきましては、平成 24年度に結成されましたＪＲ島本駅西土地区

画整理準備組合により、土地区画整理事業という手法を用いた区域一体のまちづくりを

実施されているところでございます。 

  なお、ＪＲ島本駅西土地区画整理準備組合におかれましては、昨年８月に当該事業に

ご協力いただくことのできる民間事業者を業務代行予定者として募集され、昨年 11 月の

業務代行者審査選定委員会を経て、本年１月に開催されましたＪＲ島本駅西土地区画整

理準備組合の総会において、本事業に協力される業務代行予定者の選定をされたところ

でございます。当該地区のまちづくりの現状といたしましては、準備組合により、全地

権者対象の意向調査や、現地調査として測量を実施されているところである旨、お聞き

いたしております。 

  町といたしましては、当該地区のまちづくりにつきまして、「島本町都市計画マスタ

ープラン」において、都市機能の充実・強化を図るだけでなく、議員ご指摘のような「緑

化や景観に配慮した良好な市街地形成を推進する」旨の内容を規定いたしているところ

でございます。このことから、当地区におきまして、より良いまちづくりを行っていた

だくため、本計画の内容を踏まえながら、都市計画の手法を用い、適切な規制や誘導を

行ってまいりたいと考えております。 

  なお、ご指摘の情報提供のあり方につきましては、準備組合の皆様にもご協力いただ

きながら、適宜、情報発信に努めてまいりたいと考えております。 

  次に、８点目の「がん検診について」でございます。 

  本町では、「健康増進法」に基づき、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、乳が

ん検診、子宮頸がん検診を実施しております。乳がん検診の検査方法は、国の「がん予

防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に基づき、死亡率の減尐に効果がある

とされるマンモグラフィを用いて実施しており、現在、超音波による検査は行っており

ません。 

  若年の方や乳腺の濃度が高い「高濃度乳房」の方は、マンモグラフィでは、がんの発

見が難しい場合があるため、現在、国において、マンモグラフィに超音波検査を併用す

ることで死亡率減尐効果がどの程度あるのか、調査・検証が行われているところでござ

います。このため、がん検診の実施手法等につきましては、国の動向を注視しつつ、高

槻市医師会等医療関係者のご意見も踏まえて、引き続き検討してまいりたいと考えてお

ります。 
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  次に、「がん検診の無料化について」でございます。 

  高槻市におかれましては、平成 26 年度から、中学２年生を対象にピロリ菌検査を無料

で行うとともに、平成 27 年９月１日からは、がん検診の無料化を実施しておられます。 

  本町では、中学２年生のお子様を対象としたピロリ菌検査は実施しておりませんが、

高槻市と同内容の検査を実施した場合、検査費用だけで、約 25 万円の費用が発生いたし

ます。検査受診後は、精密検査や除菌療法等が必要な方も発生いたしますことから、こ

れ以上の費用が必要になるものと想定されます。また、がん検診の費用負担につきまし

ては、現在、本町の国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入されている方には無

料で受診いただいておりますが、その他の方には、一定の費用を負担いただいておりま

す。がん検診を無料化いたしますと、国民健康保険特別会計からの支出も含め、毎年、

健康診査個人徴収金として約 400 万円の歳入がございますが、これがなくなること、ま

た無料化により受診者数の増加も予測されることから、がん検診委託料のさらなる増額

を伴うものと考えております。 

  いずれにいたしましても、がん検診無料クーポン券の配布や健康マイレージ事業の実

施等により、引き続き受診率向上に努めてまいりたいと考えておりますが、無料化等の

新たな取り組みにつきましては、実施手法や費用負担のあり方につきまして、国の指針

や死亡率の低減効果等を踏まえ、今後も引き続き研究してまいりたいと考えております。 

  次に、９点目の「子ども医療費助成について」でございます。 

  子ども医療費助成制度につきましては、現在、通院費は小学校卒業まで、入院費は中

学校卒業までを助成対象としております。本年４月時点の府内自治体の助成状況を見ま

すと、通院費については、本町を含む８団体が小学校卒業まで、30 団体が中学校卒業ま

で、５団体が 18歳到達年度末までを助成対象としており、中学生以上まで助成対象とす

る団体が８割以上となっております。また入院費につきましては、２団体が小学校卒業

まで、本町を含む 36 団体が中学校卒業まで、５団体が 18 歳到達年度末までを助成対象

としております。 

  対象者の拡大につきましては、新たな財源の確保が必要でありますことから、府内自

治体の状況や、本町の財政状況、他の施策の状況等を踏まえながら、持続可能な制度と

なるよう慎重に検討してまいりたいと考えております。 

  次に、15点目の「働き方改革について」でございます。 

  「働きやすさ」という基準につきましては、職員それぞれ差があると考えております

が、仕事と生活のバランスが取れ、心身ともに健康な状態で、育児や介護といった時間

的な制約が伴ったとしても働き続けることができる職場環境が、職員が健康でいきいき

と働き、その能力を最大限発揮できるものと認識しております。 

  そのためには、組織全体において「コミュニケーションがとりやすい」「ハラスメン

トがない」「客観的かつ公正に評価される」「積極的な姿勢がある」「人を育てる空気
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がある」などが重要な視点となりますことから、仕事に対する意欲を向上させ、組織全

体の士気高揚を促し、住民サービスの向上に繋がるよう実施している人事評価制度の中

で行う目標管理と結果開示の面談により、上司と部下のコミュニケーションを図ってい

るところでございます。 

  なお、平成 26 年 10 月 24日付けで策定しました「時間外勤務の適正化方針」に基づき、

引き続き時間外勤務の適正化の取り組みを進めていくとともに、国の「働き方改革実現

会議」において、平成 29 年３月 28日に決定された「働き方改革実行計画」の今後の動

向を注視してまいりたいと考えております。 

  次に、16点目の「役場庁舎について」でございます。 

  本庁舎につきましては平成 22年度に耐震診断を実施いたしましたが、その結果はＩｓ

値が 0.37で、耐震化が必要となっております。耐震診断結果に基づき、耐震補強計画案

を作成してまいりましたが、補強工事に伴う耐震壁の設置により事務所の空間がかなり

狭くなること、日常業務を行いながらの工事になること、工事ヤードとなる中庭に住民

ホールがあることなどの課題解決が必要となっていたことに加えて、本町の公共施設の

整備といたしまして、国庫補助の割増期間が限定されていた学校施設の耐震化を優先し

て実施することとしておりましたので、現時点では、本庁舎の耐震化には至っておりま

せん。 

  なお、耐震補強工事を進めるうえでの課題の一つであった、工事ヤードとなる役場中

庭の狭小につきましても、住民ホールの解体撤去を実施いたしましたので、課題の一部

は解決しております。 

  これまで、本庁舎の耐震化の対応につきましては、耐震補強工事で検討してまいりま

したが、昨年発生した熊本地震におきまして、熊本県益城町では二度の震度７クラスの

地震に見舞われ、平成 27 年度に耐震補強工事を行ったにも関わらず役場の一部が破損し

たという状況を鑑みますと、本庁舎の耐震化の対応といたしまして、耐震補強工事が妥

当なのか、それとも建て替えが妥当なのか、再検討すべきであるとの考えから、今回、

庁舎整備検討資料作成等業務にかかる予算をお願いするものでございます。 

  今回の業務委託の内容につきましては、これまで耐震補強工事にかかる費用を約７億

円と見込んでおりましたが、その後の建築物価の高騰や配管にかかる工事費用なども考

慮した上で、現時点での事業費の再試算にあわせまして、建て替えた場合の複数の事業

費についての試算をすることで、より精度の高い資料を作成したいと考えております。

また多額の費用を要する事業でありますことから、その資料をもとに、町財政への影響

も含めまして、庁舎整備における方向性について判断してまいりたいと考えております。 

  私からは、以上でございます。 

岡本教育長 それでは、教育委員会所管分につきまして、ご答弁を申し上げます。 

  まず、10点目の「待機児童の解消について」でございます。 
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  国におきましては、待機児童解消のための新たな計画として「子育て安心プラン」が

本年５月 31日付で発表されました。２年間での待機児童解消、遅くとも３年間での確実

な解消とともに、その後も待機児童が発生せず、５年間で女性の就業率 80％に対応でき

る保育の受け皿整備にかかる支援策が示されたものでございます。 

  国が講じる子育て支援対策につきましては、本町におきましても順次取り組んでまい

りたいと考えておりますが、現在、本町では待機児童解消に向けた具体な方策として、

民間保育園の誘致や、第四保育所と第二幼稚園の一体的な整備も含めた再検討に着手し

てまいりたいと考えております。 

  その際、現在、本町には認定こども園はございませんが、幼児教育・保育・子育て支

援など様々な機能を併せ持つ施設を整備することにより保護者の選択肢が広がるなど、

多くのメリットがあるものと考えております。また民間保育園の誘致につきましては、

公募を前提に、児童福祉にかかる有識者など第三者を中心とした社会福祉施設整備審査

委員会において、優れた運営事業者を選定することを考えており、早急に取り組みたく

考えております。 

  いずれにいたしましても、待機児童解消は本町の最重要課題と認識しておりますので、

１日でも早く待機児童が解消できるよう、本年度中には事業者を選定できるよう、スピ

ード感を持って事務を進めてまいりたいと考えております。 

  次に、11点目の「学校図書館司書について」でございます。 

  子どもの読書活動の充実につきましては、本町の教育・保育重点目標におきまして、

学校図書館を積極的に活用することを目標に位置付けるなど、重点的に取り組んできた

ところでございます。今回、小学校全校に１名の図書館支援講師を配置できることは、

子どもたちの読書活動のさらなる充実が図れるとともに、悩みを抱えた子どもの居場所

としての役割や教員の授業支援など、大きな効果が期待できるものと考えております。 

  支援講師の募集につきましては、町ホームページへの掲載にあわせてハローワークで

の求人など、幅広く公募してまいりたいと考えており、２学期から配置できるよう事務

を進めてまいります。 

  次に、12点目の「教職員の長時間労働について」でございます。 

  部活動休養日や全校一斉退校日の導入につきましては、ご指摘のとおり、教職員の長

時間勤務の縮減や、中学生のバランスのとれた健全な成長を確保するため、取り組みを

進めるものでございます。本取り組みにつきましては、教職員の労務環境に関する事項

であることから労働組合との調整が必要と認識しており、現在は事務折衝の場などにお

いて協議を進めているところでございます。 

  また、校長会等でも国や大阪府の動向を報告し、教育委員会としても取り組みを進め

ていく旨の話を進めており、最終的には、教育こども部長が委員長となり、学校管理職

の代表者や労働組合からの推薦者などで組織いたしております「安全衛生推進委員会」
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に諮り、早期に実施してまいりたいと考えております。 

  次に、13点目の「学校プール開放について」でございます。 

  学校プールの一般開放につきましては、これまでにも検討させていただいたことがご

ざいますが、ご指摘のとおり、「大阪府遊泳場条例」に規定する施設・設備の基準を満

たせないことから、断念した経緯がございます。 

  学校プールを一般開放するためには、同条例の基準に適合させる改修を行ったうえで、

大阪府から開設許可を受ける必要があり、改修が必要な項目は多岐にわたっております

ことから、一部改修に留まらず大規模な改修が必要となります。特に、更衣室やトイレ

につきましては、現在、教室での更衣や校舎内トイレ等との併用により対応しておりま

すが、専用のものを設置しなければならないことや、ろ過機及びろ過配管につきまして

も、プール槽ごとに独立した形で増設する改修が必要になってまいります。また、幼児

用プールの設置や、相当数の駐車場及び駐輪場の設置などをあわせて行うことも検討が

必要であり、これらを考慮いたしますと、学校プールの一般開放につきましては課題が

多く、実現は困難であると考え、「夏休みの子どもの居場所づくり事業」として、水泳

教室をはじめとする各種事業を展開し、毎年、利用者の声を聞きながら事業内容を見直

すなど、充実に努めていることをご理解賜りたく存じます。 

  次に、14点目の「歴史文化資料館について」でございます。 

  歴史文化資料館につきましては、これまでも同館が担ってまいりました住民交流の場

及び情報発信基地としての役割を一層発展させることができ、立地条件を最大限に活か

せる方策といたしまして、毎週火曜日と木曜日に「やさい朝市」を開催しているほか、

これまで「消費者まつり」や「島本音楽フェスティバル」、「しまもと手づくりコミュ

ニティ市」などの会場として活用するなど、史跡桜井駅跡とともに、町内外から多くの

皆様が訪れる本町の玄関口のにぎわいづくりに寄与してまいりました。 

  また、平成 27年８月には同館の建物が国の登録有形文化財に登録され、平成 28年３

月には、西浦門前遺跡から出土した水無瀬離宮庭園の一部を住民の皆様の手で正面広場

に移築復元するなど、資料館自体の価値を向上させる取り組みを並行して進めてきたと

ころでございます。 

  ご質問の「くつろぎの場所」としての活用につきましては、歴史文化資料館の本来の

役割である文化行政としての視点を堅持し、駅前の環境や景観にも十分配慮しながら、

一層の活用が図られるよう、ベンチなどの設置についても検討してまいります。 

  以上でございます。 

岡田議員  長い文章、ご答弁、ほんとにお疲れ様でした。ありがとうございました。 

  土砂埋め立て条例につきましては、町の方針はわかりました。 

  私が要望をいたしました廃棄物処理施設の設置に関しては、これは、権限は大阪府と

いうことの答弁をいただいております。近々、高槻市のほうで、大騒ぎになっている事
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態がございました。そういうところから、今、高槻市では中止ということですが、住民

の皆さんはね、やっぱり高槻市が中止なら島本町のほうに今度は来るんでないかという

ような変な噂が流れておりまして、やはり、これも高槻インターができるということで、

いろんな面で、交通の面で便利がいいということで、そういう不安もある中でございま

すので、来られてからまた住民が大騒ぎするのも大変ですので、調査・研究するという

ことが言われてますが、ぜひこれ調査・研究していただいて、大阪府の権限であるが、

でも、島本町としてはどうするかということを調査・研究、よろしくお願いしたいと思

っております。 

  それともう１点、住民委員会の件ですが、住民委員会で、私も住民委員会の皆さんと

話をしながら、ほんとに担い手不足ということで、同じ方が何回も、また長年というん

ですか、そういうふうにして住民委員会、相当負担がかかっているということもよく存

じ上げておりますので、いつまで結論を出すかということに関しては､まだお答えはいた

だいておりませんが、これは部局はどこの部局になるんかな、住民委員会の部局はどこ

ですかね。総合政策部ね、ほぼ目途は、どれぐらいの目途で結論を出そうとされている

のか。わかれば、お答えいただきたいと思います。私、委員会がそちらの委員会じゃな

いので、申しわけありません、今、訊かせていただきたいと思います。 

  もう１点、働き方改革におきましては、過去にいろんな問題がございました。職員が

尐ないので、超過勤務も必要かなとは思いますが、１人の方に長時間負担をかけるよう

な、そういう働き方はやめていただきたいと思いますが、今現在はどのような形になっ

ておりますでしょうか。管理職がしっかりとチェックをするというようなことで、過去

に何度かお答えをいただいておりますが、しっかりとチェックをしていただいているか、

あるいは人事のほうがチェックをしていただいて、注意深く見守っていただいているの

か。今、どのような形になっているのでしょうか。その点も、お答えいただきたいと思

います。 

  最後ですが、がん検診について、お答えをいただきたいと思います。がん検診、私は

できれば超音波を一緒に、マンモと一緒に超音波をということでお願いをいたしました。

国のほうで今検討してるので、ということですが、やはり女性の死亡のトップというの

が乳がんなんですね。12 人に１人の割で乳がんにかかっている、ほんとに女性は多いん

です。最近では若年の、若い方の乳がんが多くて、ほんとに私の周りでも何人もの女性

の方を失ってしまっております。しかも、それは若い方で、子どもさんが小さくって、

ほんとに残された子どもさん、ご主人さん、大変かと思います。私も乳がんで闘ってい

る患者の１人ではございます。私も元気いっぱい仕事をさせていただいておりますが、

でも、このように乳がんにかかっている女性って､すごく多いんです。そういうところか

ら、ぜひ、マンモだけの写る範囲というのは決まっているんです。その周りも写るのは、

このように超音波しか見えないということがございますので、ぜひ、マンモとあわせて
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超音波のほうもお願いしたいと思います。 

  各自治体におきましては、すでに実施しているところもございます。超音波になると、

金額的にも高いって言われておりますが、１人でも女性の命を失わないためにも、ぜひ、

これは命に関わることは私も声を大にして訴えさせていただきたいと思いますし、ほん

とに女性の１人でも失いたくない、この気持ちでいっぱいですので、ぜひ再度検討して

いただきたいなというふうに思いますので、お答えがありましたら、よろしくお願いし

たいと思います。 

  以上です。 

都市創造部長  一番最初にいただきました廃棄物処理施設の設置に関します条例の検討に

ついてでございます。近隣の高槻市も条例制定されておられますので、その内容等もき

っちりと検証させていただき、また他自治体の先進的な事例等も研究・検証する中で、

本町ができる取り組みについては、しっかり行ってまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

総合政策部長  まず、住民委員会のあり方についてでございますが、先ほど町長からご答

弁させていただきましたとおり、住民委員会の今の提言を主とするスタイル、これが住

民参加の手法として今の時代にあっているのかというようなことも含めて検証していき

たいと思っています。可能な限り、本年度中には一定の方向性を見い出してまいりたい

と考えております。 

  それから、職員間の仕事に偏りがあるのかどうか、そして、その対応はどうしている

のかということでございますが、職員が業務に従事するにあたりまして、職員間に業務

量の差が生じ、結果的に偏りが発生することはございます。その背景としては、部局に

よっては、通常期と繁忙期というような時期により発生する場合、こういったこともあ

れば、通常業務に加えまして法令改正など緊急的な事務が発生する場合、こういった場

合もございます。また通常業務でありましても、協議に時間を要する場合や、一連の流

れとして１人の職員が対応したほうが良い場合、職員が初めてその事務を担当する場合、

こういった場合などについても偏りが発生する背景としてあげられると考えておりま

す。しかしながら、常態的にこれが発生したり、特定の職員にのみ偏る、こういったこ

とは好ましいものではないと考えております。 

  各部局、課におきまして、年度当初に職務分担を決定し、基本的には担当職員が事務

処理を進めていくことになりますが、各種の事務は、その担当職員１人が処理するので

はなく組織として対応していくものでございます。そのため、担当職員は管理職員に対

して､担当する職務についての報告・連絡・相談を行い、管理職員は必要な指導・助言を

行い、担当職員とともに事務の進行を管理しながら、課員の業務量を把握し、状況に応

じて職務分担を見直すことで、可能な限り、事務の平準化を図っていく必要があると､

このように考えております。 
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  以上でございます。 

健康福祉部長  それでは、がん検診についての再度のお尋ねでございます。先ほど町長か

らもございましたように、若年の方や乳腺の濃度が高い高濃度乳房の方は、マンモグラ

フィではがんの発見が難しい場合があるため、超音波の検診が望ましいというふうな声

があることも十分認識をいたしております。 

  高槻市におかれましては、40 歳以上の方々については島本町と同じようにマンモグラ

フィの検査を実施しておりますが、30 歳から 39 歳の範囲の方々についてはエコー、超

音波検査を実施しておられるということも聞いておりまして、多くの市民の方が受診さ

れておられるということも聞き及んでおります。 

  島本町としても、先ほど答弁がありましたように、今年１年かけて検討していきたい

というふうに考えておりますが、当然、島本町にはがん検診の受診できる医療機関がご

ざいません。高槻市では９機関ございますが、そのようなこともありまして、高槻市の

医師会と関係医療機関のご意見も踏まえながら、今年１年間、検討していきたいと考え

ております。 

  以上でございます。 

岡田議員  ありがとうございました。２問目以降は、委員会で細かく質問させていただき

たいと思います。どうも長時間、答弁、ありがとうございました。 

（「議長、休憩を」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  暫時休憩いたします。 

（午後４時 12 分～午後４時 14分まで休憩） 

川嶋議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  ただいまの岡田議員の大綱質疑の中の件につきましては、改めまして、また受け付け

ますので、また、よろしくお願いしたいと思っております。 

  以上で、公明党の大綱質疑を終わります。 

  この際、暫時休憩いたします。 

（午後４時 14 分～午後４時 35分まで休憩） 

川嶋議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。 

  引き続き、コミュニティネットの発言を許します。 

東田議員（登壇） 皆さん、長時間、お疲れ様でございます。 

  平成 29年度町長の施政方針に並びに補正予算の編成に対し、コミュニティネットを代

表して大綱質疑を行います。 

  先般、町長及び議会においても改選期であり、川口前町長と当時の議会のもと骨格予

算が計上され、山田町長のもと初めての予算編成となっています。 

  山田町長におかれましては、町長就任後２ヵ月が経過しましたが、施政方針の中で、
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町長として町政運営の重責を担われ、「住民福祉の維持向上と本町のさらなる発展に向

け､職員一丸となり､慎重かつ着実に町政を進めてまいりたい」とのことですが、現在、

空白となっている副町長人事について早急に取り組み、体制を強化する必要があると思

いますが、町長は副町長人事について、いつ頃、ご提案される考えなのか、お伺いいた

します。 

  また施政方針の冒頭において、「小さくても魅力のあるまちづくりを進めていく」と

のことですが、具体的にはどのようなものか、お伺いします。 

  それとともに、人口減尐社会を受け入れるのではなく、高齢化率の抑制にもしっかり

と取り組み、新たな人口の獲得にも継続的に取り組む必要があるのではないかと思うが、

今後の島本町としての人口ビジョンについてはどのようにお考えか。それとともに、小

さな自治体なりの良さとともに､難しさも持ち合わせていることは当然のこととして認

識されていると思いますが、どのようにお考えか、見解を伺います。 

  島本町内では、近年、集合住宅及び戸建て住宅の開発により、子育て世代の転入に伴

い、保育士不足が主な要因となって、保育所の待機児童の発生をはじめ老朽化した清掃

工場のあり方や、役場庁舎の耐震化問題、地元企業の移転後の問題、社会保障費である

扶助費や行政に対するニーズの多種多様化など、行政課題が山積している状況であると

認識していますが、町長はこのような課題に対し、優先順位を付け、早急に対策を打つ

必要があると思うが、町長の見解をお伺いいたします。 

  総務費において、役場庁舎整備検討資料作成等業務が予算計上されていますが、過去

に耐震診断、実施設計も行っていますが、二重投資になる恐れはないのか。また、この

間の検討内容はどのようなもので、今回の検討資料はどのような部分を補完するものな

のか、お伺いします。それとともに、資料の完成はいつになるのか、耐震化なのか建て

替えなのか、結論はいつ頃に出すつもりか、お伺いいたします。 

  それでは、通告に沿いまして、（１）番の「平和と基本的人権尊重のまちづくり」。 

  ①番．平成 28年４月１日に「障害者差別解消法」が施行、同６月３日に「ヘイトスピ

ーチ解消法」が施行、また 12月 16日には「部落差別解消推進法」が施行されています。

近年、このような法律が必要になった背景について、町長の見解をお伺いします。 

  ②番．この三つの法律のいずれにおいても、相談体制の充実、必要な教育及び啓発が

うたわれていますが、島本町としては、これをどのように展開していくのか。また、各

自治体によって取り組みの内容に差が生じることが予想されますが、島本町としてどの

ような姿勢で取り組むのか、お伺いします。 

  ③．人権文化センターにおけるエレベーターの設置について検討されるとのことです

が、国及び府の補助金はあるのか。また、獲得の目途は立っているのか、お伺いします。 

  （２）の「歴史と文化を大切に、自然環境を活かした個性のあるまちづくり」につい

て、お伺いします。 
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  ①番．ごみ減量化・再生資源の持ち去り行為の防止対策についてですが、他の自治体

においても条例制定されているところも多く、参考にされ、早急に取り組んでいただき

たいと思います。各ごみ集積場においては、ごみ出しのマナーや、カラスによる被害の

声を多く聞きます。これらのものに対しても同様に取り組む必要があると考えますが、

どのようにお考えか、お伺いします。 

  ②番．塵芥処理費で、清掃工場施設改修工事に１億円を計上されています。毎年度、

約１億円の経費をかけ、清掃工場の長寿命化を図っているが、このように追加で改修し

なければならない箇所はほかにもあるのか、お伺いします。 

  ③番．自主防災組織の取り組みにおいては、「自助・共助・公助の連携を深め、より

一層の安全・安心なまちづくりに努めていく」とのことです。考え方としては賛同いた

しますが、地域によっては高齢化が進み、実際には機能しないのではないかと懸念があ

ります。訓練や出張講座とともに、見守り活動と連動し、各地域内での絆を深めていく

ことが重要であると考えますが、どのようにお考えか、お伺いします。 

  ④番．「安定した財源の確保及び商工業の振興、地域雇用の確保等のため、大阪府と

も連携し、企業立地の促進に向け精力的に取り組む」とのことですが、大型開発だけで

はなく、本町地内に点在する空き家や古民家を活用することによって、財源の確保、商

業・観光の振興に寄与することができると思うが、どのようにお考えか、見解を伺いま

す。また、サントリー山崎蒸溜所には多くの方が来場されているが、本町地内で足を止

めることなく素通りしているのが現状であると思います。これについてはどのようにお

考えか、交流人口についての見解をお伺いします。 

  （３）番の「住民参加と、時代の変化に対応したまちづくり」について、お伺いしま

す。 

  住民委員会制度について触れられています。「担い手不足の課題がある」と述べられ

ていますが、今後の住民委員会として、その他の課題として認識されていることがあれ

ば、お伺いします。また、本町には住民委員会だけではなく様々な補助金団体がござい

ます。多種多様な行政に対するニーズに対応し、住民の皆様とともにまちづくりを進め

ていくためのものだと理解をしていますが、よく似たものや、所期の目的を達成したも

のなどについて統廃合するなど、住民の皆様のお声をもっと聞きやすくするような、新

たな形が求められているのではないかと思いますが、どのようにお考えか、見解を伺い

ます。 

  町長自らが、「直接住民の皆様のお声を聞くタウンミーティングの実施を検討」され

るとのことです。大変結構な取り組みであるとは思いますが、そのような場所に出向け

る、発言できる、活発な人たちばかりではなく、小さな声を拾い上げていくことこそが

重要だと考えますが、どのようにお考えか、お伺いします。 

  （４）番目の「安全で快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり」について、お伺
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いします。 

  ①番．「ＪＲ島本駅西地区について」でございますが、町長は、公開討論会の中で「島

本駅西側地区については､これまでの経緯をしっかりと整理し、住民説明会を開催し、今、

どういう状況なのか、まず、そこから始める」と述べられていたと存じますが、今回の

施政方針や､土木費に予算計上されている線引き見直し業務等を見ると、食い違いがある

ように感じるが、いかがか。見解をお伺いします。 

  ②番．「大型開発に伴い、通行量の増加が見込まれる既設道路の交通安全対策を計画

的に進めていく」とのことですが、水無瀬の交差点から高浜地域を通り抜ける町道高浜

幹線については、大型マンションの建設により、すでに交通量が増加。また通勤・通学

時には多くの車が堤防へ通り抜けるため、第四小学校や高浜学園に通う児童の皆さん、

また高浜地域の中は狭小な道路のため、地域の皆さんの安全にも懸念があると考えます。

過去の議会においても議論になったと存じていますが、許可制の通行止めや、時間制限

を設けるなどの対策が必要であると考えますが、どのようにお考えか、お伺いします。 

  また、大型開発が行われ、転入される方の中には本町在住の方も相当数いることから、

空き家が増えていっているのも現実であると思います。長い年月放置されているものの

中には、倒壊の危険性や､庭木が近隣の住民の迷惑になっている､また防犯上の問題があ

るのではないかと思いますが、いかがお考えか、お伺いをします。 

  （５）番、「尐子高齢化社会に対応し、福祉の充実したまちづくり」について、お伺

いします。 

  ①番．福祉ふれあいバスについて、対象者の拡大を検討課題にされていますが、巡回

ルートに島本駅・水無瀬駅を含めるなど、身体障害者、高齢者等のいわゆる交通弱者が

社会生活を営むうえでのモビリティを確保し、身体障害者の社会参加の機会増大と、高

齢化社会に対応していくことが求められているのではないかと思いますが、いかがお考

えか、お聞かせください。 

  ②番．平成 30 年度から、都道府県が国民健康保険財政運営の責任主体となり、大阪府

においては保険料についても統一される予定であるとのことですが、現在の協議の内容、

また本町においてのメリット・デメリットについて、お伺いをします。 

  ③番．待機児童の解消については様々な方策を検討する必要があるとは存じますが、

新たな施設の設置や人材確保など、一定の時間を要するものだと思います。今現在、本

町の独自基準で行っている保育士の配置基準を国基準に当てはめた場合、何人の待機児

童を減らすことができるのか、お示しください。また認定こども園の創設には触れられ

ていませんが、創設の意思はないのか、お伺いします。 

  それとともに、学童保育室については施設面の拡充は結構ですが、学童保育指導員の

確保の目途は立っているのか、お伺いします。 

  （６）番目の「生涯学習の振興と教育の充実したまちづくり」について、お伺いしま
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す。 

  ①番．町立体育館につきましては、「体育館棟の耐震補強が必要であり、今後の方針

について検討」をされるとのことですが、役場庁舎なども同様の問題を抱えていること

から、体育館卖独で考えるのではなく、他の施設との複合施設的なものも検討すべきで

はないかと思いますが、いかがお考えか、お伺いします。 

  ②番．夏休みの居場所づくり事業についてですが、キャンプ場については、どのよう

に考えておられるか。熊の目撃情報や、スズメバチの駆除もされているようですが、子

ども達や利用者の安全は担保できるのか、お伺いします。 

  （７）番、「住みよいまちづくり」の実現に向けた行政運営について、お伺いします。 

  ①．「行財政改革プラン」について、お伺いします。多種多様化する行政に対するニ

ーズに対応し、今後も行政サービスを維持・発展させていくためには、自主財源の確保

とともに行財政改革の推進も、しっかりと行っていかなければならないと考えています。

本町において、行財政改革は「第５次行財政改革プラン」までを実施しており、様々な

分野において改革をされてこられたと認識をしていますが、「第６次行財政改革プラン」

については、どのようなことを主軸に実施されるつもりか。また､計画の完成はいつ頃を

見込んでおられるのか、お聞かせください。 

  ②番．広域連携について、お伺いをします。一口に広域連携と申しましても、多岐に

わたっていると認識をしています。主にどのような事業を優先的に広域連携で進めてい

くおつもりか。広域連携と申しましても、本町が他の自治体にお願いをすることがほと

んどであると思いますが、どのようにお考えか。また、どのようなものであるにせよ、

相手があってこそのものであるがゆえに、自治体間や住民感情に最大限の配慮が要ると

思うが、いかがお考えか、お伺いをいたします。 

  以上をもちまして、大綱質疑を伺いました。答弁、よろしくお願いいたします。 

山田町長 それでは、コミュニティネットを代表されての東田議員の大綱質疑に、ご答弁

申し上げます。 

  まず、冒頭のご質問でございます。 

  副町長人事につきましては、副町長は行政において極めて重要な役割を担う役職であ

りますことから、可能な限り早い時期に、ご提案させていただけるよう事務を進めてま

いりたいと考えております。 

  次に、私が考える「小さくても魅力あるまちづくり」についてでございますが、まず

は、住民と行政が互いに顔の見える小さな自治体の良さを生かし、協働のまちづくりを

進めることや、小さな組織だからこそのフットワークの良さを発揮して、スピーディー

かつ柔軟に施策を展開することでございます。また、その方向性といたしましては、堅

実な財政運営の推進を基本に、「自然と調和し、人権が尊重され、性別や年齢などに関

わらずいきいきと活躍できる活力あるまち」「子育て支援や教育が充実し、若い世代が
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将来に希望を持てるまち」「このまちに愛着を持つことができ、いつまでも住み続けた

いと思えるような魅力あるまちづくり」を進めることでございます。 

  次に、「本町の人口と、小さな自治体の難しさについて」でございます。 

  町内においては、現在、複数の住宅開発が進行中でございます。従いまして、今後、

一時的な人口増加が見込まれますが、長期的には全国の多くの自治体と同様、人口減尐

は避けられないものと認識をいたしております。また、「小規模自治体の難しさ」とい

たしましては、一般的に行政規模が小さい場合、住民１人あたりの行政コストが高くな

るなど、スケールメリットが発揮しにくいことなどがあげられると認識しております。 

  次に、「山積する行政課題への対応」につきましては、それぞれの課題の内容に応じ

まして、慎重かつ着実に、議員の皆様との十分な議論を重ね、解決に向けた取り組みを

進めていく必要があると考えております。 

   続きまして、「役場庁舎の耐震化について」でございます。 

   本庁舎につきましては、平成 22 年度に実施した耐震診断の結果、耐震化が必要とな

っております。本町では、耐震診断結果に基づき耐震補強計画案を作成してまいりまし

たが、工事実施にあたっての諸課題の解決が必要となっていたことに加えて、学校施設

の耐震化を優先して実施することとしておりましたので、現時点で、本庁舎の耐震化に

は至っておりません。一方、昨年発生した熊本地震におきまして、平成 27 年度に耐震補

強工事を行ったにも関わらず役場の一部が破損したという状況を鑑みますと、本庁舎の

耐震化の対応にかかる状況が大きく変化してきておるところでございます。 

  本町といたしましても、これまでの経過と将来の本庁舎のあり方について再検討すべ

きであるとの考えから、今回、「庁舎整備検討資料作成等業務」にかかる予算をお願い

するものでございます。今回の業務委託の内容につきましては、これまで耐震補強工事

にかかる費用を約７億円と見込んでおりましたが、その後の建築物価の高騰や配管にか

かる工事費用なども考慮したうえで、現時点での事業費の再試算にあわせまして、建て

替えた場合の複数の事業費についての試算をすることで、より精度の高い資料を作成す

る予定でございます。 

  なお、現時点では委託業者を決定しておりませんので、詳細な調整はできておりませ

んが、予算をご可決いただきましたら、業者の選定を行い、年内に資料を作成できるよ

う努め、尐なくとも年度内に方向性を判断してまいりたいと考えております。 

  続きまして、（１）点目の「基本的人権の尊重」に関するご質問のうち、①の「個別

法制定の背景について」でございます。 

  障害及び障害のある人に対する理解と認識の不足から、就労における差別や入居拒否

などの問題がございます。平成 18年 12 月、国連総会で「障害者の権利に関する条約」

が全会一致で採択され、我が国も「障害者基本法」の改正等、国内法を整備し、平成 26

年１月に条約を締結しております。「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、
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いわゆる「障害者差別解消法」は、このような流れの中で、すべての人が障害の有無に

よってわけ隔てられることなく、人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に

向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されたものと認識

をいたしております。 

  次に、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、いわゆるヘイトスピーチは、

人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を

生じさせることになりかねず、許されるものではありません。在日外国人の排斥を訴え

る団体が外国人学校に向けて示威活動を行った事件に関し、平成 26年 12 月には、この

活動に伴う業務妨害と名誉棄損が「人種差別撤廃条例」上の人種差別に該当する、との

判決が確定しております。「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取

組の推進に関する法律」、いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」は、このような背景を踏

まえ、ヘイトスピーチの解消に向けた基本理念等を定めることを目的に制定されたもの

であると認識をしております。 

  また「部落差別の解消の推進に関する法律」、いわゆる「部落差別解消法」は、近年、

インターネット上での差別的な書き込みが発生するなど、情報化の進展に伴って部落差

別に関する状況の変化が生じていることなど踏まえ、すべての国民に基本的人権の享有

を保障する日本国憲法の理念に則り、部落差別は許されないものであるとの認識のもと、

これを解消することが重要な課題であることに鑑み、制定されたものであると認識をい

たしております。 

  次に、②の「取り組みの内容について」でございます。 

  「障害者差別解消法」の施行を受け、本町ではこれまで広報誌及び町ホームページに

制度の周知記事を掲載するとともに、啓発パンフレットを作成し、窓口への配架や、関

係団体・機関等への配布、障害者団体、民生委員児童委員協議会等を対象とする研修を

実施しております。また昨年４月には、「島本町における障害を理由とする差別の解消

の推進に関する対応要領」を制定しており、これに基づく職員研修も実施いたしました。 

  ヘイトスピーチにつきましては、法務省において実態調査や啓発活動が展開されてお

り、本町でも近年、人権週間の周知用チラシにこの問題に関する記事を掲載するなど、

住民の皆様への啓発に努めているところでございます。 

  部落差別の解消に向けましては、人権相談窓口において、同和問題をはじめとするあ

らゆる人権課題に関する住民の皆様からの相談に応じるとともに、町立学校における人

権教育の取り組みや、職員への研修を継続的に実施するほか、「大阪府部落差別事象に

係る調査等の規制等に関する条例」啓発推進月間である 10月に、広報誌に啓発記事を掲

載するなどの取り組みを行ってまいりました。 

  こうした取り組みを基礎に、今後とも、それぞれの法律の趣旨を踏まえ、国や大阪府

と十分連携を図り、近隣自治体とも歩調をあわせて、本町としての取り組みを進めてま
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いりたいと考えております。 

  次に、③番の「人権文化センターにおけるエレベーターの設置について」でございま

す。 

  人権文化センターは高齢者の利用が多く、また障害者の皆様に安心して利用していた

だくためにも、施設のバリアフリー化は喫緊の課題であると認識しております。エレベ

ーターの設置につきましては、本町の財政状況を勘案いたしますと特定財源の確保が必

要でありますが、当該事業につきましては、従来、国の地方改善施設整備補助金の対象

外でございました。しかしながら先般、本年度に限り当該補助金の対象となる旨の通知

があり、この獲得に向け動きを始めたところでございます。現在、補助金の確保に向け

た大阪府担当課との調整等を進めており、早期のバリアフリー化実現に向け、最大限努

力をしてまいりたいと考えております。 

  続きまして、（２）点目の①「再生資源の持ち去り行為の防止対策等について」でご

ざいます。 

  本町では、各家庭から分別して出された再生資源等を持ち去る事例が発生し、再生資

源等の収集量や資源化率に影響が生じているほか、持ち去り行為に関連する騒音や安全

面の問題が発生しております。これらの対策として、一部の自治体では条例による規制

を行っており、条例制定後は、各自治体とも住民からの苦情件数の減尐、資源化量の増

加など一定の効果をあげていると聞き及んでおり、本町といたしましても、条例化に向

けて事務を進めてまいりたいと考えております。 

  次に、「ごみ集積場におけるごみ出しのマナーや、カラス被害対策について」でござ

いますが、ご指摘のとおり、これまでごみ出しのマナーやカラスの被害について、多く

の要望を住民の皆様からいただいております。ごみ出しのマナーにつきましては、適正

なごみの分別やごみ出しマナーの向上を図るため、年２回発行している「ごみの収集日

程表」を全戸配布し、住民の皆様に啓発を行っております。カラス被害対策につきまし

ては、ごみ集積所で使用するカラスネットを配布するとともに、町のホームページでカ

ラスネットの正しい使用方法やその他の有効な対策方法についての周知を行い、被害軽

減に努めているところでございます。 

  いずれにいたしましても、住民一人ひとりのごみ出しマナーが向上するためには、行

政からの啓発活動とともに住民の皆様にご協力いただくことが必要不可欠であることか

ら、各自治会や地域の方と引き続き連携して取り組んでまいりたいと考えております。 

  次に、②の「清掃工場施設改修工事について」でございます。 

  本町では、平成 27年度に清掃工場の設備・装置の損傷状況及び処理機能状況を把握す

るため、精密機能検査を実施いたしました。検査の結果、施設の整備状況は比較的良好

であり、適切な維持管理ができているものの老朽化している箇所がございました。今後

の施設整備につきましては、本検査結果や毎年の保守点検結果及び清掃工場からの要望
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も踏まえながら、優先順位を決めて進めてまいりたいと考えております。 

  なお、本年度の改修箇所としましては、毎年実施するごみ焼却設備の焼却炉の耐火材

や粗大ごみ処理設備の破砕機に加えて、煙突の改修等を実施してまいりたいと考えてお

ります。 

  次に、③の「自主防災組織について」でございます。本町における自主防災組織は、

現在 22 団体が結成されております。組織全体の高齢化や後継者不足につきましては、消

防庁が昨年度に行った自主防災組織に対するアンケート調査におきましても、多くの自

主防災組織でリーダー等の人材育成が進んでいないことや、防災活動の参加者が尐ない

ことなどの課題があるとの結果となっております。 

  本町では、平常時から他の地域の自主防災組織が連携を図ることを目的に、自主防災

連絡協議会を定期的に開催しております。また住民の自主防災組織への参加意識を高め

るほか、活動に参加しやすい工夫、活動の活性化について、防災とボランティア訓練の

開催や出張講座を通じ取り組んでいるところでございます。今後におきましても、防災

指導員の協力も得ながら、地域活動団体との連携を図り、地域での活動をより活発に行

っていただけますよう、積極的に支援してまいりたいと考えております。 

  次に、④の「商工業の振興について」でございます。 

  空き家や古民家を活用した商工・観光振興の取り組みといたしましては、町内事業者

などが参画し、商工会が事務局を担う「しまもと・おもてなし・プロジェクト連絡会」

の構成員である「みなせ野プロジェクト」により、水無瀬神宮に隣接した空き家を活用

した取り組みを予定されております。また「みなせ野プロジェクト」については、毎月

第２日曜日に水無瀬神宮駐車場において、みなせ野オーガニックマーケットを開催され

ており、サントリー山崎蒸溜所以外のおもてなしの場として、町外からの来訪者も立ち

寄っていただけるような仕組みづくりの一つとなればと考えております。また本年度、

同じく「しまもと・おもてなし・プロジェクト連絡会」の構成員である町内事業者によ

る取り組みといたしまして、阪急水無瀬駅近くの空き家において、宿泊とコミュニティ

機能を持たせた施設の運営を予定されております。 

  本町といたしましても、これら二つの取り組みを多くの方に利用していただき、空き

家解消のモデルケースとするとともに、商工業・観光の振興に寄与するよう後方支援を

行ってまいりたいと考えております。 

  続きまして、（３）点目の「住民委員会制度」などに関するご質問でございます。 

  住民委員会制度は、行政への住民参加を目的として昭和 58 年７月に発足し、住民の皆

様の議論をもとにした提言をいただくなど、本町の住民自治の発展に大きく寄与してこ

られたと認識しております。しかしながら、この間、本町といたしましても審議会等の

充実や、「私の声」、町のホームページから 24 時間いつでもご意見をいただける意見フ

ォームの開設、パブリックコメント制度など、住民の皆様が町政に参画していただける
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よう様々な形で広聴制度を充実させてきており、住民参加の手法も時代とともに変化し

てまいりました。そのような中、提言を主とする住民委員会のスタイルが住民参加の手

法として今の時代に合っているのか、検証することが課題であると認識いたしており、

本年度、役員をはじめとした住民委員の皆様と率直な意見交換を行い、今後のあり方に

ついて一定の方向性を見出してまいりたいと考えております。 

  「補助金制度」につきましては、直近の「第５次島本町行財政改革プラン」が掲げる

改革事項の一つでありましたが、これまで抜本的な見直しには着手できておりませんで

した。このため、現在策定作業中の次期「行財政改革プラン」等を通じ、見直しを進め

る必要があるものと考えております。 

  なお、「小さな声を拾い上げることが重要」とのご指摘でございますが、確かに住民

の皆様の中には、町政に対し積極的にご発言をいただける方とそうでない方がおられま

す。そうした皆様の意向を総合的に把握する手法としては、無作為抽出型の住民意識調

査などがあげられますが、本町ではこれまでも、政策立案等の内容に応じまして、この

手法を活用いたしております。あわせまして、人権や福祉など各種の相談窓口におきま

しては、平素より住民の皆様の日常生活から生じる大小様々な課題等を伺い、その解決

援助に努めているところであり、各種の広聴手法とともに、相談支援の取り組みや窓口

業務など日常の様々な場面を通じまして、住民の皆様からの「小さな声」を拾い上げ、

行政課題の把握に繋げることができるよう、取り組んでまいりたいと考えております。 

  次に、（４）点目の①「ＪＲ島本駅西地区について」でございます。 

  ＪＲ島本駅西地区のまちづくりにつきましては、選挙の際の公開討論会において、議

員ご指摘のような趣旨で論議させていただいたところでございます。そのため、当該地

区のまちづくりが、現在、どのような状況にあるのかを職員への聞き取り等により一定

把握をいたしましたところ、準備組合におかれましては、全地権者を対象にされた意向

調査や現地調査として測量を実施されている段階であり、今後はこれらの調査結果を踏

まえ、素案を作成されるものと確認したところでございます。この素案に関しましては、

事業リスクを負われる地権者の皆様がご検討のうえ計画されたまちづくりの方向性でご

ざいますことから、一定尊重されるべきものと考えております。 

  そのため、現段階におきましては、住民の皆様への積極的な情報の提供や住民説明会

等の開催につきましては、お控えさせていただく必要があるものと考えております。し

かしながら、今後、地権者のご意向を一定踏まえられた素案が作成された段階におきま

しては、準備組合の皆様並びに業務代行予定者の事業者の皆様のご協力に基づき、住民

の皆様のご意見をいただくための手法について検討してまいりたいと考えております。 

  なお、今般の補正予算におきまして予算を計上させていただきました「線引き見直し

等業務」につきましては、都市計画にかかるたたき台を作成するために必要な業務を行

うものでございます。 
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  次に、②の「交通安全及び空き家対策について」でございます。 

  「町道高浜幹線」につきましては、当該路線から堤防道路へ抜ける通過交通をはじめ

戸建て住宅の開発や大型マンションの建設などにより、交通量が増加しているものと認

識いたしております。このため交通安全対策として、歩道設置や、運転者の視認性を確

保するため路肩部のカラー化などの整備に努めてきたところでございます。 

  なお、時間帯通行規制や許可車両以外の通行規制については、本町といたしましても

効果的な対策であると認識しております。現在も継続的に高槻警察署と協議をさせてい

ただいておりますが、いずれの規制も、沿道にお住まいの皆様全ての同意が必要となる

ことや、通行許可の更新などでご負担になるなど多くの課題があり、実現に至っていな

いのが現状でございます。引き続き地域の皆様や高槻警察署と協議を重ね、効果的な対

策を講じてまいりたいと考えております。 

  次に、「空き家」に関する国の動きといたしましては、全国各地で深刻化する空き家

問題を背景に、平成 27年５月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行さ

れたところでございます。同法の施行を受け、本町では平成 27年度に町内全域を対象と

した外観調査を実施し、家屋の躯体等が朽ち果てているもの等の判断基準に基づき、37

戸を空き家の可能性がある家屋として確認いたしております。また、町内では管理が行

われず長い年月が経過した空き家に対する苦情が年々増加しており、議員ご指摘のよう

な、いわゆる不良状態の空き家である旨の通報をいただいた場合には、そのつど現地確

認を行い、倒壊の危険性や防犯上の問題など、周囲に悪影響を及ぼしているか否かを調

査いたしております。その結果、「空家特措法」に基づく助言・援助等が必要と判断し

た場合につきましては、同法に基づき所有者等を調査のうえ、文書を所有者等に対して

通知し、建物の適切な管理に努めるよう、適宜指導しているところでございます。 

  次に、（５）点目の①「福祉ふれあいバスについて」でございます。 

  福祉ふれあいバスは、65歳以上の年長者や障害をお持ちの方、妊婦の方と同伴する就

学前のお子様が、役場やふれあいセンターなどの公共施設に出かけるための支援を目的

として運行しており、高齢者や障害者の社会参加の推進に寄与する施策であると認識い

たしております。また、これまで必要に応じて運行ルートや停留箇所の変更を図るとと

もに、平成 28 年６月からは、４ヵ月児健診の対象児及びその保護者にも利用していただ

けるように対象者を拡大するなどの見直しを行ってまいりました。今後につきましては、

町の福祉の向上を図るために行うという運行目的を踏まえつつ、さらなる利用者の拡大

などの検討を行うため、調査・研究を行ってまいりたいと考えております。 

  なお、島本駅及び水無瀬駅の駅前ロータリーには様々な規制等があり、停留箇所設置

は困難ですが、従来から最寄りの停留箇所として、楠公前と水無瀬駅の国道側にそれぞ

れ停留箇所を設けているところでございます。 

  次に、②の「国民健康保険制度について」でございます。 
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  国民健康保険制度の広域化に向けた現在の協議内容でございますが、都道府県におい

ては、平成 30 年度の広域化に向けて平成 29年度中に「国民健康保険運営方針」を策定

する必要があり、現在、大阪府においては、同一世帯・同一所得であれば府内のどの市

町村に居住していても同じ保険料となる統一保険料を導入すること、また市町村の一般

会計からの法定外繰入を認めないことなど、今後の運営方法等が協議されているところ

でございます。 

  広域化のメリットは、都道府県が財政運営の責任主体となり、制度運営の中心的な役

割を担うことで財政基盤の安定や効率的な事業運営の確保等が可能となり、国保健康保

険制度が安定化することにあります。スケールメリットを生かした、より安定的な保険

財政運営が可能となるものと認識しております。また本町の国民健康保険においては、

１人あたりの医療費が府内３位と高水準にあることから、医療費水準を保険料に反映し

ない統一保険料においては、保険料が下がる要因となります。 

  デメリットについては、現時点で明確になっているものはございませんが、本町の国

民健康保険加入者の所得水準は府内６位となっていることから、保険料を府内で平準化

した際には保険料の上昇要因となること、また本町のような徴収率が高い保険者は予定

収納率が高く設定されることなど、課題はございます。 

  いずれにいたしましても、平成 30年４月からの広域化による新たな国民健康保険制度

のスタートが決定していることから、遅滞なく、またこれまで以上に安定した、よりよ

い制度となるよう協議を進めてまいります。 

  続きまして、（７）点目の①「『行財政改革プラン』について」でございます。 

  現在、次期プランの策定に向けた調査・研究を進めており、庁内プロジェクトチーム

での議論等を踏まえ、本年度中に素案をお示しできるよう取り組んでまいりたいと考え

ております。次期プランにおける改革事項でございますが、一例としては、先ほど議員

からのご質問にもありました補助金の見直しや、その他、町独自サービスの見直しなど

を想定いたしておりますが、具体的な改革事項につきましては、今後プラン案の作成に

おいて、お示ししてまいりたいと考えております。 

  次に、②の「広域連携について」でございます。 

  本町のような小規模自治体にとりまして、広域連携による効率的な行政運営の推進は

重要な課題であると認識をいたしております。また議員のご質問にもありますとおり、

一口に「広域連携」と申しましても、その内容や手法は多岐に亘っております。 

  昨年 11月には、大阪府から「人口減尐・超高齢社会における行政サービスの維持・充

実といった観点から、市町村の自主性を尊重しつつ、広域連携等の促進に向けたきめ細

やかなコーディネートを積極的に実施していく」との方向性が示されたところでござい

ます。本町といたしましても、大阪府におけます個別施策での「緩やかな連携」も含め、

事例を一つひとつ積み重ね幅広い取り組みに繋げていくとの方針も踏まえ、今後、府の

- 163 -



 

 

サポートも受けながら、一歩一歩、地域間における広域連携の推進を目指してまいりた

いと考えております。しかしながら、当然のことではございますが、広域連携は相手の

あることで、一自治体の一方的な希望で実現するものではないということも、十分理解

をしているところでございます。 

従いまして、この場で具体的な事業内容をお示しすることはできませんが、連携する

相手方の立場や状況を十分理解したうえで、相互の信頼関係のもとに、誠実にねばり強

く協議を重ね、双方の利益を生み出すものでなければ、その実現は困難であると認識を

いたしており、今後、議員の皆様方のご指導、ご協力を賜りながら、誠意をもって、丁

寧に、関係の構築に努めてまいりたいと考えております。 

  私からは、以上でございます。 

岡本教育長 それでは、教育委員会所管分につきまして、ご答弁申し上げます。 

  まず、（５）点目の③「保育士配置基準など、認定こども園の創設や学童保育指導員

の確保について」でございます。 

  本町では保育士の配置について、１歳児で国基準６対１のところを４対１、３歳児で

国基準 20対１のところを 15対１、４歳児及び５歳児で国基準 30対１のところを 25対

１と、上乗せの基準で運用しております。本年６月１日時点の入所児童数に対する必要

保育士数を国基準と町基準とで比較いたしますと、その差は第二保育所で３人、第四保

育所で４人、山崎保育園で３人、高浜学園で３人と、町全体で合計 13人の保育士の余裕

があることになります。また、本年６月１日時点の待機につきましては、０歳児が 15

人、１歳児が 24人、３歳児が５人となっており、必要な保育士が０歳児は５人、１歳児

は４人、３歳児は１人と、町全体で 10 人が必要となりますので、計算上は、余裕となっ

た 13人で、すべての児童の受け入れが可能となります。しかしながら、現状の保育所が

高浜学園を除き過密状態にあることから、保育士が確保できても、さらに過密を悪化さ

せることに繋がることから、保育士配置基準の見直しの課題はございますが、まずは待

機児童解消の受け皿となる新たな施設の整備に全力で取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

  次に、「認定こども園について」でございますが、現在、本町には認定こども園はご

ざいませんが、第二幼稚園と第四保育所の一体的な整備を再検討する中で、幼児教育・

保育・子育て支援など様々な機能をあわせ持つ施設を整備することは、保護者の選択肢

が広がるなど多くのメリットがあるものと考えております。 

  次に、「学童保育指導員の確保について」でございます。平成 24 年に「児童福祉法」

が改正され、放課後児童健全育成事業の対象は小学校６年生まで拡大され、本町におき

ましても、平成 27年３月に策定した「島本町子ども・子育て支援事業計画」に基づき、

本年度から４年生の受入れを開始いたしました。そのため、職員体制につきましても拡

充すべく、指導員の報酬・賃金の見直しを行うなど対策を講じましたが、現時点で、四
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つの学童保育室全体で、嘱託職員については１名、加配の臨時職員については４名の欠

員が発生しております。引き続き、必要な職員数が確保できるよう、様々な募集方法に

より職員の確保に努めてまいります。 

  次に、（６）点目の①「町立体育館と他の施設との複合施設等の検討について」でご

ざいます。 

  町立体育館につきましては、昨年度に実施いたしました耐震診断の結果、２棟ある建

物のうち体育館棟について耐震性能を満足しておらず、耐震補強が必要であることが判

明いたしました。同館は昭和 56 年の開設から 36 年を経過し、耐震性能以外にも施設・

設備面において多くの課題を抱えており、経年劣化により老朽化した各体育室の床板、

照明器具、給排水設備の更新など、対策を講じる必要がございます。また、利用者ニー

ズの高さに対しまして恒常的に体育室の数が不足していることや借地に建設されている

ことなど、多くの課題がございます。これらの課題を解決するため、移転新築を行うの

か、耐震補強と大規模改修をあわせて行うのか、早期に決定してまいりたいと考えてお

りますが、町財政との整合性が不可欠でありますことから、長期的な視点に立って様々

な選択肢を含めて、検討してまいりたいと考えております。 

  次に、②の「キャンプ場について子ども達や利用者の安全は担保できるのか」につい

てでございます。 

  「町立キャンプ場の安全」につきましては、施設の維持管理もさることながら、昨年

度は、７月 10日に近傍の大沢集落周辺においてツキノワグマの目撃情報が２件あったこ

とから、使用者の安全が担保できるまで閉鎖することとし、再開できないまま使用期間

を終えました。また近隣の高槻市、茨木市、箕面市におきましても、昨年８月以降、相

次いでツキノワグマの目撃情報がありましたが、10 月 29 日の箕面市における目撃情報

を最後に、また京都府内のうち、本町近隣の大山崎町におきましても 10月５日に目撃情

報がございましたが、その後、新たな情報はなかったものでございます。最新の情報と

いたしまして、本年６月２日に能勢町におきまして、大阪府内では本年度初となるツキ

ノワグマの目撃情報がございましたが、町立キャンプ場からは 20 キロ以上離れているこ

とから、現時点におきましては、本件をもって開設延期などの措置を行う必要はないも

のと考えております。 

  次に、「スズメバチ」にかかる対応でございます。現在、７月の町立キャンプ場開設

に向けて鋭意準備を進めているところでございますが、４月以降、場内各所にトラップ

を設置し、巣作りが行われる前の段階でスズメバチを捕獲するなど、可能な範囲での対

策を施しているところでございます。しかしながら、山林に囲まれた町立キャンプ場の

立地条件の中で、完全に危険を除去することは大変困難であるものと考えております。

使用期間中、場内にＡＥＤやポイズンリムーバー(応急用毒取り器)をはじめとする各種

応急処置用具を備えるとともに、町立キャンプ場において発生が予測されるあらゆる緊
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急事態への対応策を示した危機管理マニュアルを適切に運用することで、緊急時の安全

管理体制に遺漏のないよう努めているところでございます。いずれにいたしましても、

利用者に対しましては、ツキノワグマやスズメバチなどの野生生物による危険性につい

て注意喚起を徹底するとともに、引き続き近隣のツキノワグマ目撃情報を注視し、本町

近隣で新たな目撃情報が発生した場合には一時閉鎖に踏み切ることも含めて、適切に対

応してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

東田議員 あくまで大綱質疑でございますので、詳細については控えさせていただきます

けども、尐し質問の仕方も悪かったのかも知れないですけど、わかりにくいところがあ

ったので、お伺いいたします。 

  まず、冒頭部分の下のほうですけども、「長期的には全国多くの自治体と同様、人口

減尐は避けられないものと認識をしております」という部分なんですけども、人口減尐

していくというのは皆さんの共通認識だと思うんですけども、人口減尐をしていくから、

もうそれはそれで割り切って、それに備えるんだという考え方と、人口減尐していくけ

ども、尐しでも高齢化率を下げるとか、そういうふうに働く世代を獲得していくとか、

尐しでも抵抗していくのか。考え方がどっちなのかなというのを、ちょっと町長にお伺

いしたいと思います。 

  それともう１点は、人権問題の「平和と基本的人権尊重のまちつくり」の②番目なん

ですけども、「各自治体において取り組む内容に差が生じることが予想されますが、島

本町としてどのような姿勢で取り組むのか」というのを､私、お伺いしたんですけども、

「それぞれの法律の趣旨を踏まえ、国や大阪府と十分連携を図り、近隣自治体とも歩調

を合わせて」というふうなご答弁をいただいてます。大阪府や国と連携を図るというの

はよくわかるんですけども、近隣自治体と、別に歩調を合わせる必要はないん違うんか

なと思いますね。もし、ほかの近隣の自治体がいい取り組みしてたら、積極的に取り入

れたらいいと思いますけども、島本町がこれはいいなと思ったら、ほかの自治体のこと

気にせんと､積極的に独自にやったらいいんじゃないかなと思います。これは別に人権問

題に関わらず、ほかの施策に対してでもと思いますけども、積極的にいろんなことをや

っていったらいいんじゃないかなと思いますけども、これについて、ちょっとお伺いし

ます。 

山田町長 まず最初の、人口が減尐していく中で本町としてどういう方向性で行くのか、

という部分でございますが、平成 28 年３月に「島本町人口ビジョン」が策定されており

ますが、この中で国立社会保障人口問題研究所の準拠した推計では、平成 72年の時点で

本町の人口が２万人を下回る予測がされております。町として人口減尐克服のための取

り組みを講じるとともに、国及び大阪府の施策でもたらされる効果により、合計特殊出

生率の向上を目指すことで、人口規模２万５千人程度を目指すことが、この中で掲げら
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れております。また、そのための５年間の行動計画として、「島本町まち・ひと・しご

と創生総合戦略」に掲げる諸施策が推進されてきたところでありまして、私といたしま

しても、この方向性を踏襲してまいりたいと考えているところでございます。 

  あわせまして、施政方針でもお示しをさせていただきましたとおり、住民と行政が互

いに顔の見える小さな自治体の良さを活かした協働のまちづくりを推進することや、若

者世代が子育てしやすい環境を整えるなど、子育て支援と教育の充実を図り、誰もが住

み続けたいと思えるような魅力のあるまちづくりを、財政との整合を図りながら進める

ことを通じまして、将来の人口減尐問題に対応してまいりたいと考えております。 

  私からは、以上です。 

総合政策部長 それでは、２点目のご質問にご答弁申し上げます。 

  「ヘイトスピーチ解消法」では、地方公共団体の責務として、「国との適切な役割分

担を踏まえて､当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする」と定められ

ております。「部落差別解消法」におきましても、「地方公共団体は、国及び他の地方

公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めること」

が求められております。本町では、これまでも様々な人権課題の解決に向け、啓発、研

修、相談等の取り組みを積極的に進めてまいりましたが、それらの中には、国や府、近

隣自治体等と連携して実施するもののほか、本町独自の取り組みとして行っているもの

もございます。 

  従いまして、取り組みの内容に応じましては、他の機関と連携あるいは歩調を合わせ

て実施することにより、本町卖独で実施するよりも、より効果的であろうと考えており

ますが、すべての取り組みを連携歩調のもとに実施しなければならないと考えているわ

けではございません。それぞれの法律の趣旨を十分踏まえ、適切に本町独自の取り組み

も講じながら、地域の実情に応じた施策となるよう努めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

東田議員 それでは、残りは所管の常任委員会審査に付託されておりますので、これで私

の大綱質疑を終わります。 

川嶋議長  以上で、コミュニティネットの大綱質疑を終わります。 

  お諮りいたします。 

  本日の会議は、議事の都合により､これをもって延会とし、明日６月 27 日午前 10時か

ら再開したいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ご異議なしと認めます。 

  よって、本日はこれをもって延会とし、次会は明日６月 27 日午前 10 時から会議を開

くことに決定しました。 

- 167 -



 

 

  本日は、これをもって延会といたします。 

  長時間にわたり、大変ご苦労様でございました。 

 

 （午後５時３１分 延会）  
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 本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

 

第３４号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第３５号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第３６号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第３７号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第３８号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第３９号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４０号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４１号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４２号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４３号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４４号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４５号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４６号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第４７号議案 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第 １ 号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

第 ２ 号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

第 ３ 号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

第４８号議案 工事請負契約の締結について 

第４９号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

第５０号議案 島本町職員の退職手当に関する条例の一部改正について 

第５１号議案 島本町税条例等の一部改正について 

第５２号議案 島本町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

第５３号議案 島本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に 

関する条例の一部改正について 

第５４号議案 平成２９年度島本町一般会計補正予算（第１号） 

第５５号議案 平成２９年度島本町水道事業会計補正予算（第１号） 
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平成２９年  

 

 

島 本 町 議 会 ６ 月 定 例 会 議  会 議 録 

 

 

第  ３  号 

 

 

         平  成２９年  ６月２７日（火）  

 



島本町議会６月定例会議 会議録（第３号） 

 

年 月 日  平成２９年６月２７日 (火) 

 

場   所  島本町役場 議場 

 

出 席 議 員  次のとおり１４人である。 

 

１番  塚 田  淳  ２番  大久保  孝幸  ３番  東 田  正 樹 

４番  平 井  均  ５番  河 野  恵 子  ６番  清 水  貞 治 

７番  岡 田  初 惠  ８番  川 嶋  玲 子  ９番  戸 田  靖 子 

10番  中田  みどり  11番  野 村  篤  12番  伊集院  春美 

13番  福 嶋  保 雄  14番  村 上  毅     

              

 

地方自治法第１２１条の規定により、議会に出席を求めた者は次のとおりである。 

町 長  山田  紘平  教 育 長  岡本  克己  
総 合 政 策 

部 長 
 由 岐  英 

総 務 部 長  柴山  則文  
健 康 福 祉 

部 長 
 岡本  泰三  

都 市 創 造 

部 長 
 名越  誠治 

都市創造部 

理 事 
 柏木  栄一  

上 下 水 道 

部 長 
 水木  正也  消 防 長  近藤  治彦 

教育こども 

部 長 
 北河  浩紀  会計管理者  永 田  暢  

都市創造部 

次 長 
 安藤  鎌吾 

 

本会議の書記は次のとおりである。 

 

事 務 局 長  妹藤  博美  書   記  村田  健一  書   記  小東  義明 
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  議事日程第３号  

 平成２９年６月２７日（火）午前１０時開議 

日程第１ 第５３号議案 島本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用 

者負担額等に関する条例の一部改正について 

第５４号議案 平成２９年度島本町一般会計補正予算（第１号） 

第５５号議案 平成２９年度島本町水道事業会計補正予算（第１号） 
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  （午前１０時００分 開議） 

 

川嶋議長  おはようございます。昨日に引き続き、大変ご苦労様でございます。 

  ただいまの出席議員数は 14 名で、全員出席であります。 

  よって、これより本日の会議を開きます。 

  日程第１、第 53 号議案 島本町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負

担額等に関する条例の一部改正についてから、第 55号議案 平成 29年度島本町水道事

業会計補正予算（第１号）までの３件を一括議題とし、大綱質疑を継続いたします。 

  引き続き、自由民主クラブの発言を許します。 

伊集院議員（登壇） おはようございます。それでは、平成 29 年度町長の施政方針及び予

算に対しまして、自由民主クラブを代表し大綱質疑を行います。 

  まず、６月 22日発表されました月例経済報告において、景気は緩やかな回復基調が続

いています。分野別で、消費者物価は横ばい、個人消費は緩やかに持ち直し、設備投資

に、また輸出や生産は各種持ち直しています。そして企業収益と雇用情勢は、今月も改

善しております。４月の有効求人倍率は 1.48 倍、これはバブル期を超える高水準となり

ました。昭和 49年（1974年）２月以来、43年２ヵ月ぶりです。正規職員に限った倍率

も 0.97 倍と上昇し、雇用形態別の集計を始めた平成 16年以降で最も高くなりました。

また、５月末の倍率は 1.45倍で、就業者・雇用者において 52ヵ月連続の増加で、完全

失業率は 83ヵ月連続の減尐。この数値は、都道府県でも平成２年 11月以降、26年４ヵ

月ぶりの高水準と、６ヵ月連続、都道府県すべてで１倍以上と、うれしいニュースもあ

りました。今後の先行きとしては、雇用・所得関係の改善が続く中で、各種政策の効果

もあって、緩やかに回復していくことが期待される。ただし、海外経済の不確実性や金

融資本市場の変動の影響に留意する必要がある、となっております。 

  こういった状況下で、島本町は新たな町長のもと、平成 29 年度の施政方針が示されま

した。 

  まず冒頭に、町長がおっしゃる「小さくても魅力あるまちづくり」とはどういうもの

か、具体を伺うとともに､それに伴った予算編成となりましたか、伺います。また、想い

と添わないものはなかったのか、伺います。 

  １)．「財政問題と行財政改革について」 

  ①一般会計・特別会計・財産区、そして水道事業も含め、施策・骨格予算を合わせ総

額 217億 237万円と、高額予算となっております。水道の企業会計を除いて 202億 7,277

万円です。この水道企業会計を除いた総額で 200 億円を１年間で超える予算を､私は過去

に見たことがないのですが、町政 77年を迎えています本町として、一般会計・特会・財

産区、総額で 200億円を超えたことは過去にありましたか、伺います。 

  ②「国の取り組みと基調をあわせた歳出改革を行う」とありますが、具体の説明を伺
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うとともに、どんな歳出改革をされるのか、スケジュールもあわせて伺います。また、

その後に続く「このような国の動向を受け、本町も一般会計当初予算において、子育て

支援や公共施設の老朽化対策、広域連携など、喫緊の課題に対応している」と、「国の

取り組みとあわせた歳出改革」との内容と、どのように整合を取られるのか、整合する

のか、伺います。 

  ③「公共施設の老朽化対策や耐震化、子育て支援をはじめとする社会保障関係経費な

ど､多額の資金が必要となる見込み」なので、「歳入の確保と歳出の削減に努める」とあ

りますが、この歳入確保と歳出の削減をどのような手法でされるのか、具体を伺います。 

  ④現在の「第５次行財政改革プラン」は平成 23年に策定され、７年目となります。施

政方針の中で､次期の策定を明言されています。策定にあたっての留意すべき事項と、そ

のスケジュールを伺うとともに、不思議と、この行革の中でうたわれています「地域間

における広域連携の推進を目指す」とありますが、具体的な事務事業は何ですか。そし

て、具体の方策についても伺います。 

  ２)．「島本町のまちづくり ～ＪＲ島本駅西側地区について～ 」 

  ①「誘導してまいります」と述べておられますが、町が「誘導」するというのは一体

どういう意味か、お伺いいたします。 

  ②町長がおっしゃる「町の将来を見据え、新たなまちの顔となる駅前の玄関口として、

自然と調和したにぎわいと親しみのある町並み」とは、どんな町並みですか。伺います。 

  ３)．「危機管理・災害対策・防災等について」 

  ①ＢＣＰ（業務継続計画）について。 

「非常時に優先実施すべき業務等に対応できる体制を構築すべく､新たに業務継続計

画（ＢＣＰ）を策定する」とありますが、具体的にどのような内容で、いつ頃策定され

るおつもりか、伺います。また、大規模災害時を想定されているのですから、このＢＣ

Ｐ策定とともに機構改革をされるお考えはありませんか、伺います。 

  ②大雤対策について。 

本町が管理する沈砂池や水路の点検に浚渫工事を実施されますが、過去の被害状況を

踏まえ、現時点において予算額と、具体的に想定される箇所を伺います。 

  ③町立体育館について。 

「今後の方針は、財政との整合性を図りながら早期に決定」されますが、これまでで

も、借地である問題についての議論はありました。また、耐震補強工事も多額の費用を

要することも見込まれております。今後も現状のまま借地を継続していくのか、移転建

て替えを行うのか、早期に打ち出すことが喫緊の課題です。町長の考えを伺うとともに、

今後のスケジュールと費用対効果など、伺います。 

  ④役場庁舎について。 

「耐震補強や建て替えなど､耐震化の方向性について検討」とありますが、以前にも調
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査され、一体いつまで検討するのか伺うとともに、今後のスケジュールも伺います。 

  ４）．「環境、農林業等について」 

  ①土砂埋立て問題。 

大阪府の条例に加え、本町独自の対策の検討をされますが、条例制定を考えているの

か伺うとともに、目的とスケジュールを伺います。また、府の条例より上回ることもで

きるのかどうか、伺います。 

  ②農業について。 

「意欲のある農業従事者への支援」とありますが、どういった支援をされるのか、具

体を伺うとともに、「都市農業振興の取り組みを進める」具体の方策を伺います。 

  ③森林整備について。 

積極的に推進する今年度の森林整備の具体とスケジュールを伺います。 

  ５）．「清掃工場について」 

  ①ごみ処理において、「管理運営方法について検討」されるようですが、これまでも

包括民営委託についての検討もされました。まだ「検討」が続くのか伺うとともに、現

状と、その後の検討状況もあわせて伺います。 

  ②「再生資源の持ち去り行為の防止対策について検討」されます。条例を考えている

のか、具体と、今後のスケジュールを伺います。 

  ６）．「し尿処理場（衛生化学処理場）について」 

  高槻市のご協力のもと、し尿処理業務がスタートしています。順調に進んでいるのか、

説明を伺うとともに、撤去に向けスケジュール等も伺います。 

  ７）．「上下水道について」 

  ①汚水整備について。 

今年度の汚水整備の施策について伺うとともに、町全体としての進捗状況とスケジュ

ールを伺います。 

  ②雤水整備について。 

今年度の雤水整備の施策について伺うとともに、内水災害に対する対応を含めた今後

の雤水整備について､伺います。 

  ８）．「保健・医療・福祉等について」 

  ①国民健康保険事業について。 

大変厳しい運営状況であります。その中、「昨年に引き続き､専門的な知識を有する徴

収指導員を配置する」と述べられておりますが、これは増員されると解釈してよいのか、

伺います。また、平成 30 年度から運営責任者が大阪府となりますが、大阪府は保険料統

一もされます。もし、そこは一定理解したとしても、公平性の観点において、本町は一

般会計からの繰り入れは法定外繰入の範疇と守ってきた自治体と、保険料を一般会計か

らまかなっておられた自治体との扱いは差をつけていただくというか、ペナルティ的と
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いうか、こういったところの議論は明確になってきていますか。お伺いいたします。 

  ②介護保険制度について。 

第７期策定のスケジュールを伺います。 

  ③福祉医療費助成・子ども医療費助成について。 

福祉医療費助成の大阪府制度の構築へ対応され、今年度は準備作業に入られますが、

スケジュールを伺います。また、子ども医療費助成の対象者拡大の検討をされますが、

財源捻出をどうされるのか伺うとともに、スケジュールを伺います。 

  ④やまぶき園の移設・建て替えについて。 

10年前から、我が会派大綱でも訴えてまいり、昨年度末に整備運営事業予定者が決定

できたことは、一定評価いたします。平成 31年度の開設を目指されていますが、スケジ

ュールを伺います。 

  ９）．「子育て・教育・生涯学習等について」 

  ①国の「働き方改革」もあり、教職員の長時間労働の対策に「週１日以上、部活の休

養日を設ける」、また「週１回、全校一斉退校日を設ける」ことを徹底されるとのこと

ですが、単純にこの二つを合わせますと、週２日以上、部活が休みとなります。その解

釈でよいのか、組み合わせでスタートされるのか、外部人材を活用されるのか、伺いま

す。また、現在、自民党も外部人材の積極活用に、部活指導員にも国家資格検討をされ

ていますが、まだ実現に至っているわけではなく、この点において、人員体制について

どうされるのかも含めて、具体な説明を伺います。 

  ②幼稚園・保育所について。 

第四保育所の移設建て替えにおいて白紙となったことは安堵しますが、第二幼稚園と

の一体的な整備も含められた検討においては、以前より一般質問でも、幼児教育と福祉

施策と、この垣根を越える段階として求めてまいりました認定こども園も含めて検討さ

れると解釈してよいか、伺います。また、待機児童対策として民間保育園の誘致も取り

組まれますが、今後のスケジュールを伺います。 

  10）．「人事評価制度について」 

  人事評価制度の評価結果を、「人事管理の基礎とする」「人材育成にも活用する」と

は、具体的にどのように進められようとしているのか､判然としませんので、説明を伺い

ます。 

  11）．「タウンミーティングについて」 

  町長「自ら地域に出向き、住民の皆様から直接お声をいただくタウンミーティングな

どの実施」に「効果的な実施手法を検討」されますが、何をテーマにされるお考えなの

か、また「直接お声を聞く」というのは、どういうタイミングで考えておられるのか、

あわせて伺います。 

山田町長 それでは、自由民主クラブを代表されての伊集院議員の大綱質疑に、ご答弁申
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し上げます。 

  まず、冒頭のご質問でございます。 

  私が考える「小さくても魅力あるまちづくり」についてでございますが、まずは、住

民と行政が互いに顔の見える小さな自治体の良さを生かし、協働のまちづくりを進める

ことや、小さな組織だからこそのフットワークの良さを発揮して、スピーディーかつ柔

軟に施策を展開することでございます。 

  また、その方向性といたしましては、持続可能な行財政運営の推進を基本に、「自然

と調和し、人権が尊重され、性別や年齢などに関わらず、いきいきと活躍できる活力あ

るまち」「子育て支援や教育が充実し、若い世代が将来に希望を持てるまち」「このま

ちに愛着を持つことができ、いつまでも住み続けたいと思えるような魅力あるまちづく

り」を進めることでございます。 

  なお、今回、ご提案させていただいた補正予算は、これに沿ったものであると考えて

おります。 

  続きまして、１)点目の①「町の予算規模について」でございます。 

  公営企業会計を除いた予算総額が 200億円を超えたことが過去にあったかどうかにつ

いてでございますが、当初予算におきまして予算総額が 200億円を超えたのは、平成 29

年度が初めてでございます。 

  次に、②の「歳出改革及び本町の一般会計当初予算について」でございます。 

  施政方針の３ページで申し上げております「国の取り組みと基調を合わせた歳出改革

を行う」との記述は、国の「地方財政計画」の内容をご説明させていただいたものであ

り、国の平成 29年度当初予算における、地方全体に対する予算措置の考え方をお示しさ

せていただいたものでございます。また、その後に続く「本町も、一般会計当初予算に

おきまして、子育て支援や公共施設の老朽化対策、広域連携など、喫緊の諸課題に対応

している」との記述は、小規模保育事業の拡充、学童保育室運営事業の拡充、道路スト

ック維持管理事業、橋りょう補修・補強事業、し尿処理事務委託事業など、すでに当初

予算で対応させていただいております各種事業について、お示しさせていただいたもの

でございます。 

  次に、③の「歳入の確保と歳出の削減について」でございます。 

  本町では、これまでも「第５次島本町行財政改革プラン」に基づき、使用料・手数料

の見直し、個人給付の見直し、遊休地の売却・貸付、戸籍電算化の完了、人員削減によ

る人件費の抑制など、様々な施策に取り組んでまいりました。しかしながら、歳入の減

尐、扶助費の増大、公共施設やインフラの老朽化など、厳しい財政状況が見込まれるこ

とから、今後も継続して行政サービスを提供していくためには、今まで以上に効率的か

つ効果的な行財政運営を推進し、安定的な財政基盤を確立する必要があるものと考えて

おります。 
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  「地方自治法」が定める基本原則であります「地方公共団体は、その事務を処理する

にあたっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最尐の経費で最大の効果をあげる

ようにしなければならない。」との責務を果たすべく、不断に事務事業の見直しを行い、

歳出の削減努力等を積み重ねることが必要不可欠であり、その方策の一環といたしまし

て、次期「行財政改革プラン」を策定してまいりたいと考えております。 

  次に、④の「行財政改革と広域連携について」でございます。 

  次期「行財政改革プラン」の策定にあたりましては、直近の「第５次島本町行財政改

革プラン」における取り組み結果を分析するとともに、国の動向や他団体における改革

事例などにも留意する必要があると考えております。策定スケジュールにつきましては、

今後、庁内プロジェクトチームでの議論等を踏まえ、本年度中に素案をお示しできるよ

う取り組んでまいりたいと考えております。 

  また、本町のような小規模自治体が基礎自治体として行政責任を果たしていくうえで、

「最尐の経費で最大の効果」「組織及び運営の合理化」を求めるためには、広域連携を

進めることが重要な課題であると認識をいたしております。昨年 11月には大阪府から、

人口減尐・超高齢社会における行政サービスの維持・充実といった観点から、市町村の

自主性を尊重しつつ、広域連携等の促進に向けたきめ細やかなコーディネートを積極的

に実施していく、との方向性が示されたところでございます。本町といたしましても、

大阪府におけます個別施策での「緩やかな連携」も含め、事例を一つひとつ積み重ね、

幅広い取り組みに繋げていくとの方針も踏まえ、今後、府のサポートも受けながら、一

歩一歩、地域間における広域連携の推進を目指してまいりたいと考えております。 

  しかしながら、当然のことではございますが、広域連携は相手のあることで、一自治

体の一方的な希望で実現するものではないということも、十分理解をしているところで

ございます。従いまして、この場で具体的な事業内容をお示しすることはできませんが、

連携する相手方の立場や状況を十分理解したうえで、相互の信頼関係のもとに誠実にね

ばり強く協議を重ね、双方の利益を生み出すものでなければ、その実現は困難であると

認識をいたしており、今後、議員の皆様方のご指導・ご協力を賜りながら、誠意をもっ

て、丁寧に、関係の構築に努めてまいりたいと考えております。 

  続きまして、２）点目の「ＪＲ島本駅西側地区」に関するご質問の①、「町が誘導す

る」という表現の意味合いについてでございます。 

  ＪＲ島本駅西地区におけるまちづくりにつきましては、組合主体の土地区画整理事業

であり、いわゆる地権者主体のまちづくりでございます。そのため町といたしましては、

事業リスクを負われる地権者の皆様がご検討のうえ、計画されたまちづくりの方向性は、

一定尊重されるべきものであると考えております。  

  しかしながら、まちづくりにおきましては、事業の実現性はもとより、本町のまちづ

くりの基礎となる「島本町都市計画マスタープラン」や関係計画等との整合性を担保さ
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せていただく必要があるものとも考えております。また、総合的な見地からの判断を踏

まえ、都市計画という手法で規制や指導をさせていただくことにより、より良いまちづ

くりを実施していただくよう誘導してまいりたいという趣旨として、お示しさせていた

だいたものでございます。 

   次に、②の「想定される『町並み』について」でございます。 

当地区におきましては、これまで地権者の皆様のご協力のもと、レンゲ畑やどんど焼

の開催等、住民の皆様の交流の場として長らく親しまれてきたものと認識いたしており

ます。また、平成 24 年に改定いたしました「島本町都市計画マスタープラン」におきま

しては、当地区を「良好な市街地の形成を誘導し、都市機能の充実・強化を推進する区

域であり、同時に緑と調和した環境形成地区」と位置づけているところでございます。 

  これらを踏まえ、当地区の将来的な展望といたしましては、土地区画整理事業におい

て、一定のインフラ設備等、都市機能の充実・強化を図られることがあげられます。ま

た一方で、これまでのように営農を希望される方には良好な農耕空間のもとで営農をご

継続いただくとともに、緑化や良好な町並みの創出や、まちを育てる仕組みづくりにつ

いても必要に応じて支援を行うなど、当該地区におけるにぎわいと親しみのある人的交

流の場の創造を行っていただきたいと考えております。 

  次に、３）点目の①「ＢＣＰ（業務継続計画）について」でございます。 

この計画は、大規模災害時に行政が被災し、人、物、情報等、利用できる資源に制約

のある状況下において、優先的に実施すべく非常時優先業務を特定するとともに、業務

の執行体制や対応手順、業務継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定めるものでござ

います。 

  具体的には、国の「市町村のための業務継続計画作成ガイド」に記載されている、特

に重要な要素である電気・水・食料や通信手段の確保について定めるとともに、非常時

優先業務の整理等について関係部局との協議を行い、各部局で実施すべき時系列の災害

対応業務を選択し、業務の執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確保等をあらかじ

め定めることで、大規模災害時においても住民ニーズに対応できるようにするものであ

り、本年度中に策定してまいりたいと考えております。 

  なお、ＢＣＰの項目の一つである職員体制についてでございますが、計画に定めるべ

き事項が、首長が不在の場合の職務の代行順位や非常時の職員の参集体制であることを

踏まえますと、現時点で本計画の策定に伴う機構改革は想定しておりません。 

  次に、②の「大雤対策について」でございます。 

  本町が管理しております水路や沈砂池の浚渫工事につきましては、台風や集中豪雤が

発生する時期に備え、職員により町内の各水路や沈砂池の点検を実施しております。点

検の結果、土砂等が堆積している水路や沈砂池は浚渫工事を実施することとしており、

当初予算において 500 万円を計上させていただいたところでございます。 
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  なお、本年度、すでに実施済みの箇所につきましては、新幹線東側水路、エンマ川水

路、御茶屋水路、柳川水路２号沈砂池でございます。 

  今後につきましても、水路や沈砂池のパトロールを継続的に実施し、必要に応じて対

策を講じてまいりたいと考えております。 

  次に、④の「役場庁舎について」でございます。 

  本庁舎の耐震化につきましては、平成 22 年度に実施した耐震診断結果を受け、耐震補

強計画案を作成してまいりましたが、補強工事に伴う耐震壁の設置により事務所の空間

がかなり狭くなること、日常業務を行いながらの工事になること、工事ヤードとなる中

庭に住民ホールがあることなどの課題解決が必要となっていたことに加えて、町の公共

施設の整備といたしまして、国庫補助の割増期間が限定されていた学校施設の耐震化を

優先して実施することとしておりましたので、現時点で、本庁舎の耐震化には至ってお

りません。 

  これまで、本庁舎の耐震化の対応につきましては耐震補強工事で検討してまいりまし

たが、昨年発生した熊本地震におきまして、熊本県益城町では、平成 27年度に耐震補強

工事を行ったにも関わらず役場の一部が破損したという状況を鑑みますと、本庁舎の耐

震化の対応といたしまして、耐震補強工事が妥当なのか、それとも建て替えが妥当なの

か、再検討すべきであるとの考えから、今回、庁舎整備検討資料作成等業務にかかる予

算をお願いするものでございます。 

  今回の業務委託の内容につきましては、専門業者の支援を得まして、耐震補強工事に

かかる工事費の再試算と、建て替えた場合の複数の事業費についての試算をすることで、

本庁舎の耐震化における方向性を見出すため、より精度の高い資料を作成したいと考え

ております。また、耐震化につきましては多額の費用を要することから、今回の資料を

もとに町財政への影響も含めまして、庁舎整備における方向性について、判断してまい

りたいと考えております。 

  次に、４）点目の①「土砂埋立て問題について」でございます。 

  大阪府では、災害の防止及び生活環境の保全を目的とし、土砂埋立て等について必要

な規制を行うため「大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例」を制定し、平成 27 年７月

に施行されております。この条例は、建設工事等により発生した土砂を対象に、3,000

㎡以上の埋め立て・盛土・堆積などの行為を許可制とし、規制するものでございます。 

  しかしながら、本町域内は山間部が多く、府条例の対象とならない小規模な埋め立て

等が想定されることや、土砂埋め立て等が大規模となった際には速やかな是正が困難に

なるケースがあること、また、近隣市においても小規模な土砂埋立て等を規制する独自

条例が制定されており、広域的な規制を行う必要があることから、本町におきましても

無秩序な土砂埋立て等が行われないよう未然に防止するため、独自条例の制定が必要で

あると考えております。 
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  今後のスケジュールにつきましては、関係機関との協議やパブリックコメント等諸手

続きを経たうえで、本年度中に条例制定してまいりたいと考えております。 

  なお、土砂埋立て等の規制については、近隣市では府条例の対象外となる 3,000㎡未

満 500㎡以上の小規模な土砂埋め立て等を規制対象としていることから、本町において

も同様の規制基準を検討しております。 

  次に、②の「農業について」でございます。 

  昨年５月、国は「都市農業振興基本法」に基づき、都市農業の振興を進めるための基

本的な方針となる「都市農業振興基本計画」を策定いたしました。市町村は、地方計画

を策定することが努力義務とされており、本町におきましても、その対応等について調

査・研究してまいりたいと考えております。 

  現在実施しております、意欲のある農業従事者への支援に関する取り組みとしては、

農業者の後継者育成を図ることを目的に高槻市農業協同組合に対して補助金を交付する

とともに、大阪府が開催しております新規就農を目指す方を対象とした相談会や、農業

に関する技術を学ぶ農業大学校に関する情報を提供しており、引き続き支援してまいり

たいと考えております。 

  これまでも本町では、ファミリー農園におきまして、農家ではない方にも土に親しみ

を持っていただく機会が提供されております。また学習田におきましては、小学生が農

業体験を行うとともに、学校給食に地場産のものが一部提供されるなど、農産物の供給

という農地本来の機能以外にも多面的な機能が発揮されており、今後も各取り組みを推

進してまいります。 

  新たな都市農業振興の取り組みとしては、これまで桜井地区のみで行っていた景観形

成作物の促進に関する事業、いわゆるレンゲ米の栽培に対する支援の取り組みを町内各

所で展開していくことについて、現在、農業実行組合長会と協議を行っているところで

す。さらに、他の自治体との意見交換等も行いながら、本町の地域性や財政状況等を踏

まえた都市農業の取り組みにつきまして、調査・研究してまいりたいと考えております。 

  次に、③の「森林整備について」でございます。 

  本町では、「サントリー天然水の森」の取り組みや、町内の森林整備ボランティア等

を支援・協力することで、住民・企業と連携しながら森林の保全に積極的に取り組んで

いるところです。 

  まず、本年度の「サントリー天然水の森」の取り組みといたしましては、これまで協

定を締結しておりました大沢・尺代・山崎地域の整備を引き続き行っていただくことと

なります。なお、具体的な整備内容につきましては、大沢地域で作業歩道の新設及び歩

道沿いの整備、植生保護柵の設置等の作業を、現在進めております。また山崎地域では

竹林の整備等を予定しており、そのスケジュール等について、現在サントリーと協議を

行っているところでございます。 
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  また、天王山周辺の森づくりに関する団体間の連携を図るため、昨年度「天王山周辺

森づくりフォーラム」が設立されました。本フォーラムには、本町をはじめ大阪府・京

都府・大山崎町・サントリーホールディングス株式会社のほか、両町の森林ボランティ

ア団体が参画しております。なお、こちらにつきましても、本年度における本フォーラ

ムの具体的な取り組みとそのスケジュールにつきましては、現時点で決定していないこ

とから、今後、関係団体と協議を行ってまいります。 

  その他、大阪府が指定いたします保安林の区域拡大に向けた地元地権者との調整や、

ボランティア団体への補助金による支援など、これまで継続してまいりました取り組み

につきましても、引き続き推進してまいります。 

  続きまして、５）点目の清掃工場に関するご質問の①「包括民営委託の検討状況につ

いて」でございます。 

  包括運営委託の導入につきましては、平成 26 年度に有識者４名による島本町清掃工場

包括運営検討委員会において、検討いただいております。本委員会では、「包括運営委

託を導入するのが望ましいものの、導入にあたっては、他事例も導入前に必要な施設整

備を行っていることから、施設整備の実施時期や範囲を早急に決定する必要がある。ま

た施設整備の実施時期や範囲の決定に際しては、精密機能検査等の実施や清掃工場の維

持管理業者等と協議を行い、施設の状態を把握する必要がある」との提言を受けており

ます。 

  これを受け、本町では、平成 27 年度に清掃工場の設備・装置の損傷状況及び処理機能

状況を把握するため、精密機能検査を実施いたしました。検査の結果、施設の整備状況

は比較的良好であり、適切な維持管理ができているものの老朽化している箇所があるこ

とがわかりました。今後の施設整備につきましては、本検査結果や毎年の保守点検結果

及び清掃工場の要望も踏まえながら、予算との整合性を図り、優先順位を決めて進めて

まいりたいと考えております。 

  従いまして、包括運営委託の検討につきましては、必要な施設整備が一定終了もしく

は目途がついた段階で、導入の判断をしてまいりたいと考えております。 

  次に、②の「再生資源の持ち去り行為の防止対策について」でございます。 

  本町では、各家庭から分別して出された再生資源を持ち去る事例が発生しており、再

生資源の収集量の減尐や、持ち去り行為に関連する騒音や安全面の問題がございます。

現在、再生資源の持ち去りに関する実態把握に努めており、リサイクルごみの収集日の

早朝に職員によるパトロールを実施するとともに、再生資源の持ち去り規制に関する条

例をすでに制定している近隣市へヒアリングを行っているところでございます。 

  今後につきましては、各自治会より選出されている廃棄物減量等推進員へアンケート

調査を実施し、さらなる実態把握に努めるとともに、規制手法等の検討を行い、「島本

町廃棄物の減量化及び適正処理等の推進に関する条例」の一部改正に向けて事務を進め
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る予定でございます。 

  なお、条例改正にあたっては、住民の皆様から広くご意見を頂戴するため、パブリッ

クコメントを実施する予定でございます。 

  次に、６）点目の「衛生化学処理場について」でございます。 

  し尿処理につきましては、本年４月から高槻市に事務の委託を行っており、開始して

まだ間もない状況でございますが、事前に十分に協議を行っておりましたことから、こ

れまで問題なく事務を進めることができております。改めまして、高槻市関係者の皆様

に感謝申し上げます。 

  衛生化学処理場につきましては、本年３月末をもって、町内で収集したし尿及び浄化

槽汚泥の搬入が終了しております。現在、残留汚泥の処分や解体工事にかかる設計を行

っており、解体工事に向けた準備を進めているところでございます。 

  なお、解体工事の設計にあたりましては、今年度中に関係機関との協議や関係法令等

に従った手続きを行い、解体工事につきましては、平成 30 年度から進めてまいりたいと

考えております。 

  次に、７)点目の①「汚水整備について」でございます。 

  まず、本年度の事業実施箇所といたしましては、昨年度に引き続き高浜一丁目地区に

おける公共下水道汚水管の整備を実施する予定でございます。当該地域においては、平

成 25年度に「下水道法」の事業認可を受け、平成 26年度から計画的に事業を実施して

おり、本年度末で一定の整備が完了する見込みとなっております。 

  町全体の進捗状況につきましては、昨年度末で、事業認可区域面積約 327haのうち、

処理区域内面積が約 301.2haとなり、下水道処理人口普及率は約 95.3％となる見込みと

なっております。今後のスケジュールにつきましては、ＪＲ島本駅西地区における区画

整理事業の進捗状況を注視しながら、町域内の土地利用等の状況も踏まえ、引き続き効

果的かつ効率的な整備区域の拡大に努めてまいりたいと考えております。 

  次に、②の「雤水整備について」でございます。 

  本年度につきましては、昨年度に事業着手いたしました公共下水道五反田雤水幹線整

備工事（第１期）を、引き続き実施してまいります。本事業は、「島本町淀川右岸流域

関連公共下水道計画」に基づき、島本（２－10）排水分区である百山地区外・約 42.8ha

の浸水防除を図ることを目的とし、淀川右岸流域下水道高槻島本雤水幹線への接続を行

うもので、国の防災・安全社会資本整備交付金を活用し、平成 31年度末完成を目途に、

現在、事業進捗に努めているところでございます。 

  また、島本（２－６）排水分区において、高槻市で実施していただいております淀川

流域下水道高槻島本雤水幹線との接続工事の早期完成に向けまして連携を図るととも

に、昨年度実施いたしました柳川雤水幹線外２幹線基本検討業務の検討結果に基づき、

今後の具体的な整備手法について検討を進める予定としております。 
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  次に、８)点目の①「国民健康保険事業について」でございます。 

  「島本町債権の管理に関する条例」が平成 27 年４月に施行し、国民健康保険、後期高

齢者医療、介護保険の各保険料につきましては、より厳密な債権管理が求められており

ます。昨年４月から、専門的知識を有する徴収支援員２名を任用し、職員の滞納整理の

知識及びスキルのさらなる向上や滞納者の財産調査、悪質滞納者に対する差し押え、滞

納処分等を行ってまいりました。この間、個々の事情を勘案したきめ細やかな納付相談

を行うとともに、財産調査や差し押え等に着手いたし、一定の効果を上げることができ

たと考えております。本年度におきましても、昨年度と同様２名を配置しており、現時

点で、増員の予定はございません。 

  次に、平成 30年度からの「国民健康保険制度改革にかかる大阪府での協議について」

でございます。国民健康保険制度は、平成 30 年度から都道府県が財政運営の責任主体と

なる、いわゆる広域化がスタートします。大阪府においては、同じ所得・同じ世帯構成

であれば、府内のどの市町村に居住していても同じ保険料となる「統一保険料」の導入

に向けて検討を進めております。広域化が実施される前に、保険料引き下げ目的等によ

り一般会計から繰入等を行っていた自治体に対してペナルティは特段ございませんが、

統一保険料が導入されますと、一般会計からの法定外繰入等の割合が尐ない市町村ほど、

激変緩和措置期間の影響が尐なくなる制度設計になるものと認識しております。 

  次に、②の「介護保険制度について」でございます。 

  平成 30年度から平成 32年度までを計画期間とする「第７期保健福祉計画及び介護保

険事業計画」につきましては、年度内の策定に向け、順次事務を進めているところでご

ざいます。計画策定にあたってのスケジュールでございますが、すでに本年３月 22日か

ら４月 12日の間に、今後の計画策定の基礎資料となる「介護予防・日常生活圏域ニーズ

調査及び在宅介護実態調査」を実施しており、現在、その集計事務を行っているところ

でございます。 

  今後は、島本町介護保険事業運営委員会におきまして、今回の調査結果や、国から示

される介護保険制度の制度見直し内容を盛り込みながら、慎重な審議のうえ計画に対す

る答申をいただく予定でございます。また、12月頃にパブリックコメントを実施し、被

保険者の皆様のご意見を集約のうえ、来年２月頃までに計画を策定する予定としており、

平成 30 年２月会議におきまして、介護保険料の改定等を含めました「介護保険条例」の

改正を上程すべく、事務を進めてまいります。 

  次に、③の「福祉医療費助成・子ども医療費助成について」でございます。 

  まず、「福祉医療費助成の大阪府制度の再構築」でございますが、平成 30年４月から

の制度改正に向け、本年９月定例会において条例改正を行うべく、事務を進めてまいり

ます。また条例をご可決いただいた後、本制度改正に対応すべくシステム改修を行いま

すとともに、広報・ホームページを通じて周知等を行うほか、各医療証の切替時期等に

- 184 -



 

合わせて、個別にご案内を郵送する予定でございます。 

  次に、「子ども医療費助成の対象者拡大の検討にかかるスケジュール及びその財源に

ついて」でございますが、府内自治体の状況や、本町の財政状況等を踏まえ、慎重に検

討してまいりたいと考えておりますことから、現時点でお示しする段階にはございませ

んが、制度を見直す際には持続可能な制度設計にしてまいります。 

  次に、④の「やまぶき園の移設建て替えについて」でございます。 

  「障害者地域生活支援拠点等施設」の整備スケジュールにつきましては、本年度、整

備運営事業予定者である社会福祉法人南山城学園において、新拠点施設の実施設計や、

国庫補助協議の手続きを予定しております。また、拠点施設に関する保護者や関係者へ

の説明につきましては、本年３月 28日に整備運営事業予定者を決定した後、やまぶき園

を利用しておられる保護者の皆様には可能な限り早くお伝えする必要があるとの考えの

もと、４月 18日に「やまぶき園保護者会」に対して説明会を開催したところです。また、

その他の当事者団体及びサークル等を対象に６月５日にも説明会を開催いたしました。 

  施設整備工事の準備として、事業予定地となるふれあいセンターゲートボール場周辺

の既存施設の除却を行う必要があることから、本年９月にゲートボール場施設の廃止に

かかる「ふれあいセンター条例」の改正及び既存施設の除却工事費にかかる補正予算を

上程し、11月頃から除却工事を実施してまいりたいと考えております。その後、平成 30

年度には国庫補助の内示を受け、整備運営事業予定者による施設整備工事を実施し、平

成 31年度から新拠点施設を開設してまいりたいと考えております。 

  今後とも、整備運営事業予定者や関係機関と協議・連携しながら、その作業や手続き

を支援してまいりますとともに、必要に応じて保護者や関係者等への情報提供や説明を

行うなど、きめ細やかな対応に努めてまいりたいと考えております。 

  次に、10）点目の「人事評価制度について」でございます。 

  「地方公務員法」におきまして、人事評価につきましては「任用、給与、分限その他

の人事管理の基礎として活用するために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した

能力及びあげた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価」と規定されております。 

  その評価結果につきましては、任用や人事異動、昇給や勤勉手当へ反映するとともに、

自己分析、目標設定、面談や評価結果の開示などの過程を通じまして、職員の能力開発

や、評価者となる管理職のマネジメント能力の向上といった人材育成に繋がるよう、年

間を通じて進めてまいりたいと考えております。 

  次に、11）点目の「タウンミーティングについて」でございます。 

  本町においては、これまで「私の声」や町ホームページの意見フォーム、各種計画策

定の際のパブリックコメントの実施、また政策立案等の内容に応じた住民意識調査など、

様々な広聴手法により、町政に対する住民意見の聴取に努めてきたところでございます

が、今回、私自身が住民の皆様のお声を直接お聞きするとともに、自らの言葉でお伝え
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する場として、新たにタウンミーティングなどの実施を検討してまいりたいと考えてお

ります。また、テーマや実施するタイミングにつきましては現在検討しているところで

はございますが、実施にあたりましては、事業の趣旨を踏まえつつ効率的かつ効果的な

手法について、他団体の状況なども参考にしながら、持続可能な形で、できるだけ早い

時期に実施できるよう検討してまいりたいと考えております。 

  私からは、以上でございます。 

岡本教育長 それでは、教育委員会所管分につきまして、ご答弁を申し上げます。 

  まず、３)点目の③「町立体育館について」でございます。 

  町立体育館につきましては、昨年度に実施いたしました耐震診断の結果、２棟ある建

物のうち体育館棟について、耐震性能を満足しておらず耐震補強が必要であることが判

明いたしました。昭和 56 年の開設から 36年を経過し、耐震性能以外にも施設・設備面

において多くの課題を抱えており、経年务化により老朽化した各体育室の床板、照明器

具、給排水設備などの更新など、対策を講じる必要がございます。また、利用者ニーズ

の高さに対しまして恒常的に体育室の数が不足していることや、借地上に建設されてい

ることなど、多くの課題がございます。 

  これらの課題を解決するため、移転新築を行うのか、耐震補強と大規模改修をあわせ

て行うのか、早期に決定してまいりたいと考えておりますが、町財政との整合性が不可

欠でありますことから、長期的な視点に立って、様々な選択肢を含めて検討してまいり

たいと考えております。 

  なお、現時点におきましては、今後のスケジュールや費用対効果など、お示しできる

段階にないことをご理解いただきたく存じます。 

  次に、９)点目の①「教職員の長時間労働の対策について」でございます。 

  部活動の休養日や全校一斉退校日の導入につきましては、ご指摘のとおり、教職員の

長時間勤務の縮減や、中学生のバランスのとれた健全な成長を確保するため、取り組み

を進めるものでございます。 

  部活動休養日につきましては、これまでも原則、週１日は休養日を設けるよう指示を

してまいりました。しかしながら、今般、国及び大阪府からの通知で「休養日等の設定

例」が示され、大阪府や近隣自治体の取り組みを参考として、まずは週１回の部活動休

養日を設けることを明確にするとともに、可能な限り、土曜日または日曜日に休養日を

設けるよう取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

  一方、全校一斉退校日の設定につきましては、月曜日から金曜日までの平日に１日設

けるものであり、中学校におきましては、退校時間を部活動終了後、生徒が下校した後

の時間に設定することを考えておりますことから、全校一斉退校日が部活動休養日とな

るものではございません。 

  また、本町における外部人材の活用につきましては、「島本町立中学校部活動指導者
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派遣事業実施要綱」に基づき、部活動を補助する地域人材等の派遣を行っておりますが、

これは原則、顧問も部活動に参加している状況での指導であることから、「部活動の休

養日」や「全校一斉退校日」の設定と関連付けられるものではありません。外部人材に

相当する「部活動指導員」につきましては、文部科学省で本年４月から制度化され、教

員を顧問とせず、「部活動指導員」を非常勤職員として顧問に充てることができますこ

とから、一定、教員の負担軽減につながるものと認識しております。しかしながら、本

町におきましては、非常勤職員の雇用にかかる予算のあり方や、現在活用しております

指導者派遣との整合性を図る必要があること、また議員ご指摘のとおり、外部人材の「国

家資格」の検討についても聞き及んでおりますことから、それらを含めて十分時期を見

極めたうえで、部活動指導員の制度活用について検討してまいりたいと考えております。 

  次に、②の「幼稚園・保育所」に関するご質問のうち、「第二幼稚園との一体的な整

備とは、認定こども園も含めた検討か」とのお尋ねについてでございます。 

  第四保育所の第二幼稚園との一体的な整備について、現在、本町の保育需要は、第１

号認定である幼児教育よりも第２号・第３号認定である保育が多くを占める状況にあり、

当面、特に保育施設としての活用が求められるものと見込んでおります。しかしながら、

現在、本町には認定こども園がなく、幼児教育・保育・子育て支援など様々な機能をあ

わせ持つ施設を整備することにより、保護者の選択肢が広がるなど、多くのメリットが

あるものと考えております。 

  次に、「民間保育園の誘致にかかる今後のスケジュールについて」でございます。 

  町内で予定されている大型開発の内容が明らかになり、教育こども部において平成 28

年６月に「大型開発への対応について」を取りまとめ、早急に保育の供給量を拡充する

必要が生じていると認識いたしており、待機児童対策として第四保育所の移転建て替え

及び第二幼稚園との一体的な整備とは別途、民間保育園の誘致が急務であると考えてお

ります。 

  今後のスケジュールといたしましては公募を前提に、児童福祉にかかる有識者など第

三者を中心とした社会福祉施設整備審査委員会において、優れた運営事業者を選定する

ことを考えており、本年度中には事業者を選定できるよう、スピード感を持って事務を

進めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

伊集院議員 本来であれば、各常任委員会付託において大綱的に止めるところではござい

ますが、今回、骨格予算の際に、政策予算もたくさんあげられていたことや、この施政

方針にあたって第１号補正にあがっていないものも多く、確認作業と予算と関わってい

ない部分を、主にお訊きします。 

  まず１点、答弁漏れがございます。冒頭の、町長の施政方針に対しまして、私は最後

に、要は「町長の想いと添わないものはなかったか」と伺っております。この施政方針
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や予算に添わなかったものがあるのであればあると、ないのであればないと、ご答弁く

ださい。 

  それと、１)の③に対しまして、要は歳入と歳出のそれぞれ､入りと出の部分でござい

ますが、次期の行財政改革プランという部分が一環であるということです。「第６次行

財政改革プラン」ということになるんですが、要は歳出削減の方策としては、この「第

６次行財政改革プラン」以外には、やっぱりない、というふうにお伺いしてよろしいで

すか。 

  それと２点目ですが、その下の１)の④に対しましての答弁の前半部分です。先ほども

申した、この「第６次行財政改革」は、ご答弁では 29年度中に素案を示すと､予定であ

るということを伺いました。29年度中に素案ということは、今は６月ですので、おそら

く年度末になるということでよろしいですか、確認いたします。それと、昨日の行革に

触れられた他会派の答弁に対しまして、補助金の見直しや町独自サービスを主に行革を

されていく、ということでした。現時点での第５次の効果額はどれぐらいであるか伺う

とともに、目標に達していないものをお示しください。それと、一応、町内プロジェク

トチームのメンバーのご紹介と、町長も自ら、このプロジェクトチームに入られますか、

お伺いいたします。 

  それと、１)の④の後半の質疑に対しましての答弁で、「大阪府におきます個別施策で

の緩やかな連携も含め」とありましたが、その「個別施策での緩やかな連携」というの

は具体に何ですか。お伺いいたします。 

  それと８)の③、「子ども医療費助成の対象者の拡大の検討」のスケジュールや財源の

根拠を伺いましたが、現時点で示せないとのことです。要は、本町で拡大すると、どれ

ぐらいの予算が必要か、また積算金額ですね、それぐらい答弁いただけるかと思います

ので、お伺いいたします。 

  それと、10)の「人事評価制度」です。答弁では、「地方公務員法」の引用で説明をい

ただきましたが、導入当時も申しましたが、頑張った者が報われる、自治体職員の能力

向上を目指し導入されたと私自身は思っております。現状の今後の課題を伺うとともに、

島本町の「傾向と対策」について伺います。 

  それと町長、この施政方針はあくまでも 29年度の施政方針であり、任期４年間を見据

えての施政方針ではないと受け止めてよろしいですか、お伺いします。 

  それと、昨日の他会派の答弁で確認させていただきたいのですが、町長は、ＪＲ西側

の開発は必要とおっしゃいました。また、現時点での住民説明はされないという答弁が

あったかと思うんですが、その点、再度、見解をお伺いいたします。 

  それとタウンミーティングの、「検討中」ということでありますので、この点は委員

会付託もありますので、先ほど述べました部分の２回目のご答弁をいただきます。 

総合政策部長 それでは、２点目にご質問いただきました「歳出削減の方策は『第６次行
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革プラン』以外にはないのか」というお尋ねでございますが、本町におきましては、こ

れまでも「行財政改革プラン」の有無にかかわらず、「地方自治法」が定める基本原則

であります「地方公共団体は、その事務を処理するにあたっては、住民の福祉の増進に

努めるとともに､最尐の経費で最大の効果をあげるようにしなければならない」との責務

を果たすべく、不断に事務事業の見直しを行っております。 

  例えば、平成 28 年度におきましては､本町が実施している各種イベントにつきまして、

事業本来の目的と費用対効果などの分析及び検証を行い、必要な見直しに繋げることと

しております。また、総合政策部における取り組みの一例といたしまして、ケーブルテ

レビによる広報番組『しまもとプラザ』の放送回数及び更新回数の見直しを行ったこと

により、年間１千万円以上の歳出削減に繋がっているなど、取り組みを進めているとこ

ろでございます。このほか、特に建設事業等におきまして、国・府の特定財源の確保に

努めることにより、できるだけ本町の一般財源の歳出を抑えるように努めることや、先

日来、一般質問でもお答えいたしております広域連携の推進など、各部局における日常

の業務運営を通じた取り組みを通じまして、不断に歳出削減と歳入の確保に努めている

ところでございます。 

  次に、「第５次行財政改革プラン」の累積効果額と、第６次の策定時期についてでご

ざいますが、第６次の「行財政改革プラン」につきましては、本年度末までに素案をお

示しをさせていただきたいと考えております。「第５次行財政改革プラン」における５

年間の累計効果額につきましては、約 16億 3,700 万円となっておりますが、全体のおよ

そ半分に当たる約８億 1,400万円は遊休地の売却・貸付によるものとなっております。

結果的に実現に至っていない事務もありますが、計画期間の５年間で着実に改革は進展

してきたものと認識をいたしております。 

  次に、「庁内プロジェクトチームのメンバーについて」でございますが、島本町行財

政改革推進プロジェクトチーム会議は「島本町行財政改革推進プロジェクトチーム会議

設置要綱」に基づき、庁内各部の次長級職員を中心とするメンバーの選定を行っており

ます。平成 28 年度につきましては、総合政策部長を委員長とし、構成員は 13名となっ

ております。町長はメンバーではございません。 

  それから、「大阪府における個別施策での緩やかな連携」とは具体的に何なのか、と

いうことでございますが、先ほど町長からご答弁申し上げましたとおり、昨年 11 月には

大阪府から、「人口減尐、超高齢社会における行政サービスの維持・充実といった観点

から、市町村の自主性を尊重しつつ､広域連携等の促進に向けたきめ細やかなコーディネ

ートを積極的に実施していく」との方向性が示されたところでございます。その中で、

「『地方自治法』に基づかない個別施策での緩やかな連携も含め、事例を一つひとつ積

み重ね、幅広い取り組みに繋げていく」との方針が示されております。 

  「地方自治法」に基づかない連携事例といたしましては、具体的には災害時の応援協
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定や公立図書館の共同利用、観光施策に関する連携などのほか、直近では大山崎町のご

理解のもと、同町の病児・病後児保育施設を本町住民も利用できるようになるなど、幅

広く連携の推進に努めてきたところでございます。 

  本町といたしましては、大阪府のこうした方針も踏まえ、今後、大阪府のサポートも

受けながら、一歩一歩、地域間における広域連携の推進を目指してまいりたいと考えて

おります。 

  それから、「人事評価制度」に対しての再度のご質問でございます。平成 28 年度から

本格実施となりました人事評価制度につきましては、２年目を迎え、被評価者の負担を

軽減できるよう、また評価者が評価したポイントがより明確になるように変更を加え実

施しており、現時点では被評価者個人が目標設定を行い、一次評価者との期首面談が終

了したところでございます。他市町村の評価結果が公表されておらず、本町の「傾向」

そのものにつきましては判断しかねるところでございますが、標準よりも下位の評価と

なった職員が尐なからず存在することから、所属長はじめ組織として、人事評価制度の

そもそもの目的でもあります人材育成に一層努めてまいりたいと考えております。引き

続き公平性や客観性、納得性を確保するために、制度の周知や評価者研修を実施してま

いりたいと考えております。 

  なお、平成 28年度に評価者、被評価者から出された意見を参考にしながら変更を加え

て実施しているところでございますので、現時点で課題が顕在化しているわけではござ

いませんが、今年度末には、改めて評価者、被評価者から意見を聴取し、必要に応じて

変更を加えながら、より良い制度として構築してまいりたいと考えております。 

  私からは、以上でございます。 

健康福祉部長 「子ども医療費助成の対象者拡大」に伴う必要予算額についてのお尋ねで

ございます。現在、本町の子ども医療費助成につきましては、入院費につきましては中

学校卒業までを助成対象としており、府内 43 団体のうち 30団体は、本町と同様の対象

となっております。通院費につきましては、小学校卒業までを助成対象としており、府

内 43団体のうち､本町と同じくする小学校卒業までとしている団体は８団体、約 20％の

みで、その他の８割以上の自治体は中学校卒業までもしくは 18歳到達年度末までを助成

対象といたしております。 

  これらのことを受けて、仮に通院費助成部分の対象を中学校卒業までに拡大したと仮

定いたしますと、約 1,300万円程度が必要になるものと試算をいたしておるところでご

ざいます。ただ、かかる医療費につきましては､年々、異なります。例えばインフルエン

ザなどが流行した際には、必然的に医療費は増大いたしますことから、あくまでも一定

の条件のもとで試算したものであることをご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

山田町長 まず、１点目の予算編成にあたり、私の「想いと添わないものはなかったか」
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ということでございますけれども、今回、ご提案させていただいた補正予算につきまし

ては、私の想いに添わない内容のものはございませんでした。 

  次に、今回の施政方針の内容は平成 29年度だけのものか、ということでございますけ

れども、もちろん平成 29 年度の施政方針ですので、単年度のものであるというふうに認

識をしております。次年度以降につきましては、社会情勢や､今後、町政を進める中で課

題が新たに出てきた場合に応じて、来年度、また策定していきたいというふうに考えて

おります。 

  そして、ＪＲ西側の「開発の必要性について」でございますが、昨日、答弁させてい

ただいたように、一定整備は必要であるというふうな認識でおります。 

  以上です……。失礼いたしました。ＪＲ島本駅西側につきましては、今後、本町とい

たしましても駅前のまちづくりという地理的特性を勘案いたしまして、地権者の皆様や

業務代行予定者の皆様のご協力に基づき、住民の皆様のご意見をいただくための手法に

ついて検討してまいりたいというふうに思っておりますので、その段階で、住民説明と

いう意味合いも含めて、していきたいなというふうには思っております。 

伊集院議員 答弁いただきました。第５次の行革の内容も伺いました。約 16億ほどのうち

の約８億は町有地の売却にあります。島本町も、ここのところ町有地売却、遊休地を売

却しながらされているところでありますので、大きな金額になるような町有地がほとん

ど、だんだんなくなっていくという状況であります。この「第６次行財政改革プラン」

においては、おそらく相当な行財政改革があがってくるんではないかと想定してまいり

ます。 

  そういった中、先ほどありました歳出削減の方策の中で、特定財源の確保、また広域

連携のお話も出ておりました。この広域連携の部分で、先ほどお訊きした中では､大阪府

が進められている部分、大阪府には個別、「緩やかな連携も含め」というところで答弁

がありましたが、要は「地方自治法」に基づかない部分での緩やかな連携の協議だとい

うふうにお見受けします。例であげていただいたのは､災害関係と公立図書館関係です

ね。広域連携が必要不可欠ですけど、それが歳出削減にほんとに繋がっているのかとい

う部分は、ものによって変わってくると思います。 

  そこで１点、お伺いしますが、この広域連携で、先ほども再度、同じ答弁をいただき

ましたが、「本町のような小規模自治体が行政責任を果たしていくうえで、最尐の経費

で最大の効果、組織及び運営の合理化を求めるためには広域連携を進めることが重要」

ということですが、この広域連携・広域行政が、もし一つも進まなければどうなるのか、

お伺いいたします。 

  それと私の質問、１)の④の質問が、前段と後半と分かれておりましたが、質疑がわか

りにくかったのかと思いますので、引用いたします。施政方針の 19ページ、「効率的か

つ効果的な行財政運営を推進するため、次期行財政改革プランの策定作業を進めてまい
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ります。また、小規模自治体である本町が今後も行政サービスを安定的に提供していく

ため、地域間における広域連携の推進を目指して」おるという部分の章でございますが、

私が１回目の質問でお訊きしたのは、不思議と行財政改革の中に「地域間における広域

連携の推進」がうたわれていると。わかりやすく言うとね、なぜ、行財政改革の章で「地

域間における広域連携の推進」というのがうたわれているのかというのが疑問で、具体

施策の事業をお伺いいたしました。 

  行政改革の一環として「地域間における広域連携の推進」とは、てっきり私は、島本

町内の行財政改革の節に入ってますのでね、自治会同士とか団体さんとか、そういった

中の地域間における広域連携の推進をおっしゃっているのかなとは思っていたんです。

ただ、行財政改革の一環として「地域間における広域連携の推進」というのをおっしゃ

っております。先ほどの答弁の中では、大阪府のサポート頼りである、この「行財政改

革の一環」として、広域連携のことをおっしゃっておられます。 

となると、施政方針では、行財政改革と、次の下、この「また」で括るのは、ちょっ

とよろしくないのではないかと思っております。要は、近隣の他自治体は自分の自治体

だけで問題なく行財政を、行政責任を果たされています。１答目の答弁では、町長が見

落とされている答弁だと思いますのでね。要は島本町の――言わんとすること、わかり

ます？ 安定的に提供していくための島本町の行財政改革のために広域連携をするとい

うことだけで考えますとね、助け合いの広域連携という部分とは、ちょっとかけ離れて

くると思うんですね。相手方にとっては、行財政改革のために島本町は広域連携を進め

ているのかと、そういうふうに取られかねないのではないかと思われますが、最後に１

点、お伺いいたします。 

  それと、町政 77 年の島本町、水道企業会計を外しまして 200 億円というのが初めてで

あるということが、答弁いただきました。今後も、喫緊に方向性を定めていかなければ

ならない課題が山積しています。役場庁舎の問題や町立体育館、清掃工場、公共施設整

備計画、また扶助費の年々増加、こういった中で広域行政進めていかれるという部分で

ありますので、できれば島本町の削減のために､よそと一緒に繋げる、手と手を繋げると

いうような表現になりますと、やはり相手方があることだと思いますので、この点にお

いてはどう思われるのか、最後、町長のご答弁をいただきます。 

  また、財源元としましては、第６次行財政改革が、やはり土台になってくるというこ

とになりますので、この行財政改革のプランが今年度末に出るということになります。

そうなると、やはり、先ほどもあげていただいた――内容としては「検討」ばかりなの

で、実質上、実現されるわけではないんでしょうけども、検討の中で進められるにも、

我々町議会議員も各町民からたくさんの要望をいただいております。できる限りなら、

すべて応えたいと思っております。しかしながら、やはり財源確保ができないものにお

きましてね、我々会派としては、そうですね、わかりました、ということがすぐに言え
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ない。要は、財源確保ができないと難しいんですよという､町民に嫌われる役も買ってき

ました。 

  こういったことを考えますと、やはり「第６次行財政改革」をしっかり出されてから、

財源にかかる部分の内容をあげられるべきではないかということを、これが最後に１点、

お訊きします。 

  ２点、お伺いします。 

総合政策部長  ２点のお尋ねをいただいたわけでございますが、広域連携についてでござ

います。「行革と広域連携」という部分でのお尋ねがあったと思いますけれども、行財

政改革と言いますと、行政機関において組織や機能を改革することで、多くは行政組織

の効率化と経費削減を目的として策定をしているものでございます。「第５次行財政改

革プラン」の中にも、議員ご指摘いただきました「広域連携の推進」については、具体

的な項目として掲げさせていただいております。 

  その理由としては、住民福祉の増進及び効率的な行財政運営を推進するためであると

いうことで、明記をいたしております。この４月にスタートいたしましたし尿処理事務

委託につきましても、初年度で約 6,300 万円の効果額を､今、見込んでいるところでござ

いますので、非常に大きな効果があるというふうに考えております。行財政改革の一環

として、「第６次行財政改革プラン」にも、この広域連携の推進というものは引き継い

でいく必要があるというふうに考えております。 

  それから、議員もご指摘になられましたけれども、広域連携というのは、当然のこと

ながら相手のあることでございますので、本町の一方的な思いでは進まない。そして、

実現に際しては双方にメリットがないといけないという部分もございますので、本町に

もメリットがある、当然、相手方にもメリットがなければならないという部分で、双方

での行財政の改革の一環として進めることができるのではないかなというふうに考えて

いるところでございます。 

  以上でございます……。答弁漏れがございました、大変失礼いたしました。 

  「第６次行財政改革プラン」を、今年度末までには素案をお示ししたいと考えており

ますけれども、それを示してから具体的な項目を掲げていくべきであるというふうなご

質問であったかな、というふうに思うんですけれども、「第５次行財政改革プラン」で

お示しさせていただきましたように、効果額の目標値を定め、その目標値の詳細の部分

として、具体的な削減項目を掲げて、第６次の「行財政改革プラン」につきましても策

定をしていきたい、このように考えております。 

  以上でございます。 

川嶋議長  以上で、自由民主クラブの大綱質疑を終わります。 

  この際、暫時休憩いたします。 

（午前 11時 24 分～午前 11時 35 分まで休憩） 
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川嶋議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  引き続き、河野議員の発言を許します。 

河野議員（登壇） 日本共産党に所属しております河野恵子より、2017年度島本町長の施

政方針並びに補正予算案及び条例に対しまして、大綱質疑を行わせていただきます。 

  世界・先進国としては、まれに見る労働者の非正規化、年長者の貧困、子どもの貧困

が同時進行するこの日本において、「基本的人権は侵すことのできない永久の権利」で

ある、「核兵器廃絶・平和都市宣言の趣旨に基づき、平和の尊さ、大切さについての啓

発に努めます。」、この町長の表明に共鳴するものです。 

  私自身、山田町長と同じく島本町で、平和・人権を大切にする公教育を受けてきまし

た１人として、また被爆国・日本におけるこの島本町が、ここ数年来、特に平和首長会

議にも積極的に参加をされ、総合政策部、人権文化センターを中心に､住民とともに核兵

器廃絶への啓発と歩みを強めてこられたことが、現在、国連での「核兵器禁止条約」採

択の動きへ大きな流れを作り出してきたということを、議会人の１人としても認識をし

ております。 

  個々の課題での認識の違い、政策的予算については、二元代表制である議会の、調査

権・発言権・提案権を活かして十分な議論ができますよう念じながら、質問に入ります。 

  １点目です。「小さくても魅力あるまちづくり――山田こうへい町長に民意が求める

ものは何か」 

  ①点目です。住民への説明責任、タウンミーティングの開催・手法について、お伺い

いたします。 

  今期４年間で、まちづくりの方向性を決める「総合計画基本構想」や「都市計画マス

タープラン」の見直し作業について住民意向調査を実施し、さらに住民意見を反映する

ための地域説明会を開催するなど、「都市計画法」では基本とされている手法からまず

は手がけられ、実施されることが大切ではないでしょうか。また、従前から求められる

テーマに絞り、職員が地域や自治会・団体へ説明や懇談に出向く出前講座などの取り組

みを、町長が先頭に立ち、進めることから始められることが大切だと考えております。

見解を伺います。 

  ②点目です。「線引き見直し等業務」について、お伺いします。 

  組合施行による土地区画整理事業は、昨年、準備組合に選定された事業協力者による

地権者への再度のヒアリングがまもなく終了されるものと聞き及んでおります。ＪＲ島

本駅西地区は、都市計画上の保留フレーム設定や、都市計画見直しの際の住民参加のあ

り方に多くの課題を残していることは、昨年の夏、「田んぼ署名」で多くの声として寄

せられてきました。大変残念ながら、本請願署名は本会議で賛成尐数、不採択となって

おります。 

  以後、乱開発を避け、秩序ある開発へと、このまちづくりが進捗していることを、私
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は現実として受け止めているものです。一方で、当該地区への地区計画導入も予定され

ていると聞いております。近年、この手続きについては､島本町でも全住民が参加可能な

説明会開催は平常業務となっていること、過日の町長選挙では､財政上の理由によって市

町村合併も必要か、このような町民の不安も尐なくなかったことから、この駅前西地区

における駅前広場や接続道路等の事業に対する公金投入は、著しく困難であると私は考

えております。 

  本件は、種々、すでに会派代表による質問への答弁でいただいているところではあり

ますが、着任以降の山田町長として、可能と思われる説明責任、住民参加のあり方につ

いて、現時点での見解をお示しください。 

  ③点目です。「遺跡発掘調査」について。 

  「試掘」であると伺っておりますが、その対象範囲、歴史文化資料館正規職員及び発

掘調査員のかかる調査期間や日数、配置人員について､説明を求めます。 

  ④点目です。「ボランティア情報センターの効果検証」については、過去の常任委員

会視察調査（千葉県四街道市）なども大いに参考にされ、生涯学習課との連携も視野に

入れるべきだと考えております。見解を求めます。 

  ２点目です。「土砂埋め立て等の規制」は環境保全、農林業保護の観点で進めてくだ

さい。 

  土砂埋め立て等の規制については、町内で対象となるべき事案や事例について、説明

を求めます。大阪府や隣接の高槻市においては、条例整備の経緯で相当な論議、住民要

求があったものと聞き及んでおります。この際、高槻市の「林道規制条例」や、過日、

成立されたと伺っております「廃棄物処理施設の設置に係る手続きの特例に関する条例」

制定に寄せられました近隣住民、農林業者の声なども参考にされ、水質、環境保全、農

林業保護の観点での情報収集や､住民意見の聴取なども積極的に行っていただきたいと

考えます。見解を求めます。 

  ３点目です。「ごみ処理は広域行政で――誠実で粘り強い協議交渉の『入り口』へ」 

  ①点目です。ごみ処理広域行政についての運転管理方法の見直しについて、伺います。 

  現在地での運転開始以来、日本共産党議員団――過去の議員団――も含めまして、府

内唯一と言われる８時間バッチ炉の方式の見直しを求めてまいりました。このことは、

島本町が行った精密機能検査でも指摘がされておられます。ごみ処理は自治体固有の事

務、責任を持つべきところであり、清掃工場の長寿命化の観点からも、焼却炉の消耗、

ダイオキシン発生回数を減尐させるべく、長時間運転の見直しを急ぎ検討すべきだと求

めますが、いかがでしょうか。答弁を求めます。 

  大阪府内の自治体で、８時間運転炉を有効として採用している自治体は、島本町以外

にはないと聞いておりますが、いかがですか。答弁を求めます。 

  ②点目です。過日の町長・町議選挙において、候補者の皆さんほとんどが、広域連携
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を検討すると訴えておられます。日本共産党・河野も同感であります。今すぐ、高槻市

などの他団体へ､誠実かつ粘り強い交渉を始める準備段階として、近隣団体の運営状況や

広域連携の事例について本格的な情報収集とともに、ごみ処理費用などの比較検討を始

めるなど、広域連携協議の「入り口」に立つ時期に至っているのではないかと考えてお

ります。現時点での見解を求めます。 

  ４点目です。「安心の子育て・保育を 第四保育所耐震化、第二幼稚園改修の一体的

整備は、現場の声の反映を」求めます。 

  2006 年度の第二保育所民営化方針の決定、その後の進め方は、当時の町長への期待に

背を向けたものとして、相当な失望感を住民に与えたことは記憶に新しいものです。ま

た、町立第四保育所の第三小学校グラウンド内新設・移転の案も、２年以上前の当初か

ら現場の声を聞いていれば､方針変更をここまで持ち越すことはなかったと考えており

ます。 

  島本町のこれら二つの事案の苦い経験から得た教訓をもとに、新たな民間保育園の建

設は透明性を確保する、第四保育所耐震工事・第二幼稚園改修の一体的整備については、

各施設の職員、保護者会、有識者への丁寧な説明、意見聴取からスタートさせ、議会の

論議も踏まえて方向性を決めるべきです。見解を伺います。 

  ５点目です。「障がい者地域支援拠点施設整備について、現場の声を」 

  ３月に公募・選定された新たな社会福祉法人南山城学園による保護者、関係者の説明

会の開催状況とともに、現在、示された要望・疑問点などをお示しください。 

  ６点目です。「国の社会保障の抑制、大阪府の開発行政による島本町住民生活、財政

への影響」を伺います。 

  ①点目です。施政方針により、「子ども医療費助成の対象者拡充の検討」をあげてお

られます。 

  一方で、大阪府が進めているさらなる医療助成制度「改定」により、島本町が独自助

成や現状維持に努力すればするほど､町財政の負担は大きくなっていきます。すでに、子

ども医療費助成については、町村長会や島本町議会が全会一致で意見書を出し、大阪府

に所得制限の改善等を求めてきております。今後、大阪府による改善検討について、町

財政の現在の負担は軽減される方向にあるのか、答弁を求めます。 

  ②点目です。国保の厳しい財政状況を踏まえれば、自治体独自の医療費助成策への国

のペナルティこそやめさせるべきです。答弁を求めます。 

  ③点目です。介護保険事業「第７期計画」策定への取り組みとして、実態把握のため

のアンケート回収がすでに完了されています。集計結果や個々の自由意見については、

できるだけ早い時期に情報提供され、議会や検討組織で共有することが大切だと考えて

おります。見解を伺います。 

  最後に、７点目です。「島本町の誇り、『地下水』自己水源の安定的な確保」につい
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て、お伺いいたします。 

  山田町政１年目、前の６月水道週間では、地下水 100％の水の体験、大阪広域水道企

業団水との「利き水」など、新たな取り組みが行われました。前年度まで､期間中の来館

者数は 10人以下、一桁レベルで推移していたものが、今回は 200 人ちょうどという来館

者があり、大成功を収めたと聞き及んでおります。広報しまもと巻頭特集記事とのコラ

ボレーションという横断的な取り組みがあったこと、一服の水が何よりもの「おもてな

し」となる我がまち島本町の良さが現れる､貴重な取り組みであったと感じております。 

  大阪広域水道企業団の府域一水道に対する本町の姿勢として、島本町の民意について、

前町長は自己水源、地下水を堅持していきたいと、様々な会議の場面で発言されていま

す。町議会選出の企業団議会での一般質問などでも、見解を表明されています。山田町

長におかれては、今後もこの点を尊重・継承していただきたいと考えております。町長

の見解を伺います。 

  最後に、10 数年前から求められてきた貴重な施策として、大山崎町のご厚意にもより、

病児・病後児保育の利用が可能となります。その保育利用料の負担軽減策の計上、民間

保育園のさらに１ヵ所誘致を目指すこと、低所得の保育料軽減策を国の改善策よりさら

に上回る上乗せとして実施されること。学校図書館司書教諭の全校配置などを、大いに

評価しております。 

  なお、常任委員会審査にあたり、資料を請求しております。取り計らい方、よろしく

お願いをいたします。 

山田町長 それでは、河野議員の大綱質疑に、ご答弁申し上げます。 

  まず、１点目の①「タウンミーティングについて」でございます。 

  本町においては、これまで「私の声」や町ホームページの意見フォーム、各種計画策

定の際のパブリックコメントの実施、また政策立案等の内容に応じた住民意識調査など、

様々な広聴手法により、町政に対する住民意見の聴取に努めてきたところでございます

が、今回、私自身が住民の皆様のお声を直接お聞きするとともに、自らの言葉でお伝え

する場として、新たにタウンミーティングなどの実施を検討してまいりたいと考えてお

ります。 

  実施にあたりましては、事業の趣旨を踏まえつつ効率的かつ効果的な手法について、

他団体の状況なども参考にしながら、持続可能な形で、できるだけ早い時期に実施でき

るよう検討してまいりたいと考えております。 

  次に、②の「線引き見直しについて」でございます。 

  ＪＲ島本駅西地区のまちづくりにつきましては、平成 24年度に結成されたＪＲ島本駅

西土地区画整理準備組合により、地権者主体のまちづくりを実施されているところでご

ざいます。当該事業に関し、町といたしましては、地権者のご意向を一定踏まえられた

まちづくりの素案が作成された段階におきましては、準備組合の皆様のみならず、業務
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代行予定者の事業者の皆様のご協力に基づき、住民の皆様へのご意見をいただくための

手法について、検討してまいりたいと考えております。 

  なお、その際にいただいたご意見につきましては、事業の実現性はもとより、「都市

計画マスタープラン」や関係計画等との整合性を確認させていただいたうえで、総合的

な見地からの判断を踏まえ、都市計画の変更案を作成してまいりたいと考えております。 

  次に、④の「ボランティア情報センターについて」でございます。 

  ボランティア情報センターは、本町におけるボランティア活動の活性化及び情報の一

元化を図ることを目的に、平成 26年２月 17日に開設いたしました。開設から３年が経

過し、23の団体に登録いただいて、様々な情報を発信しておりますが、この間の効果検

証が必要であると考え、本年度つきましては登録団体の皆様にご意見をいただき、当セ

ンターに何が望まれているのかを検証してまいりたいと考えております。効果検証にあ

たりましては、他団体の事例や他機関との連携が可能かどうかなども含め、検証してま

いりたいと考えております。 

  次に、２点目の「土砂埋め立て等の規制について」でございます。 

  大阪府では、災害の防止及び生活環境の保全を目的とし、土砂埋め立て等について必

要な規制を行うため、「大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例」を制定し、平成 27

年７月に施行されております。この条例は、建設工事等により発生した土砂を対象に､

3,000 ㎡以上の埋め立て・盛土・堆積などの行為を許可制とし、規制するものでござい

ます。また近隣市では、府条例の対象外となる 3,000㎡未満 500 ㎡以上の小規模な土砂

埋め立て等を規制対象とした条例を制定しており、本町においても同様の規制基準を検

討しております。 

  今後、事務手続きを進めるにあたり、引き続き他市町村の状況等を調査・研究すると

ともに、住民の皆様のご意見を広く頂戴するため、パブリックコメントを実施し、実効

性のあるものにしてまいりたいと考えております。 

  次に、３点目の①「焼却炉の長時間運転への見直しについて」でございます。 

  本町の清掃工場は、１日８時間で 23ｔの処理能力を持った焼却炉が２炉で、合計日量

46ｔの機械化バッチ式焼却炉であり、この処理方式は府内で本町のみでございます。バ

ッチ炉に比べ、連続炉などについては日々の立ち上げ・立ち下げによる炉内の温度変化

による焼却炉への負担が軽減され、さらなるダイオキシン類の発生抑制に繋がることは

認識しておりますが、可燃ごみの発生量等を鑑み、建設当時から、現在の処理方式でご

み処理を行ってきております。 

  なお、連続運転を行うには、新たな施設の整備にかかる費用や施設の運転にかかる委

託費の増が見込まれます。 

  いずれにいたしましても、本町といたしましては、引き続き施設の運転方法や補修費

の削減につきまして、常にあらゆる方策を検討しながら、施設の長寿命化に繋がるよう
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今後も努めてまいりたいと考えております。 

  次に、②の「ごみ処理の広域化について」でございます。 

  本町の清掃工場は、現在、稼働後 26年を経過しており、延命化を図るため、毎年多額

の費用をかけて施設整備を行い、施設運営に支障が出ないよう維持管理に努めていると

ころでございます。そのような中、ごみ処理の広域化につきましては、本町のごみ処理

施設の状況を考えますと、将来的な課題の一つとして認識をしておりますが、現時点で

の予定はございません。 

  いずれにしましても、ごみ処理の広域化の目途が立つまでは、引き続き現施設の長寿

命化を図り、さらに安定した施設運営を行ってまいりたいと考えております。 

  次に、５点目の「障がい者地域支援拠点施設整備について」でございます。 

  拠点施設に関する保護者や関係者への説明につきましては、本年３月 28日に整備運営

事業予定者を決定した後、やまぶき園を利用しておられる保護者の皆様には可能な限り

早くお伝えする必要があるとの考えのもと、４月 18日に、やまぶき園保護者会に対して

説明会を開催したところです。また、その他の当事者団体及びサークル等を対象に６月

５日にも説明会を開催しており、いずれの説明会においても、これまでの経緯、事業者

の概要、現時点で予定している施設やサービスの概要、今後のスケジュール等について

説明させていただいたところでございます。 

  説明会では、職員配置や部屋の広さ、開設時間帯、サービスの対象者、災害時の避難

スペースや入浴設備などについて、様々なご質問やご意見をいただきました。また、整

備運営予定事業者である南山城学園に対して、保護者や当事者としての希望を直接伝え

る場がほしいとのご意見もあったことから、事業者と連携しながら、必要に応じて対応

してまいりたいと考えております。 

  次に、６点目の①「医療費助成制度について」でございます。 

  子ども医療費助成制度の特定財源については、大阪府制度の対象となる府所得制限内

の就学前児童への助成分に対しては府補助金が交付され、町制度対象となるその他の児

童への助成分に対しては、平成 27年度に創設された「新子育て支援交付金」が交付され

ています。 

  昨年度の実績では、助成費総額の約 7,500万円に対し、府補助金と府交付金合わせて

約 1,900 万円が交付されており、支出額に占める特定財源の比率は約 25％となっており

ます。府特定財源につきましては、交付金の創設により、以前より金額自体は増加して

おりますが、町制度の拡充により医療費助成に要する全体の費用が増加しておりますの

で、特定財源比率としては、むしろ以前より低下しているのが現状でございます。 

  本町といたしましては、町村長会を通じて府制度の所得制限基準の緩和や、対象年齢

の引き上げを要望しておりますが、今後も、府補助金・府交付金の確保と拡充に向け、

関係機関と連携して要望してまいりたいと考えております。 
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  次に、②の「医療費助成策への国のペナルティこそやめさせるべき」についてでござ

います。 

  医療保険制度では、医療を受けた人と受けない人との公平性の確保や適切な受診を確

保する観点から、一部負担金を求めておりますが、地方単独事業で行う医療費助成によ

り一部負担金が法定割合より軽減される場合に、一般的に医療費が増嵩するため、その

波及増加分については、その性格上当該自治体が負担するものとされ、国庫の公平な配

分という観点から、療養給付費負担金及び調整交付金が減額調整されております。 

  しかしながら、子どもの医療費助成のうち未就学児童に限定すれば、すべての市町村

が何らかの医療費助成を実施していることが明らかとなり、自治体の尐子化対策の取り

組みを支援する観点から、昨年 12 月 22 日付け国民健康保険課長通知により、平成 30

年度から、未就学児までを対象とする医療費助成については減額調整を行わないことと

なったところでございます。 

  その他の地方単独事業による医療費助成の実施にかかる国費の減額調整制度について

も、町村長会を通じ、国に対しては改善の要望を毎年行っているところであり、このた

び一定の改善が見られましたが、就学児童及び他の医療費助成にかかる減額調整制度に

ついての見直し要望につきましても、引き続き行ってまいりたいと考えております。 

  次に、③の「『第７期介護保険事業計画』策定について」でございます。 

  平成 30年度から平成 32年度までを計画期間とする「第７期保健福祉計画及び介護保

険事業計画」につきましては、年度内の策定に向け、順次事務を進めているところでご

ざいます。 

  被保険者に対するアンケートにつきましては、すでに本年３月 22 日から４月 12日の

間に、今後の計画策定の基礎資料となる介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在宅介

護実態調査を実施しており、現在、その集計事務を行っているところでございます。計

画策定にあたりましては、島本町介護保険事業運営委員会におきまして、今回の調査結

果や国から示される介護保険制度の制度見直し内容を盛り込みながら、慎重な審議のう

え、計画に対する答申をいただく予定でございます。また、12 月頃にパブリックコメン

トを実施し、被保険者の皆様のご意見を集約のうえ、来年２月頃までに計画を策定する

予定でございます。 

  次に、７点目の「『地下水』自己水源の安定的な確保について」でございます。 

  本町の水道水は自己水、いわゆる地下水がおよそ 90％で、大阪広域水道企業団水、い

わゆる高度浄水処理水をおよそ 10％ブレンドしておりますが、大阪広域水道企業団から

の受水につきましては、複数水源による安全で安心かつ安定的な水道水の供給には欠か

すことができないことから、今後とも、この割合を堅持していきたいと考えております。 

  また、企業団と統合する際の 42市町村共通の条件といたしまして、「自己水源につい

ては、市町村の意見を尊重する」こととされております。これまでの大阪府や大阪広域
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水道企業団からのアンケート調査では、「現時点では、統合検討を考えていない」「当

面は、企業団との統合を考えていない」と回答させていただいており、水道事業の使命

である「いつでも どこでも 安全でおいしい水を低廉に供給する」ことを実現するた

めにも、引き続き健全な財政運営とともに、経費縮減による経営基盤の強化に努めてま

いりたいと考えております。 

  私からは、以上でございます。 

岡本教育長 続きまして、教育委員会所管分について、ご答弁を申し上げます。 

  まず、１点目の③「遺跡発掘調査について」でございます。 

  遺跡範囲確認調査につきましては、昨年８月に、島本町ＪＲ島本駅西土地区画整理事

業準備組合から発行されている「（仮称）北部大阪都市計画事業 ＪＲ島本駅西土地区

画整理事業概要書」の施行地区区域図において示されております約 13万㎡の土地を想定

しておりますが、具体的な調査位置につきましては、土木工事を計画された事業者から

の土木工事計画届出書の提出を受けて、関係書類を精査して決定するものでございます。 

また、職員の従事日数及び配置人数につきましても、同様に同届出書の提出を受けて、

関係書類を精査して決定するため、現時点におきましては具体的な数値をお示しするこ

とはできませんが、現有の遺跡発掘調査員で臨時職員の勤務日数を増やし対応するとと

もに、各種測量業務や機械掘削及び人力掘削などの作業については、委託により実施す

る予定でございます。 

  なお、現在、埋蔵文化財の発掘調査にかかわる調査員は、正規職員１人、嘱託職員１

人、臨時職員５人の計７人となっております。 

  次に、４点目の「安心の子育て・保育を」についてでございます。 

  第三小学校整備基本構想につきましては、学校の耐震化及び待機児童対策を早急に進

めなければならない中、保護者の利便性や保育所と小学校の連携なども視野に入れて取

り組んできたものでございます。また第二幼稚園の園児数につきましても、当時、定員

を満たしていないものの、４クラス運営となっており、建て替えするにも仮設の園舎が

必要であることなどの条件もございました。 

  このように、様々な課題がある中で、現場職員の意見やパブリックコメントの実施な

どの手続きを踏み、また、議会での審議もいただきながら進めてきたことをご理解いた

だきたく存じます。 

  結果的には、設計段階におきます保育所の出入り口や園庭の確保など新たな課題も明

らかとなり、今回、第二幼稚園での一体的な整備も含めた検討を進めることとしたもの

でございます。今後、民間保育園の誘致も含め、待機児童対策を最優先で進めてまいり

たいと考えておりますが、検討を進めるにあたっては、これまでどおり現場職員や保護

者の意見を聞きながら進めてまいりますとともに、民間保育園の誘致につきましては、

公募を前提に、児童福祉にかかる有識者など第三者を中心とした社会福祉施設整備審査
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委員会において選定を行い、優れた運営事業者を選定してまいりたいと考えております。 

  いずれにいたしましても、待機児童解消は本町の最重要課題と認識しておりますので、

１日でも早い待機児童の解消を目指し、本年度中には事業者を選定できるよう、スピー

ド感を持って事務を進めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

河野議員 思いがけずと言いますか、時間がありますので、再質問させていただきます。 

  なお、私は民生教育消防常任委員会に所属しておりますので、特に総務建設水道常任

委員会についての大綱質疑への答弁を踏まえての質疑をさせていただきます。若干、常

任委員会に付託されていない案件について、民生教育消防常任委員会の所管についても

尋ねさせていただきます。 

  まずは、清掃工場について、大綱質疑をさせていただきました。そういう答弁を、広

域化については「将来的な課題の一つとして認識しておりますが、現時点での予定はご

ざいません。」というご答弁だったと思いますが、確かにこれは一定の自治体の名前を

示したり、広域化をするということを発言として踏み出すときについては、非常に慎重

を期すということが求められるというふうにも私自身考えておりますし、例えば、平成

の大合併の課題があった時期、一定、島本町がそれに対する見解や方向性を示した後の

近隣市町村との関係性についての､いろんな課題があったことも経験しております。ま

た、前の町長・町会議員選挙においても、相当、この市町村合併、広域連携の延長線上

に、私は合併ということも位置するとは思っておりますが、そういったことについての

相当な論議があったうえでの、今の結果があるということを踏まえれば、安易にどこど

こと、ということを広言するということは非常に慎重を期さなければならない､冷却期間

も必要ではないかというふうに、私は一議員として感じております。 

  ただ、広域化ということについて、この４年間、私たち議員ももちろんですが、町長

も避けては通れない、そして清掃工場についても広域化は将来的な課題であるというこ

とについては、否定する議員はいないと思っております。議員も、その点については、

やはり今回の選挙を踏まえまして、大きな課題として、より具体的に研究・検討しなけ

ればいけないというふうなものを感じていると思います。 

  私は尐なくとも感じておりますので、その点については、やはり誠実にといいますか、

島本町の今の清掃工場の現実を踏まえて広域化が将来的な課題であるとすれば、先ほど

大綱質疑で申し上げましたように、今の焼却炉を尐しでも長く延命させるということが

喫緊の課題となってきます。しかしながら、島本町は残念ながらと言いますが、一番焼

却炉を傷めるやり方を採用し、そのことについては抜本的に改善を図ってこなかったと

いうことは現実でありますし、もう、20数年来経た今において、この連続運転に向けて

の設備改善をするということは難しいというような､先ほど答弁があったと思います。 

  しかしながら、その点について、８時間バッチ炉というものが焼却炉を一番傷める方
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法であるのだと――現時点においてですよ､建設時点では違っていたかも知れませんが、

清掃工場を担っておられる職員の間では常識であるというふうに思っております。この

点について、もし間違っておりましたら、ご答弁をください。 

  それから、広域連携、広域化、他自治体への委託ということをいったん置いたとする

と、島本町内で今までに考えられてきた方法としては、清掃工場で言えば包括外部委託、

民営化とまでは言いませんが、そういったことが目前に検討を迫られているというふう

に思いますが、町長におかれましては、民間委託というものについてのメリット・デメ

リットということは、サラリーマン時代の経験も踏まえて、いろいろとご承知のところ

もあると思いますが、例えば、民間企業においてはストライキ権もございます。また倒

産ということもあります。ここ十数年来、島本町においては､こういった民間委託をした

事業所、企業が、倒産や業務縮小、あるいはストライキがあったことによって､何らかの

現場への直接的影響はなかったというふうに私は記憶しておりますが、しかしながら、

給食調理業務や、清掃工場における保守点検関係の業者の事実上の倒産ということは、

実際には直面しております。その点も踏まえて、包括外部委託については、やはりしっ

かりとしたデメリットの点も踏まえて、住民や議会にも説明をしていただきたいと思い

ますが、この点についての見解を、再度、伺います。 

  また民間委託、島本町は財政上の厳しさの中には、やはり委託料が多いということを、

一定、財政の専門家の方から何度となく指摘をされてきたというふうに私は記憶してお

ります。委託料の多さの中で言いますと、委託料には事務費が発生いたします。事務費

は、消費税がかかっております。こういう意味で､過日――前期ですね、忠岡町に、この

点について建設水道常任委員会で視察をさせていただいたことがありますが、やはり、

事務費には消費税がかかりますし、それが今後８％から 10％になれば、委託期間にもよ

りますけども、その消費税だけでも数千万円の値上げということがかかってくるという

ことについては、承知されているのでしょうか。再度、答弁を求めます。 

  またもう１点、包括外部委託の大きなメリットとしては、複数年度を民間企業に委ね

ることによって、その企業において計画的な､大小関わらず補修などの事務がしやすくな

るというようなことを聞いてきたように思いますが、この島本町議会は、通年議会とい

う制度を持っております。そういう意味では、年中、いつでも必要に応じて議会が開催

できるという環境にあるわけですから、また常任委員会の所管事務調査も年中、その議

会が意思を持てば調査に踏み出すことができるわけですから、はたして包括外部委託と

いうのは本当に、この島本町において手法としてどうなのかということになります。 

  精密機能検査を経て、これから大規模な改修の時期、範囲を定めていかれる､その先に

は、この包括外部委託があると思われます。その点についての原課での現在の見解を、

再度お示しください。私においては、一応、デメリットも尐なくないというふうに思っ

ております。 
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  また、そのことは尐なからず現場職員の技能、あるいは技術の低下を意味するという

ことになります。民間企業のストライキや倒産などがあったときに、緊急的に職員が現

場に駆けつけて、臨時的に運転管理をするということができなくなるということも考え

られると思っておりますので、その点も含めて、お答えください。 

  また同時に水道事業についても、これは総務建設水道常任委員会に会計の予算の付託

がされているようですけれども、この点についても、大薮浄水場の包括外部委託という

ことも一つの合理化の中には含まれていると私は聞き及んでおりますので、この点につ

いても、同じ問題が生じると思っております。すなわち財政上、また島本町という自治

体としての責任のあるごみ処理、あるいは水道供給について、責任が持てるというやり

方であるのかどうかについて、水道事業を含めて答弁を求めます。 

  もう１点ですが、やまぶき園について、ご答弁をいただいております。これも残念な

がら、常任委員会においては一般会計上の付託案件には含まれておりませんので、質問

は非常に制約を受けるというふうに私は認識しております。 

  やまぶき園においては、特段、質問といいますよりは、町長にも再認識をしていただ

きたいということですが、一定、これはやまぶき園の町立施設からの民営化を意味する

拠点化の事業が大きく今、進んでいるということですが、原課におかれては、障害者施

策推進協議会において相当精力的に議論をしておられました。また、この案を策定する

にあたって、やまぶき園の保護者会はもちろん、大小関わらず町内における障がい者の

当事者団体とのヒアリングを相当精力的にやっていただいたというふうに記憶しており

ます。最終的には、長年、町立施設として頑張ってこられた施設を民営化するという大

きな決断を、方向性に踏み出しているということですが、しかしながら、一方では現場

の当事者の皆さんにおいては、非常に、この進められた内容については満足度が高いも

のだと、私自身も大いに認めるものです。 

  こういったやり方を､すべての所管において採用するということを、一つの教訓として

活用されるおつもりはありませんか。これは町長に求めます。 

都市創造部長 まず、清掃工場に対してのお尋ねでございます。 

  まず、バッチ炉についてでございます。議員からもご指摘いただきましたとおり、確

かにバッチ炉に比べ、連続炉については､やっぱり負担の軽減でありますとか、ダイオキ

シン類の発生抑制という部分については認識しているところでございますが、先ほど町

長がご答弁させていただきましたとおり、現時点におきましては、連続運転炉への変更

等については費用等もやっぱりかさむという部分もございますことから、現時点におい

ては、現行の方式が本町においては一番効果的ではないかと考えているところでござい

ます。 

  あと、包括運営委託導入時、導入後でも、委託業者が倒産した場合のリスクについて

でございますが、今後、もし仮に包括運営等の導入について進めるという判断になりま
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した折りには、議員からもご指摘いただきました部分も含めて検討する必要があるので

はないかと考えているところでございます。 

  私のほうからは、以上でございます。 

上下水道部長  それでは水道事業、特に大薮浄水場に関する包括的民間委託についてのお

尋ねでございます。 

  本町の水道事業におきましては、「島本町地域水道ビジョン」ということで平成 24

年７月に策定をさせていただいております。その中で、実現方策ということで「安心・

安定・持続・環境」という大きなテーマを掲げさせていただいております。その中の「持

続」ということで、適正な施設管理と経営基盤の強化ということで施策を掲げさせてい

ただいております。その中に、民間活力の導入ということでテーマを位置づけており、

「浄水場等の運転管理等をさらに進め、包括的な民間委託の導入を図る」ということと、

またあわせて「開閉栓、検針及び水道料金の収納等」についても、お客様サービスの向

上に向けて「民間委託を進めます」ということで、目標を掲げさせていただいて、今、

検討を進めさせていただいておるところでもございます。 

  その中で、技術の継承につきましては、現在も大薮浄水場につきましては全面委託と

いうことで委託をしておりますが、職員が日常の指示、それから現場での確認等も行っ

ておる中で、技術の継承についても順次進めておりますことから、今後もそういう体制

を取りながら、検討してまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

健康福祉部長  やまぶき園の今回の検討方法について、他事業への展開でございますが、

今回、やまぶき園につきましては､先ほどご答弁させていただきましたように住民の皆

様、そして当事者団体等に対して、積極的に情報提供を行って説明会を行っていったと

いうことでございます。やはり、いろんな施策を推進するうえでは、様々な検討方法が

あるというふうに考えておりますので、今回のやまぶき園等の建て替え問題についての

検討方法が、すべてに合致するということではないかなというふうに考えております。 

  以上でございます。 

山田町長  やまぶき園の件について、私にご質問いただいた部分ですけれども、民営化に

関して、当事者団体へのヒアリングを今回はしっかりと行っていただいたということで

評価していただいている部分があるかと思います。今後、ほかの施設等につきましても、

もし民営化する、指定管理に出す、そういったものがある場合については、しっかりと、

そういったヒアリングをきっちりと行ってやっていきたいなというふうには考えており

ます。 

  ただ、私も前職では指定管理で施設を運営する側であったことから、指定管理などが

本当にいいのか、民営化が本当にいいのか、その部分については、きっちりと議論をし

てから決めていかないといけないというふうには考えております。 
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  以上です。 

川嶋議長  時間が残り尐ないので。 

河野議員  はい、もう３問目はいたしません。ご答弁、種々いただいた点について、納得

が十分でない､理解が十分でない点は所管の常任委員会の審査に委ね、私自身は民生教育

消防常任委員会で、また質疑をさせていただこうと思っております。 

  今、町長からご答弁いただきましたが、民営化、指定管理者制度に特化して質問した

つもりはなかったんですが、町長のご答弁の内容については十分理解をいたしました。

ありがとうございました。失礼いたします。 

川嶋議長  以上で、河野議員の大綱質疑を終わります。 

  以上をもちまして、会派代表並びに会派に所属しない議員による大綱質疑を終結いた

します。 

  この際、暫時休憩いたします。 

（午後０時 19 分～午後０時 21分まで休憩） 

川嶋議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております第 53号議案から第 55 号議案までの３件は、お手元に

配付しております議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたしたいと

思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ご異議なしと認めます。 

  よって、第 53号議案から第 55号議案までの３件は、お手元に配付しております議案

付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託することに決定しました。 

  この際、暫時休憩いたします。 

（午後０時 21 分～午後２時 15分まで休憩） 

川嶋議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  ただいまから、委員会の日程を職員から報告させます。 

議会事務局長  それでは、ご報告申し上げます。 

  総務建設水道常任委員会の開催日は、６月 29 日（木）及び 30日（金）。開議時間は、

午前 10 時でございます。 

  続きまして、民生教育消防常任委員会の開催日は、７月４日（火）及び５日（水）。

開議時間は、午前 10 時でございます。 

川嶋議長  お聞きのとおりでございます。 

  委員各位におかれましては、よろしくご審査賜りますよう､お願い申し上げます。 

  お諮りいたします。 
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  委員会審査のため、明日から７月 13日までを休会としたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ご異議なしと認めます。 

  よって、明日から７月 13日までを休会とすることに決定いたしました。 

  以上で、本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもちまして、散会といたし

ます。 

  次会は、７月 14 日午前 10時から会議を開きます。 

  本日は長時間にわたり、大変ご苦労様でございました。 

 

 （午後２時１６分 散会） 
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 本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

 

第５３号議案 島本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に 

関する条例の一部改正について 

第５４号議案 平成２９年度島本町一般会計補正予算（第１号） 

第５５号議案 平成２９年度島本町水道事業会計補正予算（第１号） 
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平成２９年  

 

 

島 本 町 議 会 ６ 月 定 例 会 議  会 議 録 

 

 

第  ４  号 

 

 

         平  成２９年  ７月１４日（金）  

 



島本町議会６月定例会議 会議録（第４号） 

 

年 月 日  平成２９年７月１４日 (金) 

 

場   所  島本町役場 議場 

 

出 席 議 員  次のとおり１４人である。 

 

１番  塚 田  淳  ２番  大久保  孝幸  ３番  東 田  正 樹 

４番  平 井  均  ５番  河 野  恵 子  ６番  清 水  貞 治 

７番  岡 田  初 惠  ８番  川 嶋  玲 子  ９番  戸 田  靖 子 

10番  中田  みどり  11番  野 村  篤  12番  伊集院  春美 

13番  福 嶋  保 雄  14番  村 上  毅     

              

 

地方自治法第１２１条の規定により、議会に出席を求めた者は次のとおりである。 

町 長  山田  紘平  教 育 長  岡本  克己  
総 合 政 策 

部 長 
 由 岐  英 

総 務 部 長  柴山  則文  
健 康 福 祉 

部 長 
 岡本  泰三  

都 市 創 造 

部 長 
 名越  誠治 

都市創造部 

理 事 
 柏木  栄一  

上 下 水 道 

部 長 
 水木  正也  消 防 長  近藤  治彦 

教育こども 

部 長 
 北河  浩紀  会計管理者  永 田  暢  

教育こども部 

次 長 
 川畑  幸也 

総合政策部 

人 権 文 化 

センター所長 

 島村  博之         

 

本会議の書記は次のとおりである。 

 

事 務 局 長  妹藤  博美  書   記  村田  健一  書   記  小東  義明 
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  議事日程第４号  

 平成２９年７月１４日（金）午前１０時開議 

日程第１ 第５３号議案 島本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用 

者負担額等に関する条例の一部改正について 

第５４号議案 平成２９年度島本町一般会計補正予算（第１号） 

第５５号議案 平成２９年度島本町水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第２ 第５６号議案 工事請負契約の締結について 

    （町立第四小学校校舎増築等工事） 

日程第３ 第５７号議案 工事請負契約の締結について 

    （町立第二学童保育棟新築工事） 

日程第４ 第５８号議案 平成２９年度島本町一般会計補正予算（第２号） 

日程第５ 第１号決議案 「２０２５日本万国博覧会」の大阪誘致に対する決議 
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 （午前１０時００分 開議） 

 

川嶋議長  おはようございます。公私何かとお忙しい中、ご参集いただきまして大変ご苦

労さまでございます。 

  ただいまの出席議員数は 14 名で、全員出席であります。 

  よって、これより本日の会議を開きます。 

  さて、先般、九州北部を襲いました豪雤の影響で、多くの被害が発生しております。

亡くなられた皆様のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心

よりお見舞いを申し上げます。また、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げる次第

でございます。 

  それでは、本日の議事に入ります。 

  議案等につきましては、お手元に配付しておきましたから、ご了承願っておきます。 

  日程第１、第 53 号議案 島本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者

負担額等に関する条例の一部改正についてから、第 55号議案 平成 29 年度島本町水道

事業会計補正予算（第１号）までの３件を、一括議題といたします。 

  なお、本案３件につきましては、去る６月 27 日の本会議において、所管の各常任委員

会に付託していたもので、すでに審査が終了しております。 

  よって、これより各委員長の報告を求めます。 

  それでは、まず総務建設水道常任委員長の報告を求めます。 

平井委員長（登壇） 皆さん、おはようございます。それでは、総務建設水道常任委員会

の委員長報告を申し上げます。 

  去る６月 27日の本会議におきまして、本委員会に付託されました第 54 号議案 平成

29年度島本町一般会計補正予算（第１号）所管分及び第 55号議案 平成 29年度島本町

水道事業会計補正予算（第１号）につきまして、６月 29 日に委員会を開催し、審査を行

いました。 

  審査の経過と結果でございますが、付託されました案件につきましては、すでに本会

議において各々説明されたところではありますが、委員会審査の万全を期するため執行

部から補足説明を求め、審査を実施したところです。 

  こうした審査経過を経まして、同日に討論、採決を行いました。 

  採決の結果、付託された案件はすべて全員賛成で可決すべきものと決定いたしました。 

  なお、委員会審査における詳細な内容につきましては、後日、会議録をご覧いただき

たいと思います。 

  以上をもって、委員会審査についての委員長報告といたします。 

川嶋議長  次に、民生教育消防常任委員長の報告を求めます。 

村上委員長（登壇） 皆さん、おはようございます。それでは、民生教育消防常任委員会
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の委員長報告を申し上げます。 

  去る６月 27日の本会議におきまして、本委員会に付託されました第 53 号議案 島本

町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者の負担額等に関する条例の一部

改正について及び第 54号議案 平成 29 年度島本町一般会計補正予算（第１号）所管分

につきまして、７月４日及び５日の２日間、委員会を開催し、審査を行いました。 

  １日目の７月４日は、第 53号議案の条例審査と、第 54 号議案 平成 29年度島本町一

般会計補正予算（第１号）所管分のうち、教育こども部所管分までの審査を行いました。

２日目の７月５日は前日の議事を継続し、消防本部所管分の審査を行い、第 54号議案 

平成 29 年度島本町一般会計補正予算（第１号）所管分の審査を終えました。 

  こうした審査経過を経まして、７月５日の委員会において討論、採決を行いました。 

  採決の結果、付託された案件はすべて全員賛成で可決すべきものと決定いたしました。 

  なお、委員会審査における詳細な内容につきましては、後日、会議録をご覧いただき

たいと思います。 

  以上をもって、委員会審査についての委員長報告といたします。 

川嶋議長  これより、委員長報告に対する質疑を行いますが、審議がスムーズに行われる

ということと、委員会の意思の安定という原則がありますので、当該委員会所属の各委

員の質疑は差し控えていただきます。 

  それでは、本案３件の各常任委員会の委員長報告に対する質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

  これより、順次、討論、採決を行います。 

  それでは、第 53 号議案 島本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者

負担額等に関する条例の一部改正についてに対する討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

福嶋議員  島本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する

条例の一部改正について、自由民主クラブを代表して討論を行います。 

  今回の改正は、「子ども・子育て支援法施行令及び子ども・子育て支援法施行規則」

の一部改正に伴い､保育料額の算定に用いる市町村民税の所得割額に加算する額として、

ふるさと納税寄附金控除の申告特例控除額を追加、市町村民税非課税世帯の第２子以降

について、改正前には半額であったものを無料化に、また町独自施策として市町村民税

所得割課税世帯７万 7,101円未満、年収約 360 万円未満相当のひとり親世帯無料化をす

るものです。 

  町独自のひとり親世帯保育料額の無料化保護者負担軽減の対象範囲拡大は、一定の評
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価ができます。が、町独自施策で 46万８千円の町負担予定ではありますが、民生費児童

福祉費児童措置費・19負担金、補助及び交付金の当初予算１億 5,123万３千円を変更せ

ずに対応できる内容とのこと、確認させていただきました。 

  尐子高齢化が進む中、また島本町においては多くの大規模開発が進む中、今後の人口

動態が流動的である部分に危惧することもあり、ひとり親世帯への補助金対象範囲拡大

は他施策とのバランスを図りつつ、限られた財源の中で適切に行われる必要があること

から、現予算負担予定範囲内での予算執行を要望して、賛成の討論とさせていただきま

す。 

川嶋議長  反対の討論の方がないようでありますので、引き続き、本案に賛成の方の発言

を求めます。 

岡田議員  第 53号議案 島本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担

額等に関する条例の一部改正について、公明党を代表いたしまして討論をいたします。 

  幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を養う重要なものであり、すべての子

どもに質の高い幼児教育を保障するため、幼児教育に関わる保護者負担を軽減するもの

であります。国におきましては、無償化に向けて、平成 26年から 29年度にかけ段階的

に取り組んでおられます。今回は、29年度における保護者負担軽減を図るものでありま

す。 

  その一つに市町村民税非課税世帯の第２子を無償化に、その２は年収 360万円未満相

当世帯については､ひとり親世帯の保護者負担月額を第１子7,550円から3,000円に引き

下げる。また、その他の世帯の保護者負担月額、第１子は１万 6,100 円から１万 4,100

円に引き下げるものです。第２子は、8,050 円から 7,050 円に引き下げます。島本町は、

すでに手厚くしておられ、大変評価いたしますが、国のほうでは幼児教育の無償化に取

り組んでおり、財政が許す限り、未来をつくる「人」の投資には､町としても惜しみなく

取り組んでいただきたいことを要望し、賛成の討論といたします。 

川嶋議長  続いて、本案に賛成の方の発言を求めます。 

東田議員  それでは、第 53号議案 島本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

利用者負担額等に関する条例の一部改正について、コミュニティネットを代表して賛成

の討論を行います。 

  本条例の一部改正につきましては、国の方針である幼児教育の段階的無償化に則り行

われるものであり、本町では平成 27年から始められ、３年目となる取り組みです。国の

基準よりも手厚い利用料の設定となっており、一定の評価をするものですが、町単費で

の支出となっており、国のスケジュールも未確定であることから、今後は国の動向を注

視するとともに、財政上の措置を求めていく必要があると考えます。 

  いずれにしましても子育て世代の負担軽減に繋がる取り組みであり、今後も積極的な

施策展開を要望いたしまして、第 53号議案 島本町特定教育・保育施設及び特定地域型
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保育事業の利用者負担額等に関する条例の一部改正について、賛成の討論といたします。 

川嶋議長  続いて、本案に賛成の方の発言を求めます。 

河野議員  第 53号議案 島本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担

額等に関する条例の一部改正について、賛成の討論を行います。 

  大きく２点の提案がなされております。国の措置に、さらに島本町として上乗せする

措置をするものとして、子育て支援の観点から賛成するものです。 

  ほかの委員の質疑や委員会質疑でも明らかになったように、国がうたっている就学前

教育の無償化は、未だ名ばかりであります。実効性ある財源措置とはなっておりません。

実際には、市町村が先行して保育料の軽減措置を進めてきており、国の改正が後追いを

している状況だと､私は捉えております。 

  保育所の保育料は、歴史的に見ても、国が設定する保育料徴収基準額及び階層表に準

じながらも、そのままでは、とても保育所保護者の住民負担には耐えないということか

ら、従前から基準額の 70％から 80％を地方自治体としては保育料として徴収をしてきま

した。そうして、保護者の負担軽減を図ってきております。 

  島本町も十数年来、国の徴収基準額の階層表どおりに保育料徴収を続けてこられまし

たが、低所得者に対して特に負担感が大きいということから、子ども・子育て新制度導

入の際に、保育料階層表を大幅に改定され、階層表を細分化され、種々減免策も独自で

講じてきておられます。私自身の記憶ではありますが、2000 年まで、毎年のように提出

されてきた保育所関係者からの保育料引き下げを求める請願署名が、この間には提出を

されてこなかったという経緯を見ますと、国・府の度重なる制度改悪等の中で全国の自

治体同様、超過負担を島本町として余儀なくされつつ、保育所給食では、ご飯・パン・

うどんなどの給食の主食に対しても、民間保育園や保護者の負担を求めず保障されてき

たことをはじめ、保育料軽減策を通じ、男女共同参画社会の一助とされてきたことへの、

従来からの島本町の保育料への努力は大いに認めるところです。 

今回のような措置について、変わり目の際には住民や当事者に対して、その実情を事

あるごとに説明をされ、島本町の努力に対する理解を得る、その工夫も怠ることのない

よう求めておきます。 

  要望としましては、このたび、「子ども・子育て支援法」等の導入に際して、島本町

が歴史的に行ってこられた、先駆的に行ってこられた、就労要件を満たさない保護者の

家庭の乳幼児、療育を必要とするお子さんが、このたび、そういった障がい児保育から

外されているという実態が、過日の一般質問でも明らかになっております。こういった

保育所に通えない、通えなくなったお子さんの、島本町外の療育施設に通われるときの

負担、保育料の負担、また移送や移動に関わる保護者の負担、そういったことも実態を

把握され、その点についても引き続いて措置をされますよう強く要望いたしまして、私

の賛成討論といたします。 
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川嶋議長  続いて、本案に賛成の方の発言を求めます。 

大久保議員  第 53号議案 島本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負

担額等に関する条例の一部改正について、大阪維新の会の会派を代表し賛成の討論を行

います。 

  今回の条例改正は、国の進める幼児教育の段階的無償化の推進に伴うものであり、本

町の子育て世代への支援となる条例改正であると理解します。また、年収約 360万円未

満相当のひとり親世帯等の保育料無料化など、でき得る限りの支援が盛り込まれており

ます。しかし、国の進める幼児教育の段階的無償化における財源確保はできておらず、

本町においても支援拡充が今後可能であるのか、疑問が残ります。 

  今後とも、子育て世代をしっかり支援し、本町の未来を担うであろう子ども達のため

に、財源をしっかり確保し、幼児教育の無償化が実現できるようにお願いし、賛成の討

論といたします。 

川嶋議長  続いて、本案に賛成の方の発言を求めます。 

中田議員  第 53号議案 島本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担

額等に関する条例の一部改正について、人びとの新しい歩みを代表して賛成の討論をい

たします。 

  今回の改正は、幼児教育無償化に関わる取り組みの段階的措置とのこと。島本町は、

国が示した保育料より独自でさらに拡充し、非課税世帯やひとり親世帯の保育料が軽減

するとのことについて、子育て支援策として有効であると判断し、賛成の討論といたし

ます。 

川嶋議長  続いて、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決であります。 

  第 53号議案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

川嶋議長  起立全員であります。 

  よって、第 53号議案は、委員長の報告のとおり可決することに決定いたしました。 

  引き続き、第 54 号議案 平成 29年度島本町一般会計補正予算（第 1 号）に対する討

論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

戸田議員  第 54号議案 平成 29 年度島本町一般会計補正予算（第１号）に、人びとの新

しい歩みを代表して賛成の討論をいたします。 

  山田町長就任後、初めての補正予算、いわゆる肉付けの施策予算です。歳入歳出予算

総額に、歳入歳出それぞれに２億 6,576 万３千円を追加し、その総額を 116億 4,576万

３千円とするものです。町債の発行額は１億 5,540万円、厳しい財政の中、重い数字と

なっていますが、必要なものと判断いたします。 

  ふれあいセンター整備事業債を起債しての防火シャッター改修工事、エレベーター耐

震改修工事、合わせて 9,950万円。指定避難所の機能向上を条件に、後に有利な交付税

措置が見込める緊急防災減災事業債を活用するとのことです。現在の「建築基準法」に

あわせた改修であり、いずれも、これ以上先送りすることはできないものです。１階い

きいき健康課の窓口防犯設備の設置、住民福祉・住民自治を推進する輪転機の更新、す

べて必要なものと認めます。同センターが長く住民の活発な交流の拠点であり続けられ

るよう、また万が一の災害時において避難所として機能を十分に果たせるよう、引き続

き計画的・効率的な施設整備に努めてください。 

  図書館、高齢者福祉に、広く住民が活用される場であり、工事に際しては、指定管理

者との連携により、万全の安全対策をお願いいたします。 

  清掃工場の煙突部分大規模改修等１億円の補正予算につきましては、当初予算１億円

に追加しての計上となっていますが、委員会質疑により、その必要性を理解しました。

大規模改修は施設の長寿命化に欠かせないものであり、精密機能検査や包括運営委託の

検討、広域行政の課題と、相互に密接に関わっています。また、「広域行政実現には関

係機関との信頼関係を一歩一歩築くことが大事」とのご答弁もたびたびありましたが、

信頼関係構築には、まず住民自ら、みんなが主体的にごみの減量化に取り組むことが必

要ではないでしょうか。ごみを出さない世帯は一つとしてないのですから、全住民が自

らの課題として、ごみの減量化に取り組めるよう、ごみ処理課題の説明と減量の啓蒙に

努めてください。 

  ＪＲ島本駅西地区の土地区画整理事業に関わって、都市計画上、当該地を市街化調整

区域から市街化区域に編入するための協議並びに申請図書類の作成等業務委託料 381万

３千円については、山田町長が就任後、「当該地区は一定の開発が必要である」と判断

されたことによるものです。すなわち町長は、これまでの開発計画を引き続き推進する

方針を明確に示されました。自らの言葉で「一定の開発が必要」と明言され、「地権者

のご意向を尊重する」と繰り返してきた、これまでの町の姿勢よりも責任ある態度を示

されたと評価するものですが、一方では、町長を支持する多くの有権者に深い失望を生

んだのも、また事実です。「町民と歩む島本町」を目指す山田町長の重要課題は情報の

開示、情報の共有による住民自治の推進です。 
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  もとより、都市計画の主体は大阪府と島本町です。加えて、土地区画整理事業は公共

事業です。例え地権者主体の組合施行であっても、当該地区の土地区画整理事業の施工

者には、社会的な説明責任があります。事業の透明性、採算性、公平性が、広く求めら

れる時代です。よって、現地測量と個々の地権者の意向調査終了後は、熟度の高まった

事業計画案のたたき台を速やかに開示していただき、議会並びに住民への説明責任を果

たしてください。そのうえで、住民意見の聴取に努めてください。子ども達や孫の世代

に、需要と供給のバランスを欠いて拡大してしまった街区の維持を強いないための熟議

が必要です。住民の福祉に供するまちづくりに欠かせないプロセスとして、住民参画の

機会を強く求めておきます。 

住民意見の反映の手法としては、当該事業計画案についての複数の説明会と、その十

分な広報、質疑応答、パブリックコメントとそれに対する町の考え方など、様々な手法

を用いた丁寧なものであることを求めておきます。 

  「庁舎のあり方検討会」については、所管委員会審議において活発な議論がありまし

た。整備検討資料は、町民の財産である公共施設を預かる執行部としての必要な判断材

料であり、町長の速やかな意思決定にも必要なものと認めます。 

  関西電力グラウンド跡地の開発による通行増、大阪青凌中高生の通学路の安全対策な

どを鑑みての街路樹伐採は、やむを得ないと判断いたしますが、他の議員の質疑にもあ

ったように、クスノキの移植については､過去、水無瀬川緑地公園に移植したクスノキの

現状も参考に、費用対効果を考慮して、慎重であって良いと考えるものです。 

  病児・病後児保育の広域連携での実現、産前産後ヘルパーの支援拡充、学校司書の各

校１名ずつの配置、幼稚園の暑さ対策など、子育て支援や子ども達の豊かな育ちを支援

するものを評価いたします。まちづくりの根幹は人づくり、「子育て支援と教育の充実

を図る」として町長に就任された山田町長です。子ども・子育て支援、次世代育成のさ

らなる充実に期待しております。 

  幼稚園の暑さ対策については、「学校保健安全法」の規定に基づく学校環境衛生基準

を遵守し、温度・湿度の測定をデータとして残し、取るべき対策の必要性の根拠とする

べきでした。第二幼稚園において積年の課題であったトイレの臭気に関しては、今回の

冷風機の設置で、尐しでもその状況が改善されること、園児が臭気のないところでお弁

当が食べられるようになることを切に願います。暑さ対策においても、第一・第二幼稚

園の格差が広がることになります。秋の園児募集時には、第二幼稚園の今後のあり方に

ついて、一定の方向性を示すことを強く求めておきます。 

  学芸員、図書館司書など､専門職の臨時職員について時給増額、嘱託職員への選択肢、

研修の機会など、総合的な待遇改善が必須です。現状のまま働き続けるのは不安、次世

代の人材確保が困難と危惧しています、というのが多く現場から寄せられる声です。文

化・保育・教育を取り巻く職員配置にも、最大限の配慮が必要です。教育委員会の正規
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職員の数は定数条例によると、すでに 70人の定員に達しているということですが、適材

適所の配置を可能にする定数の見直しを求めます。 

  保健師の育児休業における課題が明らかになりました。育児休業に対応できる人員配

置なくして､人材の育成はかないません。中長期的な視野で取り組む必要があり、マタニ

ティーハラスメントなどはあってはならないことですが、しかし、ほかの誰かに負担を

強いる育児休業は、本当の意味での育児休業ではないのです。産む性である女性の働き

やすさについて、もっと真剣に考えていただきたいと、人員配置を求めておきます。 

  第三小学校ののり面の工事は、生徒の安全に欠かせないものとして反対するものでは

ありませんが、土砂災害特別警戒区域に指定されていることを懸念して、当該地を入り

口にした第四保育所の移設計画に疑義を述べ続けてきた立場からすると、保育所移設計

画見直しに安堵する一方で、島本駅西地区の土地区画整理事業への影響を考慮して、土

砂災害特別警戒区域の指定を解除することを主な目的にしていると思わざるを得ないも

のです。児童の安全・学校現場からは、水路・水脈関係の抜本的な改善こそが必要かと

思います。 

  最後に消防関連費用、呼吸器用空気圧縮機購入判断、山間部の位置情報標識の設置を

評価いたします。必要なものと認めます。引き続き、分団小型動力ポンプの計画的な更

新に努めてください。 

  以上をもちまして、人びとの新しい歩みの賛成の討論といたします。 

川嶋議長  反対の討論の方がないようでありますので、引き続き、本案に賛成の方の発言

を求めます。 

中田議員  第 54号議案 平成 29 年度島本町一般会計補正予算（第１号）について、先ほ

ど会派を代表して戸田議員から賛成の討論がありましたが、都市計画総務費、線引き見

直し等業務の予算について補足しておきたい点がありますので、私からも賛成の討論を

させていただきます。 

  本予算は、島本駅西側地区の……。 

（「議長」「それはあかん」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  暫時休憩いたします。 

（午前 10時 33 分～午前 11時 30 分まで休憩） 

川嶋議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  先ほどの議事を続行いたします。 

中田議員  討論を続行します。 

  本予算は、島本駅西側地区の土地区画整理事業に関連するものです。本事業は、島本

駅前という公共性の高い場所における都市計画の変更を伴うもので、将来にわたって町

民全体に広く、大きな影響があると考えられます。ですから、事業に関連する都市計画

の変更にまつわる手続きは、本来であれば、それが「町の利益」になることが示された
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後に行われるべきです。一方で、町長は「一定の開発が必要」と、開発する方向性を前

に示されました。手続きを進めるために、予算も計上されています。 

  しかし、それが「町の利益」になるかどうかは、未だに不明確です。その順序に問題

があったと思います。一定の開発が必要というのであれば、熟度の高まった事業計画案

を速やかに住民に提示し、それが町の利益となる事業であることの根拠を示し、住民が

納得できるようにしてください。それが説明責任というものではないでしょうか。とは

言え、総合的に判断すれば、本補正予算は極めて妥当と判断し、このことをもって本議

案に反対するものではありません。 

  最後に、「最終的な答えは町民の側にあります」と選挙前に言われていた山田町長に

は、住民自治を大切にしていただきたい。そのことを強く求め、私の発言とさせていた

だきます。 

川嶋議長  続いて、本案に賛成の方の発言を求めます。 

大久保議員  それでは、第 54号議案 平成 29年度島本町一般会計補正予算（第１号）に

つきまして、大阪維新の会の会派を代表し賛成の討論を行います。 

  本補正予算は、介護保険施設の防犯対策強化事業、本町の地域医療・保健事業・子育

て支援などを推進するための事業、小学校の図書教諭及び学校司書の配置、消防施設等

の整備など、本町に必要な予算であると理解します。 

  しかし、清掃工場施設改修工事は、広域連携の話も進まないまま、今回の補正予算に

おきまして､予定のメンテナンス費用より１億円も増加をしております。また、庁舎整備

検討資料作成業務におきましても、今後の島本町の広域連携・合併問題にも影響するも

のであり、作成された資料の内容を注視したいと考えます。 

  最後に、尐子高齢化が問題視されておりますが、高齢化、寿命が延びることが問題で

はなく、問題の本質は尐子化であると考えます。そのためにも、市町村単位で実施可能

な子育て支援は積極的に取り組むべきと考えます。 

  以上の理由で、賛成の討論といたします。 

川嶋議長  続いて、本案に賛成の方の発言を求めます。 

岡田議員  第 54号議案 平成 29 年度島本町一般会計補正予算（第１号）におきまして、

公明党を代表して討論を行います。 

  庁舎整備検討資料作成等業務については、庁舎の耐震化について、建て替え案も含め

て再検討するとのことです。いざというときに大切なのは、砦となる庁舎です。また、

大切な職員の生命を守らなければなりません。財政事情もあるかと思いますが、予算の

範囲内でコンパクトな建物にしてはいかがでしょうか。財政が厳しい今、今後とも高槻

市と広域を進めていかなければならない。このようなことを考えたとき、最小限で進め

られることを要望いたします。 

  清掃工場施設改修工事、耐用年数６年を超えております。一日でも長く保たせるため
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努力されていることは理解しています。真剣に考えなければいけないときに来ています。

スピード感を持って、町長は腹を決めるべきです。本気度を、私たちは見せていただき

ます。 

  都市計画総務費の委託料、線引き見直し等業務につきましては、住民に進捗状況を示

し、見える化を要望いたします。 

  児童措置費の病児・病後児保育におきましては大山崎より利用させていただくことと

なり、利用料金の助成です。産前産後ヘルパー派遣事業は対象者の拡充であり、妊娠・

つわりや切迫流産など、気がつくことが遅くではありましたが、評価いたします。 

  町立幼稚園の夏の暑さ対策として、第一幼稚園に空調機、第二幼稚園に３台の冷風機

を購入する。大切な子どもの健康を守るためにも、今後、室内チェックとともに記録を

残すことを要望いたします。 

  保健ヘルス事業費、臨時職員・保健師の賃金、育児休暇で現在３人の保健師さんが休

んでおられます。高齢者の総合相談窓口でもある地域包括支援センターを、直営から委

託されることを要望いたしました。 

  また、消防におきましては、町内の山間部において 50ヵ所の標識を設置するとのこと

です。私有地を借りるため、利用料の件を質問いたしましたが、自治会長さんと話がで

きているとの答弁がございました。後々トラブルにならないよう、しっかりとお願いし

たいと思います。また、消防におきましては、委員会でも発言させていただきましたが、

消防力の強化、効率化、また小さな自治体での消防本部は、住民１人当たりの負担も高

くかかってまいります。私たちは、高槻市との消防行政一元化を要望いたしましたが、

ぜひ、この点もお願いしたいと思います。 

  以上をもちまして、賛成の討論といたします。 

川嶋議長  続いて、本案に賛成の方の発言を求めます。 

東田議員  第 54号議案 平成 29 年度島本町一般会計補正予算（第１号）に対して、コミ

ュニティネットを代表して賛成の討論を行います。 

  本補正予算は、歳入歳出総額の 113 億８千万円に２億 6,776 万３千円を追加計上し、

歳入歳出総額を 116億 4,576万３千円とするものです。 

  歳出といたしましては、総務費で庁舎整備検討資料作成業務、ふれあいセンターの窓

口防犯設備設置工事、防火シャッター改修工事、エレベーター耐震改修工事などがあげ

られており、いずれも必要なものであると認めます。役場庁舎のあり方につきましては、

防災拠点であることなど、施設の性格上、早急に方針を打ち出す必要があると考えます。 

  民生費では、介護保険施設の防犯対策に関わる費用が予算計上されており、当該施設

の防犯対策に関わる費用を厚生労働大臣が定めた額の２分の１を防犯対策強化事業補助

金として支給するものであり、適正であると認めます。また、保育料の改定に伴う子育

てシステム改修事業、大山崎町の病児・病後児保育施設を本町の住民にも利用させてい
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ただく場合に生じる差額分の助成事業費、産前産後ヘルパー派遣事業の拡充、衛生費の

臨時職員賃金、事業用備品につきましても、必要であると認め、一定の評価をするもの

です。 

  教育費関連では、小学校各校に図書館司書を配置、第三小学校の土砂災害特別警戒区

域となっている箇所ののり面改修工事、第一幼稚園の空調機設置のための幼稚園施設改

修設計業務、管理用備品として第二幼稚園の冷風扇、ＪＲ島本駅西地区の遺跡発掘調査

に伴う経費があげられており、いずれも適正かつ必要な支出であると認めます。 

  衛生費塵芥処理費においては、清掃工場の煙突部分を改修する清掃工場施設改修工事

に１億円が予算計上されています。これにつきましては、コンクリートの剥落などの危

険性があり利用者の安全に懸念があることから、早急に対策を打つ必要があることから、

必要な支出であると認めます。工事の施工の際には、高所での作業となることから、安

全管理には十分留意していただきますようお願いをします。 

  土木費におきましては、道路維持費として街路樹診断業務、町道水無瀬青葉２号線歩

道補修設計業務、町道尺代２号線舗装補修工事、町道広瀬 40号線ほか舗装補修工事、ま

た島本駅自由通路エレベーター改修工事があげられており、今後も道路の適正な維持管

理に努めていただくことを要望いたします。また、都市計画費の線引き見直し業務につ

きましては、都市計画に関わるたたき台を作るためのものであり、ＪＲ島本駅西地区の

まちづくりに必要なものであると考えます。 

  消防費におきましては、事業用消耗品として山間部における１１９番通報標識の設置、

分団用の小型動力ポンプ・車両の購入、また消防本部の呼吸器用高圧空気圧縮機の購入

と、それに伴う電源の新設工事などが予算計上されています。いずれも本町の消防行政

に寄与するものであり、効果的な運用に努めていただきますようお願いを申し上げます。 

  本補正予算に関しましては、適正な支出であると認めるものですが、住民の皆様の行

政に対するニーズの多種多様化や、子育てへの施策、扶助費の増加に対応し、今後も住

民サービスの維持向上を図るためには、積極的な行財政改革も必要不可欠であると考え

ます。 

  以上を申し添えまして、第 54 号議案 平成 29年度島本町一般会計補正予算（第１号）

に対して賛成の討論といたします。 

川嶋議長  続いて、本案に賛成の方の発言を求めます。 

伊集院議員  第 54号議案 島本町一般会計補正予算（第１号）に対し、自由民主クラブを

代表いたし討論を行います。 

  第１号補正は、歳入歳出それぞれ２億 6,576 万３千円を増額され、総額 116 億 4,576

万３千円となります。 

  歳入の主なものについて。 

まず基金ですが、当初予算で５億 4,276 万８千円に今回の１億 488万３千円、現時点
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での予算ベースとして６億 4,765 万１千円を取り崩されようと予定されております。残

高におきましては、一応、ここでは控えさせていただきまして決算審査で踏まえますが、

今後、どういったまちづくりをするのか、また町長が選挙で発信されていた内容と､この

予算、施政方針が整合されていない点などにおいて、島本町をどう導かれていくのか、

どういった手を打たれるのか。こういったことが、まちづくりのビジョンがない中での

予算審議というのは、ビジョンに添っているものなのか、そうでないのかとの判断基準

が定められず、さらには打つ手によって今後の人口動態や企業数も変わってくることな

ど、財政を見通すことができません。 

  町長の答弁の中でも、「財政を鑑み」と幾度も伺いました。私ども会派も、常に鑑み、

判断する努力をしてまいりましたので、そこは同じ思いですが、残念ながら､ビジョンに

よって財政をどう軌道に乗せるのかの判断が､この補正と 29年度の１年間を通して、ま

たさらには先を見通した財政状況を、この審議で我々に想定しきれることはできなかっ

たことだけは、お伝えしなければなりません。 

  山田町長は選挙において、「待った、その合併」とおっしゃっていたこともあり、一

刻も早い総合ビジョンを示してくださらないと、中長期の視点に立っての各予算の判断

ができず、今あれば、今できるものなら、必要の予算だから、との判断となってしまい

ます。早期に総合的ビジョンを示していただくよう指摘しておきます。 

  基金において、前町長において増やせた手段であった「売れる町有地」というのは、

残りわずかとなっております。基金において、今までのようにはいかなくなるというこ

とだけは、よく踏まえていただきたいと申し添えておきます。 

  そして、大きな投資が要る山積している諸課題においても、現在の基金だけで済む問

題ではありませんし、この補正の地方債では３件の追加と、当初予算であがっていた１

件の変更となっています。今後の「第６次行財政改革」が、よほど厳しいものがあがっ

てくる覚悟がおありだとお察しいたしますが、行財政改革も早期にあげていただかない

と、中長期の財政見通しにおいて振り幅が変わってきます。こういった振り幅が変わっ

てくることにおきまして想定できないということも、付け加えさせていただきます。 

  次に、財産収入については、当初予算では前年度比 34.0％もの減であり、本質は各基

金の収益基金収入の減によるものであります。今回の財産貸付でまかなえるものでは全

くありません。ただ、阪急水無瀬駅前町有地の有効活用は純政会時代から訴えてまいり、

我が会派各議員も訴え続けてまいりました。遅いとも言えますが、応急措置として、昨

年度には入札を終え、今年度から町として収入を得る貸付と結果が出せたことは、一定

の評価をいたします。今後のまちづくりを鑑みた本格対応の検討を続けながら、つどの

報告を要望しておきます。 

  国庫補助金の一方については、平成 28年７月 26日に神奈川県相模原市での痛ましい

事件から、国も早期に対策を取った補助金であるため柔軟性は尐なめですが、地域介護
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福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護福祉空間整備推進交付金は、大きく３種の

算定方法であり、今回は防犯対策強化事業にかかる分において、島本町を介し、特別養

護老人ホーム事業１者で活用されます。本町内の他の事業においても、現在、照会はか

けておられるということでありますが、２分の１が事業者負担の点において、まだ検討

中であるということを伺いました。しかし、今後、事業者責任となってくる点もありま

す。算定で対象外・事業内との併設の厳しさはありますが、１施設に上限 180万の２分

の１国庫補助金を活用してもらえるよう行政努力をしていただかなければならないと、

国庫補助がつかなくなってから防災対策をするから町単費の補助を求められたときに、

町長の努力不足の支出になることを指摘しておきますので、どうか、くれぐれもご努力

いただきたいと存じます。 

  さて、歳出の主なものについてでございます。 

  まず委託料、公有財産測量の役場庁舎整備検討資料作成業務についてです。島本町は

今まで耐震工事で対応する予定だったが、熊本地震での実態を鑑み、耐震工事と大規模

改修工事バージョン、また建て替えのスタンダード・グレードを上げたバージョンとの

３種類の資料作成に、140 万４千円の予算を割かれます。熊本地震での実態を鑑みるの

であれば、すでに耐震補強工事だけでは到底庁舎機能がまかなえないのは明らかであり

ます。既存の一部を活用しようとしても、一部は立て替えなければ全く機能が果たせな

いでしょうし、耐震工事の部分よりも、建て替え複数のパターンで作成すべきであると

いうことも訴えました。 

  そもそも建て替えにおいては、場所や規模によって多種多様に意見が分かれるうえ、

概算金額も変わってくることに、この資料作成費は一部において二重投資になると質疑

もしました。担当部としては、財政収支見通しのために必要との思いはわかります。し

かし、大きく意見が二分されるであろう庁舎の規模や場所についての議論に相当な時間

がかかることは容易に想定でき、町民にとって大切な人材、職員達の危険度を一刻も早

く回避しなければならないため早急な検討が必要な状況であることから、町長の政治的

判断を求めましたが、町長としても、「財政を鑑みた町長判断に必要」との答弁でした。 

  庁舎は住民サービスの根幹をなす職員が業務する重要な施設、いつでも起こり得る南

海トラフ大地震や、推測されています東西に有馬高槻断層帯や南北に京都西山断層帯、

地震が起きてからでは話になりません。一刻でも早い方向性を示していただかなければ

ならないことに、町長からいただいた答弁をもって、この資料ができれば町長判断がで

き、スピードのある町長案が出てくると期待し、予算を認めることといたしました。 

  次に、ふれあいセンター管理費の１階防犯設備設置・防犯シャッター改修・エレベー

ター耐震改修の３件工事において、トータル１億 71万の計上の財源は、地方債で 9,950

万の借金と公共施設整備基金取り崩しで 121万円でまかなう予定となっております。利

用者の多い施設の防災害時の対応に理解いたしますが、今後もトラブルが起こってから
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改修、修理をするのではなく、事前からの改修計画を指摘しておきます。 

  清掃工場施設改修工事費において、当初予算で１億円、今補正で１億円、現時点で改

修工事のみの費用として２億円が計上されています。清掃工場の今後の方針がはっきり

されていない中でもありますので、大切に運転・運営しなければならない状況下である

ことから、緊急に煙突改修が必要であることは認めます。しかしながら、早期に今後の

方向性やビジョンをお示しいただきますよう要望しておきます。 

  そして、病児・病後児保育利用料助成金についてです。我が会派は、大山崎町長と意

見交換を幾度もしてまいりました。昨年度は、大山崎町のご協力のもと、病児・病後児

保育を広域でできる確約も取れ、あとは島本町の努力が必要なところ。時間をかけ、医

師会のご理解をもらうべく職員の努力に対し、大きく評価いたしたいと思っております。

残念ながら府県またぎでありますので、関西初の「送迎つき」の売りの部分は本町とし

ては厳しい、との判断。府県の補助金問題や本町の財政問題もありますので、致し方な

いと判断しております。せめて助成をされるということは、一定評価しております。 

  また、委託料の産前産後ヘルパーにおいて対象者拡充について、切迫流産に対するフ

ォロー、またつわりは個人差もありますが、ひどい方は食することも動くこともままな

らなくなります。出産前の母子手帳交付時期から活用できる拡充に、地域での子育て体

制を一定評価いたします。 

  保健師の問題、また「歯の健康展」、また消防費にかかる予算、こういったことにお

いても一定の評価を持ち、今後も計画性を持って推進されるよう要望しておきます。 

  最後に、都市計画の委託料の線引き見直しや、文化財保護費の遺跡範囲確認にかかる

予算計上において、ＪＲ島本駅西側の開発にかかる案件でありましたが、町長は正式な

議場ではっきり、今までの方針と同様に開発整備は必要であると、答弁は明らかにされ

ました。そのご覚悟に敬意を表するとともに、町長たる者、覚悟が二転三転、右往左往

されることのないよう苦言を呈しておきます。 

  冒頭に申した、手厚くすることに何を切り詰めていくのか、この辺りがはっきりして

いない中、今だけではなく、この先を見据えた予算審議、判断ができるよう、また具体

なまちづくりのビジョンを早期に示していただきますよう要望し、賛成の討論といたし

ます。 

川嶋議長  続いて、本案に賛成の方の発言を求めます。 

河野議員  第 54 号議案 2017 年度島本町一般会計補正予算（第１号）に対しまして、日

本共産党に属しております河野恵子としての賛成の討論を行います。 

  若干、他の会派、議員の皆様から広域行政、あるいは第６次行財政改革、「総合計画」

のあり方などについて触れられましたので、１点、申し上げます。 

  現在、働く人たちを取り巻く環境について、現政権では有効求人倍率の上昇をアベノ

ミクスの成果だと自賛されておられます。実際は雇用情勢の改善どころか、雇用の务化
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というものが有効求人倍率を押し上げている。すなわち求人は増加しているけれども、

求職者数が減尐していること。実質賃金は、その指数で言うと３年間で３ポイントも減

尐しており、雇用統計の数値が上がっても賃金が上がらない。ひいては国民の所得も消

費も増えない事態が続いております。急がれるのは労働法制の改悪ではない。正社員が

当たり前、フルタイムでも働いては年収 200万円以下という、働く貧困層からの脱却を

制度化することが大切だと考えております。最低賃金は全国で今すぐ 1,000円、そして

島本町においては 1,500 円を目指すことの大切さを、地方議員として、また官製ワーキ

ングプアの現場でもある､この島本町から､これから述べる補正予算の討論でも種々申し

上げ、訴えるものです。 

  また、ここ数日で明らかになっております社会保障についての各種住民負担増につい

ては、急ぎ利用できる減免制度や、救済できる福祉施策の丁寧な周知を図られ、今後の

「第６次行財政改革プラン」の策定への議論については、国・府の行財政による影響な

ども十分に島本町民に周知をされること、一方的なアウトソーシングや民営化ありきで

はない、十分な論議の仕組みを作っていただきたいことを申し添えます。 

  概ね、全項目が必要かつ妥当なものとして認めるものですが、特にその中の数点、賛

成すべき点及び検討を加えるべき点について、申し上げます。 

  ふれあいセンターの耐震改修工事、エレベーターの改修、またいきいき健康課のカウ

ンターについて、整備がなされます。職員の執務の連続性及び机上の資料等の資料保全

の観点から、かねてから私は時間外、土・休日などの窓口のシャッター等を執務環境と

して改善・整備を求めてまいりました。この点について、今回、実現がされます。 

  役場庁舎の耐震化検討業務については、いかに建て替えが有利、財政上でも優位であ

ったとしても、耐震工事との資料提示、そして「財政収支見通し」等の比較において、

住民に対し説得力を持つものが必要だと考え、賛成するものです。 

  その他、臨時職員の賃金についても計上されています。「島本町男女共同参画基本条

例」第３条その６において、男女それぞれが身体的特徴についての理解を深めること、

そして結婚・出産、その他性と生殖に関して自己決定が尊重されることが、島本町の条

例として規定されています。しかし、こと専門職、女性が多く占める現場においては、

保育士をはじめ保健師、図書館司書の計画的な採用を過去に怠ってきたことも災いして、

現場では結婚・妊娠・出産を通じて職務を継続することを大変困難にさせております。

児童の最善の利益はもちろんのこと、女性の社会参加、地位向上について、産前産後、

育児休暇を安心して取得するための臨時職員の配置は、当然かつ急がれるものとして賛

成するものです。 

  教育費・町立図書館に関連するものとして、申し上げます。国において 2001 年 12月、

「子どもの読書活動の推進に関する法律」が制定されました。翌年８月、子どもの読書

活動の推進に関する基本的な計画を策定され、大阪府の計画策定等を受けて、島本町で
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も「島本町子ども読書活動推進計画」を策定され、第２次計画の最終年度をいよいよ迎

える時期になっております。その計画の第２章では、学校図書館については専任配置に

ついて、「学校図書館専属職員の全校配置が望まれる」と示されてこられました。今回

の補正予算により、この目標がようやく達成されることになります。もちろん、全校配

置の財源措置は国・府においてほぼ裏付けはないものであり、国による財政措置は今後

も注視し、私たち議員も含めて要望すべき課題であることが、委員会質疑の中でも明ら

かになっております。 

  すでに、この計画が示すとおり、中学校図書館では７年前より司書及び中学校教諭資

格保持者を専任されてきました。専任配置前には、３年間で２千数冊だったものが、３

年間で 9,614冊に増え、生徒１人当たり平均貸出冊数が３冊だったものが、専任配置後

は 12冊と飛躍的に向上されています。教職員の授業での書籍や調べ学習の情報収集・提

供など、また小学校全般に教諭資格を有する専任職員を配置することによって、チーム

ティーチングによる授業が可能になります。 

  現時点で小学校２年生までしか尐人数学級が望めない、この大阪府島本町。日本全体

としてはＯＥＣＤ､先進国の平均よりも高く推移する子どもの貧困に対して、ささやかか

も知れませんが、教育の機会均等の保障に繋がるとともに、子どもの貧困を図る物質的

な欠如を推し量るといわれている剥奪率８項目に含まれております「教科書を除く子ど

もの年齢と知識水準に適した本が提供されているか」、こういったことの欠如を島本町

の公教育の場ではしっかりと補い、整備することをより可能とするものであり、大賛成

するものです。 

  一方で、町立図書館の位置づけはいかがでしょうか。この学校図書館に対して、「読

書活動推進計画」の第１章では、「図書館ボランティアの活動、学校図書館の整備に対

して、町立図書館の支援こそが求められている」というように明記されています。この

たび補正予算の図書館費として示された予算は、現実には週３日の再任用職員としての

年度末の定年退職が十分に予測されていたにもかかわらず、今年４月１日段階では全会

一致で可決された骨格予算どおりに、退職者が補充配置されていなかったこと。５月１

日に、一般事務職として週４日勤務の臨時職員が急ぎ手当てされていたという事実が審

査で明らかになっております。 

  本年度は、７月からの北摂地域の公立図書館の広域化が決まっており、すでに２日間

を経過した中でも、１日 10人の他市住民の利用カードの新規発行のため、来館者が増え

ていると聞いております。業務が増加することは容易に想像できたことで、前年度の現

状維持は最低限度の措置であるべきだったところ、逆に環境悪化されていたことは由々

しき事態です。 

  さらに常任委員会審査資料によりますと、前年度比較においても、未だ図書館司書、

有資格職の配置は改善されておられません。現時点で、職員が現任中に司書の資格取得
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のための講習会に参加することなど、望むべくもない実態です。一昨年度の決算議会で

も、臨時職員の有給休暇の取得が、教育委員会の正規職員よりも圧倒的に尐なかった事

実も明らかになっており、議論のあったところです。 

  そもそも、教育こども部が「職員定数条例」上で言えば､これ以上正規職員や５日勤務

の再任用職員を増やすことができないという現実の体制に至っている以上、今後は図書

館の広域利用の推移を見ながら、現場のシフトや、１～２年で正規職員の異動が頻繁に

続いている実態からしても、図書館司書業務の継承が困難な状況は明らかです。今後は、

急ぎ臨時職員の待遇改善において、学童保育室や徴収支援員等、12種の有資格専門職種

には導入されている、この経験による加算制度をはじめ待遇の改善などが急がれている

と思われます。この点は、強く求めておきます。 

    島本町は、実際には小さな町の図書館であり、このような务悪な環境の中ではありま

すが、国・府の統計によりますと、島本町立図書館は貸出冊数の高さを誇り続けており

ます。2015年度の実績でも､住民１人当たりの貸出冊数は 11冊、これは大阪府内のベス

ト３に入ります。全国公立図書館の予約受付件数は人口３万人以上で全国で９位、館外

個人貸出数は全国で 18位という実績は、周知の事実であります。教育委員会としても再

認識をされ、頑張った者が報われる職場、「図書館法」に規定された公立図書館として、

法第１章第３条や第２章の規定及び国の「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」に

達するための措置を急ぎ進められたい。これも強く申し入れるものです。 

  第三小学校ののり面の改修工事が施されます。土砂災害特別警戒区域の指定箇所への

改善としては、急ぐ必要性を認めるものではありますが、この箇所以外にも町内には多

くの警戒区域が存在しております。関係諸機関と鋭意協議され、計画的な改修を進めら

れるとともに、当該地域住民にも見通しを持っていただけるよう、措置を要望します。 

  次に、検討を加えるべき点について申し上げます。 

  文化財保護費・遺跡発掘等調査の増額補正、線引き見直し等委託料、当年度中の執行

が困難であれば、繰越や不用額ではなく減額補正をして、翌年度当初予算に計上し直す

というような質疑答弁が委員会の中でありました。私自身が大綱質疑を行ったところの

答弁では、土地区画整理事業において土木工事計画書の提出及び事前協議等を受けて､

本予算の執行時期・内容が明確になるものとされています。来年度当初予算の編成のリ

ミットは、遅くとも本年中であり、本事業執行の可・不可の意思決定は 11 月中にはなさ

れなくてはなりません。本日、議決されたとしても、あと４ヵ月程度で事務執行につい

ての判断を迫られるものです。町長・町会議員選挙期間があったことを鑑みましても、

今後、想定される関連する事業のたたき台の作成、素案の作成、住民への説明と圧倒的

な合意の形成、大阪府の審議会の開催時期と、「都市計画法」に基づく手続きなどを経

て適正に事務を進めることには、スケジュールに相当な無理があることは容易に想像で

きるものです。 
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  しかし、本補正予算が議会の議決を経るという重みを鑑みますと、早晩、減額・増額

補正を前提とするべきではなく、都市計画審議会が求めた住民への丁寧な説明はもちろ

んのこと、議会の議決を経た予算という点では､「島本町説明責任に関する条例」及び町

長の施政方針等に基づき、また様々な正式な協定締結などを踏まえて、つど、適宜、議

会への報告、説明は当然のものであることを強く求めておきます。この事業については、

従来、議員の一般質問に対する答弁か、情報公開請求でもしなければ、事の経緯がわか

らないという、そういった執行部における説明責任の不作為があったと思われています。 

  山田町長におかれては、この点、改善されるよう強く求めまして、本補正予算に対し

ては賛成の討論といたします。 

川嶋議長  以上で、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は､可決であります。 

  第 54号議案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

川嶋議長  起立全員であります。 

  よって、第 54号議案は、委員長の報告のとおり可決することに決定いたしました。 

  この際、暫時休憩いたします。 

（午後０時 07 分～午後１時 10分まで休憩） 

川嶋議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  引き続き、第 55 号議案 平成 29年度島本町水道事業会計補正予算（第１号）に対す

る討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

戸田議員  第 55号議案 平成 29 年度島本町水道事業会計補正予算（第１号）に、人びと

の新しい歩みを代表して賛成の討論をいたします。 

  収益的支出、向陽ヶ丘配水池と若山台第２低区配水池の除却実施設計業務 450 万円に

ついて。それぞれ現地に赴き、除却工事の妥当性を確認した。 

  向陽ヶ丘配水池を休止する過程では、平成 26 年３月、水圧や水量不足など、机上の予

測では判断できかねた事態が生じ、向陽ヶ丘地区において濁り水が発生、その後、配水

管の更新や減圧弁の設置など様々に紆余曲折を経て、平成 28年 12月、向陽ヶ丘配水系

統から若山台第２高区配水系統へ切り替え作業が完了したと認識しています。また、管

理にあたっては隣接する民有地所有者との協議を経て現在に至っているため、今後の除

却工事作業については､隣接する民地との協議課題が多いと認識するものです。工事の実

施設計等をもとに、誠意を持って、毅然として、丁寧に協議を進めていただき、積年の
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課題解決に努めてください。 

  資本的支出、第２大薮取水井新築工事１億 460万円については、取水施設の老朽化と､

井戸の経年务化による維持管理費、取水コストが高くなっている溝田系取水井（溝田・

馬渡・長田）を廃止し、水無瀬川流域のより良質な水脈から長期的に地下水が取水でき

るよう、新たに大薮浄水場の駐車場内に井戸を掘削、新設されるものです。また、これ

に伴い第２曝気塔を新たに建設する１億 5,560 万円が計上されています。地下水 90％の

おいしい水道水は、我が町島本の誇りと強みであり、これらの工事は安全で安定した水

道水の供給・配水に欠かせない事業として、必要なものと判断します。 

  第２大薮取水井からより良質な地下水が汲み上げられることによって、今後、島本町

の水道水質がさらに向上することを期待するものです。 

  以上をもって、人びとの新しい歩みの賛成の討論といたします。 

川嶋議長  反対の討論の方がないようでありますので、引き続き､本案に賛成の方の発言を

求めます。 

清水議員  第 55号議案 平成 29 年度島本町水道事業会計補正予算（第１号）について、

自由民主クラブを代表し討論を行います。 

  今回の補正予算は、水道管路実施計画や配水管布設替え工事、大地震時の配水計画を

立てる共同研究の負担金で、地震災害の対策に必要不可欠な事業と理解し、評価します。 

  水道は、地震による火災の消火、住民が生活するうえで必要不可欠なものです。今後

も老朽配水管の更新・耐震化も含め、早期に完了すること。また、大阪広域水道企業団

からの 10％の取水については、災害時の浄水を確保するうえで重要なもので、町の水道、

企業団の水道の２ルートを今後も確保することを要望します。 

  第２大薮取水井新設工事は、井戸を新設する工事で、安全でおいしい地下水の量を確

保するものと評価し、賛成の討論とします。 

川嶋議長  続いて、本案に賛成の方の発言を求めます。 

平井議員  第 55号議案 平成 29 年度島本町水道事業会計補正予算（第１号）に対し、コ

ミュニティネットを代表し討論を行います。 

  水道事業の使命は、申すまでもなく、安全で安定したおいしい水を各家庭に供給する

ことであります。今回の補正予算については、拡張事業費として第２大薮取水井新設工

事、施設整備事業費として水道管路更新実施設計業務、老朽配水管布設替え工事、それ

から第２曝気塔新設工事が、主な内容として計上されております。これらについては、

水道事業の使命である安定供給のためにも必要不可欠な予算であるというふうに理解し

ているところでございます。 

  今後とも老朽配水管の更新等については優先順位を付け、実施されるようお願い申し

上げ、賛成の討論といたします。 

川嶋議長  続いて、本案に賛成の方の発言を求めます。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決であります。 

  第 55号議案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

川嶋議長  起立全員であります。 

  よって、第 55号議案は、委員長の報告のとおり可決することに決定いたしました。 

  日程第２、第 56 号議案 工事請負契約の締結について（町立第四小学校校舎増築等工

事）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

教育こども部長（登壇） それでは、第 56号議案 工事請負契約の締結について、ご説明

申し上げます。 

  本契約は町立第四小学校校舎増築等工事の契約で、契約業者が確定いたしましたこと

から、議会の契約同意をお願いするものでございます。 

  契約につきましては、予定価格が５億円以上の工事でありますことから、工事種別建

築一式工事のＡランクの事業者による制限付き一般競争入札により事務を進めることと

し、平成 29年５月 15 日に公告し、町ホームページや業界紙への記事の掲載とともに、

入札参加資格審査申請書類の配付及び申請受け付けを開始いたしました。 

  その結果、３社から入札参加資格審査申請書類の提出があり、いずれの事業者も入札

参加資格があることを確認し、平成 29 年６月 20 日に制限付き一般競争入札を執行いた

しました。 

  入札結果につきましては、３者からの応札がありましたが、いずれの事業者も最低制

限価格を下回ったことから失格となり、入札は不調に終わりました。本来であれば、再

度広告を行い、改めて入札を行うことが望ましい形ですが、今年度中に工事を完了する

必要があり、再度公告して入札を執行するには時間的に余裕がないことから、総合政策

部、総務部、教育こども部で協議し、随意契約での事務を進めることといたしました。 

  随意契約での事務を進めるにあたっては、制限付き一般競争入札で失格となった３者

に改めて見積書の提出を求め、平成 29 年７月４日の午前 10時に見積りあわせを行いま

した。 

  見積り額につきましては、議案資料の１ページをお開きください。 

見積調書のとおり、大和リース株式会社大阪本店が見積り最低価格で、制限付き一般

競争入札時の入札金額から約 1,700万円を減額した見積り額でございました。そのため、
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工事価格を減額できた理由について大和リース株式会社大阪本店に確認したところ、鉄

骨の加工などを自社工場で行うなど、当該事業者の強みを活かし、コストの見直しや経

営努力により減額できたとの回答があり、金額の妥当性について、総合政策部、総務部、

教育こども部で協議いたしました。 

  その結果、減額理由に妥当性があり、契約することに問題がないとの結論に達したこ

とから、「地方自治法施行令」第 167条の２第１項第８号の規定により、大和リース株

式会社大阪本店を随意契約候補者とし、議案資料２ページのとおり、平成 29年７月６日

に、契約金額６億 9,012 万円で仮契約を締結したものでございます。 

  契約期間につきましては、議会の議決日から平成 30 年３月 20日まででございます。 

  大和リース株式会社大阪本店は、大阪市中央区に事務所を置き、資本金 217 億 6,838

万 2,519 円、従業員数 2,226人――２月末現在の人数でございますが、このような会社

で、本店を含めまして全国 48ヵ所に支店、営業所があり、工場も５ヵ所ございます。ま

た事業としては、企画建築事業としてプレハブ建築をはじめ建物のリースのほか、流通

建築リース事業や環境緑化事業など、幅広く事業を展開されておられます。本町での実

績といたしましては、第一中学校の耐震補強等工事の際に、仮設校舎の賃貸借契約がご

ざいます。 

  次に、議案資料の３ページをご覧ください。ピンク色の着色箇所が、今回の工事箇所

を示した第四小学校の配置図で、新設・増築校舎と飼育小屋の新設がございます。 

  次に、４ページをご覧ください。左側が１階平面図で、給食室と学童保育室１室の整

備を行うものでございます。また、右側は２階平面図で、学童保育室１室と普通教室４

室及び配膳室を整備するものでございます。 

  次に、５ページをご覧ください。左側が３階平面図で、普通教室５室と配膳室を整備

するものでございます。また、右側は４階平面図で、機械室と配膳室を整備するもので

ございます。 

  次に、６ページをお開きください。屋上階の平面図でございます。 

  なお、今回の工事ではエレベーターの設置を行うとともに、各階と既設校舎を接続す

るための工事及び外部階段を、あわせて整備いたします。  

  次に、７ページをご覧ください。上段がグラウンド側から見た東立面図で、下段が西

側立面図でございます。 

  次に、８ページをご覧ください。上段が学童保育室の新棟側から見た北立面図で、下

段が南立面図でございます。 

  次に、９ページをご覧ください。主に基礎工事にかかる工事着工から、９月 23日に予

定されている運動会前日までの仮設計画図でございます。ピンク色の着色箇所が工事及

び資材置き場等の部分で、緑色の着色箇所は児童及び教職員の通行範囲でございます。

また、工事車両と児童及び教職員の通行範囲が交差する場所には、交通誘導員を配置す
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る計画でございます。 

  次に、10ページをご覧ください。運動会終了後からは、建て方工事のために約１ヵ月

間、クレーン車等の重機を使用しての工事となることから、グラウンドに仮設部分を拡

充し、建て方工事完了後には元に戻す仮設計画図でございます。ピンク色の着色箇所が

工事及び資材置き場等の部分で、緑色の着色箇所は児童及び教職員の通行範囲でござい

ます。また、工事車両と児童及び教職員の通行範囲が交差する場所には、交通誘導員を

配置する計画でございます。 

  次に、11ページをご覧ください。工事工程計画表（案）でございます。契約同意をい

ただきましたら、早速工事準備に入り、夏休みを中心に基礎工事を９月初旪までに終え

るとともに、並行して鉄骨工事を 10月中旪までに終える予定でございます。その後、内

装工事や外構工事等を進め、３月初旪には工事を終え、３月 20日までに工事検査等、す

べての工程を終える計画でございます。また、電気設備工事及び機械工事につきまして

は、工事期間中を通じ、順次進める予定でございます。工事期間中は、児童の安全を第

一に、学校と十分な連携を図り､工事を進めてまいります。 

  最後に、今回の工事により「建築基準法」上の既存不適格箇所として､昨年度に新築い

たしました学童保育棟の一部の窓ガラスを網入りガラスに取り替えること及び２階の出

入り口の外部側に防火仕様の軽量シャッターを設置する必要が新たに生じましたことか

ら、これらへの対応をあわせて行います。 

  なお、このほかの既存不適格建築物等への対応につきましては、昨年度、学童保育棟

を新築した際に防災備蓄倉庫の改修や木造校舎等の撤去等を行い、すべて解消しており

ます。 

  以上、簡単ではございますが、第 56号議案 工事請負契約の締結についての説明を終

わらせていただきます。よろしくご審議いただき、ご同意賜りますようお願いいたしま

す。 

川嶋議長  これより、本案に対する質疑を行います。 

戸田議員  第 56号議案 工事請負契約の締結（第四小学校校舎増築等工事）について、質

問いたします。 

  制限付き一般競争入札、５月 15日に公告して、６月 20日に行われた入札において、

申請した三つの業者がすべて最低制限価格を下回る金額で応札されたとのこと。入札が

不成立となっています。 

  そこで問います。予定価格の８億 3,343 万６千円の積算の妥当性について、説明を求

めます。積算方法は非公開であると認識はしていますけれども、応札した３者ともに予

定価格を大きく下回る額で、なおかつ２者が同額です、間違ってる……。もし、認識に

間違いがあれば、ご答弁でご指摘いただきたいんですが、１者、最も低い額を示された

大和リース株式会社大阪本店との差が、わずか、私が間違っていなければ７千円という
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結果だったと思います。見積り価格でもって再度の決定をされたときも、この大和リー

ス株式会社大阪本店さんが最も低い金額を示されている。見事と言ってよいぐらいに難

しいところなんですけれども、不成立となったり、見積り価格も入札のときに最も低い

価格を示されたところが獲得されていると。 

  ３者のうち、見積り価格の最も低い者と随意契約するとの判断に至る過程で、総務部、

総合政策部と協議されたとお聞きしていますけれども、それぞれ内容はどのような協議

でしたか。総務部長、総合政策部の見解を問います。 

教育こども部長  まず、今のご質問の中で予定価格を下回る金額であったというご質問が

ございましたが、最低制限価格を３者が下回ったということで、今回の随意契約に至っ

たということで、ご理解いただきたいと思います。 

  予定価格の妥当性ということについては、昨年度に、繰越もいたしましたけども、設

計業務を委託して進めてまいりました。その中で積算された金額の中ではじいておりま

すので、安易に出した数字ではないということで、ご理解をいただきたいと思います。 

  それと、今回、通常の形ではない形での随意契約という、再公告をせずに随意契約に

至ったということで、総合政策部、そして総務部、そして教育こども部で協議をさせて

いただきました。本来であれば、教育委員会で判断すべきものだと思いますが、これま

でにないような形での契約になりますので、その辺は慎重にということで、関係部局の

ご意見もいただきながら事務を進めたいということで、三者で協議をさせていただきま

した。 

  まず、１回目は入札が不調に終わったということで、次の段階として再度公告をして

入札すると１ヵ月以上工期がずれ込むということで、夏休みの工事ができないというこ

とになります。そういった状況で、今年度中に校舎の増築をしなければならないという

限られた工期の中で、どうしていくべきかという相談をさせていただいたということで、

緊急必要な工事ですので、随意契約での模索を、そこで始めたということになります。 

  ２回目につきましては、法的に問題がないかも含めて協議をさせていただきました。

その中では、先ほどもご答弁申し上げましたように、大和リース株式会社大阪本店のほ

うに、約 1,700 万円、入札時から見積り額が下がっておりますので、その理由を確認を

しまして、その辺の理由に妥当性があるかどうかということを協議をさせていただきま

した。先ほどご答弁申し上げましたように、自社工場で鉄骨の加工等もされているとい

う強みの部分を考慮されて減額できた、という理由もお聞きをしましたので、その辺も

含めて協議をした中で、妥当性があるということで、随意契約で進めることといたしま

した。 

  あと、３回目は見積り金額を依頼しまして、その見積り金額の提示があったんですが、

その金額での妥当性、先ほどの答弁とはちょっと繋がるんですけども、妥当性の部分に

ついて最終確認をしたということで、ご理解いただきたいと思います。 
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  以上でございます。 

総務部長  今、教育こども部長が申し上げた中に、総合政策部長、私も参加をさせていた

だいてますけども、総務部といたしましては、今回の案件について期限といいますか、

工期が限られているというふうな、そういう状況もございますし、「自治法」の施行令

第 167条の２の第１項の随意契約に該当するかどうか、その辺の議論をいたしまして、

可能であるというふうな形で、１回目を終えております。 

  あと、見積りが出てきた段階で、やはり、その見積り金額が最低制限価格といいます

か、当初の入札の価格よりも下げてこられたことの妥当性という部分で、先ほど教育こ

ども部長が申しましたように、いわゆる、その業者の得意分野でコストが下げられると

いうふうな、そういう事情も勘案して、この金額で妥当性があるというふうな意見を申

し上げまして、最終的には､その会議の中でそういった議論をして、本日に至るという形

になっております。 

  以上でございます。 

戸田議員  先ほど、私は誤った発言をした可能性があります。ご指摘いただいたとおり、

訂正しておきたいと思います。 

  スケジュール、工期の課題があるということは理解をしています。また、入札が成立

しなかったということで、２回目は見積り額の調査による随意契約にされたという判断。

これについても、一定理解をするわけなんですけれども、一度目の入札のおりに、各社

は価格の根拠となる積算を示されると思います。その内容は、企業の努力・工夫・秘密

に関わることであり、通常は非公開とのことです。それは理解できるのですが、青木あ

すなろ建設株式会社大阪本店さんと、松井建設株式会社大阪支店さんが、一度目の入札

に示された金額が同じであるということ。さらに、見積りの調書においても、ほとんど

ピタリと同じような数字を出されていると。積算の手法の見事さというふうにこれを受

け止めるのか。 

しかし、島本町として、例えばこういうケースにおいて、一度目の入札の際に積算の

内容をチェックしておられるはずです。入札が成立しなければ、それぞれの企業にお返

しされるというふうに聞き及んでいますけれども、いずれにしても、積算の内容を島本

町は､誰が、どのようにチェックして目を通しているのですか。このときの積算の内容チ

ェックをしていれば、二度目の調書のときに大和リース株式会社大阪本店さんが､どこ

の、どの部分で見積り価格を下げてこられているかというのは、自ずと島本町としてチ

ェックできるのではないですか。確認します。 

教育こども部長  一度目と言いますか、入札が不調に終わってますので、その積算という

のは提出はされておりませんので、こちらのほうとしては、その積算内容は確認はして

おりません。入札が不成立ですので、その提出は求めないということになってますので、

すべてお持ち帰りいただいているということでございます。 
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戸田議員  入札が不成立であれば、その中身は見ない、見ずに返すということですね、確

認します。 

  尐し質問を変えますが、見積調書による見積り最低価格で随意契約を行うと、各社に

はどのような手法で告げるのですか。各社が調書を提出する際には、入札と同様に、互

いに互いの見積り内容がわからないよう、あるいは本町側から、決して過去の最低価格

がわからないとか、様々な工夫が要るかと思いますが、どのように調書を提出させたか、

お答えください。 

  一番初めの質問に関わることですが、見積り最低価格６億 3,900 万円による契約、仮

契約をされているわけですけども、予定価格との差が大変大きい。１億 3,270万円にな

りますか、計算すれば。この予定価格というのが、私はやはり高すぎたんではないかな

という、この積算根拠について、再度、見解を問います。 

  もう一つは、これまで、この第四小学校の校舎並びに給食棟、給食室の設置について

は、様々な積年の議論がありました。紆余曲折があり、第一小学校の給食約 400食を調

理するという計画で、今回の実施設計が示され、そして契約に至るということになって

います。しかし、今なお第一小学校の給食調理のあり方については議論中というふうに

認識しています。そこのところを､今一度、ご説明いただきたい。つまり、見切り発車的

にこの第四小学校の給食室は、一小の 400食を含む 1,300 食対応の設計で工事の契約を

するのですか、という確認です。 

  仮に、一小の親子形式が今後確定した場合はそれでもいいのですが、第一小学校の給

食は親子方式としないというような場合のケースも、今はまだ可能性があるということ

なんですね。そのように過去にもご答弁されています。その場合、この今の給食室のあ

り方は、尐し本来のあり方とは変わってくる｡そういうところをどのように説明していた

だけるのか、ご答弁を求めます。 

  仮に一小と親子方式でやっていくとなった場合は、平成 30年度には配送のための関連

工事の予算計上が必要と、過去に議論がありました。これについては、今秋 11月頃まで

に、つまり､来年度の予算編成の頃までには方針を確定しなければならないとのお考えで

した。このあたりを総合的に、今一度整理して、ご説明いただきたいと思います。 

教育こども部長  まず、見積りをお願いする方法でございますが、その際には、本町が入

札時にお示しした予定価格というのは変えずに、設計内容も変えずに、再度、見積りを

お願いするということで、お願いをしてます。 

ただ、あまりにも低い金額であったり、入札時の金額よりも高いような金額が示され

ると、その価格の適正という部分で私どもも応じられない部分もありますので、必ずし

も金額が低いところと契約するわけではありません、ということは前もって申し上げて

ます。当然のことながら談合等、そういったことは一切、当然、行われないとは思いま

すけども、そういったことについても当然、万全な形で見積りをしていただきたいとい
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うこともお願いをしております。 

  あと、予定価格が高いという印象だということでございますが、予定価格というのは

一般的な工事のできる、様々な資材等もございますけども、そこで定価とは言いません

けども、あまりにも低い金額で積算をしますと、その金額で材料が調達できるかどうか

ということで適正な工事ができないということもありますので、一般的に、通常どの事

業者がやってもできるような単価でもって積算をするということですので、その設計の

段階で、設計する側が何社かの見積りを取って､その金額を平均的なものという形で設定

をして、それぞれ積算をしています。 

  ですから、言われるように高いという部分もあるかもわかりませんけども、誰もがで

きるような金額設定という中で、今回の制限付き一般競争入札では､さらにその金額に対

して最低制限価格というのを町が設定をしたうえで入札をしているということですの

で、その予定価格が非常に高いということには当たらないというふうに思っております。 

  それからあと、給食の関係で第一小学校との親子方式、これは親子方式の形で進めて

いきたいということは思っておりますが、これまでに保護者の方にもご説明をさせてい

ただきながら事務を進めてますので、最終的に確定したわけではございませんけども、

今回、給食室を整備するにあたって、再度、第一小学校との親子方式をやるとなれば、

その際に、さらに給食室の拡張をしなければならないというようなことも起きてまいり

ます。 

そういったことで、第一小学校の分も含めた形で、今回、整備を進めさせていただき

ますけども、第四小学校についてはもうご承知のように、今後、大型のマンションがで

きてまいりますし、まだ入居も始まっておりません。児童数もどの程度増えてくるかと

いうのも、一定の推計はしてはおりますけども、まだまだ増える余地はあるというふう

にも考えておりますので、そういった意味で、まだ決定していないんですけども、余裕

を持った形での整備ということになります。 

  ただ、事務局としては、当然、第一小学校との親子方式でないと、これまでもご説明

しておりますように、第一小学校のグラウンドが狭くなるとか食器の問題、それからス

チームコンベクション・オーブンの問題等々、課題が解決できないというふうに考えて

おりますので、これについては引き続き､保護者のほうにご説明をさせていただきなが

ら、先ほど議員からございましたように､来年度予算で配送のための改修等につきまして

も、予算計上できるように努力をしていきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

岡田議員  確認させていただきたいですが、今回、56号議案の中では学校の校舎の増築と

いう工事なんですが、前回、学童保育室で不適格の内容が見つかったと言うんか、わか

ったということで､窓ガラスを網入りのガラスに取り替える件とか出てますが、それで軽

量シャッターを取り付ける。これは、今回の見積調書の中の金額の中に含まれていると
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いうふうに理解してよろしいでしょうか。 

教育こども部長  「建築基準法」に関わる既存不適格の改修工事でございますが、この金

額については、そんなに大きな金額ではないんですが、一定、今回の建築に関わって改

修が必要ということですので、設計の中には含まれた形で､見積書の中には含んだ金額と

なっております。 

  以上でございます。 

岡田議員  そうしますとね、この金額の中で、価格的には尐ないとおっしゃってますが、

どの範囲での金額が含まれる金額になりますか。それと、このガラスを網入りガラスに

する――14枚ですかね――ということなんですが、これは前回の図面の中には、そのよ

うな状態でありながら、それができていなかったということで不適格というふうな理解

なのですか。それか、今回の工事をするにあたって不適格ということが判明して、今回

の工事の予算の中に、これも含まれているというような理解なんですかね。 

  普通であればね、学童保育室も、もちろん今回の校舎の増築にしましても、今、これ

からはやっぱり防災をしっかりと考えたときには、窓ガラスは網入りの窓ガラスのほう

が、もう、それは安全面でいいというふうにいわれてるんですね。それにもかかわらず、

前回の学童保育室にそのようなことが設計の中に含まれてなかったのか。私、今回の増

築工事によって気がつくというのはね、やはり担当としては気がつくのが遅い、そのよ

うに思いますけれども。これは絶対に、ほんとに、今ある校舎でも網入りの窓ガラスに

交換するというのは、今、どこの学校でも順次進めていることなんですよ、安全面から

考えると。それを､前回の学童保育室の窓ガラスに設計で入っていたのかどうかというの

は、ちょっと私も定かではございませんが、今回の見積書の中には、これは含まれての

工事なんですかね。その辺をもう尐し詳しく説明いただけますか。 

  そして、今回の見積調書の中では､金額的にはどのような金額が含まれているか。これ

も一緒にご答弁いただけますか。 

教育こども部長  昨年度、学童保育室の新棟を建てる際には、まだ今回増築する校舎の設

計というのは、そこではまだ確定はしておりませんでして、どういうものが建つかとい

う、最初は２階建てということも考えておりましたので、その辺からすれば、まだ新棟

の学童保育室を建てる段階では、そういう規制に引っかかるということについてはわか

らなかった点でございます。 

  網入りガラスということなんですが、これについては今回、「建築基準法」上で延焼

ライン、火災が起きたときに窓ガラスが熱によって割れて飛び散らないようにというこ

とでの網入りになります。基準からいえば、今回建てる建物と昨年度造りました新棟の

学童保育室の距離が、１階部分については３ｍ、２階部分については５ｍ開いてないと、

そういう延焼ラインというんですが、それに引っかかってくるということで、今回、網

入りのガラスに取り替える必要が生じたということと、さらに２階部分の学童保育棟の
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廊下側、それが、今回建てる建物側のほうに火災が起きたときに燃え移らないようにと

いうことでシャッターを取り付けなければならない。これも新たに出てきたということ

でございますので、昨年の段階ではわからなかった部分ということで、ご理解をいただ

きたいと思います。 

  それと、今のガラスにつきましては、非構造部材という対応をしておりますので、網

入りではありませんけども、一定、割れ方には今までのようなガラスじゃなくて、割れ

て一気に飛び散るという危険防止のための非構造部材という形での窓ガラスを採用して

ますので、必ずしも網入りガラスでなければならないということではないということで、

ご理解をいただきたいと思います。 

従いまして、今回の設計の中では、こういった不適格の出る部分について設計の中に

含めているということで、ご理解をお願いいたします。 

  すみません、設計段階での金額でございますが、網入りガラス 14 枚取り替えをいたし

ますけども、大体８万５千円ぐらいの金額になります。それから、軽量シャッターにつ

きましては、設計価格ではございますが、53万６千円程度になっております。 

  以上でございます。 

岡田議員  わかりました。非構造部材ではなくっても、それに相応したガラスというのが

今回の校舎の増築工事の中には含まれているというような答弁であったかと思います

が、それでよろしければ、それで結構です。 

  今後、やはり増築、いろんな形で学校の改修工事される場合、ぜひ、この非構造部材

に関しても力を入れて設計をお願いしたいということを要望させていただきます。あり

がとうございました。 

中田議員  第 56号議案 町立第四小学校校舎増築等工事についての質問です。 

  先ほど、戸田議員からも質問があったことと思いますが、一小と四小の給食室の親子

方式は、まだ実施が決定されていないということでした。一方で、今回の工事、四小の

校舎工事に関しては、設計業務にはすでに３千万円、工事費については今回６億９千万

円という一大事業でありながら、先ほど、まだ親子方式が決まっていないと。 

  先ほど教育こども部長からは、そうであっても四小の児童数が増える可能性もあるの

で進めているということでしたが、平成 34年度の第四小の児童数の見込みは 720人とな

っていて、今回の給食室、1,300 食分まで取っている給食室なわけですから、その答弁

はちょっと苦しいなと思うんですけれども、これだけ大きな事業を進めるにあたって、

まだ一小との親子方式が確定しない状態で進めてしまっているということは、私は問題

だと思うんですが、議事録を見ると、昨年度の 12 月から第一小学校のほうには親子方式

の提案を進めていると。つまり、もう７ヵ月も経っているわけですが、まだ親子方式の

実施が確定されていないということは、どうしてなんでしょうか。 

教育こども部長  第一小学校との親子方式での給食については、これまでも保護者の方と
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何回か説明をする機会も設けさせていただいてますし、保護者会のほうでは、保護者の

ほうにアンケートも取られるということもございますので、それを踏まえて最終的に町

として判断をしたいと思ってますが、先ほどから申し上げてますように、第一小学校の

給食室の課題については、この親子方式をやらないと、なかなか解決が難しいというふ

うに私ども思っておりますので、それについては､先ほどもご答弁申し上げましたよう

に、来年度予算までにきっちりと形を決めていきたいというふうに思っております。 

  それから、児童数についてでございますが、あくまで推計ということで、人数は推計

はしておりますけども、実態として入居が始まってどうなってくるのかというのは、ま

だわからない状況にもございます。ただ、そうだからと言って、今回、1,300 食の分、

すべて必要なのかと言われれば、第一小学校を含めた形での給食室の整備を進めたいと

いうふうに思ってますので、その点については、今後、結論は出てはおりませんけども、

一定、想定をしたうえで進めておかないと、後でまた増築、一小との親子方式が確定し

てから増築というようなことは、なかなか難しい状況になりますので、このことは想定

をしたうえで事務を進めてるということで、ご理解をいただきたいと思います。 

中田議員  「想定をしたうえで」というか、私が先ほど言ったことは、もう決まった状態

で工事というものは始めるべきである、ということが言いたかったわけです。そのお答

えにはあまりなっていなかったですが、私の見解としては、今回、その親子方式が７ヵ

月経っても決まっていないことの理由としては、第一小学校の保護者の理解が得られて

いないことが原因だと思っています。 

一つ指摘しておきたいのは、これまでの答弁の中で、議事録を見ると何度も、保護者

の方に説明を十分にしていきたい、丁寧な対応をしていきたい、ご理解をいただけるよ

う努力をしていきたいというふうなことを言われていますが、「丁寧な説明」というの

は具体的にどういうものを言うのかな、と思います。 

  というのは、実際に私は去年までは第一小学校の保護者でしたので、３月１日の親子

方式に関わる説明会には参加しておりました。当時、一保護者として参加していたわけ

ですが、そこで行われた説明は、決まったことを言うだけで、行政側の都合を説明する

ことに終始し、相手の立場に立って考えるということもなく、保護者の質疑に対しては

誠意ある対応とは言い難いものでした。正直、この件で議事録を読み直し、そうか、あ

れが「丁寧な説明」であったわけなんだなと驚いたところであります。親子方式が決ま

った状態で工事を進めるにあたっては、一小の不便、一小は今まで給食室があった、で

も、それがなくなってしまうという不便や、子どもに対する影響もあるので、一番最初

に説明をするときに、すごく丁寧にするべきだったと思うんですね。でも、そこが、そ

うはなされていなかったと理解しています。 

  ですから、今後は､もちろん経費と効率ということも大事なんですが、その状況下にお

いては子ども達、今回の件においては､子ども達にとってどうしたら一番よい結果が得ら
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れるか、そのような視点に立った説明を一番最初にすれば、このようなことにはなって

いなかったと思うので、その点は強調しておきたいと思います。「丁寧な説明」は、ど

んな説明なんですか。 

教育こども部長  「丁寧な説明」というのは、やっぱり現状と、その課題、こういう課題

がありますということ、それを解決していくための方策として、親子方式を進めていき

たいというご説明をさせていただいたところです。これまでも２回、ご説明をさせてい

ただいて、今、ちょうどＰＴＡのほうもアンケートを取られていると思いますので、そ

の結果を踏まえて、また再度お話し合いの場を設けて最終的な決定をしていきたいとい

うふうに思っておりますので、最小限と言いますか、課題とか問題点、どうすれば解決

するかというようなことについては、きっちり説明させていただいたと思ってますので、

その辺が「丁寧な説明」ということで、ご理解をいただきたいなと思います。 

東田議員  56号議案なんですけども、入札、３者が応札して、最低制限価格を割り込んで

失格となったということで、随意契約での提案というようなことですけども、このタイ

ミングで､来年度の４月１日から校舎供用したいでしょうから提案されて、逆算して、こ

のタイミングがギリギリやというのもわからんでもないんですけど、ちょっと、やっぱ

りイレギュラーな提案じゃないのかなというのが率直な感想であります。 

  それで、最低制限価格を割り込んで､その後に３者見積りあわせて、1,700万円程度さ

らに低くなったということなんですけども、そもそも最低制限価格割り込んで失格にな

ったのに、何でそこからさらに金額が下がって契約が成立できるというのが、ちょっと

理解しづらいところがあるんですよ。これについて、ちょっとお伺いしたいのと、それ

と、この随意契約で出された法的根拠の「地方自治法施行令」第 167条の２第１項の８

号を適用されたということなんですけども、競争入札に付し入札者がいないとき、また

再度の入札に付し落札者がいないとき、というふうにうたわれてますけども、これにつ

いても一定、ご説明いただきたい。 

  それと、どちらにせよ、そもそもになるんですけども、後ろが詰まっているというの

で、もうギリギリのタイミングで一生懸命やってこられたと思うんですけども、あと一

月でも二月でも何とか早いタイミングで提案できなかったのかと。もし、できなかった

理由があるんであれば、なぜやったのかというのを、ちょっとお伺いしたいと思います。 

総務部長  それでは、前段の２点については、私のほうからお答えをさせていただきたい

と思います。 

  確かに今回の１回目の入札では、最低制限価格を割ったことにより不調となっており

ます。ただ、最低制限価格という部分では、一定国のモデルを参考に設定をしておりま

す。算出については非公開という形で、事後公表という形でやっておるという部分でご

ざいます。ただ、それを割ればできないかというふうになりますと、必ずしもそうでは

ないと。あくまでも国のモデルというのは統計的に出してきておりますので、その統計
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的な部分で一定の計算をして出しておりますので。ただ、これは確かにおっしゃいます

ように、それを割ったら不調という形で、再度入札をするとか、そういう形で流れてい

くんですけども、一定の目安でございます。 

  これは合理的な手法として全国的にも採用されているということで、今回、確かに下

がりましたけども、その部分で､先ほど申し上げましたように､それを割ったからできな

いということでは必ずしもないという部分で、もともと一般競争入札をやっております。

広く求めて、その中で３者しか参加してこなかった。そのうえで、その３者に、さらに

もう１回入札を行ったとしても、いわゆる結果が同じであろうというふうに推察されま

すので、８号随契ということでさせていただいております。 

  ５号随契という部分で、５号は、いわゆる緊急やむを得ない場合という形でございま

すが、一般的には災害が、これに該当はいたします。ただし、一定事務の質疑応答とい

うのが本がございまして、その中で、再度の公告をする余裕がないほどの緊急を要する

ものであれば、「自治法施行令」167 の２第１項第５号の規定により、随意契約による

ことも可能であるというふうには書いております。ただ、５号につきましては、乱用は

許されない部分がございます。ですから、今回８号随契という形で、入札者がいないと

いうふうなことでございますが、確かに入札者はございました、落札者がいない、とい

う形になるんですけども、先ほど申し上げましたように再度入札をやっても、この３者

しか､この期間、この工期で応札をするものはいないだろうということで、８号随契を前

面に、理由として出させていただいておるところでございます。 

  私からは、以上でございます。 

教育こども部長  今回の契約事務、もっと早くできなかったかということでございます。 

今回の事業につきましては、学童保育室２室の整備と普通教室の整備ということで、

二つの補助金を活用して実施をいたします。補助金を使う場合は、補助金の内示が出な

いと契約行為がなかなか先に進められないという制約がございます。これを無視してや

った場合、補助金の対象事業にならないというようなことがございます。そういった補

助金の内示の時期も見極めながら、今回、事務を進めております。 

  今回、特に制限付き一般競争入札でございますので、約１ヵ月の事務と言いますか、

契約にかかる事務がございます。今回、５月の 15 日から公告をしまして、そこからスタ

ートしておるわけですけども、入札が実際６月 20 日にやっておりますので、今議会に提

案するギリギリのスケジュールの中で事務を進めてきたということで、ご理解をいただ

きたいと思います。 

  以上でございます。 

総務部長  先ほどの最低制限価格の分で､ちょっと説明不足がございましたので付け加え

させていただきたいと思います。 

  最低制限価格は入札のときに､工事その他製造の請負のときに設定をしますが、随意契
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約におきましては最低制限価格が設定されませんので、いわゆる別物の契約の相手方を

決める行為になりますので、その辺が違うということでございます。 

  以上です。 

東田議員  入札で最低制限価格、これが割り込んで、随意契約は別物やといいますけど、

工事一緒ですよね、中身も､工種もボリュームも変わってないですよね。それはちょっと、

どうかなと思いますね。手法が変わって、これで法的にも問題ないと思いますし、校舎

も必要なものやというふうに理解してますから、いいとは思うんですけど、中身一緒で

すよね。それで金額がそれだけ変わると言うたら、やっぱり最低制限価格。僕もずっと

工事関係の仕事してましたし、最低制限価格があるような入札も自分も携わって札も入

れたことありますから、中身わかりますけど、そやけど、それだけ差が出て、割り込ん

で、話してそれだけ下がるというのは、やっぱりちょっと何らか研究するなり、検討の

必要があるん違うかなというふうに思います。 

  それと、国の補助金がついたタイミングもあるとは思うんですけども、どうしても、

それを待たんことには入札の執行もできなかったというのも、よくわかります。それも

致し方ない部分やなとは思います。しかしながら、やっぱりこれだけの大きなボリュー

ムの契約案件が随意契約であがってくるというのは、尐し違和感があるというのも事実

ですので、次に何かこういう案件があったらね、どういうふうにしていったら早くでき

るとか、そういうなのをもっと、今後も考えていっていただかないかんかなと思うんで

すよ。何らか、ちょっと考えがありましたら。 

総務部長  最低制限価格についてでございます。確かに、工事の内容とか仕様は何ら変え

ずに、いわゆる契約を行う方法としての手段、「手段」といいますか、手法という部分

では、先ほど申し上げましたように、工事の入札においては最低制限価格を設けており

ます。ただ、随意契約については最低制限価格は設けてないという部分では、取り扱い

が異なるという部分は必然的に出てまいりますので、ご理解いただきたいというふうに

考えております。 

  それからあと、今後という部分でございますが、指名競争入札の場合であれば業者を

入れ替えてというふうなことも、ものによっては可能でございますが、一般競争入札に

なりますと、公告をしてから入札執行までに１ヵ月と 10 日ほど必要となるということ

で、一般競争入札がたびたびあるわけではないんですけども、先ほど議員がおっしゃい

ました部分も踏まえながら、今後、研究してまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

教育こども部長  契約事務については補助金の内示の制約はあるんですが、今回のこの補

助金の内示を見てますと、学童保育室の分については５月 10日に内示をいただいておる

んですが、文部科学省の管轄になる学校施設の整備の補助金については６月 14日に内示

がありましたので、その辺で、省庁の違いで１ヵ月差があるというような状況にもござ
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いますので、この辺については大阪府を通じてになるかもわかりませんけども、国に対

して内示を早くして欲しいと。当然、学校施設については夏休みを中心に大規模な工事

というのはやらざるを得ない状況にありますので、そういう状況については､何らかの形

でまた要望活動もしていきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

川嶋議長  この際、暫時休憩いたします。 

（午後２時 17 分～午後２時 30分まで休憩） 

川嶋議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

伊集院議員  先ほど、東田議員からの質疑もありました。今回の第四小学校の工事におい

て、入札が不調になられました。過去には島本町は最低制限価格出して、要は非公式で

はない時代がありましたが、事後公表、こういった方法に変えられて１年かな、経った

と思いますが、その前の入札方法であれば、今回、不調には終わらなかったというふう

にもとらまえますが、その点はどうお考えでしょうか。お伺いします。 

総務部長  最低制限価格の事後公表は、平成 28年４月１日から実施しております。議員ご

指摘のとおり、それ以前までは事前公表という形で実施しておりました。事前公表のと

きは下に、いわゆる最低制限価格にほとんどの業者さんが貼り付いた案件が多く見られ

て、抽選という形でございました。ほかの団体でも事前公表をしているところなんかを

見ますと、やはり抽選が多いと。 

こういうことから、国のほうは平成 23 年８月９日の閣議決定の中で、「公共工事入札

及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」という部分を発表いたしまして、そ

の中で､やはり「入札前には公表しないものとする」と。これは国の工事に対してですが、

そのうえで尚書きがございまして、「なお、地方公共団体においては事前に公表する実

施の適否について十分検討した上で適切に対応するよう」、中身は「速やかに事前公表

の取りやめを含む適切な対応を行うものとする」というふうな、いわゆる閣議決定がご

ざいます。さらに、平成 26年９月 30日付けの閣議決定におきましても、やはり同様の

部分の指摘がございます。こういったことを受けまして、昨年の４月１日から事後公表

というふうにしております。 

  なお、全国の団体の統計で見ますと、これは統計、若干古いですが、平成 27 年３月

31日現在の統計でございますが、最低制限価格制度を採用している場合の公表について

の統計がございます。その中では、本町と同じように事後公表をしているのが 54.3％、

それと非公表、全く公表しないというのが 30.2％、合わせまして 84.5％ほどは事前には

公表してないという形でございます。先ほど申し上げました国の指針とかを鑑みまして、

各団体、徐々に事前公表から事後公表に変えているという動きがございます。 

  以上でございます。 

伊集院議員  閣議決定の中から、数値的にも現在、全国的には事後公表にされていってい
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る自治体が多いということであります。事後公表自体を否定しているわけでもないです

し、それが駄目だというわけではないんですが、やはり今回、緊急性という部分ですね。

例えば、先ほどありました 167 条の第８号を使われておりますけど、５号においては､

やはり災害とか、ほんとの緊急の場合で活用されるということになります。 

  補助金の内示の部分もあるということなんですけど、要は､その計画自体がもう切羽詰

まっている、補助金を使うのにも切羽詰まって計画を慌ててしながらも、変更しながら、

いろいろと苦心をしていただいてますのでね。こういった場合、例えば学校に関わる夏

休みにしか工事ができない、限られた期限の間、こういうものには、やはり入札として

はちょっと違うポジションを持つとか、そういう入札制度自体の見直しとかは可能なの

かどうなのか。そこだけ、お訊きしておきます。 

総務部長  入札制度につきましては、「地方自治法」の 234条によりまして、一般競争入

札を原則としております。「地方自治法施行令」167条に基づいて指名競争入札が可能。

それから「地方自治法施行令」167 条の２に基づいて随意契約が可能、というふうな形

で、原則は一般競争入札という形で、あとは指名競争入札、随意契約というのは、いわ

ゆる理由と言いますか、理由があれば「可能」という形でございますので、今おっしゃ

った、ものによって変えるという部分では、ちょっと大きな枠組みで入札制度を実施し

ておる中では、なかなか難しいかなというふうに思います。 

  よく本会議で議論になる清掃工場なんかでも、いきなり随意契約をやった団体がござ

いまして、住民監査請求で第一審の地裁では合法やと、第二審の高裁では違法だという

形で、最終的には最高裁まで行きまして、合法だというふうな判断が下されたことはあ

るんですが、その前段階で裁判長が言っている中では、あくまでも法令で一般競争入札

が前提でという形で、前置きを全部しております。ただ、諸般の事情という部分での判

断で、その案件については合法であろうというふうな判断を下した部分がございます。 

  ただ、先ほど申し上げましたように入札制度という部分で、どれをもって、どういう

理由で､その手法を変えるかという部分では、個別に方法を変えるというのは、なかなか

難しいかなとは思います。ただ、入札制度そのものは、これまでもいろいろ変えてきて

おります。今後も変更が加わると考えておりますし、今回、いろいろ種々ご意見もいた

だきました。そういったご意見も踏まえながら、鋭意研究してまいりたいというふうに

考えております。 

  以上でございます。 

清水議員  他の議員も入札に関して、ちょっと質問されてたんですけど、基本的に当町の

場合、予定価格というのは建築設計基準（物価版）等で、たぶん出した奴、設計価格と

いうのを予定価格にされていると思うんですが、それは間違いないですかというのと、

あと１回目、６月 20 日に行われた最低制限価格というのは幾らだったんですか。 

教育こども部長  設計予定価格については、今、議員がおっしゃったとおりでございます。 
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  それから、最低制限価格については、今回、入札自体が不調に終わって成立していま

せんので、公表はされておりませんので、金額を申し上げることはできません。 

  以上でございます。 

清水議員  公表できないということで理解しますが、今回、１回目の入札価格から見積り

価格で 1,700万円下がったと。それは､要は発注側としてどう考えるかというのと、最近、

下の入札調書を見ていても､去年４月から始まって以来、特に最近については最低制限価

格を全社が割って入札不調になるとか、ほかの調書を見てても最低制限価格を割ってい

るのが増えたと思うんですが、それに間違いないですか。 

総務部長  １点目の、当初の入札の価格よりも下がったことについてでございますが、最

終的には随意契約に変わりますので、その随意契約のときには最低制限価格を新たに設

けるということはしませんので、企業努力といいますか、得意分野、鉄骨の加工が自社

工場でできるということから下げられたというふうなことでございますので、工事の信

頼性については確保できるということで､今回に至っているわけでございます。 

  それから最低制限価格、28 年４月１日から事後公表をした中で、28年度の、今ちょっ

と手元にデータしかないんですが、最低制限価格未満で１回目が不調に終わった部分は

２件ございました。その後、１件は再度の入札で成立をしております。それから、もう

１件は再々度、トータル３回やって成立をしているという形でございまして、最低制限

価格を入札のときにわからないという部分で、いろんな業者さんが自分のところで積算

をしたうえで、できるだけ受注したいという意欲で下のほうで一応競争されるという部

分はありますけども、今現在、事後公表について――入札全般についてですけども――

試行的に行っております｡先ほども他の議員のほうにもお答えさせていただきましたよ

うに、これが未来永劫続けるということではございません。社会経済情勢、それからい

ろんなご意見も踏まえて、今後も一応変更すべき点は変更していくという形で、制度は

ある程度変わっていくものと考えておりますので、ご理解賜りたいというふうに考えて

おります。 

  以上でございます。 

清水議員  部長の言われることもよくわかりますし、単純な話、工事を今回の場合やれば、

２回目、見積調書で値段が下がったというのは、１回目の見積りは何やったんやと、私

らにしたら思うんですけどね。企業努力というのが当初からあって、本来、見積り入れ

るものであると思うんでね。 

  あとそれから、最低制限価格で何回も入札、業者さんにしたら何回か入札に来るとい

う手間があるのと、企業努力でせっかくこういう価格でできるんですよというても、そ

れは駄目です、というような今は形を取られているんで、今後は受注される方の身にも

なって、ちょっと考えていただきたいかなと。どういう形がええかいうのも、私もわか

らないんで､ぜひ勉強していただきたいと思います。それについては。 
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総務部長  入札制度についての再度のご質問でございます。先ほど申し上げましたように、

この制度がそのまま、このまま続けるというわけではございません。我々も長期スパン

の中で、こうあるべきだというものは持っております。ですから、今現在、ちょっと試

行的という部分でやっておるわけですけども、ただ各団体、いろんな取り扱いをやって

おりますので、そういった中で各団体の取り扱いなども研究しながら、今後も鋭意研究

を重ね、より良い制度の構築に向けて努力してまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

河野議員  根本的な議論が続いた後に初歩的な質問をさせていただいて恐縮ですが、今回、

私のほうで資料要求をさせていただきました。河１・建築工事標準特記仕様書というこ

とで、後の議案についてもすべて仕様書を請求させてもらっております。今回、見積調

書によって議案を提案される､発注先を決められて仮契約を結ばれて議案を提案された

ということにおいては、この仕様書は徹頭徹尾変更はされていないのだと､答弁を先ほど

から聞いておりますが、それは間違いはありませんか、ということが１点。 

  それから、１番の一般共通事項の(8)、工事担当者というところがございますが、「工

事請負者は主任管理技術者の配置義務に基づき届出を行わなければならない」とありま

すが、この「初任管理技術者」というのは、島本町の骨格予算の際に議決しております

工事監理業務の「監理業務」を指すのかということについて、確認をさせていただきた

いです。 

  それから、先ほどからもう種々質問があったので、どうかとは思いつつ、今回、一番

初めの入札の際に不調に終わった､その際には、最低制限価格は公表はしておられないけ

れども、入札に参加された事業者に対しては、不調に終わった理由については伝えてお

られる、最低制限価格を割り込んだんだということは伝えておられるのでしょうか。そ

の点をご答弁ください。 

教育こども部長  まず、建築工事の仕様書の件でございますが、ここに書かれております

工事管理技術者を置くという部分については、別途監理業務を委託する人とは別の人で、

工事請負側の技術者の配置ということで、ご理解をいただきたいと思います。 

  今回のこの仕様書どおりに発注をしているのか、ということですが、それは当然、こ

の仕様書のとおりでございます。 

  それと、最低制限価格を入札時に割ったということについては業者のほうにはお伝え

をしたうえで、不調になった、ということをお伝えはしております。 

  以上でございます。 

河野議員  先ほど来の質疑答弁の中で、答弁を聞けば余計に不安になるというような気持

ちを、一瞬、私も抱きまして、教育こども部において入札が不調になった際に、こうい

った事案が、ここ十数年来までは初めてだったのかなというふうには思っております。

入札不調ということはいろいろありましたけれども、そういうときに、やはり総合政策
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部と総務部と合議というか議論をされて、審査されたうえで今回のやり方に至っておら

れるということですけども、やはり、そこには「地方自治法施行令」があり、財務規則

があるわけですから、そういった判断の基準、今回の議案提案に至った判断基準という

のは、やはりきちっと答えていただきたかったと。今、いろんな答弁があって理解をし

ておりますけれども、当初の答弁のほうでは、そのあたりが非常にね、担当者の工事の

判断にも思い至りかねないというか、そういうことをきちっとやっぱり本会議場では答

えていただきたかったという、これは今後に向けて申し上げております。今までの答弁

で、逐条解説も踏まえて、「地方自治法施行令」の 167条の２の８号を適用されたとい

うことで、この議案提案に至ったということで、再度確認をさせていただきます。 

  それから、先ほどのもう１点は、財務規則の 111 条で、この「施行令」167 条２の規

定により、「２以上の者から見積りを徴集しなければならない」と、随意契約を行う際

にはということが規定されているので、そういったことを踏まえて、このたびの提案に

至っているのだと。議員に対して、釈迦に説法と思っておられるのかも知れませんが、

その点はやはり議場できちっと、再度、きっちり答えていただきたいと。そうすれば、

やはり不安材料は拡がらなかったのではないかなというふうに思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  あと、そういったことも含めてＰＴＡとの意見聴取、意見交換、説明会の問題を、質

疑を聞いておりまして感じました。執行部の答弁を聞いておりますと、一小と四小の親

子方式ですね、二中と一中でやっておられるような。こういった給食棟の設置を第四小

学校においてやるということについて、基本的には合意は得られているのかということ

ですね。そのことと、これから保護者がアンケートを取られる事項は、どういったこと

についてアンケートを取られようとしているのか。これは自由な活動ですけれども、そ

の点について十分、執行部は保護者、ＰＴＡと意思疎通をされているのでしょうか。今

回、議会にこれだけのものが提案されて、400 食の分を含めた、一小の給食の配食も含

めた図面が出ておりますのでね。するかしないかわからないとか、想定して一応入れて

るみたいな、そんな答弁をされては二重工事、あるいは二重投資ということになりかね

ないわけです。 

  その点をきちっと、今の第一小学校の関係者、どこまで至っているのかということに

ついて答弁をいただきたい。それと、そのことを踏まえたうえで、どういう判断におい

て、ここで提案をされているのか。その責任において、ちょっと、どういうお考えなの

かということを、きっちり答えていただかなければ、ＰＴＡのアンケートによって、や

るかやらないかもこれから検討するかも知れないと、そういうふうに聞こえましたけど、

いかがですか。 

総務部長  随契理由でございますが、先ほど議員が申されましたように、「地方自治法施

行令」の第 167 条の２の第１項の第８号でございます。 
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  以上でございます。 

教育こども部長  今、総務部長からもありましたけども、私が提案説明させていただいた

ときに、随意契約の根拠については、今、総務部長からありました「地方自治法施行令」

第 167 条の２第１項第８号の規定により随意契約をするということで、提案説明では､

きっちり示させていただいて説明はしてますので、その点は、ご理解をいただきたいと

思います。 

  それから、ＰＴＡとの給食の関係ですが、完全に合意には至ってないということでは

ございますけども、一定、これまでも役員の方を中心に調整をさせていただいておりま

す。今回、アンケートをされるということですけども、なかなか説明会をしたときに、

そんなに多くの方が集まって来られてないという状況もありますので、今回、こういう

親子方式で第四小学校でやることについて、何かご意見はありますかとか、そういった

アンケートの内容になっているというふうに聞いてますので、それを踏まえて、あとは

これまでも説明会の中で､特に食育の部分について不安の声というか、ございますので、

その辺で、どうすれば保護者の方も一定納得いただけるのかということについては、引

き続き協議をさせていただいて、基本はもう親子方式でやりたいと思ってますけども、

来年度予算の要求といいますか、確定までにはきっちりと形を示していきたいというふ

うに考えております。 

  そのうえで、親子方式でやるとなれば、今回、建築します給食室だけではなくて、配

送するための工事なども今後必要になってきますので、それもあわせて来年度に向けて、

早急に答えが出せるように詰めていきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

河野議員  １問目の質問のときに、最低制限価格の金額は公表されてないけれども、一定、

入札が不調に終わった理由として制限価格を下回ったという理由については､今回の再

度見積調書を取られた同じ３者には情報としては伝わっているということですので、そ

のうえで再度見積りでは､それを割り込んだ、その金額を下回った金額を示してこられた

というのは、先ほどから何度もご答弁がありましたけれども、決定された当該の企業に

ついては自社での様々な材料の調達ができるということと、一定の企業努力をされた結

果であって、仕様書上、島本町として発注者側の求めるものを逸脱するものではないと

いうことについて、改めて、再度確認をさせていただきます。その点については、はっ

きりとお答えください。「逸脱する」という言葉もちょっと消極的すぎるので、適正な

ものであるということですね、お答えください。 

  それから、先ほどの第一小学校の、これから給食を親子方式でというふうに大きく今

までの給食とは変わっていくということについての不安とか、もちろん執行部の説明の

様々な細かいところについての要望などもおありではないのかなというふうに、答弁を

聞いていて推察するところです。 
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本当に教育こども部においては、本来の教育に関わる経常的な事務事業以外の、耐震

化、児童数増加に対する対応ということでは、学童保育などプレハブで対応するのでは

なく、きちっとした校舎として整備される､四小に関しては。そういうことについては非

常に敬意を表するところですが、非常に過酷ではありますけれども、やはりそういった

お子さんの保護者に対しての説明、その辺は怠りなく､当事者の気持ちに立った説明をさ

れるよう、これは強く求めておきますが、原課において、現時点で何らか改善をすべき

点がおありでしたら、お示しください。 

総務部長  今回の価格と､工事の信頼性ということだと思うんですけども、価格の妥当性に

つきましては、先ほどから答弁をさせていただいております｡また、議員からも先ほどお

っしゃったとおり、当該業者が鉄骨の組み立てなど自社工場で行うもので、コストの見

直しや経営努力によって実現できるものということを聞いております。 

  また、工事の信頼性については、当該事業者が工事の中で検査ももちろんしますし、

本町が別途委託する工事監理、それから本町担当者による工事検査、それと建築確認に

伴いまして検査機関の検査などもございますので、この辺は他の工事と何ら変わるもの

ではございません。よって、信頼性は確保できるものというふうに判断をいたしており

ます。 

  以上です。 

教育こども部長  今回の契約にかかりまして、適正な金額ということについては、先ほど

来ご答弁申し上げてますように、なかなか教育こども部だけでは判断できるものではな

いということで、今回、総合政策部、総務部も含めて、法的な違法性もないかどうかと

いうことも含めて協議をしながら進めてきておりますので、この金額は適正であるとい

う判断をそこでやっておりますので、適正な金額での契約ということで認識をしており

ます。 

  それから、保護者への給食関係の説明についてでございますが、これまでも包み隠さ

ず課題、それから親子方式にすることによってどういったことが改善できるのかという

ことは説明はしてきておりますし、今後、またアンケートから出てくるいろんなご意見

もあると思いますので、その点については、丁寧に対応できるように努力はしていきた

いと思いますので、引き続き来年度予算に向けて、それまでに一定の方向性というのは

決定をしたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

川嶋議長  ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようですので、質疑を終結いたします。 

  これより、討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

福嶋議員  第 56号議案 工事請負契約の締結について、名称・町立第四小学校校舎増築等

工事について、自由民主クラブを代表して討論を行います。 

  今回の工事請負契約は、平成 28 年６月の定例会議の補正予算（第１号）及び平成 28

年 12月の定例議会において､今後さらなる児童数の増加とクラス数の増加が見込まれ、

普通教室が不足するとともに給食室も手狭になる見通しとなったことから、設計内容の

変更を行い、増築部分の１階に給食室を新設し、当初２階建てを予定していたものを３

階建てに変更するもの、とのご説明をいただいた校舎増築等の工事請負契約の締結につ

いてです。 

  本工事請負契約は、本年度骨格予算において示された第四小学校校舎増築等工事８億

2,000万円、第四学童保育室整備工事 6,123万６千円の内容になります。６月 20 日に実

施された入札では、全業者とも最低制限価格を下回った入札により不調、再度の競争入

札実施では数ヵ月以上日程が遅延してしまうことから、「地方自治法施行令」第 167の

２第８号に従い、入札業者に対し随意契約として見積りあわせを行い、契約業者の選定

を行った。各業者とも、初回入札価格より低い見積り価格を提示しており、最低価格を

提示した業者に提示理由を確認し、庁舎内にて各部門責任者と協議、契約締結問題なし

との判断に至ったとのこと。 

  来年度４月からの教室運用を目指したスケジューリングのもと、今回の議案提出に至

った状況について一定の理解はいたしますが、より透明性高く、かつ不調とならないよ

うな競争入札方法の検討、スケジュールの確保とともに、小学校での工事においては安

全で、授業の妨げにならないよう配慮された推進管理を要望して、賛成の討論とさせて

いただきます。 

川嶋議長  反対の討論の方がないようでありますので、引き続き､本案に賛成の方の発言を

求めます。 

戸田議員  第 56号議案 工事請負契約の締結（第四小学校校舎増築等工事）について、人

びとの新しい歩みを代表して賛成の討論をいたします。 

  制限付き一般競争入札の不成立により、見積調書の提出による比較を行い、見積り最

低価格６億 3,900万円を示された大和リース株式会社大阪本店との随意契約を結んでの

工事請負契約の提案です。 

  試行的に、最低制限価格を応札・落札後の公表としている中でのことです。本町の財

政規模からして、本工事は大変高額であり、そのような工事請負契約が随意契約、結果

的に随意契約となったことについては、スケジュールの確保等含めて、今後の課題と認

識したところです。 

  予定価格の設定についても、近年、東日本大震災等社会的事情から、公共工事の入札

- 250 -



 

が不成立となることが続いておりましたが、今回の入札結果を見ると、そのあたりに社

会情勢の変化が生じているのではないかと考えるところです。一定、予定価格の設定に

ついては考察が必要ではないでしょうか。 

  第一小学校の給食のあり方の検討の過程であるにも関わらず、第四小学校給食室に第

一小学校 400食分を算定しての実施設計、それがまだ確定しない段階での工事請負契約

については、本来、問題があると質疑によって指摘せざるを得ませんでした。 

一小の給食室には積年の課題がございました。それを指摘し、長く改善を求めてまい

りましたが、その改善策が自校調理ではなくなるという点、ここを重く受け止めていた

だきたい。単に財政的効率を理由に説明や説得するというのではなくて、現状を詳しく

説明したうえで、児童・教師にとって何が第一小学校に必要かを精査し、求められる点

につき、例えば管理栄養士の配置とか、そういうことも含めて、ハード面、ソフト面の

予算措置を協議する必要があるのではないかという印象も受けております。この点、配

慮を求めておきます。 

  厳しいスケジュールは思わぬ見落としや､あるいは視野の狭さを招き、職員の皆様にも

精神衛生にも非常に悪いということになります。学校に関しては、空調設備の設置、耐

震工事、そして児童生徒の増加による対応、いつも追われているという厳しい状況にあ

るのは重々理解しておりますが、今回の入札に関しましても、その厳しさが結果に現れ

たなというふうに思っております。今後の課題、できるだけ早く意思決定をして、早く

事務事業にかかっていくという、そういう改善が必要ではないかと思うところです。 

  以上をもちまして、種々意見は述べましたけれども、第 56 号議案 工事請負契約の締

結については賛成といたします。 

川嶋議長  続いて、本案に賛成の方の発言を求めます。 

東田議員  第 56号議案 工事請負契約の締結について、コミュニティネットを代表して賛

成の討論を行います。 

  内容については、第四小学校校舎増築等工事であり、現在も増加傾向であるうえに、

第四小学校校区内に 315 戸のマンションの建設が進められており、児童の受け入れ体制

を整える必要があることがあげられます。 

  入札につきましては一般競争入札で行われましたが、３者が応札をし、３者とも最低

制限価格以下の入札となり、失格となったことから、見積りあわせの後、協議をし、随

意契約となったものです。通常であれば再度入札を行い、契約業者の決定をするべきと

ころですが、来年度早々に供用開始する必要があり緊急を要すること、また工程を逆算

すると、今補正予算での提案も一定理解をするところです。しかしながら、最低制限価

格を割り込んで失格となった後、さらに低い価格での金額の提示には違和感を感じるの

も事実であり、適正価格のあり方や入札制度については､今後も研究の必要があるのでな

いかと考えます。 
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  契約締結後、実際の工事の施工時には、安全面への配慮とともに、来年度の供用開始

に間に合うよう工程管理にも留意していただくことを申し添えまして、第 56号議案 工

事請負契約の締結について、賛成の討論といたします。 

川嶋議長  続いて、本案に賛成の方の発言を求めます。 

大久保議員  それでは、第 56号議案 工事請負契約の締結について（町立第四小学校校舎

増築等工事）、大阪維新の会の会派を代表し賛成の討論を行います。 

  本町における大型マンション建築に伴い、人口増加、児童数は増加の傾向にあります。

また、第四小学校の給食室の老朽化、児童数増加に伴う教室の確保、学童保育の４年生

までの定員拡充に伴う学童保育室の確保など、本案件は健全な学校運営をするために必

要なものと認めます。 

  しかしながら、今回の再入札を用いない随意契約は、町民の理解を得にくくするもの

であり、入札不調であっても、再入札ができ得るタイムスケジュールを組むべきと考え

ます。来年３月までの工事完成が必須なため、随意契約の手続きに変更されたことは今

後の課題であり、改善をお願いし、賛成の討論とします。 

川嶋議長  続いて、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ほかに討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようですので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第 56号議案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

川嶋議長  起立全員であります。 

  よって、第 56号議案は、原案のとおり可決することに決しました。 

  日程第３、第 57号議案 工事請負契約の締結について（町立第二学童保育棟新築工事）

を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

教育こども部長（登壇） それでは、第 57号議案 工事請負契約の締結について、ご説明

申し上げます。 

  本契約は、町立第二学童保育棟新築工事の契約で、契約業者が確定いたしましたこと

から、議会の契約同意をお願いするものでございます。 

  契約にあたりましては、予定価格が５億円未満の工事でありますことから、工事種別

建築一式工事のＢランクで、公共建築工事に実績のある事業者による指名競争入札での

事務を進めました。 

  指名競争入札の執行にあたりましては、平成 29年５月 25日に９社に対して指名通知

- 252 -



 

を行いましたが、うち１社から指名辞退、その後、入札辞退届が５社からありましたこ

とから、６社を除き、平成 29年６月 14 日に３社による指名競争入札を行いました。 

  入札結果につきましては、議案資料の１ページをお開きください。 

  入札調書のとおり、栗本建設工業株式会社が最低落札金額での応札がありましたこと

から、栗本建設工業株式会社を落札候補者とし、議案資料２ページのとおり、平成 29

年６月 21日に、契約金額１億 3,748万４千円で仮契約を締結したものでございます。 

  契約期間は、議会の議決日から平成 30年２月 28日まででございます。 

  なお、栗本建設工業株式会社は大阪市中央区に事務所を置き、資本金４億５千万円、

従業員数 143人の会社で、官公庁、ホテル、マンション、病院、福祉施設、学校施設な

ど、幅広い分野での実績がございます。本町では、平成 27年度に町立第一小学校耐震補

強工事の実績がございます。 

  次に、３ページの議案参考資料(１)をご覧ください。 

  仮設計画図でございます。ピンク色の着色箇所が、今回、学童保育室を新設する箇所

及び資材置き場等で、緑色の着色箇所は児童及び教職員の通行範囲でございます。また、

工事車両と児童及び教職員の通行範囲が交差する正門付近には、交通誘導員を配置する

計画でございます。 

  次に、４ページをお開きください。 

  各階の平面図でございます。建物は２階建てで、１階には教室２室、事務室、簡易救

護室、男女更衣室、手洗い場、シャワー室、多目的トイレ及び男女トイレを設置し、２

階には教室３教室及び男女トイレを設置するほか、屋外階段をあわせて整備いたします。 

  次に、５ページをお開きください。 

  上段が、運動場側から見た北側立面図及び正門側から見た東側立面図でございます。

中段が、その逆側から見た南側立面図及び西側立面図、下段が断面図となっております。 

  次に、６ページをお開きください。 

  工事の工程計画表（案）でございます。 

  契約同意をいただきましたら、早速工事準備に入り、夏休みを中心に基礎工事を９月

初旪までに終えるとともに、併行して鉄骨工事を 10月下旪までに終える予定でございま

す。その後、内装工事や外構工事等を進め、平成 30 年１月末には工事を終え、２月 28

日までに工事検査等、すべての工程を終える計画でございます。また、電気設備工事及

び機械工事につきましては、工事期間中を通じ、順次進める予定でございます。 

  なお、工事期間中は児童の安全を第一に、学校と十分な連携を図り、工事を進めてま

いります。 

  以上、簡単ではございますが、第 57号議案 工事請負契約の締結についての説明を終

わらせていただきます。よろしくご審議いただき、ご同意賜りますようお願いいたしま

す。 
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川嶋議長  これより、本案に対する質疑を行います。 

戸田議員 第 57号議案 第二学童保育棟新築工事請負契約の締結について、１点、確認し

たいことがあります。 

  もう、仮契約を結ばれているわけですけれども、実施設計に基づいて工事をされるの

ですが、通常、非常に軽微な変更というものは現場で生まれてくると思うんですけれど

も、軽微な変更が生じたときには、どのようにされているのでしょうか。まず、これが

１点。 

  それから、議案参考資料の(２)に基づいて、確認したいというか、求めておきたいこ

とがあります。１階の事務室と、それから教室の間に救護の場所を設けていただいてい

ます、簡易の。長く静養室の必要性を訴えてきた者として、これは大変よかったと思っ

ているんですけれども、引き戸になっていません。こういった扉は引き戸が望ましいと

いうように、資料請求させていただいた現場の声にもあったと思います、引き戸にして

欲しいと。私自身も、ユニバーサルデザインというときに、引き戸のほうが望ましいと

思っています。例えば、子どもを抱えて、抱いてドアを開けるときに、引き戸、あるい

は高齢者の皆さんだったらよくおわかりだと思います。そういった軽微な変更が可能な

のかどうか､この契約上。また、現場の声がなぜ活かされずに引き戸になっていないのか。

そのあたり、どのような議論があったか、ご説明いただけますか。 

教育こども部長  実際に工事を進めるにあたって、軽微な変更というのは当然あり得るん

ですけども、それが契約金額の範囲内でできるのかどうか、ということになります。そ

れを上回るような変更であれば、当然、変更契約ということになりますので、無理矢理

業者に押しつけて､経費を被って工事をして欲しいということはできませんので、その辺

は、軽微な部分についてはお互い協議をしながら進めていくというのが、本来の形にな

ります。 

  今、議員がご指摘いただいた事務室と教室の壁の引き戸の件でございますが、現場か

らは、救護室ではなくて、教室と事務室の間に扉を設けて欲しいということなんですが、

ただ、１教室だけに扉を作っても、隣の教室に事務室から入れるだけの扉になってしま

いますので、これを付ける必要かあるのかどうかというとこら辺が、事務局のほうの判

断としてございまして、当然、どの教室に行くにも廊下側から行けますので、特に、そ

の点については必要はないだろうということで、今回、扉の設置をしていないというこ

とでございます。 

  ただ、救護室のほうには教室に入れる扉がありますので、その扉が引き戸になってい

ないという点については、設計の中でこういうふうになっているんですが、なかなか構

造上の問題であったりスペースの問題、引き戸にすると、その扉が入る部分の戸袋とい

いますか、その部分が必要になりますので、その辺の設置がなかなか難しい状況にある

ということで、こういう形になっていることをご理解いただきたいと思います。 
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戸田議員  質疑・議論を整理しますと、教室と事務室の壁に戸を設けて欲しいという現場

からの要望は、基本的にはかなわなかったと。それが引き戸であるという要望だったけ

ど、扉そのものがかなっていないと。しかし、救護室は設けられていて、そこと教室の

間が、本来望ましいかも知れない引き戸にはなっていないと。ご答弁によっては構造上、

あるいは契約金額上、必ずしも簡単ではないかも知れないが、私自身は、自らの家は今

後のことを考えて――私個人のことで大変恐縮ですが、お手洗い等、すべての扉をでき

る限りにおいて引き戸に替えたという経験があります。かなりの段階で可能です。 

  従って、現場の声を拾っていただき、そして可能かどうか､協議だけでもしていただき

たいなというのが､今回の質問の趣旨です。いかがでしょうか。 

教育こども部長  先ほどご答弁したように、教室と事務室との行き来の部分の扉について

は、もう必要なしということで判断をさせていただきました。救護室の扉の件ですけど

も、構造的にいけるのかどうか、経費的なこともございますけども。この点については、

特に現場のほうからの意見はなかったというふうに記憶をしております。救護室ですの

で、そんなにしょっちゅう使う部屋ではないというふうにも思ってますが、その辺、再

度、現場のほうには確認はしておきたいと思います。そのうえで、契約の範囲の中でそ

ういう対応ができるんであれば、現場の意見として、それも必要であれば対応はしてい

きたいと思います。 

  以上でございます。 

戸田議員  よろしくお願いします。繰り返しになりますが、子どもを抱えて戸を開けたり

するときに、この引き戸であるということは、実はほんとに重要だと私は思っています。

ほかにも幾つか、引く扉があります。これは押したり引いたりするのに､引くということ

の作業も､建築設計上、扉はユニバーサルデザインでは引き戸が望ましいというふうに私

は認識していますので、救護室はもちろん、ほかのところでも軽微な設計の変更で、工

事の変更で可能ならば、できる限りにおいて、この入札されたところと協議をしていた

だきたいと思います。よろしく調査・研究も含めて、お願いいたします。 

  以上です。 

川嶋議長  ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようですので、質疑を終結いたします。 

  これより、討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

戸田議員  第 57号議案 第二学童保育棟新築工事の工事請負契約締結について、人びとの

新しい歩みを代表して賛成の討論をいたします。 
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  現在、試行的に応札・落札後の公表としている最低制限価格を上回る額で３者が入札、

栗本建設工業株式会社さんを落札業者として仮契約を結ばれました。 

  平成 30年度から、新築５室で 185名定員の体制が整うことになります。男女別の更衣

室、シャワー室の設置、静養スペースの確保など、学童保育の充実と、指導員の働く環

境に配慮した設計というのを長く求めてまいりました。これが実現することを、大変感

謝し、評価するものです。 

  この環境の良さから、新たな需要が生まれる可能性があると考えています。しかしな

がら、指導員の確保については、すべての学童保育室の環境が改善されること、あるい

は雇用の待遇が改善されることが不可欠であると考えます。ハード面が整っても、学童

指導員が確保できないということがないよう、あわせて今後の課題として求めておきた

いと思います。 

  以上をもちまして、賛成の討論といたします。 

川嶋議長  反対の討論の方がないようでありますので、引き続き、本案に賛成の方の発言

を求めます。 

河野議員  第 57号議案 工事請負契約の締結について、賛成の討論を行います。 

  質疑はいたしませんでしたが、先ほど他の議員のほうから､今回、審査にあたり提供を

求めて出されております仕様書及び「現場の意見のわかるもの」の資料をもとにした質

疑がされ、答弁を聞いております。 

しかしながら、先ほどの軽微な変更という範囲の間に、私は専門家ではありませんが、

「事務室と教室の壁は半分開けて引き戸を付けること」という要望が出ておりますし、

先ほど成立した第四小学校の学童保育室の環境と比べますと、エレベーターの問題等、

様々ありまして、今後、学童保育の児童生徒の方の中に重度の障がいのある方、あるい

は配慮が必要な児童が､これからも増えてくるという可能性を鑑みますと、このドアにつ

いて、あるいは事務室と教室との間の行き来ができるということについては検討の余地

があろうかと思いますので、その点を要望として述べまして、全体としては賛成の討論

といたします。 

川嶋議長  続いて、本案に賛成の方の発言を求めます。 

村上議員  第 57号議案 町立第二学童保育棟新築工事請負契約の締結について、自由民主

クラブを代表して討論を行います。 

  本件は、新たな住宅開発により児童数の大幅な増加が期待される中、待機児を発生さ

せないために学童保育室の拡充を図られるものと理解しています。その主な要因は、現

在、開発中の関電グラウンド跡地に１戸建て 104 戸、またマンション 264 戸が計画され

ており、児童数も相当増加するものと思われます。また、その地域の児童の校区につい

ては第二小学校になるとのことです。今後の児童数の増加を考えたとき、現状の学童保

育室だけでは受け入れが難しくなってきています。そのために今回の工事は新たな学童
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保育室を新設することにより、待機児をなくすとともに教室を確保する計画であります。 

  従いまして、放課後の子どものための学童保育室の確保は必要であることから、本工

事の契約について､賛成の討論といたします。 

川嶋議長  続いて、本案に賛成の方の発言を求めます。 

大久保議員  第 57号議案 町立第二学童保育棟新築工事・工事請負契約の締結について、

大阪維新の会の会派を代表して賛成の討論を行います。 

  関電グラウンド跡地に大型マンションの建設が着工され、学童保育室における待機児

童対策や、教室不足への対応が喫緊の課題となります。今回の案件は、この課題に対応

するために必要な工事であると理解します。また、大型マンション建設後の学童保育利

用者数におきまして、待機児童なしで対応できると聞いております。 

  しかし、今後、また町内においてマンションや１戸建て住宅の大型開発が予定された

場合の対応が懸念されます。優良企業の誘致に今後は力を入れていただき、保育所や学

童保育室における待機児童対策や、小学校における教室不足などの深刻な問題が起こら

ないようにご尽力していただくようお願いして、賛成の討論とします。 

川嶋議長  続いて、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ほかに討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようですので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第 57号議案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

川嶋議長  起立全員であります。 

  よって、第 57号議案は、原案のとおり可決することに決しました。 

  この際、暫時休憩いたします。 

（午後３時 31 分～午後３時 40分まで休憩） 

川嶋議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  日程第４、第 58 号議案 平成 29年度島本町一般会計補正予算（第２号）を議題とい

たします。 

  執行部の説明を求めます。 

総務部長（登壇） それでは、第 58号議案 平成 29年度島本町一般会計補正予算（第２

号）につきまして、ご説明申し上げます。 

 議案書の 58 の１ページをお開きください。 

今回の補正予算につきましては、町立人権文化センター内のエレベーター設置工事に

あたり、国庫財源を伴う府補助金が活用できる見込みとなったことから、工事にかかる
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実施設計の予算を追加させていただくものでございます。 

  それでは、順次ご説明申し上げます。 

  第１条は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ 590万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

116億 5,166万３千円とするもので、款項別の内容は、58の３ページからの「第１表 歳

入歳出予算補正」にお示ししておりますとおりでございます。 

  続きまして、補正予算の内容につきまして、事項別明細書によりご説明申し上げます。 

  58の７ページからの「歳入」でございます。 

  第 18款 繰入金、第１項 基金繰入金、第２目 財政調整基金繰入金 590万円の増額

でございます。これにつきましては、歳出の財源不足を補うため増額させていただくも

のでございます。 

  次に、58の８ページからの「歳出」でございます。 

  第２款 総務費、第１項 総務管理費、第 11 目 人権文化センター費、第 13 節 委

託料の人権文化センター改修工事設計業務 590 万円の増額についてでございます。本年

度の国の地方改善施設整備事業におきまして、従前の事業内容に加え、平成 29年度に限

り、隣保館のエレベーター設置工事にかかる費用について補助が実施される見込みとな

りました。このため、今回の補助金を活用し、本年度中に町立人権文化センター内のエ

レベーター設置工事を行う予定でございますが、今般、その実施にかかる実施設計の予

算をお願いするものでございます。 

  なお、工事の実施にあたり有利な特定財源の確保が期待できる見込みであり、実施設

計後に、改めて工事請負費の予算をお願いする予定でございます。 

  以上、簡単ではございますが、平成 29年度島本町一般会計補正予算（第２号）の説明

を終わらせていただきます。よろしくご審議いただき、ご可決賜りますようお願い申し

上げます。 

川嶋議長  これより、本案に対する質疑を行います。 

戸田議員  第 58号議案 平成 29 年度島本町一般会計補正予算（第２号）について、質疑

をします。 

  人権文化センターの改修工事の設計業務 590 万円です。国庫補助が見込めるというこ

とで、エレベーターの設計業務としてあげておられるわけですけれども、エレベーター

１基の設計業務としては大変高額な実施設計になっていると思います。その積算根拠を、

まずお示しください。「建築基準法」上の既存不適格が生じるケースかと思われますが、

実施設計の内容に､この点、どのように含まれているのか。その点も含めて、ご説明くだ

さい。 

  工事に際しましては、厚生労働省の地方改善施設整備事業を活用する予定と認識して

いますが、平成 29年度の同分の追加協議として､今年度限り、昇降機設置工事にかかる

費用が補助されるなど、かなり強引とも言える厳しいスケジュールでのエレベーター設
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置になります。補助対象に選ばれない場合も想定されるのではありませんか。その場合、

この実施設計はどのように扱われますか。 

  もう一つ、訊きます。補助の対象になるか否か、決定に至るプロセスでは、今後、ど

のような調査が行われるのでしょうか。間に府が入られるかと思うんですけども、府の

協議は、現在、どのようになっていますか。確認します。 

総合政策部長  １点目の設計の内容、根拠でございますけれども、現時点でまだ入札前で

ございますので、詳細については申し上げることができませんけれども、設計費用には

エレベーターの設置にかかる費用のほか、議員もご指摘になられました法適合に伴う改

修部分の費用、いわゆる既存不適格部分、そういった設計も含まれております。 

  それから、補助対象に選ばれなかった場合の今回の設計についてということでござい

ますけれども、できる限り補助採択をしていただけるように、我々担当一同、大阪府に

対しまして働きかけていきたいというふうに考えておりますが、もし不採択となった場

合につきましても、この設計については今後、この設計を活かして､今回の補助以外の特

定財源の獲得に向けて検討していきたいというふうに考えております。 

  私のほうからは、以上でございます。 

人権文化センター所長  それでは、補助対象となるにはどのようなプロセスを経て進んで

いくのかということについて、お答えさせていただきます。 

  まず、この補助金、議員ご指摘のとおり、追加の通知が来ましたのが６月の５日に手

元に届きました。内容としましては、国のほうから当補助金に対してエレベーター（昇

降機）が対象となりますよ、今年度に関して対象となりますよ、という通知でございま

した。６月７日に、事業の予定量、総枠の調査が来まして、それを今、大阪府に提出し

ております。 

  現在、大阪府のほうで内部の協議、財政課等と予算折衝も含めて、今、されていると

いうような状況で、８月の上旪から中旪に国に対しての折衝、ヒアリングを行うという

スケジュールまでは聞いておりますが、それ以降、どういった形で内示というところま

では、まだ手元には通知は来ておりませんので、また届き次第、お示しできるかと思い

ます。 

  以上でございます。 

戸田議員  設計業務については、エレベーターに加えて既存不適格の工事が含まれるであ

ろうと。おそらく、これについても今後調査されると思うんですが、昨日、会派で現場

を確認しまして、そして様々に意見交換をして、エレベーターの必要性についてはよく

よく理解できました。今後は貸館事業、稼働率の向上が課題になると思います。現在、

高齢化社会ですから、エレベーターは必要と認めますが、多額の費用をかけてエレベー

ターを造るわけですから、貸館事業の稼働率の向上が求められると思います。 

  同センターには、十分以上に伸び代があると考えましたが、企画の充実とともに備品
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の充実等が必要ではないかと、そういう印象を持ちました。これについては、どのよう

な認識、見解を持っておられますか。課題意識がございますか。 

人権文化センター所長  稼働率についてのご質問でございます。もちろん、エレベーター

設置させていただくということで、今後、設置に伴い利便性が上がりますので、そうい

った形で、今までなかなか利用できなかった方、特に２階部分に施設の利用ができる部

屋が集中してございますので、そういった形で、周知等も含めて、センターとしてはさ

せていただきたいと考えております。 

  また、センターの備品につきましては、主に貸出備品の中で一番多いのは、料理教室

に関している備品が一番多いのかなと認識しておりますが、特に料理教室につきまして

は、従前より監査等でも利用率が低いということでご指摘等もいただいておりますが、

今年度につきましては、いろいろと事業の充実も含めて取り組んでまいりまして、例年

よりかは、館全体の利用率につきましては、27 年度が 27.6％、28 年度につきましては

31.4％という形で、若干、利用率は上がっておりますので、あわせてご報告させていた

だきたいと思います。 

  以上でございます。 

岡田議員  今回、人権文化センターの中でのエレベーターということですが、私は、これ

は実現すれば、大変喜んでおります。私も、人権文化センターは災害時におきまして、

町の放送では第一小学校のほうに避難するようにという放送なんですが、皆さん、近く

に住んでいらっしゃる方は人権文化センターのほうに移動するほうが､近くでとっても

いいということで、そういう声をたくさん聞いておりました。そのような中、この人権

文化センターに出入りされる地域の皆さんは、大変、高齢者の方が多いということも存

じ上げております。 

  そのような中、今回、トイレ改修工事で、この地方改善施設整備事業でいただかれて、

トイレ改修の工事をするという中で、今回、この追加ということで、今年度にエレベー

ターを再度申し込まないかというような通知が来たということは、ほんとに島本町にと

っては大変いい結果ではないかと思っております。 

  喜んでも、まだ決定がまだですので、この決定というのはいつぐらい、来るとすれば、

いつぐらいを目途に、この決定通知というのがあって、あるいは今年度にこれが決定で

きなかった場合、また来年に、この地方改善施設整備事業ということに関しての補助金

をいただけるという、この対象になる一番有利な条件になるかと思うんですが、その辺

はどうなんでしょうか。今年度に決定が駄目だった場合、来年度に有利でいただけるよ

うな状況になれるかどうか。その辺、お聞かせいただきたいと思います。 

総合政策部長  議員ご指摘いただきましたとおり、人権文化センターは避難所も兼ねてお

りまして、また現在、利用者は年間２万人前後で推移しているんですけれども、その多

くが 60 歳以上の方々ということでございます。議員もご指摘いただきましたけれども、
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本年度、トイレの全面改修を行うということに加えまして、このエレベーターの補助が

採択されて、エレベーターが設置されるということになれば、高齢者の方はもちろんで

すが、障害者の方、妊婦の方、乳児を連れておられる方、いろんな方にもっともっと、

人権文化センターを利用していただけるのではないかというふうに考えておりまして、

我々も今回の機会をぜひとも活かして、補助が採択されるように働きかけていきたいと

いうふうに考えているところでございます。 

  補助の内示でございますけれども、現時点の、これはあくまでも見込みなんですけれ

ども、８月の下旪頃には、国と府の協議が終えられて、内示があるのではないかと見込

んでいるところでございますが、まだ､これは未定でございます。 

  それから、来年度の補助の見込みということでございますけども、この補助金につき

ましては、本来、エレベーターの設置工事というのは対象外でございまして、本年度限

りの補助ということでございますので、来年は、現時点ではわかりませんけども、補助

されないであろうというふうに考えております。 

  以上でございます。 

岡田議員  わかりました。８月下旪ということなんですが、ぜひ、いろんなところから手

を差し伸べていただきまして、決定という形になるように要望いたしますが、逆に、今

年度駄目だというような状況になりますと、この事業の補助金はいただけなくっても、

他の補助金でいただけるというような形の補助金というのはございますか。 

総合政策部長  補助金の採択に向けて大阪府に働きかけているところなんですけれども、

人権文化センターのエレベーターの設置につきましては、利用者はもちろんですけれど

も、近隣の自治会の方、そして人権関係団体の方々、そういった方々から要望もいただ

いておりますし、本町の定例監査で監査委員のほうからも指摘をいただいておりますし、

この本会議におきましても、人権文化センターへのエレベーターの早期設置についてご

指摘をいただいておりますので、そういった議論を大阪府に、こういった議論があるん

だということで、大阪府に説明をさせていただいているところでございます。できるだ

け採択されるように、今後も努めていきたいと思っております。 

  この補助以外で、人権文化センターにエレベーターを設置するときの補助金があるか

ということですけれども、現時点で、そういった補助金はないというふうに認識いたし

ておりまして、現時点ではその補助、まだ見つけられていない状況でございます。 

  以上でございます。 

河野議員  ほんとに皆さんのほうから、すでに訊くべき点は訊いておられると思うんです

けれども、今回、この地域改善施設整備事業にエレベーター（昇降機）がメニューとし

て１年、単年度で加わったという点についての背景を、もしご存じであればお聞かせい

ただきたいということと、大阪府内の人権文化センター、今は名称があちこち変わって

はおりますが、エレベーターのついていない施設はそうたくさんないものと、私自身は
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全部調査したわけではないですけれども、かなり島本町が、その辺では遅きに失してき

たということでもありますので、その点についての優先順位ということでは、かなりい

けるのではないかと思っておりますが、その点は現状は、掴んでおられますでしょうか。 

  それから、今回、工事、まだ設計ができておりませんが、一応、設計をされる箇所に

ついて､一定、事前にいろいろと情報収集はさせていただいているつもりですが、場所と

しては、以前、職員の執務室、あとは図書室ですね、２階の。いろいろと今までに､ほん

とに改修を繰り返した場所であったと思います。図書室を仕切りして、職員の執務室に

する。その後、職員の、今は一定更衣室というか、対応する部屋に替わっていると思い

ますが、今回、そこを廊下のような形に改善をして、エレベーターホールのような形に

するというふうな見通しも、一定持っておられると聞いております。その点において、

職員の執務環境としては、今現状を悪くするものではないということについては、議論

はされていますでしょうか。答弁を求めます。 

人権文化センター所長  まず１点目の、今回、補助金がつくようになった背景なんですが、

正式な通知等ではないんですが、昨年度、この施設整備補助金、通常であれば 4.5 か５

億円ぐらいの予算なんですけども、昨年、いろいろ熊本の地震であったりとか、そうい

った背景で、この施設整備補助金に補正予算がつきました。その補正予算が今回繰り越

されて、本年度、それを活用して追加で、従前認められなかったエレベーターも認めま

す、ただし今年度繰り越しておりますので、今年度単年度で完了することが条件です、

といった背景となっております。 

  それから、２点目のほかの施設、隣保館でエレベーターがついていないのは島本だけ

かどうかということなんですが、全部の隣保館を調査したわけではないんですが、つい

てないところもあるということを聞いておりまして、その中で補助金の申請等もあげら

れた、この１ヵ月の間に手をあげられたということも聞いてはおりますが、今現時点で

は、今、島本町の状況が緊急性が高いということの認識はしていただいている状況です。 

  私からは、以上でございます。 

総合政策部長  すみません、３点目でございますけれども、設置場所ですけれども、施設

の構造上、役場と同様に外側に付けるという形にせざるを得ない状況でございまして、

詳細な内容につきましては、ご可決賜りましたら、その設計業者を決定し、今後、利用

者のご意見とか職員の意見とか、利用団体の意見も踏まえまして、使い勝手のいい、も

ちろん法適合というのは当然ですけれども、使い勝手のいい設計を作成していきたいと

いうふうに考えております。 

  以上でございます。 

伊集院議員  ちょっと確認させていただきます。２階建ての建物の人権文化センターです

が、「公共施設総合管理計画」、一定把握しているところなんですが、この施設は今後、

どれぐらいの寿命があるというふうに町は考えていらっしゃるのか、お伺いするととも
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に、この施設の場所は水無瀬川氾濫危険地域に入っているのかどうか。 

  ちょっと、その２点を確認させていただきます。 

総合政策部長  今回のエレベーター設置計画と、「公共施設総合管理計画」の関係でござ

いますけれども、人権文化センターにつきましては、議員もご承知のとおり耐震性能は

満たしておりまして、昭和 53年４月に開館いたしておりますので、築後約 39年を迎え

ております。一般的に、鉄筋コンクリートの耐用年数については約 60年というふうにい

われておりますので、そこから計算いたしますと、あと 20 年余りというようなことにな

ってこようかというふうに思っておりますが、人権文化センターにつきましては、本町

の人権文化の拠点でございますので、財政との整合を図っていく必要はございますけれ

ども、必要に応じた改修を今後も行ってまいりまして、可能な限り長く使用をしていき

たいというふうに考えております。 

  それから、災害の関係でございますけれども、人権文化センターにつきましては、地

震災害の場合と土砂災害の場合の避難所指定を行っております。 

  以上でございます。 

伊集院議員  ちょっと時間を必要とするのかも知れませんが、要は地震災害の部分で、水

無瀬川が氾濫するときの危険地域で確か認定されていると思うんですが、それはどうな

んでしょうか、ということを確認させていただきます。 

総合政策部長  ちょっと、手元に今、資料がございませんので、資料を確認してまいりま

す。よろしくお願いいたします。 

東田議員  人権文化センターのエレベーター設置の実施設計やと思うんですけども、これ

は他の議員からも質疑あった中で、もし補助金つかなかったらどうするんだという部分

で、先ほどちょっと総合政策部長、答弁されたと思いますけど、何かもう一つ自信がな

さげな、はっきりとやる、次も取り組んでいくよ、というような意思があんまり明確に

感じられなかったんで、ちょっとお伺いしたいんですけども、今回、実施設計あげまし

て、もし、今回補助金がつかなかったとしますよね。それなら、実施設計自体は当然１

回作ったら生きていると思うんですけど、これは「建築基準法」とか何らか大幅に変わ

らない限り、ずっと使えると思うんですよ。この辺は、どういうふうに捉えておられま

すか。 

総合政策部長  補助金が今回不採択となった場合なんですけれども、先ほども申し上げま

したけれども、他の補助金、特定財源の獲得に向けて、今後も調査・検討を進めていき

たいというふうに考えております。 

  それから、設計の関係なんですけれども、設計には特に有効期限というようなものは

ないというふうに認識しております。ただし、議員もおっしゃいましたとおり、関係法

令が改正された場合については、設計を変更していくという必要があるというふうに認

識をいたしております。 
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  以上でございます。 

東田議員  先ほど他の議員の答弁にあったように、人権文化センターは本町における人権

行政の拠点施設であるというようなことであります。それと「障害者差別解消法」の具

体化、このバリアフリーの観点ですね。これは､いわゆる合理的配慮にも繋がっていくよ

うな施策にもなってくるんじゃないかと思うんですよ。 

今回、厚生労働省から出たのが５月の、一番最初に出たのが５月の 24日に各都道府県、

政令指定都市や中核市宛てに、この通達が出たというふうに認識しているんですけども、

スケジュールとしては、確かに非常にタイトやと思うんですよ。これが実際、もし補助

金が出たら最後まで間にあうのかという部分に、どこか懸念するような部分というのは

ございますか。 

総合政策部長  国の通知ですけれども、５月 24日付けということになっておりますが、大

阪府から本町に届いたのが６月５日ということでございますので、ご理解、よろしくお

願いいたします。 

  それから、今後のスケジュールということでございますけれども、ご可決をいただき

ましたら、直ちに入札により設計の業者選定を行いたいと考えております。そして、７

月末から９月中旪にかけて設計業務を実施いたしまして、その後、補助金が内示されま

したら、工事請負費を９月会議の後半に補正予算として上程させていただきたいと考え

ております。その後、指名業者選定委員会を経て､入札による工事業者の選定を行いまし

て、11月上旪頃から３月下旪頃での工程で、工事を行いたいと考えております。このス

ケジュールにつきましては、一定、コンサル等の確認も事前にしているところでござい

ますので、この工程で工事が可能であるというふうに認識をいたしております。 

  以上でございます。 

川嶋議長  ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

人権文化センター所長  すいません。先ほどの伊集院議員の水無瀬川の氾濫危険地域とい

うご質問に、入っているかどうかのお答えなんですが、島本町のハザードマップの中で、

水無瀬川の洪水リスク区域と、あと淀川の浸水想定区域というのがございますが、セン

ターはその両方に入っておりますので、改めてご答弁させていただきます。水無瀬川に

つきましては、50センチから２メーター未満の区域に入ってございます。 

  以上でございます。 

川嶋議長  それでは、質疑がないようでございますので、終結をいたします。 

  これより、討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 
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河野議員  第 58 号議案 2017 年度島本町一般会計補正予算（第２号）に対しまして、賛

成の討論を行います。 

  冒頭にあたりまして、過日の７月７日、核兵器禁止条約の国連会議、核兵器の全面廃

絶に繋がる核兵器を禁止する法的拘束力のある協定について交渉する国連会議では、核

兵器禁止条約を国連加盟 193ヵ国の 63％にあたる 122ヵ国の賛成、保留１、反対１で採

択されています。人類史上初の核兵器禁止条約の採択は、日本の被爆者をはじめ核兵器

のない世界を求める世界各国と市民社会の多年にわたる協働の取り組みが実ったものと

感じております。 

  この総合政策部人権文化センターのエレベーター（昇降機）にかかる府の地域改善施

設整備事業にエレベーター（昇降機）が補助対象として示されたことによって、この人

権文化センターの設備整備が大きく進展する。「入を計り出を制す」というところで言

えば、この補助金のメニューが出されたときに見送るようなことはできないというふう

に感じております。 

  戦争こそが最大の人権侵害であるというふうに掲げられて、この人権文化センター、

総合政策部が取り組んで来られた､強めてこられた施設として、今後、これから年長者や

障害者差別の解消も視野に入れられて、エレベーター設置への精力的な検討を進められ

た結果というふうに思っております。 

  憲法第 25 条で規定された最低限度の文化的生活を体現する、保障する施設として、ま

た「障害者差別解消法」に基づく施設として再出発するための、大変貴重な事業の第一

歩だと思っておりますので、町長を先頭に、この補助金採択にあたっては鋭意努力をさ

れますよう再度要望いたしまして、賛成の討論といたします。 

川嶋議長  反対の討論の方がないようでありますので、引き続き、本案に賛成の方の発言

を求めます。 

東田議員  第 58号議案 平成 29 年度一般会計補正予算（第２号）に対し、コミュニティ

ネットを代表し賛成の討論を行います。 

  内容といたしましては、人権文化センター改修工事設計業務であり、主にエレベータ

ー設置の実施設計となります。人権文化センターのバリアフリー化については過去から

の検討課題であり、「障害者差別解消法」の具体化、バリアフリーの観点からも必要な

ものであると考えます。 

  地域改善施設整備事業につきましては、今年度限りの補助金となっていることから、

事務の執行にあたりましてはスピード感を持って行っていただきますよう要望いたしま

して、第 58号議案 平成 29年度一般会計補正予算（第２号）に対し賛成の討論といた

します。 

川嶋議長  続いて、本案に賛成の方の発言を求めます。 

伊集院議員  第 58号議案 島本町一般会計補正予算（第２号）に対し、自由民主クラブを
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代表いたし討論を行います。 

  第２号補正、歳入歳出それぞれ 590 万円を増額され、総額は 116 億 5,166万３千円と

なります。平成 29年度に限り隣保館に関わる補助金が活用できるということで、今回、

財政調整基金から 590 万円を繰り入れて実施設計をされる補正予算となっております。

バリアフリー化の必要性や、また避難所としても活用されていること、また、この補助

金の確保を何とか目途にされるという部分において、賛成させていただくものではあり

ます。 

  ただ、最後に要望させていただきますのは、質疑でも申しましたように人権文化セン

ターは、島本町として寿命はおおよそ 20年ほどと考えられ、また２階建ての建物であり

ます。そして水無瀬川氾濫危険地域というか、先ほども答弁にありました洪水において

淀川、水無瀬川、両方のほうに示されている部分であります。 

今後のこの施設の活用において、また大きな将来的な方向性を見据えたビジョンを見

せていただきますように要望し、賛成させていただきます。 

川嶋議長  続いて、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ほかに討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第 58号議案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

川嶋議長  起立全員であります。 

  よって、第 58号議案は､原案のとおり可決することに決しました。 

  この際、暫時休憩いたします。 

（午後４時 16 分～午後４時 17分まで休憩） 

川嶋議長  休憩前に引き続き､会議を開きます。 

  日程第５、第１号決議案 「２０２５日本万国博覧会」の大阪誘致に対する決議を議

題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

清水議員（登壇） それでは、第１号決議案につきまして、朗読をもって提案説明に代え

させていただきます。  

      （第１号決議案 朗読） 

  以上、よろしくご可決いただきますよう､お願いいたします。 

川嶋議長  これより、本案に対する質疑を行います。 

河野議員  第１号決議案に対しまして、事前に通告をさせていただいております。質問は
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３点ございますので、よろしくお願いいたします。 

  まず、１点目は 2017 年（平成 29年）３月に大阪府知事、松井一郎知事から万博誘致

に賛同する決議を、さらにその後、2017年度においても再度の要請がありました。提案

者におかれましては、そのこともあり、本決議案提案に至っておられると認識しており

ます。 

  決議案文という例文の中で示された表現では、「地域振興、観光魅力の発信、産業振

興、町民の健康づくり――市町村民ですね――健康づくりに寄与する」、万博の大きな

効果の趣旨としては、この表現は一切、この決議案からは削除をされておられます。提

案者におかれましては、このような大きな万博の効果は期待できないと考えておられる

のか。そして、島本町民にとって、この当万博の意義はどこにあるとお考えなのか、お

示しください。 

  通告の２点目。2016 年（平成 28年）11月付け「２０２５日本万国博覧会基本構想案」

が、大阪府より島本町議会に送付されています。以下、「案」とお示しいたします。 

  案の３ページ、４ページ、「２．2025年に万博を開催する意義 （２）③」では、関

西の平均寿命や健康寿命、特に大阪は平均寿命・健康寿命とも、全国最低レベルになっ

ていると認めています。町村長会が求めてきた子ども医療助成制度をはじめ遅れた大阪

府の福祉・医療行政施策を抜本的に改善することなど、何よりも優先すべきだと私は考

えておりますが、この大阪万博開催の大型公共事業に投じられる公費よりも優先すべき

施策が大阪府にはあると考えております。大阪万博開催は、府民、島本町民の健康・長

寿に功を奏するのか。提案者におかれての具体のイメージ、考えをお示しください。 

  ３点目です。この基本構想案の 28 ページ、「12．長期的地域整備 （１）の①」、こ

の対象地域になっています夢洲地区は、「世界第１級のＩＲ（統合型リゾート施設）誘

致に向けた取り組みが進められている」と、この基本構想案には記されています。この

ＩＲ誘致はカジノ（賭博）が包含されているという認識は、提案者におかれてあります

でしょうか。答弁を求めます。 

大久保議員  まず、質問通告の１番ですけども、地域振興、観光魅力の発信、産業振興、

この７行が削除されているということですが、これに代わりまして「関西地域のために

も」という文言が入っておりますので、私たち大阪維新の会としては、この７行を削除

しなくてもいいという考えでありましたが、この文言を入れるということで集約されて

いるのかと考えております。 

  そして、上記の効果は期待できないと考えるのか､島本町民にとって当万博の意義はど

こにあるか、というご質問ですが、まず、万博誘致におきまして経済的効果、これは健

康寿命延伸産業の育成ということを目指しておりまして、これらの産業における新製品

やサービス、市場拡大、それから再生医療等製品の開発が促進され、ひいては成長戦略

の実現が期待されるところです。本町におきましても、近所に大きな製薬会社等ござい
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ますし、京都には再生医療等の研究所もございますから、こういったことを起爆剤にし

て、十分に経済的な効果が得られるのではないかと考えております。 

  それから、通告の２番目です。大阪の平均寿命・健康寿命とも全国レベルで非常に低

いということで、ご指摘のとおり、インターネットで調べましたら、やっぱり最下位の

ほうだなというのを確認をいたしました。しかし、日本におきます平均寿命といいます

のは、かなり高いものです。その中の日本でのランク付けです。そして、大阪は確かに

ランクは低いんですけどね、かなり务っているのかといいますと、そうでもありません。

高水準のほうで順位が低いということですので、十分に健康に関する施策は行われてい

るのではないかなと思います。あとは個人の問題でして、幾ら施策がされましても、個

人個人が必ず実行されているかというところまでは、ちょっとわからないところです。 

  そうしまして、あと「大阪万博開催は府民、島本町民の健康・長寿に功を奏するか」

というところですが、この万博誘致によりまして、国民、府民、町民の健康意識がさら

に高まるということで、その結果、生涯にわたるＱＯＬが向上し、体が動くということ

ですね、健康寿命が延びるということですね。その結果として、社会保障費の増加抑制、

削減も十分に期待されます。そうしまして、また万博に参加した子どもが健康について

考えるということを通じて、高い町民の健康意識を将来にわたって引き継いでいけると

いう、そういったイメージを考えております。 

  以上です。 

伊集院議員  我が会派、自由民主、それぞれもありますが、会派として、まず通告の１点

目の部分であります。 

  ちょっと修正を文章、していただきたいというのは我々の会派としては主張させてい

ただきましたので、削除されている部分におきましては、資料において、ちょっと積算

根拠とかがはっきりしている部分ではないなど、河野議員もよくおわかりのように、見

ていただいてわかると思いますが、その点においては、我々としては責任を持てる状況

ではないということで削除させていただきました。 

  それにおいて、期待ができないということで削除をさせていただいたわけではなくて、

積算根拠の部分が、ちょっと我々ではわかりづらいという部分がありましたので削除さ

せていただき、「意義」という部分は、やはり、この文書、決議に入ってますように、

世界からの知恵、また人びとの英知、我々としては人びとの知恵をいただきながら、科

学とかも発展してきている部分でありますので、そういう知恵を結集している中を大阪

でされるということは、やはり一番近いところの情報で入ってくるという部分がありま

すので、意義としては､人びとの知恵を取るということが意義であると思っております。 

  通告の２点目の部分でありますが、大型公共事業で投じられる公費よりも優先すべき

施策があるという河野議員のお考えにおいては、我々の会派も同様な思いもあります。

ただ、「府民、町民の健康寿命に功を奏するかどうか」という部分の具体のイメージと
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いうのは、現時点では我々で詳細な話ができるわけではありませんが、やはり広域連携

が必要と、我が会派等は申しております。そして、文章を修正していただいた中で「関

西地域のためにも」ということは、和歌山県や兵庫県、京都府、それぞれの他の団体と

もお話をさせていただくと、やはり「関西地域の発展」という部分のお話もお聞きして

おりますので、決して我々の思いだけではなく、連携取れる方々の、人々との繋がりも

必要であろうということで、あくまでも誘致に手をあげるということにおいて、この決

議に賛成させていただいているということをご理解いただきたいと思います。 

  通告の３点目においては、内容においては我々、大阪府議会で議論されておりますの

で、私どもの立場から答弁できるものではないということで、ご理解いただきたいと思

います。現在、今の時点でお話しできるのは、先般でも７月に経団連の会長が視察をさ

れたというのはお聞きしております。ただ、挙手をされて決定されるかどうかによって、

負担のほうも考えていかなければならないということで、今の時点で明らかにしないと

いうことをおっしゃっておりますので、民間投資もどれぐらいかということは､今の時点

では理解できていませんので、その点をご理解いただき、我々会派としては、あくまで

も大阪府で誘致をするということだけに賛同させていただき、提案者とさせていただい

たことを申し添えます。 

  以上です。 

岡田議員  公明党といたしましても、大阪万博の実現を目指して、現在、頑張らせていた

だいております。公明党の府本部の議員といたしまして、現場に足を踏み入れて、そし

て、この予定地のほうの視察もさせていただいております。 

  意義とか期待ということですが、しっかりと松井知事とも話し合いをさせていただき、

高齢化が進む中で、人類が直面する健康への危機に対し解決の糸口を発見するため世界

から知恵を集めたい、これが今回の大阪万博の大きな意義であるというようなこともお

聞きいたしております。そして、大阪が「東洋のマンチェスター」と言われるぐらい、

近代産業の歴史を国内外に発信し、観光の集客に繋げていく。これが大きな今回の万博

の目的でもあります。 

  こういったところから、私たち公明党は、この万博に対しての実現を目指し、現在、

頑張らせていただいているということです。そういう意義をしっかりと踏まえまして、

私たちは理解をさせていただき、今回の決議案にも賛成をさせていただいた立場でござ

います。 

川嶋議長  他に質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

  これより、討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

- 269 -



 

中田議員  第１号決議案 「２０２５日本万国博覧会」の大阪誘致に対する決議に対して、

人びとの新しい歩みを代表して反対の討論を行います。 

  一つ目、万博は莫大な財政負担を府民に強いるものです。万博の会場建設費は 1,300

億円と見積もられています。しかし、2020年の東京オリンピックの当初予算 3,013 億円

が１兆８千億円と、６倍にふくれあがっているように、本当にこの額で収まる保障はあ

りません。その費用は、政府と大阪府・大阪市と財界で３分の１ずつ、それぞれ約 400

億円ずつ負担するとのことですが、これらは府民にとって巨額の財政負担となります。 

  さらに、昨日付けの毎日新聞によると、財界負担分約 400億円のうち、関西財界から

寄附名目で集められるのは 50億円が関の山、との懸念が関係者から示されていました。

財界負担が計画どおりにいかなかった場合、そのツケが府民に回される危険もあるので

はないでしょうか。 

  大阪府の平成 28 年度の負債額は６兆円を超えており、厳しい財政状況にあります。こ

の背景には、期待された経済効果をあげることなく負の遺産となった多くの大型プロジ

ェクト、例えば新関西空港やりんくうタウン、2008年オリンピック招致のための体育施

設建設などの、大型公共事業の存在があります。甘い予算見積りと過剰な期待による計

画は、府民に新たな負担を生み出すだけです。 

  そもそも大阪府は、財政難を理由に府民の生活に直結する医療・福祉・教育などの施

策に回す予算を削減し、文化・スポーツ施設などの統廃合を行っています。その一方で、

巨額の税金を投入して万博を誘致することが府民にとってよいことなのかどうか、はな

はだ疑問です。 

  二つ目、夢洲で万博は適切でしょうか。夢洲・咲洲・舞洲における大阪湾ベイエリア

開発計画は、バブル崩壊とともに破綻しました。その破綻の検証もないままに､万博誘致

とあわせて再び巨大開発を行おうとしています。さらに、近い将来、南海トラフ地震が

確実といわれている中で、夢洲は地震への対応や液状化の問題、そして津波などの危険

性も指摘されています。半年間にわたり、３千万人の入場者を想定するイベントの会場

として、夢洲が適切な場所だとは言い難いものです。 

  三つ目、大阪万博はカジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）とセットになっています。

というよりも、カジノ誘致のためのインフラ整備のための万博、とも言えるものです。

また、万博のテーマである健康や長寿と､カジノの存在意義は相容れないものです。何よ

りも、カジノに対しては府民からの強い反対があります。2017年３月１日付けの朝日新

聞によると、大阪府民を対象にした調査で､カジノを含む統合型リゾート施設の誘致には

60％が反対しているということがわかっています。そのような世論を誘導するために持

ち出されたのが､今回の万博であったと言えるでしょう。このような経緯で、後付け的に

決定された万博に、「なぜ、今、大阪で万博なのか」という意味は見いだせません。 

  以上、三つの理由から、「２０２５日本万国博覧会」の大阪誘致に対する決議に、反
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対する討論とさせていただきます。 

川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

平井議員 「２０２５日本万国博覧会」の大阪誘致に対する決議に対しまして、討論を行

います。 

  今回の万博誘致の決議については、大阪府や大阪市、そして経済界、市長会、町村長

会、また各市議会議長会、町村議長会が一つになって、万博誘致を進めようということ

で、オール大阪で取り組もうとしていることだろうというふうに思っております。 

  そういった中で、今年度から島本町議会の川嶋議長が大阪府町村議長会の会長として、

また大阪万博誘致の委員として出席がされる予定になっております。そういった中で、

やはり私たちは町議会として議長を支え、そして、その万博誘致のバックアップをして

いかなければいけないというふうに私は認識をしております。一方では、やっぱり大阪

府に対して補助金の申請等をしている中で、やはり島本町議会で決議があがらなかった

影響というのも危惧をするところでもございます。 

  そういったことからいたしますと、先ほど反対討論にもございましたけども、立地場

所がほんとにいいのかどうか、そういう懸念もございますけども、ここはやはりオール

大阪で、この万博誘致の決議をあげて、そして世界平和に寄与する。そしてまた大阪の

発展、関西の経済の発展に役立てるような万博を成功させるために、この決議をあげよ

うというふうに思っております。 

  以上を申し上げて、賛成の討論といたします。 

川嶋議長  次に、本案に反対の方の発言を求めます。 

河野議員  第１号決議案 「２０２５日本万国博覧会」の大阪誘致に対する決議に対して、

反対の討論を行います。 

  「大阪万博なくしてカジノなし、カジノなくして大阪万博なし」とも言えるほど、府

民も周知の事実であります。また、大阪府の出された基本構想案にも、ＩＲリゾート構

想は明記されています。大阪の現在の状況から見て、まず、大阪にとっての今回の万国

博覧会誘致は､目指すテーマ「健康・長寿」という観点からも、万国博覧会こそが社会実

験であり、健康・ライフサイエンス分野の先進地域となる、そういった中で示された意

義・効果は到底無理があり、自己矛盾に陥るどころか､府民の福祉・暮らしにもたらす財

政的・健康的害悪は、責任を負いかねるほど夥しい事業であると、私は言わざるを得ま

せん。 

  松井知事と吉村大阪市長は、大阪湾の夢洲にカジノを誘致する計画を推進しています。

大阪府では、すでにＩＲ推進局が設置され住民説明会などを進められております。2024

年までにカジノ業者が 4,300億円を投資し、来客数の８割は日本人・1,200万人を想定、

２割が外国人・300 万人を想定しています。将来的には 8,240 億円の投資と、日本人・

2,400万人、外国人・600 万人を集める計画と聞いております。 
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  業者は投資額を平均７年で回収しようとするそうですから、4,300 億円を７年で回収

するためには、カジノだけで年間 500億円の純利益を上げる必要があると聞いておりま

す。これはすべて、カジノ来客者の「負け」の分の一部です。夢洲で整備される面積は、

万博が 100ha、カジノを含むＩＲが 70haと聞いております。地下鉄中央線延伸と、道路

の拡張が 2024 年までに予定されております。この事業費は 580億円と聞いております。

万博の開催はたったの６ヵ月間ですが、その後、カジノ誘致とともにＪＲ桜島線の延伸

も計画される可能性があると聞いております。1,700億円と聞いています。 

  夢洲は、南海トラフ地震が起これば津波の危険性があり、予測される津波高に対応す

る対策は講じてあると大阪府は説明しているそうですが、予測を超える「想定外」も当

然あり得ます。地震による液状化が起これば防潮堤は役に立たなくなり、対策には１千

億円単位でかかると思われますが、府も市も検討に至っておりません。 

  もともと、大阪は全国の都道府県の中で唯一パチンコ台数が 20万台を超える､面積当

たりの台数は飛び抜けて日本一です。パチンコによるギャンブル依存症に最もなりやす

い地域が大阪だということです。全国で 530 万人のギャンブル依存症患者がいて、5.6

％の発症率があると、厚生労働省は指摘しています。大阪は最も多いことが容易に想像

できます。ギャンブル依存症の決定的な治療法はないとされ、研究が本格化したばかり

です。ところが、大阪府の依存症対策は国の方針待ちだと聞いております。 

  パチンコ店の営業時間は、府内では１日 13時間以内で、負けても１日最大 31 万円で

す。しかし、カジノは 24 時間営業で､マカオの大口顧客は１回 50 万円から 2,500万円賭

けるといわれますが、それが１分で勝負がつく。勝った場合の成功体験の記憶だけがず

っと残り、その分、依存症は桁違いにひどくなり、経済的破綻や家族崩壊が深刻化する

可能性があります。現在でも、児童虐待や犯罪、ＤＶ、子どもの暴力などは､大阪は全国

で際立っております。こうした社会的荒廃が、この万博の後のＩＲリゾート構想、カジ

ノによって、一層進むことになると私は確信する者です。 

  知事や大阪市長は、交通インフラは業者も負担すると言っているそうですが、もし負

担したとしても、業者はその分をお客さんから取り戻そうとします。お客さんの「負け」

が増えるだけで、庶民にとって一つもいいことはありません。 

  大阪の貧困は今でも深刻であり、子どもの貧困は全国ワースト２です。その悪化スピ

ードはワースト１といわれています。保育所の待機児童は３千人以上、特別養護老人ホ

ームの待機者は７千人以上もいます。府の子育て支援や高齢者施策が遅れていることが、

その原因の一つであり、カジノなどにお金をかける余裕も時間もないと、私は思います。 

  遅れている施策のもう一つは、防災と老朽インフラの更新です。この水無瀬川でも、

一部、まだ 50ミリ対応も着手されていません。これは大阪府の仕事です。大阪のインフ

ラは 1950年代から 70 年代にかけて造られたものが多いと聞いています。水道管では、

40 年以上経過した管が府内 27.6％、大阪市では 44.0％にのぼります。大阪市の三つの
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浄水場は耐震化ができていません。大地震で市内全域が断水になる可能性さえあると聞

いております。府が管理する流域下水道は、施設の更新に今後 10年間だけで 2,200 億円

かかり、府と市町村で国に財政措置を要望している状態です。  

  大阪は、製品出荷額の半分以上が中小企業です。リーディング産業は尐ないものの、

多分野にわたる産業の集積があります。橋下前府知事が大幅に削減した商工業予算を復

活することはもちろん、現場の声を汲み上げた政策の充実こそが、今、求められており

ます。 

  本決議案をいよいよ可決され、今後、町村議長会などを通じて誘致活動を推進するこ

とは、すなわち大阪にカジノを誘致させることに直結するものと私は今、確信しており

ます。健康も長寿も、経済も、府の財政も、どん底へ邁進させることにほかなりません。 

  以上の理由を持って、到底、本決議案には賛成できない、反対の討論といたします。 

川嶋議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長 次に、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第１号決議案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 多 数 起 立 ） 

川嶋議長  起立多数であります。 

  よって、第１号決議案は、原案のとおり可決することに決しました。 

  この際、暫時休憩いたします。 

（午後４時 49 分～午後４時 49分まで休憩） 

川嶋議長  休憩前に引き続き､会議を開きます。 

  以上で、６月定例会議に提出されました諸議案は、全部議了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  明日から、次の定例日の前日までを休会としたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

川嶋議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、明日から､次の定例日の前日までを休会とすることに決定いたしました。 

  これをもちまして、平成 29 年島本町議会６月定例会議を閉じまして、散会といたしま

す。 
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  次会は、９月４日午前 10時から会議を開きます。 

  本日は長時間にわたり、大変ご苦労様でございました。 

 

 （午後４時５０分 散会）  
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 本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

 

第５３号議案 島本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に 

関する条例の一部改正について 

第５４号議案 平成２９年度島本町一般会計補正予算（第１号） 

第５５号議案 平成２９年度島本町水道事業会計補正予算（第１号） 

第５６号議案 工事請負契約の締結について（町立第四小学校校舎増築等工事） 

第５７号議案 工事請負契約の締結について（町立第二学童保育棟新築工事） 

第５８号議案 平成２９年度島本町一般会計補正予算（第２号） 

第１号決議案 「２０２５日本万国博覧会」の大阪誘致に対する決議 
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 以上、会議の次第を記し、これを証するため、地方自治法第１２３条第２項の規定により署名

する。 

 

  平成２９年 ７ 月１４日 

 

           島 本 町 議 会 議 長                      

 

           署名議員（２番） 

 

           署名議員（９番） 
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平成２９年島本町議会６月定例会議の結果は次のとおりである。 

事 件 番 号       件           名 結   果 

 議長の常任委員辞任について 
６ 月 ２ ３ 日  

許 可 

一 般 質 問 

山田町長に問う、広域連携の充実とは 
〃 

岡 田 議 員 

１．水無瀬川河川敷の防災と財政上の課題を問う 

２．都市農業振興基本計画、生産緑地制度検討の

進捗を問う 

３．年長者の多い、または自治会の無い地域のゴ

ミ問題について 

４．統一保険料導入で保険料値上げへ――大阪府

に対し住民・被保険者・町議会の意見反映を 

５．第６期介護保険計画実施２年間について 

〃 

河 野 議 員 

１．避難所開設・運営の充実・強化について 

２．業務プロセスの見える化について 

〃 

福 嶋 議 員 

１．産業振興と観光開発について 

２．町有地活用と都市農業振興について 

〃 

野 村 議 員 

１．本町における猫対策について 

２．その後の日立金属株式会社山崎製造部の跡地

について 

〃 

村 上 議 員 

１．新町長の「島本町のまちづくり」について 

２．町立学校の個人情報保護の管理について 

〃 

伊 集 院 議 員 

島本町の発達支援保育の現状と課題 

～支援を必要とする児童への合理的配慮～ 

〃 

戸 田 議 員 

ＪＲ島本駅西地区の都市計画の変更について：住 

民意見の反映と住民利益の視点から 

〃 

中 田 議 員 

合併・広域連携について 
〃 

塚 田 議 員 

第 ３ 号報告 
平成２８年度島本町一般会計予算繰越明許費繰越

計算書の報告について 

〃 

報 告 を 承 る 

第 ４ 号報告 
平成２８年度島本町公共下水道事業特別会計予算

繰越明許費繰越計算書の報告について 

〃 

報 告 を 承 る  

第３４号議案 
農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 

６ 月 ２ ６ 日  

原 案 同 意 

第３５号議案 
農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 

〃 

原 案 同 意 

第３６号議案 
農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 

〃 

原 案 同 意 
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事 件 番 号       件           名 結   果 

第３７号議案 
農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 

６ 月 ２ ６ 日

原 案 同 意 

第３８号議案 
農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 

〃 

原 案 同 意 

第３９号議案 
農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 

〃 

原 案 同 意 

第４０号議案 
農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 

〃 

原 案 同 意 

第４１号議案 
農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 

〃 

原 案 同 意 

第４２号議案 
農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 

〃 

原 案 同 意 

第４３号議案 
農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 

〃 

原 案 同 意 

第４４号議案 
農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 

〃 

原 案 同 意 

第４５号議案 
農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 

〃 

原 案 同 意 

第４６号議案 
農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 

〃 

原 案 同 意 

第４７号議案 
農業委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 

〃 

原 案 同 意 

第 １ 号 諮 問 
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつ

いて 

〃 

適     任 

第 ２ 号 諮 問 
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつ

いて 

〃 

適     任 

第 ３ 号 諮 問 
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつ

いて 

〃 

適     任 

第４８号議案 工事請負契約の締結について 
〃 

原 案 可 決 

第４９号議案 
職員の育児休業等に関する条例の一部改正につい

て 

〃 

原 案 可 決 

第５０号議案 
島本町職員の退職手当に関する条例の一部改正に

ついて 

〃 

原 案 可 決 

第５１号議案 島本町税条例等の一部改正について 
〃 

原 案 可 決 

第５２号議案 
島本町消防団員等公務災害補償条例の一部改正に

ついて 

〃 

原 案 可 決 
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事 件 番 号       件           名 結   果 

第５３号議案 

島本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の利用者負担額等に関する条例の一部改正につ

いて 

７ 月 １ ４ 日

原 案 可 決 

第５４号議案 平成２９年度島本町一般会計補正予算（第１号） 
〃 

原 案 可 決 

第５５号議案 
平成２９年度島本町水道事業会計補正予算（第１

号） 

〃 

原 案 可 決 

第５６号議案 
工事請負契約の締結について 

（町立第四小学校校舎増築等工事） 

〃 

原 案 可 決 

第５７号議案 
工事請負契約の締結について 

（町立第二学童保育棟新築工事） 

〃 

原 案 可 決 

第５８号議案 平成２９年度島本町一般会計補正予算（第２号） 
〃 

原 案 可 決 

第１号決議案 
「２０２５日本万国博覧会」の大阪誘致に対する 

決議 

〃 

原 案 可 決 
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